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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

1-1 

(続き) 

2 加工施設は、通常時において、加工施設周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子炉等規制

法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる限り放

射線被ばくを低減する。 

（被ばくの低減措置） 

第５０条  各部長は、管理区域内で作業を行う場合には、線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成可能な

限り放射線被ばくを低減するために、作業による線量及び作業場の放射線環境に応じた作業方法を立案し、

放射線業務従事者の受ける線量を低くするよう努める。 

 

２． 環境安全部長は、作業実施に伴う放射線防護措置の状況を確認し、必要に応じて、担当部長に指導、助

言を行う。 

 

３． 各部長は、管理区域に立ち入る者に対し、必要に応じて放射線防護のために保護衣、保護靴等必要な保

護具を着用させる。 

 

４． 各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う

場合には、一時的に簡易的なフードを設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護

具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを用いて局所的な放射性物質濃

度を測定する。 

 

（放射性液体廃棄物） 

第７４条  環境安全部長は、別図２－（２）の排水口からの放射性液体廃棄物の放出による周辺監視区域外の水中の

放射性物質濃度が、線量告示で定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにする。 

 

２． 環境安全部長は、前項の排水口より放射性液体廃棄物を放出する場合は、合理的に達成可能な限り放射

性物質濃度を低減するために、排水貯槽内における排水中の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値

を超えないようにする。また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクに

は、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにするための対策を講じ、放射線業務従事者に

遵守させる。 

 

３． 環境安全部長は、別表 17に定めるところにより前項の排水中の放射性物質濃度を測定し各部長に通知す

る。 

 

４． 環境安全部長は、前項の排水中の放射性物質の濃度が、異常に高くなり、又は高くなるおそれがあると

きは、速やかに担当部長にその事実を通知するとともに、その原因の除去を勧告する。 

 

５． 担当部長は、前項の勧告を受けたときは、環境安全部長及び核燃料取扱主任者と協議してその原因を調

査し、適切な措置を講じる。 

 

６． 環境安全部長は、第４項において排水中の放射性物質の濃度が別表 16に定める管理目標値を超えた場合

は、適切な処置を施し、管理目標値以下になったことを確認して放出する。 

 

７． 環境安全部長は、放射性液体廃棄物に含まれる放射性物質の年間放出量を計算し、異常のないことを確

認する。 

 

８． 環境安全部長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、別表９に定めるところにより、平常

時の環境放射線モニタリングを行う。 

 

９． 各部長は、アルカリ又は有機溶媒等の排出し難い放射性液体廃棄物を腐食しない容器に封入する。 

 

10． 燃料製造部長は、前項の容器が破損した場合においても封入した放射性液体廃棄物を広がらせないで回

収汚染除去できるような処置を施すか又は前項の容器をそのような場所に保管する。 

 

11． 前項の保管に当たっては、第 73条第２項及び第３項の規定を準用する。ただし、放射性液体廃棄物の保

管廃棄設備は、別図３に示す第５廃棄物貯蔵棟とする。 

 

12． 燃料製造部長は、保管廃棄設備の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

（放射性気体廃棄物） 

第７５条  環境安全部長は、排気口からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度

が線量告示で定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにする。 

 

２． 環境安全部長は、放射性気体廃棄物を放出する場合は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減

するために、ダストモニタ（排気用モニタ）等により連続的に監視するとともに、排気口における排気中

の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値を超えないようにする。 

 

３． 環境安全部長は、別表 17に定めるところにより排気中の放射性物質濃度を測定し各部長に通知する。 

 

４． 環境安全部長は、前項の排気中の放射性物質濃度が、異常に高くなり、又は高くなるおそれがあるとき

は、速やかに担当部長にその事実を通知するとともに、その原因の除去を勧告する。 

 

５． 担当部長は、前項の勧告を受けたときは、環境安全部長及び核燃料取扱主任者と協議して、その原因を

調査し、適切な措置を講じる。 

 

６． 環境安全部長は、排気口における排気中の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値を超えるおそれ

がある場合には、所長に対し、加工施設の操業停止を勧告する。 

 

７． 環境安全部長は、放射性気体廃棄物に含まれる放射性物質の年間放出量を計算し、異常のないことを確

認する。 

 

８． 環境安全部長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、別表９に定めるところにより、平常

時の環境放射線モニタリングを行う。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

10．被ばくの低減措置 

10-1 適用範囲 

放射線業務従事者の被ばくの低減措置について適用する。 

なお、加工施設は、1-2-2 より、閉じ込め機能、しゃへい設備、換気設備を設置すること及び汚染の可能性がある床・壁等については、汚染を

除去しやすいものであることが被ばく低減措置の要件である。また、放射線業務従事者が呼吸する空気中の放射性物質濃度は、加工則第 7 条

の 3第 2項に定める原子力規制委員会の定める濃度限度（線量告示第 6条：3×10-6 Bq/cm3 (U234)）を超えないことはもとより、合理的に達

成可能な限り放射線被ばくを低減するように作業の立案、保護具の着用が必要である。 

10-2 作業方法の立案(第 50条第 1項) 

各部長は、工事作業計画の策定にあたり、「合理的に達成可能な限り放射線被ばくを低減する」ため、「遮へい」「距離」「時間」の外部被ばく防

護の 3 原則を有効に利用すると共に内部被ばくの防護の観点（作業場所の核燃料物質を少なくする。作業前に湿式除染する。防護具を着用す

る。）から立案する。 

作業者は、作業標準または工事作業計画に則り、放射線による被ばくを低くする。 

17．放射性液体廃棄物 

17-4 排水口の放射性液体廃棄物の管理(第 74条 1項、2項) 

環境安全部長は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減するため以下の管理を行う。 

18．放射性気体廃棄物 

18-3 排気口の放射性気体廃棄物の管理(第 75条 1項、2項) 

環境安全部長は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減するため以下の管理を行う。 

5-1 加工施設は、通常時において、加工施設周辺の公衆、放射線業務従事者に対し原子炉等規制

法に基づき定められている線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成できる限り放

射線被ばくを低減する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

1-1 

(続き) 

5-1 安全機能を有する施設は、安全機能の重要度に応じて、その機能を確保するように設計する。 

通常時及び設計基準事故時に想定される全ての環境条件において、その安全機能を発揮でき

るようにし、他の原子力施設と安全機能を有する施設を共用する場合においては、加工施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

（施設管理方針及び施設管理目標） 

第６２条の２ 社長は、加工施設が許可を受けたところによるものであり、かつ、加工施設の技術基準に関する規則及

び同規則の解釈に適合する性能を有するように、設置し、維持するため、施設管理に関する方針（第 4条の

2、第 62条の 2以降において以下「施設管理方針」という。）を定める。また、第 62条の 11の施設管理の

有効性評価の結果及び施設管理を行う観点から特別な状態を踏まえ、施設管理方針の見直しを行う。さら

に、第 62条の 12に定める長期施設管理方針を策定又は変更した場合は、長期施設管理方針に従い保全を実

施することを施設管理方針に反映する。 

 

（保全対象範囲の策定） 

第６２条の３ 各部長は、加工施設の中から、保全を行うべき対象範囲（以下「保全対象範囲」という。）として、以

下の設備を選定する。 

(1)   安全機能を有する施設として、加工事業変更許可申請書及び設工認申請書に基づき設置した設備 

(2)   上記設備の安全機能に影響を及ぼすおそれのあるもの 

(3)   その他自ら定める設備 

 

（保全重要度の設定） 

第６２条の４ 各部長は、保全対象について、範囲と安全機能を明確にした上で、保全重要度を設定する。保全活動は

保全重要度に応じたものとする。 

 

（保全活動管理指標の設定、監視計画の策定及び監視） 

第６２条の５ 設備管理部長は、保全の有効性を監視、評価するために保全重要度を踏まえ、施設管理目標の中で、保

全活動管理指標を設定する。 

 

（保全計画の策定） 

第６２条の６ 各部長は、施設管理目標を達成するため、施設管理の実施に関する計画として以下の保全計画を策定す

る。施設及び設備の改造のための設計・開発管理を行った場合の保全計画の策定に当たっては、第 12条の 3

第 3項(2)に定めるところにより記録された保全において留意すべき事項を踏まえる。なお、事業所の加工

施設が使用開始後の原子力施設であることを踏まえ、保全計画の始期は直近（次回）の定期事業者検査の開

始日とし、保全計画の期間はその次（次々回）の定期事業者検査の開始日前日までの期間とする。 

(1)   点検計画 

(2)   定期事業者検査の実施計画 

(3)   設計及び工事の計画 

(4)   巡視の計画 

(5)   特別な保全計画 

 

（保全の実施） 

第６２条の７ 各部長は、第 62条の 6で定めた保全計画に従って保全を実施する。 

 

（保全の結果の確認・評価） 

第６２条の８ 各部長は、あらかじめ定めた方法で、保全の実施段階で採取した建物・構築物及び設備・機器の保全の

結果から所定の機能を発揮し得る状態にある一定の期間を所定の時期までに確認・評価し、記録する。 

 

（不適合管理、是正処置及び未然防止処置） 

第６２条の９ 各部長は、施設管理の対象となる施設及びプロセスを監視し、以下の(1)及び(2)の状態に至らないよう

通常と異なる状態を監視・検知し、必要な是正処置を講じるとともに、以下の(1)及び(2)に至った場合に

は、不適合管理を行った上で、是正処置を講じる。 

(1)   保全を実施した建物・構築物及び設備・機器が所定の機能を発揮し得ることを確認・評価できない場

合 

(2)   最終的な機能確認では十分な確認・評価ができない場合にあって、定めたプロセスに基づき、点検・

補修等保全が実施されていることが確認・評価できない場合 

 

（保全の有効性評価） 

第６２条の１０ 設備管理部長は、保全活動に関する情報（第 62条の 5の保全活動管理指標を含む。）を収集し、故障

及び補修頻度等の分析を定期的に行い保全の有効性を評価する。また、評価結果を核燃料安全委員会へ報告

する。 

 

（施設管理の有効性評価） 

第６２条の１１ 設備管理部長は、第 62条の 10の保全の有効性評価の結果及び第 62条の 2の施設管理目標の達成度

から、定期的に施設管理の有効性を評価し、施設管理が有効に機能していることを確認するとともに、継続

的な改善につなげる。 

 

（経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針） 

第６２条の１２ 設備管理部長は、「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考え方について」（平成２

０・０５・１４原院第２号（平成２０年５月１９日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１８１a－０８－

１）））及び「加工施設及び再処理施設における高経年化対策の評価の手引き（内規）」（平成２０･０５･１４

原院第３号（平成２０年５月１９日原子力安全・保安院制定））を参考とし、加工施設の経年劣化に関する

技術的な評価（以下「高経年化に関する技術評価」という。）を実施し、加工施設の保全のために有効な実

施すべき措置に関する 10年間の長期施設管理方針を策定する。また、設備管理部長は、高経年化に関する

技術評価を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行う。 

なお、高経年化に関する技術評価とは、加工施設について、その構成する建物・構築物及び設備・機

器のうち安全機能を有するものについて、工学的に想定される経年変化事象の影響を分析し、その建

物・構築物及び設備・機器に施されている現状の保安活動が、その経年変化事象の顕在化による建物・

構築物及び設備・機器の機能喪失を未然に防止できるかどうかの評価を行うことをいう。 

 

基保-018「補修及び改造基準」 

3. 施設管理方針及び施設管理目標 

社長は、加工施設が許可を受けたところによるものであり、かつ、加工施設の技術基準に関する規則及び同規則の解釈に適合する性能を有す

るように、設置し、維持するため、加工施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理に関する方針を定める。こ

の方針は、設備等及び作業の重要度を踏まえて管理の程度を仕分けするなど、資源の適正配分と安全上重要な事項への配慮を確実にするため

の方向性を整理したものとする。 

設備管理部長は、加工施設の保全のために有効な実施すべき措置に関する 10年間の長期施設管理方針を策定する。高経年化に関する技術評価

を行うために設定した条件又は評価方法を変更する場合は、当該評価の見直しを行う。設備管理部長は、長期施設管理方針を施設管理方針に

反映することにより、施設管理における各種活動を一体として実施する。 

所長は、施設管理方針に従って達成すべき施設管理の定量的な目標を、要保-370「施設管理目標の策定及び運用要領」に基づき、設備管理部長

に定めさせる。設備管理部長は、施設管理方針に基づき、施設管理目標を策定し、要保-370「施設管理目標の策定及び運用要領」に従い、各部

に保全活動の計画を立案、管理させる。 

4. 保全活動 

保全活動は、保全対象範囲を定め、保全重要度に応じたものとする。各部長は、①使用前事業者検査、②定期事業者検査、③保全計画、④補修

及び改造及び⑤給排気設備の停止に係る措置の業務を実施させる。 

4.1 保全対象範囲の策定 

各部長は、要保-371「保全対象範囲及び保全重要度設定要領」に基づき、加工施設の中から保全対象範囲を選定する。 

4.2 保全重要度の設定 

各部長は、選定した保全対象範囲について、範囲と安全機能を明確にした上で、要保-371「保全対象範囲及び保全重要度設定要領」に基づき、

表 2に示す保全重要度を設定する。保全活動は保全重要度に応じたものとし、達成状況を明確にする。 

表 2 保全重要度 

4.3 保全活動管理指標の設定、監視計画の策定及び監視 

設備管理部長は、要保-370「施設管理目標の策定及び運用要領」に基づき、保全の有効性を監視、評価するため、保全重要度を考慮した保全活

動管理指標の目標値を、施設管理目標の中に設定する。 

設備所管部の各部長は、要保-370「施設管理目標の策定及び運用要領」に基づき、保全活動の監視を実施し、設備管理部長に保全活動の結果を

提出する。 

設備管理部長は、要保-370「施設管理目標の策定及び運用要領」に定める施設管理目標管理表に監視の結果を記録する。 

4.4 保全計画の策定 

各部長は、(1)点検計画、(2)定期事業者検査の実施計画、(3)設計及び工事の計画、(4)巡視の計画、(5)特別な保全計画を策定する。 

各部長は、設計・開発の結果抽出された「施設及び設備の配置及び構造上の特徴並びに経年劣化の観点から保全において留意すべき事項」、お

よび以下の点を考慮して保全計画を策定し、保全を行う。 

① 設計上、通常の作業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位が発生する場合は、当該部位を定期的に清掃す

ることを点検要領又は保全計画に反映する。 

② 設計からのアウトプットに含まれる点検箇所のうち、直接見ることが困難な部位については、点検要領に含めて頻度を決めて定期的に点検

する。 

③ パッキン、フード等の閉じ込め機能を維持する部位の点検結果に基づき、経年劣化を考慮して必要に応じて保全計画に反映する。 

各部長は、保全の実施結果及び原子力施設における保全に関する最新の知見を踏まえた評価（「4.11 保全の有効性評価」、「5. 施設管理の有

効性評価」参照）を行い、必要に応じて計画を見直すととともに、次年度の計画に反映させることにより、保全の継続的改善を図る。 

4.8 保全の実施 

各部長は、各計画に従って、保全を実施する。計画とその実施要領は以下のとおり。 

保全計画：要領/基準 

ア）点検計画：要保-389「加工施設の点検要領」 

イ）定期事業者検査の実施計画：要保-379「定期事業者検査対応要領」（4.8.1 項） 

ウ）設計及び工事計画：基保-021「設計管理基準」、要保-368「使用前事業者検査及び使用前確認対応要領」（4.8.2 項）、要保-012「作業計画

作成要領」 

エ）巡視計画：要保-373「巡視対応要領」 

オ）特別な保全計画：4.4.5 項 

4.9 保全の結果の確認・評価 

各部長は、(1)点検計画、(2)定期事業者検査の実施計画、(3)設計及び工事の計画、(4)巡視の計画、(5)特別な保全計画に従って、保全を実施

し、その記録を確認・評価する。 

4.10 不適合管理、是正処置及び未然防止処置 

各部長は、対象となる施設及びプロセスを基保-023「評価・改善基準」に示す「I.監視測定、分析、評価及び改善」、「Ⅱ．組織の外部の者の意

見」、「Ⅲ.プロセスの監視測定」に基づいて監視し、「Ⅶ．情報の共有及び公開」に基づいて技術情報の共有を行い、その結果、「Ⅳ．不適合管

理」、「Ⅴ．データの分析及び評価並びに継続的な改善」及び「Ⅵ．是正処置等」に基づいて必要な不適合管理、是正処置、未然防止処置を講

じ、継続的改善を図る。 

4.11 保全の有効性評価 

設備管部長は、要保-387「保全及び施設管理の有効性評価要領」に基づき、保全活動に関する情報を収集し、故障および補修頻度等の分析を定

期的に行い保全の有効性を評価する。評価においては、必要に応じて、4.10 で講じた不適合管理、是正処置及び未然防止処置をフィードバッ

クさせる。 

設備管部長は、評価結果を核燃料安全委員会へ報告する。 

5. 施設管理の有効性評価 

設備管部長は、要保-387「保全及び施設管理の有効性評価要領」に基づき、施設管理目標の達成度から、定期的に施設管理の有効性を評価す

る。設備管部長は、評価結果を所長へ報告する。 

6. 経年劣化に関する技術的な評価及び長期施設管理方針 

設備管理部長は、要保-246「経年変化評価要領」に基づき、高経年化に関する技術評価を実施する。 

ア）加工施設の経年変化に関する技術的な評価 

経年変化に関する技術的な評価においては、加工施設を構成する機器・構築物のうち、安全機能を有するものについて、工学的に想定される

経年変化事象の影響を分析し、現状の保安活動が、経年変化事象の顕在化による当該安全機能の喪失を未然に防止できるか評価する。 

イ）長期保全計画の策定 

設備管理部長は、経年変化に関する技術的な評価を実施するとともに、施設の保全のために実施すべき措置に関する 10 年間の長期保全計画

（以下、「長期保全計画」という）を策定する。 

ウ）長期保全計画の確認 

所長は、承認した長期保全計画を関係各部長に実施させるとともに、長期保全計画の実施状況を確認する。 

エ）実施頻度 

「加工施設の経年変化に関する技術的な評価と長期保全計画の策定」は、毎年実施状況を確認する。また、設工認による設備の変更が有る場

合は経年変化評価の要否も含め検討し、必要に応じ長期保全計画を改定する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

1-9 5-218 地震の影響でドラム缶が落下、転倒しないように、ドラム缶を強固に固定するが、転倒する

割合は安全側に 10％とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条

の 3関係） 

 

４．設計想定事象の発生時（地震） 

区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、地震発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、地震発生時に関する教育・訓練を定期的に実施

する。 

資機材の配備  

１ 燃料製造部長は、地震発生時に必要な資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 燃料製造部長、設備管理部長、品質保証部長及び環境安全部長は、発生した地震の震度に

応じて各部又は工務係若しくは施設責任者が行う、加工施設の点検を行う手順を定める。 

２ 燃料製造部長は、ドラム缶を段積みして保管する場合は、最上段のドラム缶をパレット及

び金属治具により固縛する方法によって、地震の影響でドラム缶が落下、転倒しないよう

に対策を講じる。さらにパレットを連結させて転倒耐力を高める対策を講じる。また、ド

ラム缶の蓋をリングバンドで固定し、ドラム缶内の収納物はプラスチック袋に収納し、固

体廃棄物が漏えいしない措置を講じる。一段積みする場合においても、ラッシングベルト

等により複数本まとめて固縛する方法によって、転倒を防止する対策を講じる。 

３ 環境安全部長は、消火器の設置に当たっては、転倒防止策を講じる。 

４ 燃料製造部長は、輸送容器の輸送物保管区域での貯蔵に当たっては、耐震重要度分類第３

類相当の固定措置を講じる。 

５ 燃料製造部長は、輸送容器の燃料集合体保管区域での貯蔵に当たっては、耐震重要度分類

第１類相当の固定措置を講じる。 

６ 燃料製造部長は、ドラム缶その他の金属製容器の保管廃棄に当たっては、耐震重要度分類

第１類相当の転倒防止策を講じる。 

７ 燃料製造部長は、粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型の設置に当たっては、固縛して設置し、1.0 

G の水平地震力に対して転倒を防止する。取扱い時においても、最大高さ約 1 m 以下とす

ることによって、落下、転倒しても、粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型に収納した閉じ込め機

能を有する粉末保管容器が損傷することを防止する。※ 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないこと。 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

９．自然現象発生時（地震） 

（４）手順書の整備 

２ 燃料製造部長は、ドラム缶を段積みして保管する場合は、最上段のドラム缶をパレット及び金属治具により固縛する方法によって、地震の

影響でドラム缶が落下、転倒しないように対策を講じる。さらにパレットを連結させて転倒耐力を高める対策を講じる。また、ドラム缶の蓋

をリングバンドで固定し、ドラム缶内の収納物はプラスチック袋に収納し、固体廃棄物が漏えいしない措置を講じる。一段積みする場合にお

いても、ラッシングベルト等により複数本まとめて固縛する方法によって、転倒を防止する対策を講じる。 

添５別ヌ

-3 

ドラム缶を段積みして保管する場合は、最上段のドラム缶をパレット及び金属治具により固

縛する方法（添図１－３）によって、地震の影響でドラム缶が落下、転倒しないように対策

を講じる。 

パレットを連結させて転倒耐力高める対策を講じる。 

ドラム缶の蓋をリングバンドで固定し、ドラム缶内の収納物はプラスチック袋に収納し、固

体廃棄物が漏えいしない措置を講じる。 

一段積みする場合においても、ラッシングベルト等により複数本まとめて固縛する方法（添

図１－２）によって、転倒を防止する対策を講じる。 

添５別ヌ

-4 

添図１－２ 最上段のみ固定時の固縛方法 添図１－３ ３段全体の固定時の固縛方法 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

1-10 5-221  建物内におけるウランを含む設備・機器については、必要に応じて固縛対策を施すため、

これらの設備・機器が建物外へ飛散することはない。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条

の 3関係） 

５．設計想定事象の発生時（竜巻） 
区分 規定する事項 

資機材の配備  

１ 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物

とならないよう固定固縛するための資機材を配備する。 

２ 燃料製造部長は、ウランを含む設備・機器が建物外へ飛散することがないよう必要に応じ

て固縛するための資機材を配備する。 

３ 燃料製造部長は、飛来物から間接的な影響を受けるとしてドラム缶を固縛し、ドラム缶の

固縛は、専用の治具によりドラム缶の蓋を抑え、蓋が開きにくい措置を講じる。 

４ 設備管理部長は、第２加工棟の３階及び４階は、F3竜巻による風荷重又は飛来物により損

傷するおそれがあることから、３階及び４階に設置しているダクトを通じた風の吹き込み

により、下層階に設置されているウランを含む設備・機器、貯蔵容器の飛散を防止するた

め、１階及び２階の火災区域と３階及び４階の火災区域の境界をまたがるダクトに防火ダ

ンパーを設け、手動で閉止する措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０．自然現象発生時（竜巻） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

２ 燃料製造部長は、ウランを含む設備・機器が建物外へ飛散することがないよう必要に応じて固縛するための資機材を配備する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

1-14 5-221 竜巻のソフト対策として行う車両の退避措置により、トラックウィング車は第１加工棟に飛

来するおそれがない。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条

の 3関係） 

５．設計想定事象の発生時（竜巻）（続き） 

区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

２ 環境安全部長は、加工施設から30 kmの範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度1、

かつ雷ナウキャスト活動度3が発表され、降水ナウキャストにより降水強度50 mm/h以上

が予測された場合に、燃料製造部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は

自ら実施する。 

 (1) 連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応の開始を指示する。 

 (2) 連絡を受けた対策要員は、核燃料物質等を取り扱っている工程について確認し、以下

の対策を30分以内に実施する。対策が完了した工程は、以後の作業を中止する。 

一 燃料製造部長は、輸送物、廃棄物の構内運搬を中止する。 

二 燃料製造部長は、作業を停止し、フード内での取扱い中の粉末は全て混合装置に

投入し、投入口バルブを閉止する。 

三 燃料製造部長は、連続焼結炉のヒーター電源を遮断し、可燃性ガスの窒素ガス切

替実施を行う。 

四 燃料製造部長及び品質保証部長は、試験開発、分析工程において、全ての作業を

停止し、作業により取り扱っていたウランを密封容器に収納して、試料保管棚に

て保管する。 

五 環境安全部長は、大型車両含む構内車両はその有無を確認し、飛来物として安全

機能を有する施設に到達するおそれのない駐車場又は敷地外に退避する措置を講

じる。 

六 環境安全部長は、加工施設の北側に隣接する事業所内で本加工施設に影響を及ぼ

すおそれのある区域にある大型車両（トラックウィング車）はその有無を確認

し、その区域外に退避する措置を講じる。 

七 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材

が飛来物とならないよう固定固縛する。 

八 燃料製造部長は、廃棄物保管工程について、取扱い中のドラム缶及び金属製容器

は、作業を中止して治具又はラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固

定する。 

３ 燃料製造部長は、竜巻によって影響を受ける廃棄物貯蔵室内の廃棄物ドラム缶につい

て、２段又は３段積みの場合には、鋼製のパレットに積載して専用治具によって固縛

し、さらに、パレット間をボルトにて連結し保管する。また、平積みの場合には、ラッ

シングベルトにて固縛を行い、必要に応じてさらに、床に対しても固定を講じる。 

４ 燃料製造部長は、第１－３貯蔵棟内の粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型について、竜巻の風

荷重により飛散しない固定、固縛を行う。※ 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないこと 

。 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０．自然現象発生時（竜巻） 

（４）手順書の整備 

2 環境安全部長は、加工施設から 30 km の範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度 1、かつ雷ナウキャスト活動度 3が発表され、降水ナ

ウキャストにより降水強度 50 mm/h 以上が予測された場合に、燃料製造部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は自ら実施する。 

2) 連絡を受けた対策要員は核燃料物質等を取扱っている工程について確認し、以下の対策を 30 分以内に実施する。対策が完了した工程は、

以後の作業を中止する。 

⑥環境安全部長は、加工施設の北側に隣接する事業所内で本加工施設に影響を及ぼすおそれのある区域にある大型車両（トラックウィング車）

はその有無を確認し、その区域外に退避する措置を講じる。 

添５別ヌ

-15 

竜巻のソフト対策として行う車両の退避措置により、トラックウィング車が飛来するおそれ

はない。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

1-15 5-223 飛来物から間接的な影響を受けるとしてドラム缶を固縛し、ドラム缶の固縛は、専用の治具

によりドラム缶の蓋を抑え、蓋が開きにくい措置を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条

の 3関係） 

５．設計想定事象の発生時（竜巻） 

 
区分 規定する事項 

資機材の配備  

１ 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物

とならないよう固定固縛するための資機材を配備する。 

２ 燃料製造部長は、ウランを含む設備・機器が建物外へ飛散することがないよう必要に応じ

て固縛するための資機材を配備する。 

３ 燃料製造部長は、飛来物から間接的な影響を受けるとしてドラム缶を固縛し、ドラム缶の

固縛は、専用の治具によりドラム缶の蓋を抑え、蓋が開きにくい措置を講じる。 

４ 設備管理部長は、第２加工棟の３階及び４階は、F3竜巻による風荷重又は飛来物により損

傷するおそれがあることから、３階及び４階に設置しているダクトを通じた風の吹き込み

により、下層階に設置されているウランを含む設備・機器、貯蔵容器の飛散を防止するた

め、１階及び２階の火災区域と３階及び４階の火災区域の境界をまたがるダクトに防火ダ

ンパーを設け、手動で閉止する措置を講じる。 

 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０．自然現象発生時（竜巻） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

３ 燃料製造部長は、飛来物から間接的な影響を受けるとしてドラム缶を固縛し、ドラム缶の固縛は、専用の治具によりドラム缶の蓋を抑え、

蓋が開きにくい措置を講じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

1-16 5-223 第１廃棄物貯蔵棟及び第３廃棄物貯蔵棟は、保管廃棄しているドラム缶の破損体数を保守的

に仮定するため、路線バスの飛来を想定する。第５廃棄物貯蔵棟は、保管廃棄しているドラ

ム缶の破損体数を保守的に仮定するため、トラックウィング車を想定する。第１加工棟には、

路線バスが飛来するおそれはなく、トラックウィング車は、遮蔽壁を兼ねた防護壁により飛

来するおそれはないことから、ワゴン車の飛来を想定する。想定するドラム缶の損傷本数に

ついて、別添５ヌ(ﾛ)－２に示す。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条

の 3関係） 

５．設計想定事象の発生時（竜巻）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

２ 環境安全部長は、加工施設から30 kmの範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度1、

かつ雷ナウキャスト活動度3が発表され、降水ナウキャストにより降水強度50 mm/h以上

が予測された場合に、燃料製造部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は

自ら実施する。 

 (1) 連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応の開始を指示する。 

 (2) 連絡を受けた対策要員は、核燃料物質等を取り扱っている工程について確認し、以下

の対策を30分以内に実施する。対策が完了した工程は、以後の作業を中止する。 

一 燃料製造部長は、輸送物、廃棄物の構内運搬を中止する。 

二 燃料製造部長は、作業を停止し、フード内での取扱い中の粉末は全て混合装置に

投入し、投入口バルブを閉止する。 

三 燃料製造部長は、連続焼結炉のヒーター電源を遮断し、可燃性ガスの窒素ガス切

替実施を行う。 

四 燃料製造部長及び品質保証部長は、試験開発、分析工程において、全ての作業を

停止し、作業により取り扱っていたウランを密封容器に収納して、試料保管棚に

て保管する。 

五 環境安全部長は、大型車両含む構内車両はその有無を確認し、飛来物として安全

機能を有する施設に到達するおそれのない駐車場又は敷地外に退避する措置を講

じる。 

六 環境安全部長は、加工施設の北側に隣接する事業所内で本加工施設に影響を及ぼ

すおそれのある区域にある大型車両（トラックウィング車）はその有無を確認

し、その区域外に退避する措置を講じる。 

七 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材

が飛来物とならないよう固定固縛する。 

八 燃料製造部長は、廃棄物保管工程について、取扱い中のドラム缶及び金属製容器

は、作業を中止して治具又はラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固

定する。 

３ 燃料製造部長は、竜巻によって影響を受ける廃棄物貯蔵室内の廃棄物ドラム缶につい

て、２段又は３段積みの場合には、鋼製のパレットに積載して専用治具によって固縛

し、さらに、パレット間をボルトにて連結し保管する。また、平積みの場合には、ラッ

シングベルトにて固縛を行い、必要に応じてさらに、床に対しても固定を講じる。 

４ 燃料製造部長は、第１－３貯蔵棟内の粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型について、竜巻の風

荷重により飛散しない固定、固縛を行う。※ 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないこと。 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０．自然現象発生時（竜巻） 

（４）手順書の整備 

３ 燃料製造部長は、竜巻によって影響を受ける廃棄物貯蔵室内の廃棄物ドラム缶について、２段又は３段積みの場合には、鋼製のパレットに

積載して専用治具によって固縛し、さらに、パレット間をボルトにて連結し保管する。また、平積みの場合には、ラッシングベルトにて固縛を

行い、必要に応じてさらに、床に対しても固定を講じる。 

添５別ヌ

-18 

竜巻によって影響受ける廃棄物貯蔵室内の廃棄物ドラム缶は、添図２－２及び添図２－３に

示すように、鋼製のパレットに積載して専用治具によって固縛し、さらに添図２－４に示す

ように、パレット間をボルトにて連結し保管する。 

添５別ヌ

-19 

添図２－２ 廃棄物ドラム缶保管状況 

添図２－３ ３段全体の固定時の固縛方法 

添図２－４ パレット連結部  
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

1-17 5-227 降下火砕物が降下したときの対策として、建物に降下火砕物の堆積が認められれば、降下火

砕物を除去する措置を講じることとする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

７．設計想定事象の発生時（火山活動（降下火砕物）） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、火山活動（降下火砕物）発生時に関する教

育・訓練を定期的に実施する。 

資機材の配備  

１ 設備管理部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な防護具及び資機材を配備す

る。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて、

堆積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の措置を講じる。措置に当たって

は、火山事象の進展を考慮して保守的に積雪の有無にかかわらず、加工施設で降下火砕

物が観測された時点で、速やかに作業を開始することとする。 

２ 設備管理部長は、作業を行う作業員が屋根に上るために必要となる梯子等の構造を十分

な強度をもって設置する。 

３ 燃料製造部長及び設備管理部長は、必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止

する措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１１．自然現象発生時（火山活動（降下火砕物）） 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて堆積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の

措置を講じる。 

     



 

1
1
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第二条（核燃料物質の臨界防止）関係 

2-1 3 火災時の消火水等が侵入しない防護措置を講じること等により、当該設備で想定される最も

厳しい結果を与える中性子の減速及び反射の条件により、臨界とならない設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

12 燃料製造部長は、ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持

する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、

閉じ込めキャップを取りつけ投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止する、水密構造を

開放しないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とす

る等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を踏まえて対策を多重化する。 

13 設備管理部長は、第２加工棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１廃棄物貯蔵棟において、電源に

接続する一般設備については、分電盤を金属製とするとともに、電気設備に関する技術基

準を定める省令第十四条に基づき配線用遮断器を設ける。また、導通部が没水水位より高

くなる高さに配置し、シール等の被水対策により水の侵入による電気火災の発生を防止す

る措置を講じる。 

14 設備管理部長は、第１加工棟に設置する屋外消火栓による消火活動が円滑に行えるよう、

建物外から第１加工棟の各室へのアクセスルートを２つ以上確保する。また、第２加工棟

に設置する屋内消火栓による消火活動が円滑に行えるよう、建物外から第２加工棟へのア

クセスルート及び屋内消火栓から各室へのアクセスルートを２つ以上確保する。 

15 設備管理部長は、第１廃棄物貯蔵棟において、避難通路を消火活動のための火災源に近づ

くことができるアクセスルートとすることにより、消火器を使用した初期消火活動を行

う。 

16 設備管理部長は、消火活動のためのアクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤

に自動式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気火災の延焼を防止することによりアクセ

スルートを確保する。 

17 設備管理部長は、第２加工棟において、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災

区画に設置する設工認対象以外の設備については、安全機能を有する施設のある工程室の

ケーブルラックは不燃性の金属製、電線管等は不燃性の金属製又は難燃性プラスチック製

とし、ケーブルへの延焼を防止する。 

18 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、当該設備・機器周辺の

火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確

保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については

可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、当該設備・機器周辺の火災

への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確保す

る必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動

式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

12 燃料製造部長は、ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキ

ャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、閉じ込めキャップを取りつけ投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止する、水密構造を開放し

ないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とする等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を

踏まえて対策を多重化する。 

18 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止す

るため、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の

金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するた

め、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の金属

製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 

（４）手順書の整備 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-１混合室の粉末混合機において、火災時は搬送操作を停止し、閉じ込め弁を閉じる。 

20 燃料製造部長は、第２加工棟第２-１混合室の大型供給瓶において、火災時は搬送操作を停止し、閉じ込め弁を閉じる。 

21 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操

作を停止し、閉じ込め弁及び投入口の蓋を閉じる。 

22 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は搬送操作を

停止し、閉じ込め弁及び接続部の蓋を閉じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

2-2 

(続き) 

54 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第１表のとおりとする。 

（保安上特に管理を必要とする設備） 

第３１条  保安上特に管理を必要とする設備は、次の各号に定めるものとする。 

(1)  核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取

扱量を制限する必要のある設備 

(2)  熱的制限値を有する加工設備 

(3)  閉じ込め機能を有する設備 

一  放射性気体廃棄物の廃棄設備 

二  放射性液体廃棄物の廃棄設備 

(4)  非常用電源設備 

(5)  監視用放射線測定器 

 

２． 第１項で定めた設備は、別表３に示したものとする。 

 

（保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保） 

第３２条  各部長は、第 33条から第 35条に規定する操作上の留意事項を確実にし、前条第１項に掲げる保安上特に

管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。 

(1)  巡視、点検、定期事業者検査等により機能を確認する。 

(2)  異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、機能を回復させる。 

 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備 

保安上特に管理を必要とする設備 

燃料製造部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

①核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取扱量を制限する必要のある設備 

②熱的制限値を有する加工設備 

③閉じ込め機能を有する設備 

(b)放射性液体廃棄物の廃棄設備 

保安上特に管理を必要とする設備について 

保安上特に管理を必要とする設備は、第１表に示す設備であり、その詳細な設備一覧については、「保全対象範囲及び保全重要度設定要領」（要

保-371）に示す。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保 

燃料製造部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。具体的には、「加工施設の操作

要領（燃料製造部）」（要保-107）「加工施設の操作要領（第２開発室）」（要保-173）及び「定期事業者検査実施要領（燃料製造部）」（要保-381）

に定める。 

巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

異常を発見した場合は、直ちに燃料製造部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）、「異常時の措置基準」（基保-012）に従い必

要な措置を講じる。 

正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備 

 

基保-032「加工施設の操作基準（品質保証部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条） 

（１）保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 1項） 

品質保証部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

①核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取扱量を制限する必要のある設備 

③閉じ込め機能を有する設備 

(b)放射性液体廃棄物の廃棄設備 

（２）保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 2項） 

保安上特に管理を必要とする設備は、具体的には第１表に示す設備とする。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保（第 32条第１項） 

品質保証部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、別途定める基準・要領に従い、以下の措置を講じる。

具体的には、「加工施設の操作要領（品質保証部）」（要保-176）及び「定期事業者検査実施要領（品質保証部）」（要保-382）に定める。 

①巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

②定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

③加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

④異常を発見した場合は、直ちに品質保証部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保－０２３）、「異常時の措置基準」（基保－０１２）

に従い必要な措置を講じる。 

⑤正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 2項） 

55～58 第１表 成形施設における核的制限値［第２加工棟］ 

60 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第２表のとおりとする。 

61 第２表 被覆施設における核的制限値［第２加工棟］ 

63 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第３表のとおりとする。 

64 第３表 組立施設における核的制限値［第２加工棟］ 

71 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第４表及び第５表のとおりとする。 

72 第４表 貯蔵施設における核的制限値［第１－３貯蔵棟］ 

73～80 第５表 貯蔵施設における核的制限値［第２加工棟］ 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

2-3 

(続き) 

3 単一ユニットとしての設備・機器のうち、その形状寸法を制限することが困難な場合は、取

り扱う核燃料物質の質量について適切な核的制限値を設ける。 

最小臨界質量以下のウランを取り扱う一部の設備・機器については、受け入れる前に、教育・

訓練を受けた二人の操作員が核燃料物質の質量を確認し、核的制限値未満であることを確認

する。 

形状寸法、質量のいずれの制限も適用することが困難な場合は、質量又は幾何学的形状の核

的制限値を設定し、又はそれらのいずれかと減速条件を組み合わせて制限する。 

（保安上特に管理を必要とする設備） 

第３１条  保安上特に管理を必要とする設備は、次の各号に定めるものとする。 

(1)  核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取

扱量を制限する必要のある設備 

(2)  熱的制限値を有する加工設備 

(3)  閉じ込め機能を有する設備 

一  放射性気体廃棄物の廃棄設備 

二  放射性液体廃棄物の廃棄設備 

(4)  非常用電源設備 

(5)  監視用放射線測定器 

 

２． 第１項で定めた設備は、別表３に示したものとする。 

 

（保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保） 

第３２条  各部長は、第 33条から第 35条に規定する操作上の留意事項を確実にし、前条第１項に掲げる保安上特に

管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。 

(1)  巡視、点検、定期事業者検査等により機能を確認する。 

(2)  異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、機能を回復させる。 

 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備 

保安上特に管理を必要とする設備 

燃料製造部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

①核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取扱量を制限する必要のある設備 

②熱的制限値を有する加工設備 

③閉じ込め機能を有する設備 

(b)放射性液体廃棄物の廃棄設備 

保安上特に管理を必要とする設備について 

保安上特に管理を必要とする設備は、第１表に示す設備であり、その詳細な設備一覧については、「保全対象範囲及び保全重要度設定要領」（要

保-371）に示す。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保 

燃料製造部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。具体的には、「加工施設の操作

要領（燃料製造部）」（要保-107）「加工施設の操作要領（第２開発室）」（要保-173）及び「定期事業者検査実施要領（燃料製造部）」（要保-381）

に定める。 

巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

異常を発見した場合は、直ちに燃料製造部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）、「異常時の措置基準」（基保-012）に従い必

要な措置を講じる。 

正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備 

 

基保-032「加工施設の操作基準（品質保証部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条） 

（１）保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 1項） 

品質保証部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

①核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取扱量を制限する必要のある設備 

③閉じ込め機能を有する設備 

(b)放射性液体廃棄物の廃棄設備 

（２）保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 2項） 

保安上特に管理を必要とする設備は、具体的には第１表に示す設備とする。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保（第 32条第１項） 

品質保証部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、別途定める基準・要領に従い、以下の措置を講じる。

具体的には、「加工施設の操作要領（品質保証部）」（要保-176）及び「定期事業者検査実施要領（品質保証部）」（要保-382）に定める。 

①巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

②定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

③加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

④異常を発見した場合は、直ちに品質保証部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保－０２３）、「異常時の措置基準」（基保－０１２）

に従い必要な措置を講じる。 

⑤正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 2項） 

54 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第１表のとおりとする。 

55～58 第１表 成形施設における核的制限値［第２加工棟］ 

60 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第２表のとおりとする。 

61 第２表 被覆施設における核的制限値［第２加工棟］ 

63 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第３表のとおりとする。 

64 第３表 組立施設における核的制限値［第２加工棟］ 

71 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第４表及び第５表のとおりとする。 

72 第４表 貯蔵施設における核的制限値［第１－３貯蔵棟］ 

73～80 第５表 貯蔵施設における核的制限値［第２加工棟］ 

2-5 54 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第１表のとおりとする。 

No.2-2 に同じ 基保-037「臨界安全管理基準」 

４．臨界安全管理上の措置 

4-1 核燃料物質の取扱い 

担当部長は、核燃料物質を取扱う設備機器のうち、核燃料物質の臨界安全上の制限値を当該設備機器の仕様のみで制限することが困難なもの

について、取り扱う核燃料物質の質量若しくは幾何学的形状を管理し、又はそれらのいずれかと十分裕度を持った減速条件を組み合わせた別

表－１に示す制限値を超えないように、作業の方法を標準等に定め、それに基づき作業を行わせなければならない。 

作業を行わせる場合、以下の(1)～(6)を操作員に遵守させ、作業管理をさせなければならない。 

別表－１ 臨界安全管理に係る制限値及びその遵守方法（保安規定 別表４） 

55～58 第１表 成形施設における核的制限値［第２加工棟］ 

60 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第２表のとおりとする。 

61 第２表 被覆施設における核的制限値［第２加工棟］ 

63 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第３表のとおりとする。 

64 第３表 組立施設における核的制限値［第２加工棟］ 

71 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第４表及び第５表のとおりとする。 

72 第４表 貯蔵施設における核的制限値［第１－３貯蔵棟］ 

73～80 第５表 貯蔵施設における核的制限値［第２加工棟］ 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

2-5 

(続き) 

54 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第１表のとおりとする。 

No.2-2 に同じ 基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備 

保安上特に管理を必要とする設備 

燃料製造部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

①核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取扱量を制限する必要のある設備 

②熱的制限値を有する加工設備 

③閉じ込め機能を有する設備 

(b)放射性液体廃棄物の廃棄設備 

保安上特に管理を必要とする設備について 

保安上特に管理を必要とする設備は、第１表に示す設備であり、その詳細な設備一覧については、「保全対象範囲及び保全重要度設定要領」（要

保-371）に示す。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保 

燃料製造部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。具体的には、「加工施設の操作

要領（燃料製造部）」（要保-107）「加工施設の操作要領（第２開発室）」（要保-173）及び「定期事業者検査実施要領（燃料製造部）」（要保-381）

に定める。 

巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

異常を発見した場合は、直ちに燃料製造部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）、「異常時の措置基準」（基保-012）に従い必

要な措置を講じる。 

正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備 

 

基保-032「加工施設の操作基準（品質保証部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条） 

（１）保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 1項） 

品質保証部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

①核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取扱量を制限する必要のある設備 

③閉じ込め機能を有する設備 

(b)放射性液体廃棄物の廃棄設備 

（２）保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 2項） 

保安上特に管理を必要とする設備は、具体的には第１表に示す設備とする。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保（第 32条第１項） 

品質保証部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、別途定める基準・要領に従い、以下の措置を講じる。

具体的には、「加工施設の操作要領（品質保証部）」（要保-176）及び「定期事業者検査実施要領（品質保証部）」（要保-382）に定める。 

①巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

②定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

③加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

④異常を発見した場合は、直ちに品質保証部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保－０２３）、「異常時の措置基準」（基保－０１２）

に従い必要な措置を講じる。 

⑤正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条第 2項） 

55～58 第１表 成形施設における核的制限値［第２加工棟］ 

60 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第２表のとおりとする。 

61 第２表 被覆施設における核的制限値［第２加工棟］ 

63 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第３表のとおりとする。 

64 第３表 組立施設における核的制限値［第２加工棟］ 

71 核燃料物質の取扱いを管理する臨界安全上の単位を単一ユニットとし、単一ユニットの核的

制限値を第４表及び第５表のとおりとする。 

72 第４表 貯蔵施設における核的制限値［第１－３貯蔵棟］ 

73～80 第５表 貯蔵施設における核的制限値［第２加工棟］ 

2-7 4 ウラン粉末を受け入れる場合、受け入れる前に、材料証明書により濃縮度、化学的組成、密

度及び減速条件を表す水素対ウラン原子数比（以下「H/U」という。）を確認する。 

（核燃料物質の受入れ、払出し） 

第６８条  燃料製造部長は、事業所外から核燃料物質を受け入れる前に、材料証明書、記録、目視検査等により、必

要な保安措置が講じられていることを確認する。 

 

２． 燃料製造部長は、事業所外へ核燃料物質を払い出す前に、第 57条に定める措置を講じるとともに、核燃

料物質を払い出す相手方の責任の範囲が明確であること、その他核燃料物質に係る保安のための措置が適

切におこなわれることを確認する。この確認には以下を含む。 

(1)  国内に払い出す場合においては、相手方が法に基づく核燃料物質に係る許可を有していること。 

(2)  海外に払い出す場合においては、輸出に係る手続きが完了していること。 

(3)  核燃料物質が返却される場合においては、返却の時期が定められていること。 

 

３． 燃料製造部長は、核燃料物質を受け入れる前に、材料証明書により核燃料物質が別表 14の受入仕様に適

合することを確認する。 

 

記載例 

別表４ 臨界安全管理に係る制限値（続き） 

施
設
名 

設置場所 設備名 
設
備
台
数 

制限値 運転管理方法 

項目 核燃料物

質の種類 

核燃料物

質の状態 

減速条件 核的制限値 

成
形
施
設 

第
２
ラ
イ
ン 

第
２
加
工
棟 

第 ２ －

２ 混 合

室 

粉末混合機

No.2-1 粉 末

混合機 

粉末混合機

No.2-1 粉 末

投入機 

1

台 

 

 

1

台 

質量制限 

水密構造 

質量インタ

ーロック 

濃縮度 5 

wt% 以 下

の濃縮ウ

ラン 

酸化ウラ

ン粉末 

H/U1.0
（粉末保

管 容 器

（保管容

器Ｆ型）

内及び粉

末混合機

内） 

質量：50 kgU235 以

下（粉末投入機で取

り扱う粉末保管容器

（保管容器Ｆ型）1

個分（1.1 kgU235 以

下）を含む） 

管理機器（秤量器）により

事前計量した単位保管容

器の酸化ウランの合計を

1,130 kg 以下に管理する

とともに監視機構（投入バ

ルブとロードセルのイン

ターロック機構）により連

続監視、確認する。 
 

基保-008「核燃料物質等運搬基準」 

４－６ 核燃料物質の受入、払出し 

（１） 核燃料物質の受入 

燃料製造部長は、加工施設外（事業所外）から核燃料物質を受入れる場合は、材料証明書、記録の確認及び目視検査等により、必要な保安措置

が講じられていることの確認を「受入核燃料物質等の事前確認」（OP-457-FA-1917）に基づいて行う。 

 

基保-037「臨界安全管理基準」 

４．臨界安全管理上の措置 

4-1 核燃料物質の取扱い 

担当部長は、核燃料物質を取扱う設備機器のうち、核燃料物質の臨界安全上の制限値を当該設備機器の仕様のみで制限することが困難なもの

について、取り扱う核燃料物質の質量若しくは幾何学的形状を管理し、又はそれらのいずれかと十分裕度を持った減速条件を組み合わせた別

表－１に示す制限値を超えないように、作業の方法を標準等に定め、それに基づき作業を行わせなければならない。 

作業を行わせる場合、以下の(1)～(6)を操作員に遵守させ、作業管理をさせなければならない。 

別表－１ 臨界安全管理に係る制限値及びその遵守方法（保安規定 別表４） 











 

2
2
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第三条（遮蔽等）関係 

3-3 7 放射線防護上の遮蔽のために壁、屋根、遮蔽壁等を設け、かつ、再生濃縮ウランの貯蔵及び

保管廃棄する位置を管理することにより、通常時における貯蔵施設及び放射性廃棄物の保管

廃棄施設からの直接線及びスカイシャイン線による周辺監視区域境界での線量が、線量告示

に定める線量限度年間 1 mSv より十分に低減する設計とする。 

（核燃料物質の貯蔵） 

第７０条  各部長は、核燃料物質を貯蔵しようとするときは、次の事項を遵守する。 

(1)  所定の容器に収納して核燃料物質の貯蔵施設の貯蔵設備に貯蔵すること。 

(2)  別表 15の最大貯蔵能力を超えないこと。 

(3)  貯蔵施設の目につきやすい場所に貯蔵上の注意事項を掲示すること。 

(4)  再生濃縮ウランを貯蔵する場合は、別表 15に定める貯蔵施設の所定の区域に貯蔵し、相対的に線量

の高い再生濃縮ウランの影響が低くなるように、貯蔵設備内のより低い位置、かつ、周辺監視区域境界

から遠ざける位置に配置すること。 

(5)  核燃料物質の貯蔵施設以外の設備・機器におけるウランの取扱量は、核燃料物質の貯蔵施設の最大貯

蔵能力の内数として管理すること。 

 

（放射性固体廃棄物） 

第７３条  各部長は、放射性固体廃棄物（焼却等による処理後の廃棄物を含む）を保管廃棄するときは次の各号に定

める事項に従い金属製容器に収納する。 

(1)  廃棄物は可燃性廃棄物と不燃性廃棄物に分類する。 

(2)  廃棄物は汚染の広がりを防止するための措置を講じて、ドラム缶に収納する。 

(3)  廃棄物のうち、使用済みフィルタ及び大型機械等ドラム缶に収納することが困難な場合は、汚染の広

がりを防止するための措置を講じて、金属製容器に収納する。 

 

２． 燃料製造部長は、放射性固体廃棄物を別図３に示す保管廃棄設備に保管し、廃棄物を入れる容器等には

放射性廃棄物を示す標識をつけ、別表 18で記録された内容と照合できるような整理番号等を表示する。 

 

３． 燃料製造部長は、保管廃棄設備における放射性固体廃棄物の保管状況が適切であることを確認する。 

 

４． 燃料製造部長は、保管廃棄設備の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

（放射性液体廃棄物） 

第７４条  環境安全部長は、別図２－（２）の排水口からの放射性液体廃棄物の放出による周辺監視区域外の水中の

放射性物質濃度が、線量告示で定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにする。 

 

２． 環境安全部長は、前項の排水口より放射性液体廃棄物を放出する場合は、合理的に達成可能な限り放射

性物質濃度を低減するために、排水貯槽内における排水中の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値

を超えないようにする。また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクに

は、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにするための対策を講じ、放射線業務従事者に

遵守させる。 

 

３． 環境安全部長は、別表 17に定めるところにより前項の排水中の放射性物質濃度を測定し各部長に通知す

る。 

 

４． 環境安全部長は、前項の排水中の放射性物質の濃度が、異常に高くなり、又は高くなるおそれがあると

きは、速やかに担当部長にその事実を通知するとともに、その原因の除去を勧告する。 

 

５． 担当部長は、前項の勧告を受けたときは、環境安全部長及び核燃料取扱主任者と協議してその原因を調

査し、適切な措置を講じる。 

 

６． 環境安全部長は、第４項において排水中の放射性物質の濃度が別表 16に定める管理目標値を超えた場合

は、適切な処置を施し、管理目標値以下になったことを確認して放出する。 

 

７． 環境安全部長は、放射性液体廃棄物に含まれる放射性物質の年間放出量を計算し、異常のないことを確

認する。 

 

８． 環境安全部長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、別表９に定めるところにより、平常

時の環境放射線モニタリングを行う。 

 

９． 各部長は、アルカリ又は有機溶媒等の排出し難い放射性液体廃棄物を腐食しない容器に封入する。 

 

10． 燃料製造部長は、前項の容器が破損した場合においても封入した放射性液体廃棄物を広がらせないで回

収汚染除去できるような処置を施すか又は前項の容器をそのような場所に保管する。 

 

11． 前項の保管に当たっては、第 73条第２項及び第３項の規定を準用する。ただし、放射性液体廃棄物の保
管廃棄設備は、別図３に示す第５廃棄物貯蔵棟とする。 

 

12． 燃料製造部長は、保管廃棄設備の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－１５ 核燃料物質の貯蔵 

（１）核燃料物質の貯蔵 

① 燃料製造部長は、核燃料物質を貯蔵しようとするときは定められた貯蔵方法により、貯蔵施設の貯蔵設備に貯蔵すること。 

なお、核的制限値として質量制限を用いている貯蔵設備の場合、１容器当たりの収納量については第３表に示す値以下とすること。 

② 燃料製造部長は、貯蔵施設の貯蔵数量について第３表に示す最大貯蔵能力以下とすること。また、燃料製造部長に指示された者は、貯蔵

量を確認し、燃料製造部長の確認を受けること。具体的には、「加工施設の操作要領（燃料製造部）」（要保-107）、「臨界安全管理要領書（第２

開発室）」（要保-001）に定める。 

③ 燃料製造部長は、貯蔵施設の目のつきやすい場所に臨界管理表とは別に貯蔵上の注意事項の掲示をすること。 

④ 燃料製造部長は、再生濃縮ウランを貯蔵する場合は、第１図に示す貯蔵施設の所定の区域に貯蔵し、相対的に線量の高い再生濃縮ウラン

の影響が低くなるように、貯蔵設備内のより低い位置、かつ、周辺監視区域境界から遠ざける位置に配置すること。 

⑤ 燃料製造部長は、核燃料物質の貯蔵施設以外の設備・機器におけるウランの取扱量は、核燃料物質の貯蔵施設の最大貯蔵能力の内数とし

て管理すること。 

第３表 核燃料物質の最大貯蔵能力 

第１図 再生濃縮ウラン貯蔵区域 

 

基保-009「放射性廃棄物管理基準」 

６．保管方法（保安規定第 73条第 2、4項、第 74条第 10～12 項） 

6-1 放射性固体廃棄物（通常品） 

燃料製造部長は、放射性固体廃棄物（液体を除くゴミ類）が入ったドラム缶を図２に示す第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟又は第１加工

棟で保管する。また、廃棄物のうち、使用済みフィルタ及び大型機械等ドラム缶に収納することが困難な場合は、汚染の広がりを防止するた

めの措置を講じて、金属製容器に収納し第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟又は第１加工棟で保管する。 

図２ 放射性廃棄物の保管場所 

保管廃棄物を保管する各室の保管廃棄能力は、加工事業許可及び設工認に基づき第２表のとおりとする。 

なお、各室の保管数量及び再生濃縮ウランの保管区域の具体的な位置等の詳細については、「要保-006 放射性保管廃棄物保管要領」等に定め

る。 

第２表 放射性固体廃棄物に係わる保管廃棄能力 

6-2 放射性液体廃棄物（廃油等） 

燃料製造部長は、放射性液体廃棄物（廃油等の液体ゴミ類）が入った液体廃棄物用のドラム缶を図２に示す第５廃棄物貯蔵棟で保管廃棄する。

第５廃棄物貯蔵棟の保管廃棄能力は、加工事業許可及び設工認に基づき第３表のとおりとする。 

図２ 放射性廃棄物の保管場所 

第３表 放射性液体廃棄物に係わる保管廃棄能力 

また、液体廃棄物用のドラム缶が破損した場合においても封入した放射性液体廃棄物を拡がらせないで回収、汚染除去が出来るような処置を

施す。 

115 本加工施設のウランの貯蔵及び放射性廃棄物の保管廃棄に起因する直接線及びスカイシャ

イン線の影響を評価し、周辺監視区域外において線量を合理的に達成できる限り低減するた

め、必要に応じて建物等に放射線遮蔽を講じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

3-5 7 外部放射線に係る線量、物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性物質濃度を監視・

管理する。 

線量告示に基づき 1.3 mSv/3 月間を超えるおそれのある場所を管理区域として設定し、人の

出入りを管理する。 

放射線業務従事者の線量限度が、100 mSv/5 年間及び 50 mSv/年以下となるよう被ばく管理

を行い、必要な個人被ばく線量計を備えるものとする。 

遠隔操作、放射性物質の漏えい防止、外部放射線に係る線量を制限する必要がある区域への

立入りの制限等の放射線防護上の措置を講じる。 

加工施設内にガンマ線エリアモニタを設け、施設内の空間線量を監視する。 

電離放射線障害防止規則に基づき 1 mSv/週を超える場所は、放射線業務従事者の出入りを

管理することにより、放射線業務従事者の被ばく低減を図る。 

（管理区域の特別措置） 

第４２条  環境安全部長は、管理区域のうち次の各号に定める区域について、核燃料取扱主任者による審査の上、標識

の掲示、さく、施錠等の方法により他の場所と区分し、通常作業時の人の立入りを制限する。 

(1)  管理区域に立ち入る者が受ける外部放射線に係る線量を制限する必要がある区域 

(2)  空気中の放射性物質濃度若しくは床、壁その他人の触れるおそれのある物の表面密度が線量告示第６

条に定める放射線業務従事者に係る濃度限度若しくは同告示第４条に定める表面密度限度を超える区域 

 

２． 各部長は、前項の区域に人を立ち入らせる場合は、あらかじめ核燃料取扱主任者が審査し環境安全部長が

定めた立入方法に従う。 

 

（飲食及び喫煙の禁止） 

第４３条  環境安全部長は、管理区域内での飲食及び喫煙を禁止する措置を講じる。 

 

（管理区域への出入管理） 

第４４条  環境安全部長は、許可された者以外の者を管理区域に立ち入らせない。 

 

２． 環境安全部長は、施錠等により管理区域にみだりに人の立入りができないような措置を講じるとともに、

立ち入る者に対して次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1)  管理区域出入口を経由すること。 

ただし、環境安全部長の承認を得てその指示に従う場合はこの限りでない。 

(2)  所定の個人線量測定器を着用すること。 

ただし、第 47 条に定める管理区域一時立入者で複数の者が立ち入る場合であって、環境安全部長が

あらかじめ定めた方法に従う場合はこの限りでない。 

 

（第１種管理区域への出入管理） 

第４５条  環境安全部長は、施錠等により第１種管理区域にみだりに人の立入りができないような措置を講じるとと

もに、立ち入る者に対して次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1)  所定の被服を着用すること。 

(2)  退出する場合は、ハンドフットクロスモニタ等により、身体及び身体に着用している物の表面密度の

検査をすること。なお、ハンドフットクロスモニタが故障等により使用不能となった場合には、サーベ

イメータにて対応する。 

 

２． 環境安全部長は、第１種管理区域を退出する者について、身体及び身体に着用している物の表面密度が別

表６に定める値を超えないような措置を講じる。 

 

３． 環境安全部長は、第１種管理区域を退出する者について、放射性物質によって汚染された身体又は物に係

る放射性物質の表面密度が別表６に定める値を超えた場合の措置をあらかじめ定めておく。 

基保-001「放射線管理基準」 

３．管理区域の特別措置 

3-2 管理区域の立入制限区域(第 42条第 1項) 

環境安全部長は、核燃料取扱主任者の審査を受け管理区域のうち次の各号に定める区域について標識の掲示、さく、施錠等の方法により他の

場所と区分し（特別管理区域と呼ぶ）、通常作業時の人の立入りを制限する。 

(1)管理区域に立ち入る者が受ける外部放射線に係る線量を制限する必要がある区域 

線量当量率が 45μSv/h を超える区域とし、作業内容によって 1 日の立入時間または線量当量を制限するものとする。（電離則第 3 条の 2 

1mSv/1week より） 

(2)空気中の放射性物質濃度もしくは床、壁その他人の触れるおそれのある物の表面密度が線量告示第 6条に定める放射線業務従事者に係る濃

度限度もしくは同告示第 4条に定める表面密度限度を超える区域 

空気中濃度限度：3×10-6Bq/cm3 (U234)、表面密度限度：4Bq/cm2 を超えるまたは超える恐れがある区域とする。 

環境安全部長は、特別管理区域を設定または解除する場合は環境管理担当者が作成した「特別管理区域＜設定／解除＞申請書」を承認し、特

別管理区域の設定、変更または解除の旨を放送で事業所内に周知し、各部長へ承認された申請書の写しの配布を行うとともに現場に掲示する。 

3-3 特別管理区域への立入(第 42条第 2項) 

各部長は、特別管理区域に作業者が立ち入る前に「特別管理区域への立入許可申請書兼立入記録」を作成する。環境管理グループ長は立入管

理方法等を確認し問題がなければ承認する。 

特別管理区域への立ち入りは放射線業務従事者のみとする。ただし、公的機関に属する検査官及びこれに準ずる者はこの限りではない。これ

らの者が必要により特別管理区域に立ち入る場合は、これらの者を案内する部門の部長が「特別管理区域への立入許可申請書兼立入記録」を

作成する。 

特別管理区域に立ち入る者は、立入の都度「特別管理区域への立入許可申請書兼立入記録」に立入時刻や線量計指示値等を記入する。また、外

部放射線に係る線量を制限する必要がある特別管理区域への立入の場合は、ガラスバッジのほかに表示付線量計（必要に応じてアラーム付を

使用する。）を着用する。 

４．飲食及び喫煙の禁止 

4-2 管理区域内での飲食及び喫煙を禁止する措置 

環境安全部長は、管理区域内での飲食及び喫煙を禁止し、その旨保安教育で周知する。 

５．管理区域への出入管理 

5-2 管理区域への出入(第 44条第 1項) 

環境安全部長は、第 47条で許可された者（放射線業務従事者及び一時立入者）以外の者を管理区域及び一時管理区域に立ち入らせない。 

5-3 管理区域にみだりに人の立ち入りができないような措置(第 44条第 2項) 

環境安全部長は、施錠・区画により管理区域にみだりに人の出入りができないようにする。 

環境安全部長は、放射線業務従事者以外の者を管理区域に立ち入らせる場合には次の処置を行うと共に立入記録の確認を行う。 

(1) 当事業所員で管理区域に一時的に立ち入る者は、「管理区域立入記録（一時立入者(所員)）」へ記入し立ち入るものとする。 

(2) 当事業所に所属しない者で管理区域に一時的に立ち入る者は、事前に担当の当事業所員を通じて一時入域申請システムに必要事項を登録

し許可を得るとともに管理区域入口に備え付けられている「管理区域立入記録（一時立入者(一般)）」に記録する。 

5-4 放射線業務従事者の管理区域への出入(第 44条) 

放射線業務従事者が管理区域に立ち入る場合は、以下の手順で立ち入るものとする。 

(1) ＩＤカード（通門証）及びガラスバッジを携帯する。 

(2) ＩＤカード（通門証）リーダ又はガラスバッジリーダが設置されている出入口では、ＩＤカード（通門証）又はガラスバッジをリーダに

認識させ立ち入る。 

(3) ＩＤカード（通門証）リーダ及びガラスバッジリーダがない出入口（一時管理区域を含む）では、「管理区域立入記録（放射線業務従事者）」

へ記入し立ち入る。 

5-5 管理区域に立ち入る者に対して遵守させる措置(第 44条第 2項) 

環境安全部長は、管理区域に、立ち入る者に対して次の事項を遵守させるとともに第１加工棟、第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟の管理区域

出入口に「管理区域の立入時注意事項」を掲示し周知する。 

5-5-1 管理区域出入口を経由すること。 

出入管理を確実に行うため管理区域の通常の出入口（電子錠を設置、放射線業務従事者以外の者が立入る場合の立入記録を用意）を 1 ヶ所と

する。ただし、作業標準または工事作業計画で認められた場合は、認められた出入口の使用を可能とする。 

5-5-2 所定の個人線量測定器を着用すること。 

放射線業務従事者は、管理区域に立ち入る場合、常にガラスバッジ等指示された個人線量測定器を着用する。また、外部放射線に係る線量を

制限する必要がある特別管理区域への立入の場合は、ガラスバッジのほかに、ポケット線量計を着用する。 

一時立入者が管理区域に立ち入るときは、個人線量測定器であるガラスバッジ、ＴＬＤまたはポケット線量計を着用させる。ただし、一般見

学等多数の者が同時に入域する場合は、1グループを少人数に分け、個人線量測定器はグループ毎に 1名以上に着用させる。 

着用部位は胸部、女子にあっては腹部とする。また、他の部位が胸部又は腹部を超える外部被ばくをする恐れがあるときは必要に応じて適切

な線量測定器を着用させる。 

６．第１種管理区域への出入管理 

6-2 第１種管理区域にみだりに人の立ち入りができないような措置(第 45条第 1項) 

環境安全部長は、第１種管理区域にみだりに人の立ち入りができないように以下の措置を講じる。 

(1) 出入管理を確実に行うため第１種管理区域出入口を 1箇所とする。 

(2) 第１種管理区域を持つ建屋の入口は施錠（電子錠を含む）管理する。 

(3) 第１種管理区域入口は、常時監視または施錠（ゲートの設置を含む）することによりみだりに人の立入りができないようにする。 

6-3 第１種管理区域に立ち入る者に対する遵守させる措置(第 45条第 1項) 

環境安全部長は、第１種管理区域に立ち入る者に以下を保安教育で周知し遵守させる。また、第１種管理区域入口に「第１種管理区域立入時

の注意事項」を掲示し周知する。 

(1) 身体汚染を防ぐため第１種管理区域専用の作業服、帽子、靴下及び靴を着用する。なお、見学及び巡視等で入域し、設備に触れない場合

は、管理区域内専用の作業服の代わりに黄着衣を着用できるものとする。 

(2) 第１種管理区域からの退出時は、ハンドフットクロスモニタ及び物品搬出モニタで身体及び身体に着用している物の汚染の検査を実施す

る。ハンドフットクロスモニタで身体の汚染検査を実施する場合、汚染されやすい部位である手、足を検査する。ただし手、足以外に汚染のお

それのある場合は、ハンドフットクロスモニタのクロスモニタで汚染の検査を実施する。 

6-4 身体及び身体に着用している物の表面密度が表１に定める値を超えないような措置(第 45条第 2項、第 3項) 

環境安全部長は、第１種管理区域から退出する従業員等の身体及び身体に着用している物の表面密度が表１に定める値（0.4Bq/cm2)を超えない

ように以下の措置を講じる。 

(1) 立入時は、身体汚染を防ぐため第１種管理区域専用の作業服（または黄着衣）、帽子、靴下及び靴を着用する。 

(2) 退出時は、出入管理室で立入時に着用したものを脱ぎ手洗場所で手等を洗い、ハンドフットクロスモニタ及び物品搬出モニタで身体及び

身体に着用している物の汚染の検査を実施する。なお、ハンドフットクロスモニタが故障等により使用不能となった場合には、サーベイメー

タにて対応する。 

(3) 上記測定の結果、汚染が発見された場合以下の措置を行う。 

① 汚染が発見された場合は、出入管理員または放射線管理員に連絡する。 

② 出入管理員または放射線管理員は、再度測定させ誤報か汚染かを確認する。 

③ 汚染の場合、汚染部位と汚染の程度を確認する。 

④ 放射線管理員は、除染を指示する。その際汚染を広げないように注意する。 

⑤ 床面汚染の可能性がある場合は、更衣室の汚染状況を確認し必要に応じ除染する。 

⑥ 除染後、ハンドフットクロスモニタで汚染検査を行う。 

⑦ 再度汚染が発見されたら③から繰り返す。 

⑧ 除染を 3回以上実施しても汚染がある場合は、汚染状況について環境管理グループ長に連絡する。 

114 放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、「核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律」及び｢労働安全衛生法｣を遵守し、本加工施設に起因する放射線

被ばくから周辺監視区域外の公衆並びに放射線業務従事者及び一時立入者（以下｢放射線業

務従事者等｣という。）を防護するため十分な放射線防護対策を講じる｡ 

本加工施設のうち、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度又

は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告

示」という。）に定める値を超えるおそれのある区域を管理区域、その周辺であって、当該区

域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が、線量告示に定める値を超える

おそれのない区域を周辺監視区域として次のように管理する。 

5-18 「核燃料物質の加工の事業に関する規則」第７条の２の９第１項に基づき加工施設の周辺に

周辺監視区域を設定し、その範囲を標識等により明示する。 

周辺監視区域の境界を添５ハ(ﾊ)の第１図に示す。 

5-20 添５ハ(ﾊ)の第１図 周辺監視区域境界及び排気口、排水口の位置、線量測定点、空気中の放

射性物質濃度測定点  

6-1 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下「核燃料物質等」という。）の取扱い

に伴って生じる放射線による障害の防止を図るため、放射線管理及び放射性廃棄物の管理を

行う。 

核燃料物質等を取り扱う場所を管理区域、その周辺を周辺監視区域として次のように管理す

る。 

6-6 管理区域の周辺に周辺監視区域を設定し、周辺監視区域境界における線量が、線量告示に定

める線量限度を超えないようにする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

3-5 

(続き) 

7 線量告示に基づき 1.3 mSv/3 月間を超えるおそれのある場所を管理区域として設定し、人の

出入りを管理する。 

（管理区域） 

第４０条  「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（原

子力規制委員会告示第８号）（第 34条以降において以下「線量告示」という。）第１条に定める管理区域に

係る値を超えるおそれのある場所として、管理区域は、別図２－（２）及び別図２－（３）に示す区域とす

る｡ 

 

２． 環境安全部長は、第１項以外の場所であって線量告示第１条に定める管理区域に係る値を超えるか又は

超えるおそれのある場所が生じた場合は、一時的な管理区域として設定する。 

 

 

３． 環境安全部長は、第２項の管理区域の解除を行う場合には、線量告示第１条に定める管理区域に係る値

を超えていないことを確認する。 

 

４． 環境安全部長は、管理区域の設定又は解除を行う場合には、その旨を所長に報告するとともに、担当部

長に事業所内への周知を行わせる。 

 

５． 環境安全部長は、第１項に示す場所であって、次の各号を全て満たす場合には、一時的に管理区域を解

除することができる。 

(1)  管理区域を解除する場所が部屋単位であること。 

(2)  部屋の排気設備の閉鎖、隣接する管理区域への扉の施錠等により、隣接する管理区域から汚染が拡大

しないように対策を講じること。 

(3)  必要に応じて除染作業を行い、室内の壁、床等の表面の放射性物質の密度（以下「表面密度」とい

う。）及び空気中の放射性物質の濃度が線量告示第１条に定める管理区域に係る値を超えていないこと

を確認すること。 

(4)  必要に応じて遮蔽等の措置を講じ、外部放射線に係る線量が線量告示第１条に定める管理区域に係る

値を超えていないことを確認すること。 

 

６． 環境安全部長は、管理区域を壁、さく等の区画物によって区画するほか、管理区域である旨を示す標識

を設ける。 

 

（保全区域） 

第４５条の２ 保全区域は、管理区域以外の区域であって別図２－（２）及び別図２－（３）に示す区域とする。 

 

２． 環境安全部長は、保全区域を標識等によって区別する。 

 

３． 環境安全部長は、管理の必要性に応じて保全区域への立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を

講じる｡ 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-1 適用範囲 

周辺監視区域内の管理区域について適用する。 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。また、管理区域の概念図を図２に示す。 

1-2-1 管理区域の原則 

管理区域は、以下の場所に定める。 

(1)「線量告示第 1条」に定める管理区域に係る値（線量：1.3mSv/3 ヶ月(500h)、空気中濃度：3×10-6Bq/cm3 (U234)の 10 分の 1、表面密度：

4Bq/cm2の 10 分の 1）のいずれかが、超えるか又は超えるおそれがある場所。（線量のみで管理区域を設定する場合は第２種管理区域、その他

は第１種管理区域とする。） 

(2)上記場所であって以下を満足する場所 

・周辺監視区域内であること。 

・耐火構造の建屋または建屋外にあっては床面は、コンクリート、アスファルトで舗装されていること。 

 

基保-035「周辺監視区域管理基準」 

２．保全区域（第４５条の２） 

保全区域とは、「管理区域以外の区域であって、加工施設の保全のために特に管理を必要とする場所」と定義する。 

２－１ 保全区域 

熊取事業所における保全区域は以下のとおりとする。 

①保安棟 警備員室 

②事務棟 緊急対策本部室 

③第１加工棟 第１事務室 

④第２加工棟 第２出入管理室 

⑤第 1廃棄物貯蔵棟 Ｗ１出入管理室 

⑥発電機・ポンプ棟 

⑦非常用電源設備 No.2 

⑧非常用電源設備Ａ 

114 本加工施設のうち、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度又

は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、「核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告

示」という。）に定める値を超えるおそれのある区域を管理区域、その周辺であって、当該区

域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が、線量告示に定める値を超える

おそれのない区域を周辺監視区域として次のように管理する。 



 

2
7
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

3-5 

(続き) 

7 設計基準事故時において放射線業務従事者が、迅速な対応をするために必要な操作ができる

設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

手順書の整備  

１ 環境安全部長は、設備からウラン粉末が漏えいした場合、第１種管理区域では、空気中

のウラン濃度を検知するダストモニタ、エアスニファによりこれを検知し、燃料製造部

長は、操作員が工程室内に漏えいしたウランの回収等を行うことにより拡大を防止する。 

２ 設備管理部長は、火災が発生した場合、火災区画内に設置する自動火災報知設備により

火災を感知し、環境安全部長は、火災を発見した者に粉末消火器による初期消火を実施

させることにより拡大を防止する。 

３ 所長は、粉末消火器により消火を行わせ火災の拡大を防止する。粉末消火器を用いた消

火が困難な場合は、初期消火活動のため参集の通報連絡を受けた要員が水消火設備（屋

内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火する。活動の流れ（粉末混合機

等を設置する火災区画への放水実施可否の判断基準を含む。）は、重大事故に至るおそれ

がある事故発生時の拡大防止対策と同一とする。 

４ 設備管理部長は、第１種管理区域の室内の負圧の維持が不可能となる場合への備えとし

て、建物は漏えいの少ない構造とし、防火ダンパー閉止により建物からのウランの漏え

いを防止する。 

５ 燃料製造部長、設備管理部長、品質保証部長及び環境安全部長は、加工施設の保全のた

めの活動を行う必要がある異常が発生した状況下（混乱した状態等）であっても、簡素

な手順によって必要な操作が行える等の操作員に与える負荷を小さくすることができる

よう考慮する。 

６ 環境安全部長は、万一異常放出があった場合及びその他の必要が生じた場合、敷地周辺

の空間放射線量率及び放射性物質の濃度を測定し、その範囲、程度等の推定を行う。 

７ 環境安全部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常時には、本加工施

設の適切な場所において、迅速な対応に必要な空気中の放射性物質の濃度、空間線量率

を監視及び測定し、必要な情報を事業所内の適切な場所に表示する。 

８ 燃料製造部長、設備管理部長、品質保証部長及び環境安全部長は、加工施設の保全のた

めの活動を行う必要がある異常時において放射線業務従事者が、迅速な対応をするため

に必要な操作ができるようにする。 

９ 燃料製造部長は、加工施設においては、崩壊熱除去等のために冷却が必要となる核燃料

物質を取り扱わない管理を行う。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（４）手順書の整備 

８ 燃料製造部長、設備管理部長、品質保証部長及び環境安全部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常時において放射線業

務従事者が、迅速な対応をするために必要な操作ができるようにする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第四条（閉じ込めの機能）関係 

4-2 6-2 粉末状のウランは、パッキン付きの蓋をリングバンドで締め付けて密閉する構造の粉末保管

容器に収納して保管し、ウラン粉末の飛散及び漏えいのないように管理する。 

（漏えい管理） 

第３４条  各部長は、加工施設を操作する場合は、核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講じ

る。 

(1)   第 30 条第 1項に定める設備の運転開始に先立って行う確認等により異常の有無を確認する。 

(2)   異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

 

２． 設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める

第１種管理区域の室内の圧力を外気に対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内

の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

 

３． 設備管理部長は、第１種管理区域内の部屋は、給排気設備により平均 6回/時以上の換気を行い、空気中

の放射性物質濃度が線量告示第６条に定める放射線業務従事者に係る濃度限度以下となるよう管理する。 

 

４． 各部長は、第１種管理区域内で核燃料物質等が飛散するおそれのあるプレス、粉末混合機等の設備・機

器及び固体廃棄物処理設備は、囲い式フード等の内部を排気することにより、その内部を室内に対して

9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とする。核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有しない設備・機器

に対してはフード内部の負圧を差圧計で確認し、核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有する設

備・機器に対してはその開口部の風速が 0.5 m/秒以上となるように開口部の風速を定期的に測定、点検し

て管理する。 

 

５． 燃料製造部長は、粉末状のウランは、パッキン付きの蓋をリングバンドで締め付けて密閉する構造の粉

末保管容器に収納して保管し、ウラン粉末の飛散及び漏えいのないように管理する。 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－９ 漏えい管理 

（４）粉末状のウランの取扱い 

燃料製造部長は、粉末状のウランは、パッキン付きの蓋をリングバンドで締め付けて密閉する構造の粉末保管容器に収納して保管し、ウラン

粉末の飛散及び漏えいのないように管理する。 

4-5 81 スクラバーから発生する廃液は、廃液処理設備により液体廃棄物として処理する。 （放射性液体廃棄物） 

第７４条  環境安全部長は、別図２－（２）の排水口からの放射性液体廃棄物の放出による周辺監視区域外の水中の

放射性物質濃度が、線量告示で定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにする。 

 

２． 環境安全部長は、前項の排水口より放射性液体廃棄物を放出する場合は、合理的に達成可能な限り放射

性物質濃度を低減するために、排水貯槽内における排水中の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値

を超えないようにする。また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクに

は、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにするための対策を講じ、放射線業務従事者に

遵守させる。 

 

３． 環境安全部長は、別表 17に定めるところにより前項の排水中の放射性物質濃度を測定し各部長に通知す

る。 

 

４． 環境安全部長は、前項の排水中の放射性物質の濃度が、異常に高くなり、又は高くなるおそれがあると

きは、速やかに担当部長にその事実を通知するとともに、その原因の除去を勧告する。 

 

５． 担当部長は、前項の勧告を受けたときは、環境安全部長及び核燃料取扱主任者と協議してその原因を調

査し、適切な措置を講じる。 

 

６． 環境安全部長は、第４項において排水中の放射性物質の濃度が別表 16に定める管理目標値を超えた場合

は、適切な処置を施し、管理目標値以下になったことを確認して放出する。 

 

７． 環境安全部長は、放射性液体廃棄物に含まれる放射性物質の年間放出量を計算し、異常のないことを確

認する。 

 

８． 環境安全部長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、別表９に定めるところにより、平常

時の環境放射線モニタリングを行う。 

 

９． 各部長は、アルカリ又は有機溶媒等の排出し難い放射性液体廃棄物を腐食しない容器に封入する。 

 

10． 燃料製造部長は、前項の容器が破損した場合においても封入した放射性液体廃棄物を広がらせないで回

収汚染除去できるような処置を施すか又は前項の容器をそのような場所に保管する。 

 

11． 前項の保管に当たっては、第 73条第２項及び第３項の規定を準用する。ただし、放射性液体廃棄物の保

管廃棄設備は、別図３に示す第５廃棄物貯蔵棟とする。 

 

12． 燃料製造部長は、保管廃棄設備の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

17．放射性液体廃棄物 

17-2 放射性液体廃棄物の区分 

放射性液体廃棄物は、以下の 3段階に区分けする。 

(1) 発生元の放射性物質を含む廃液を処理し次工程へ排水する廃液を 1次排水という。 

1次排水は、第 2加工棟の第 2分析室、第 2開発室、ペレット室から発生する。 

17-3 排水手順（概要） 

1次排水発生元の担当部長は、廃液の発生量を可能な限り抑制する。 

(1) 1 次排水 

1次排水発生元の担当部は、発生した廃液を凝集沈澱処理、希釈またはろ過処理を行い、満水になった処理水槽の排水中の放射性物質濃度測定

を放射線管理員に依頼する。 

放射線管理員は、測定の結果、濃度が別途定める値以下であることを確認して担当部及び環境安全部の 2 次廃液処理担当者へ連絡する。濃度

が別途定める値を超えている場合は、再度廃液処理を実施するよう担当部に連絡する。 

排水が可能であることの連絡を受けた担当部は、2 次廃液処理担当者に 2 次廃液処理設備が排水受入れ可能であることを確認した後、排水す

る。 

5-9 酸、アルカリを取り扱う設備からの局所排気は、スクラバーにより浄化し、放射性物質除去

設備の健全性を維持する。 

5-16 酸、アルカリを取り扱う設備からの排気はスクラバーを通して排出する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

4-6 114 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。 

第１種管理区域内でウランが飛散するおそれのある設備・機器は、室内空気の汚染を防止す

るため、囲い式フード等を設け、定期的にその能力について測定、点検して管理する。 

（保全計画の策定） 

第６２条の６ 各部長は、施設管理目標を達成するため、施設管理の実施に関する計画として以下の保全計画を策定す

る。施設及び設備の改造のための設計・開発管理を行った場合の保全計画の策定に当たっては、第 12条の 3

第 3項(2)に定めるところにより記録された保全において留意すべき事項を踏まえる。なお、事業所の加工

施設が使用開始後の原子力施設であることを踏まえ、保全計画の始期は直近（次回）の定期事業者検査の開

始日とし、保全計画の期間はその次（次々回）の定期事業者検査の開始日前日までの期間とする。 

(1)   点検計画 

(2)   定期事業者検査の実施計画 

(3)   設計及び工事の計画 

(4)   巡視の計画 

(5)   特別な保全計画 

 

 

（操作上の一般事項） 

第３０条  各部長は、加工施設の操作に当たっては、誤操作を生じにくいように留意するとともに、常に当該設備の

作動状況及び機器の性能の把握に努め、次の事項を遵守する。 

(1)   当該設備の状態、計器、表示装置等の監視について項目及び頻度を定めて行うこと。 

(2)   操作に当たっては、設備の運転開始に先立って確認すべき事項、操作に必要な事項、運転停止後に確

認すべき事項及び引継時に実施すべき事項について、基準・標準等を用い、操作する者に教育・訓練を

実施して周知徹底すること。 

(3)   制御盤、操作器、指示計、記録計、表示装置、警報装置等の操作に当たっては、以下に示す操作性及

び人間工学上の諸因子を考慮した措置を講じること。 

一 制御盤には、設備の集中的な監視及び制御が可能となるように、表示装置及び操作器を配置

すること。 

二 表示装置は、誤操作・誤判断を防止するために、重要度に応じて色で識別できるようにする

こと。 

三 操作器は、誤操作を防止するために、必要に応じて保護カバー等を設け、色、形状等により

容易に識別できるようにすること。 

(4)   安全の確保のために手動操作を要する場合には、必要に応じて緊急時の対応手順を現場に明示し、円

滑に対応できる措置を講じること。 

 

２． 各部長は、非定常作業であって、核燃料物質等を取り扱う場合、あらかじめその臨界安全管理及び被ば

く管理の方法を標準類に定めるか、又は、非定常作業の都度、事前に核燃料取扱主任者の確認を受ける。 

 

（漏えい管理） 

第３４条  各部長は、加工施設を操作する場合は、核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講じ

る。 

(1)   第 30 条第 1項に定める設備の運転開始に先立って行う確認等により異常の有無を確認する。 

(2)   異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

 

２． 設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める

第１種管理区域の室内の圧力を外気に対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内

の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

 

３． 設備管理部長は、第１種管理区域内の部屋は、給排気設備により平均 6回/時以上の換気を行い、空気中

の放射性物質濃度が線量告示第６条に定める放射線業務従事者に係る濃度限度以下となるよう管理する。 

 

４． 各部長は、第１種管理区域内で核燃料物質等が飛散するおそれのあるプレス、粉末混合機等の設備・機

器及び固体廃棄物処理設備は、囲い式フード等の内部を排気することにより、その内部を室内に対して

9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とする。核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有しない設備・機器

に対してはフード内部の負圧を差圧計で確認し、核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有する設

備・機器に対してはその開口部の風速が 0.5 m/秒以上となるように開口部の風速を定期的に測定、点検し

て管理する。 

 

５． 燃料製造部長は、粉末状のウランは、パッキン付きの蓋をリングバンドで締め付けて密閉する構造の粉

末保管容器に収納して保管し、ウラン粉末の飛散及び漏えいのないように管理する。 

 

基保-018「補修及び改造基準」 

4.4.1 点検計画の策定 

各部長は、要保-389「加工施設の点検要領」及び要保-386「加工施設の保全要領」に基づき、点検計画を策定する。また、放射線測定器につい

ては、環境安全部長は、基保-001「放射線管理基準」に定め管理する。 

 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－９ 漏えい管理 

（３）閉じ込めの機能の確認 

各部長は、第１種管理区域内で核燃料物質等が飛散するおそれのあるプレス、粉末混合機等の設備・機器及び固体廃棄物処理設備は、囲い式

フード等の内部を排気することにより、その内部を室内に対して 9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とする。核燃料物質等の取扱い時に開閉する

開口部を有しない設備・機器に対してはフード内部の負圧を差圧計で確認し、核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有する設備・機器

に対してはその開口部の風速が 0.5 m/秒以上となるように開口部の風速を定期的に測定、点検して管理する。 

5-8 取り扱うウランの飛散による室内空気の汚染を防止するため、囲い式フード等を設けて局所

排気を行い、その内部を室内に対して 9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とするか、又はその

開口部での風速が 0.5 m/秒以上となるようにする。 

6-2 第１種管理区域内でウランが飛散するおそれのあるプレス、粉末混合機等の設備・機器及び

固体廃棄物処理設備は、室内空気の汚染を防止するため、囲い式フード等の内部を排気する

ことにより、その内部を室内に対して 9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とする。 

ウラン取扱い時に開閉する開口部を有しない設備・機器に対してはフード内部の負圧を差圧

計で確認し、ウラン取り扱い時に開閉する開口部を有する設備・機器に対してはその開口部

の風速が 0.5 m/秒以上となるように開口部の風速を定期的に測定、点検して管理し、ウラン

の室内への飛散を防止する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

4-7 8 設計上このような部位が発生する場合は、当該部位を定期的に点検することを保全計画に定

める。 

（設計・開発の結果に係る情報） 

第１２条の３ 担当部長は、設計・開発の結果に係る情報を、設計・開発に用いた情報と対比して検証することができ

る形式により管理する。（「設計・開発の結果に係る情報」とは、例えば、機器等の仕様又はソフトウェアを

いう。） 

 

２． 担当部長は、設計・開発の次の段階のプロセスに進むに当たり、あらかじめ、当該設計・開発の結果に

係る情報を承認する。 

 

３． 担当部長は、設計・開発の結果に係る情報を、次に掲げる事項に適合するものとする。 

(1)   設計・開発に係る個別業務等要求事項に適合するものであること。 

(2)   調達、機器等の使用及び個別業務の実施のために適切な情報を提供するものであること（設計・開発

の結果として、施設及び設備の配置及び構造上の特徴、並びに施設及び設備の経年劣化の観点から、保

全において留意すべき事項を抽出し、記録し、第 62条の 6に定める保全計画に反映して保全を実施す

るため、その記録を維持することを含む。）。 

(3)   合否判定基準を含むものであること。 

(4)   機器等を安全かつ適正に使用するために不可欠な当該機器等の特性が明確であること。 

 

（保全計画の策定） 

第６２条の６ 各部長は、施設管理目標を達成するため、施設管理の実施に関する計画として以下の保全計画を策定す

る。施設及び設備の改造のための設計・開発管理を行った場合の保全計画の策定に当たっては、第 12条の 3

第 3項(2)に定めるところにより記録された保全において留意すべき事項を踏まえる。なお、事業所の加工

施設が使用開始後の原子力施設であることを踏まえ、保全計画の始期は直近（次回）の定期事業者検査の開

始日とし、保全計画の期間はその次（次々回）の定期事業者検査の開始日前日までの期間とする。 

(1)   点検計画 

(2)   定期事業者検査の実施計画 

(3)   設計及び工事の計画 

(4)   巡視の計画 

(5)   特別な保全計画 

 

基保-021「設計管理基準」 

４．設計の管理方法 

●改造の各段階に必要な要求事項を含めた管理方法を表２に示す。 

表２ 改造の各段階の管理方法  （ ○：適用 、 －：適用不要 ） 

設計からのアウトプット(保安規定第 12条の 3) 

(5) 設計者は、要保-283「設計関連文書作成 要領」に基づき設計結果をとりまとめた「設計報告書」を作成し、設計管理者に提出する。表６

に設計結果に含める事項を示す。 

表６ 設計結果に含める事項 

 

基保-018「補修及び改造基準」 

4.4 保全計画の策定 

各部長は、(1)点検計画、(2)定期事業者検査の実施計画、(3)設計及び工事の計画、(4)巡視の計画、(5)特別な保全計画を策定する。 

各部長は、設計・開発の結果抽出された「施設及び設備の配置及び構造上の特徴並びに経年劣化の観点から保全において留意すべき事項」、お

よび以下の点を考慮して保全計画を策定し、保全を行う。 

① 設計上、通常の作業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位が発生する場合は、当該部位を定期的に清掃す

ることを点検要領又は保全計画に反映する。 

② 設計からのアウトプットに含まれる点検箇所のうち、直接見ることが困難な部位については、点検要領に含めて頻度を決めて定期的に点検

する。 

③ パッキン、フード等の閉じ込め機能を維持する部位の点検結果に基づき、経年劣化を考慮して必要に応じて保全計画に反映する。 

114 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。 

ウランを収納する設備・機器からの飛散及び漏えいを防止するため、定期的に巡視及び点検

等を行い、異常の有無を確認する。 

巡視及び点検箇所は設備・機器の設計及び改造時にあらかじめ定め、設備・機器の経年変化

等を考慮して定期的に見直す。 

5-8 閉じ込め機能を安全機能とする設備の各部位は閉じ込め境界に影響を及ぼさない設計とし、

通常の作業時に目視できない場所に、酸化ウラン粉末が堆積する可能性のある部位を設置し

ない設備構造とする。 

設計上このような部位が発生する場合は、当該部位を定期的に点検することを点検要領及び

保全計画に定める。 

4-16 114 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。 

第１種管理区域内の室内の圧力は、高性能エアフィルタ、排風機及び排気ダクトで構成する

排気設備によって外気に対して負圧を維持することにより閉じ込めの管理を行い、室内の負

圧は差圧計によって監視する。 

（漏えい管理） 

第３４条  各部長は、加工施設を操作する場合は、核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講じ

る。 

(1)   第 30 条第 1項に定める設備の運転開始に先立って行う確認等により異常の有無を確認する。 

(2)   異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

 

２． 設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める

第１種管理区域の室内の圧力を外気に対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内

の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

 

３． 設備管理部長は、第１種管理区域内の部屋は、給排気設備により平均 6回/時以上の換気を行い、空気中

の放射性物質濃度が線量告示第６条に定める放射線業務従事者に係る濃度限度以下となるよう管理する。 

 

４． 各部長は、第１種管理区域内で核燃料物質等が飛散するおそれのあるプレス、粉末混合機等の設備・機

器及び固体廃棄物処理設備は、囲い式フード等の内部を排気することにより、その内部を室内に対して

9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とする。核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有しない設備・機器

に対してはフード内部の負圧を差圧計で確認し、核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有する設

備・機器に対してはその開口部の風速が 0.5 m/秒以上となるように開口部の風速を定期的に測定、点検し

て管理する。 

 

５． 燃料製造部長は、粉末状のウランは、パッキン付きの蓋をリングバンドで締め付けて密閉する構造の粉

末保管容器に収納して保管し、ウラン粉末の飛散及び漏えいのないように管理する。 

 

（異常時の措置） 

第３６条  加工施設の操作に関し、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包する容器の

落下、可燃性ガスの漏えい等の異常（異常の検知を知らせる警報が作動した場合を含む。）を含む。）、重大

事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生を発見した者は、直ちに担当部長に通報する。 

 

２． 担当部長は、前項の通報を受けた場合は、直ちに異常状態の把握に努め、異常状態の解消及び当該設備

の操作を停止する等の拡大防止に必要な応急措置を講じるとともに、関係部長に通報する。担当部長は、

応急措置後の状態を監視し、状態の変化に応じて追加の措置を行うとともに、関係部長に通報する。担当

部長は、状態の終息の確認後に監視の解除を判断する。 

 

３． 担当部長は、関係部長と協力して前項の異常の原因を調査し、加工施設の保安のために必要な措置を講

じるとともに、所長及び核燃料取扱主任者に報告する。 

ただし、報告については、加工施設の保安に及ぼす影響が軽微なものを除く。 

担当部長は、当該施設の操作を停止する等の措置を行った場合は、その再開等を判断する。 

 

４． 担当部長は、第２項に定める措置を講じたにもかかわらず、異常状態が拡大し非常事態又は非常事態に

発展するおそれがあると判断したときは、第 88条に規定する通報を実施する。また、第 90条に示す非常

時体制が発令された場合は、所長の指示により、直ちに第 16条に定める管理組織から第 83条に定める事

業所防災組織に組織体制を移行する。 

 

基保-026「加工施設の操作基準（設備管理部）」 

４－８ 漏えい管理 

（１）漏えいの防止 

設備管理部長は、加工施設を操作する場合は、設備や施設からの核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講ずる。 

①確認結果については、「加工施設の操作要領（設備管理部）」（要保-184）に基づき、記録様式に記録をつけさせ、評価する。 

②異常を発見した場合は、直ちに設備管理部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）及び「異常時の措置基準」（基保-012）に

従い必要な措置を講じる。 

③正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

（２）給排気設備の運転 

設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める第１種管理区域の室内の圧力を外気に

対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

給排気設備を点検等のために停止する場合には、一部の給排気設備を運転することにより第 1 種管理区域の室内の圧力を負圧に保つ措置を取

る。 

なお、給排気設備を全停止する場合は、各部長にその旨事前に連絡し、「補修及び改造基準」（基保-018）に定められた給排気設備停止時の措置

を実施する。 

 

基保-012「異常時の措置基準」 

２．異常時措置の原則 

２－１ 異常時の措置（平日操業時） 

社内外通報が必要となる可能性のある異常事象等一覧（建屋・設備別）を添付４まとめる。 

（１）加工施設の操作に関し臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包する容器の落下、可燃性ガスの漏えい等を含む異常、火災

若しくは爆発、内部溢水、地震その他の自然現象、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生、社内外通報が必要となる可能性

のある異常事象、異常事象に進展するおそれのある事象、異常警報の発報（吹鳴）並びにインターロック機構の作動等（下線部を以下、異常事

象等という。）を発見した者又は確認した者（以下、現認者という。）は、原因調査等の事実確認の前に、直ちに操作責任者に通報する。異常事

象等の通報を受けた操作責任者は原因調査等の事実確認の前に、直ちに、担当部長にその旨を通報する。なお、核物質防護に係る緊急事象等

については、核物質防護管理者に通報するとともにその後の対応の指示を仰ぐ。 

6-2 この室内の負圧は差圧計により連続的に監視し、負圧が維持できない場合は警報を発するよ

うにし、管理する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

4-16 

(続き) 

114 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。 

排気設備を停止し、当該負圧を維持しない場合にあっては、核燃料物質の取扱いを停止する

とともに、加工設備本体の設備における核燃料物質の除去及び貯蔵施設での保管等による閉

じ込めの管理を行う。 

（給排気設備の停止に係る措置） 

第６５条  設備管理部長は、計画停電等で加工施設の第１種管理区域の給排気設備を停止する場合は、各部長が以下

の保安上の措置を講じていることを確認し、核燃料取扱主任者に給排気設備の停止実施前にその措置が適切

であることの確認を受ける。 

(1) 加工施設の通常的使用の停止 

(2) 核燃料物質の適切な除去・閉じ込め 

(3) 給排気設備停止時の対応を定めた標準の整備・周知徹底及び対応体制の確保 

 

２． 各部長は、給排気設備の停止実施後に第１種管理区域に人を立ち入らせる場合には、第 50条に定めると

ころに従う。 

 

基保-018「補修及び改造基準」 

4.6 給排気設備の停止に係る措置 

4.6.1 停止措置 

設備管理部長は、計画停電時の施設の電気工作物の点検、又は長期休日等のため、加工施設の第１種管理区域の給排気設備を停止することが

できる。この場合設備管理部長は、各部長が以下の保安上の措置を講じていることを各部からの書面にて確認する。また、設備管理部長は核

燃料取扱主任者へ確認結果を報告し給排気設備停止前にその措置が適切であることの確認を受ける。但し、一部の給排気設備の運転を行い、

第１種管理区域を大気圧以下に保つ場合には第６５条は適用されない。 

4.6.2 加工施設の通常的使用の停止 

各部長は加工施設の給排気設備停止時の安全を確保するため、所管する設備での通常的使用（生産活動）を停止する。さらに、不要な者の出入

りを制限する。第１種管理区域内の点検等の保全活動に際しては、立入者に半面マスクを着用させる。また、商用電源が供給されない場合で

あっても、放送設備、火災警報設備及びγ線エリアモニタの機能を確保する。 

4.6.3 核燃料物質の適切な除去・閉じ込め 

核燃料物質を取り扱う部署の部長は、給排気設備停止時の室内換気の停止に伴う汚染防止のため、第１種管理区域内の工程内の核燃料物質を

適切に除去し、所定の容器に入れ貯蔵設備へ収納する等により適切に閉じ込める。 

4.6.4 給排気設備停止時の対応を定めた標準の整備・周知徹底及び対応体制の確保 

設備管理部長は給排気設備停止時の措置を実施するために必要な下記項目について要保-253「給排気停止時の措置手順」に定め、各部へ周知

徹底を行い、給排気設備停止時の対応体制を確保する。 

１）給排気設備停止期間の決定、通知 

２）給排気設備停止前の処置及び処置完了の確認 

３）給排気設備の停止処置 

４）給排気設備停止中の処置 

５）給排気設備再稼動時の処置 

６）対応体制及び連絡体制 

4-18 114 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。 

第１種管理区域内の部屋は、排気設備により閉じ込めの管理を行う場合にあっては、所要の

換気を行う等により、空気中の放射性物質の濃度が線量告示に定める濃度限度以下となるよ

う管理する。 

（漏えい管理） 

第３４条  各部長は、加工施設を操作する場合は、核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講じ

る。 

(1)   第 30 条第 1項に定める設備の運転開始に先立って行う確認等により異常の有無を確認する。 

(2)   異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

 

２． 設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める

第１種管理区域の室内の圧力を外気に対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内

の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

 

３． 設備管理部長は、第１種管理区域内の部屋は、給排気設備により平均 6回/時以上の換気を行い、空気中

の放射性物質濃度が線量告示第６条に定める放射線業務従事者に係る濃度限度以下となるよう管理する。 

 

４． 各部長は、第１種管理区域内で核燃料物質等が飛散するおそれのあるプレス、粉末混合機等の設備・機

器及び固体廃棄物処理設備は、囲い式フード等の内部を排気することにより、その内部を室内に対して

9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とする。核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有しない設備・機器

に対してはフード内部の負圧を差圧計で確認し、核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有する設

備・機器に対してはその開口部の風速が 0.5 m/秒以上となるように開口部の風速を定期的に測定、点検し

て管理する。 

 

５． 燃料製造部長は、粉末状のウランは、パッキン付きの蓋をリングバンドで締め付けて密閉する構造の粉

末保管容器に収納して保管し、ウラン粉末の飛散及び漏えいのないように管理する。 

 

基保-026「加工施設の操作基準（設備管理部）」 

４－８ 漏えい管理 

（３）換気 

設備管理部長は、第１種管理区域内の部屋は、給排気設備により平均 6回/時以上の換気を行い、空気中の放射性物質濃度が線量告示第６条に

定める放射線業務従事者に係る濃度限度以下となるよう管理する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

 114 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。 

第１種管理区域内の部屋は、排気設備により閉じ込めの管理を行う場合にあっては、所要の

換気を行う等により、空気中の放射性物質の濃度が線量告示に定める濃度限度以下となるよ

う管理する。 

（保安上特に管理を必要とする設備） 

第３１条  保安上特に管理を必要とする設備は、次の各号に定めるものとする。 

(1)  核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取

扱量を制限する必要のある設備 

(2)  熱的制限値を有する加工設備 

(3)  閉じ込め機能を有する設備 

一  放射性気体廃棄物の廃棄設備 

二  放射性液体廃棄物の廃棄設備 

(4)  非常用電源設備 

(5)  監視用放射線測定器 

 

２． 第１項で定めた設備は、別表３に示したものとする。 

 

（保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保） 

第３２条  各部長は、第 33条から第 35条に規定する操作上の留意事項を確実にし、前条第１項に掲げる保安上特に

管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。 

(1)  巡視、点検、定期事業者検査等により機能を確認する。 

(2)  異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、機能を回復させる。 

 

別表３ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条関係）（続き） 

(3) 閉じ込め機能を有する設備 

一 放射性気体廃棄物の廃棄設備 

施設名称 
設置場所 設備名称 管理責任者 

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

第
２
加
工
棟 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1系統Ⅰ（部屋排気系統） 排風機（301-F） 設備管理部長 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1系統Ⅱ（部屋排気系統） 排風機（302-F） 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1系統Ⅲ（部屋排気系統） 排風機（303-F） 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1系統Ⅳ（部屋排気系統） 排風機（304-F） 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1系統Ⅴ（局所排気系統） 排風機（305-F） 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1系統Ⅵ（局所排気系統） 排風機（306-F） 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1系統Ⅶ（部屋排気系統） 排風機（307-F） 

第２排風機室 気体廃棄設備 No.1系統Ⅷ（局所排気系統） 排風機（308-F） 

第
１
廃
棄
物
貯
蔵
棟 

Ｗ１－１排風機室 気体廃棄設備 No.2系統１（部屋排気系統） No.1 排風機 

Ｗ１－１排風機室 気体廃棄設備 No.2系統２（局所排気系統） No.2 排風機 

Ｗ１－２排風機室 気体廃棄設備 No.2系統３（局所排気系統） No.3 排風機 

Ｗ１－２排風機室 気体廃棄設備 No.2系統３（局所排気系統） No.4 排風機 

Ｗ１－２排風機室 気体廃棄設備 No.2系統４（局所排気系統） No.5 排風機 

Ｗ１－２排風機室 気体廃棄設備 No.2系統４（局所排気系統） No.6 排風機 

 

基保-026「加工施設の操作基準（設備管理部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備 

（１）保安上特に管理を必要とする設備 

設備管理部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

③閉じ込め機能を有する設備 

a)放射性気体廃棄物の廃棄設備 

④非常用電源設備 

（２）保安上特に管理を必要とする設備について 

設備管理部長が保安上特に管理を必要とする設備は第１表に示す設備とする。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保 

設備管理部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、「加工施設の操作要領（設備管理部）」（要保-184）及

び「定期事業者検査実施要領（設備管理部）」（要保-369）を定め、以下の措置を講じる。 

①巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

②定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

③加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

④異常を発見した場合は、直ちに設備管理部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）、「異常時の措置基準」（基保-012）に従い

必要な措置を講じる。 

⑤正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備 

4-20 9 設備のクリーニング、工事等でウラン粉末を囲い式フードで取り扱うことが困難な場合は、

一時的に簡易的なフードを設置するか操作員が呼吸保護具を着用する作業管理を行い、内部

被ばくを防止する。 

（被ばくの低減措置） 

第５０条  各部長は、管理区域内で作業を行う場合には、線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成可能な

限り放射線被ばくを低減するために、作業による線量及び作業場の放射線環境に応じた作業方法を立案し、

放射線業務従事者の受ける線量を低くするよう努める。 

 

２． 環境安全部長は、作業実施に伴う放射線防護措置の状況を確認し、必要に応じて、担当部長に指導、助

言を行う。 

 

３． 各部長は、管理区域に立ち入る者に対し、必要に応じて放射線防護のために保護衣、保護靴等必要な保

護具を着用させる。 

 

４． 各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う

場合には、一時的に簡易的なフードを設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護

具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを用いて局所的な放射性物質濃

度を測定する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

10．被ばくの低減措置 

10-5 一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合の措置 

各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合には、一時的に簡易的なフードを

設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを

用いて局所的な放射性物質濃度を測定する。 

4-21 9 ウラン粉末を含む液体が施設外へ漏えいすることを防止するため堰を設ける。 （保安上特に管理を必要とする設備） 

第３１条  保安上特に管理を必要とする設備は、次の各号に定めるものとする。 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備 



 

3
5
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-9 ウラン粉末を含む液体が施設外へ漏えいすることを防止するため堰を設ける。 (1)  核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取

扱量を制限する必要のある設備 

(2)  熱的制限値を有する加工設備 

(3)  閉じ込め機能を有する設備 

一  放射性気体廃棄物の廃棄設備 

二  放射性液体廃棄物の廃棄設備 

(4)  非常用電源設備 

(5)  監視用放射線測定器 

 

２． 第１項で定めた設備は、別表３に示したものとする。 

 

（保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保） 

第３２条  各部長は、第 33条から第 35条に規定する操作上の留意事項を確実にし、前条第１項に掲げる保安上特に

管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。 

(1)  巡視、点検、定期事業者検査等により機能を確認する。 

(2)  異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、機能を回復させる。 

 

記載例 

別表３ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条関係）（続き） 

(3) 閉じ込め機能を有する設備 

二 放射性液体廃棄物の廃棄設備 

施設名称 設置場所 設備名称 管理責任者 

放
射
性
廃
棄
物
の
廃
棄
施
設 

第
２
加
工
棟 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.1 燃料製造部長 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.2 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.3 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 凝集沈殿槽 No.4 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 遠心分離機 No.1 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 遠心分離機 No.2 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 遠心分離機 No.3 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 遠心分離機 No.4 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 遠心ろ過機 No.1 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 遠心ろ過機 No.2 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 ろ過水槽 No.1 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 ろ過水槽 No.2 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 処理水槽 No.1 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 処理水槽 No.2 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 処理水槽 No.3 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 処理水槽 No.4 

第２－１ペレット室 第１廃液処理設備 配管 
 

保安上特に管理を必要とする設備 

燃料製造部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

①核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取扱量を制限する必要のある設備。 

②熱的制限値を有する加工設備 

③閉じ込め機能を有する設備 

(b)放射性液体廃棄物の廃棄設備 

保安上特に管理を必要とする設備について 

保安上特に管理を必要とする設備は、第１表に示す設備であり、その詳細な設備一覧については、「保全対象範囲及び保全重要度設定要領」（要

保-371）に示す。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保 

燃料製造部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。具体的には、「加工施設の操作

要領（燃料製造部）」（要保-107）「加工施設の操作要領（第２開発室）」（要保-173）及び「定期事業者検査実施要領（燃料製造部）」（要保-381）

に定める。 

巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

異常を発見した場合は、直ちに燃料製造部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）、「異常時の措置基準」（基保-012）に従い必

要な措置を講じる。 

正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

4-24 9 溢水時の閉じ込めの機能の確保について、第１種管理区域内を負圧に維持するための気体廃

棄設備は、内部溢水に対し没水しない設計とするとともに、火災時の消火水等が侵入しない

対策を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、内部溢水発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、内部溢水発生時に関する教育・訓練を定期的

に実施する。 

資機材の配備  

１ 設備管理部長は、内部溢水発生時に必要な資機材を配備する。 

２ 設備管理部長は、溢水時の閉じ込めの機能の確保のため、気体廃棄設備のフィルタユニ

ット及びフィルタユニット（設備排気用）を鋼製のケースに収納することにより、火災

時の消火水等が侵入しない対策を講じる。 

３ 設備管理部長は、第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟において、電源に接続する設備は、

電気設備に関する技術基準を定める省令第十四条に基づき、分電盤に配線用遮断器を設

け、また、導通部が各溢水防護区画の没水水位より高くなる高さに配置し、シール等の

被水対策により水の侵入による電気火災の発生を防止する措置を講じる。 

４ 設備管理部長は、第２加工棟において、被水のおそれのあるウランを取り扱う設備・機

器の電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位に対して、導通部が没水水位より高

い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・計装盤内の没水水位より高い位

置に設置するとともに、電源を遮断する措置を講じることにより、溢水による電気火災

の発生を防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

２ 設備管理部長は、溢水時の閉じ込めの機能の確保のため、気体廃棄設備のフィルタユニット及びフィルタユニット（設備排気用）を鋼製の

ケースに収納することにより、火災時の消火水等が侵入しない対策を講じる。 
5-9 溢水時の閉じ込めの機能の確保について、第１種管理区域内を負圧に維持するための気体廃

棄設備は、内部溢水に対し没水しない設計とするとともに、火災時の消火水等が侵入しない

対策を講じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

4-28 25 主要な建物内の管理区域区分は以下のとおりとする。 第１加工棟 第２種管理区域 第４－

１廃棄物貯蔵室 第４－２廃棄物貯蔵室 第４－３廃棄物貯蔵室 第４－４廃棄物貯蔵室 第

４－５廃棄物貯蔵室 第４－６廃棄物貯蔵室 第４－７廃棄物貯蔵室 第４－８廃棄物貯蔵室 

第４－９廃棄物貯蔵室 第１－１輸送物保管室 第１－１輸送物搬出入室 第２加工棟 第１

種管理区域 第２粉末受入室 第２－１貯蔵室 第２－２貯蔵室 第２－１混合室 第２－２混

合室 第２－１ペレット室 第２－２ペレット室 第２－１ペレット検査室 第２ペレット保

管室 第２廃棄物処理室 第２出入管理室 第２洗濯室 第２－１燃料棒加工室 第２－２燃料

棒加工室 第２放射線管理室 第２分析室 第２開発室 第２フィルタ室 第２加工棟 第２種

管理区域 第２集合体保管室 第２－１燃料棒検査室 第２燃料棒保管室 第２－１組立室 第

２梱包室 第２輸送容器保管室 第２部品室 第２排風機室 第１－３貯蔵棟 第２種管理区

域 第１－３貯蔵容器保管室 第１廃棄物貯蔵棟 第１種管理区域 Ｗ１廃棄物処理室 Ｗ１

出入管理室 第１廃棄物貯蔵棟 第２種管理区域 第１廃棄物貯蔵室 Ｗ１－１排風機室 Ｗ

１－２排風機室 Ｗ１廃棄物搬出入室 第３廃棄物貯蔵棟 第２種管理区域 第３廃棄物貯蔵

室 第５廃棄物貯蔵棟 第２種管理区域 第５廃棄物貯蔵室 発電機・ポンプ棟 非管理区域 

発電機室  

（管理区域） 

第４０条  「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（原

子力規制委員会告示第８号）（第 34条以降において以下「線量告示」という。）第１条に定める管理区域に

係る値を超えるおそれのある場所として、管理区域は、別図２－（２）及び別図２－（３）に示す区域とす

る｡ 

 

２． 環境安全部長は、第１項以外の場所であって線量告示第１条に定める管理区域に係る値を超えるか又は

超えるおそれのある場所が生じた場合は、一時的な管理区域として設定する。 

 

 

３． 環境安全部長は、第２項の管理区域の解除を行う場合には、線量告示第１条に定める管理区域に係る値

を超えていないことを確認する。 

 

４． 環境安全部長は、管理区域の設定又は解除を行う場合には、その旨を所長に報告するとともに、担当部

長に事業所内への周知を行わせる。 

 

５． 環境安全部長は、第１項に示す場所であって、次の各号を全て満たす場合には、一時的に管理区域を解

除することができる。 

(1)  管理区域を解除する場所が部屋単位であること。 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-1 適用範囲 

周辺監視区域内の管理区域について適用する。 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。また、管理区域の概念図を図２に示す。 
1-2-1 管理区域の原則 

管理区域は、以下の場所に定める。 

(1)「線量告示第 1条」に定める管理区域に係る値（線量：1.3mSv/3 ヶ月(500h)、空気中濃度：3×10-6Bq/cm3 (U234)の 10 分の 1、表面密度：

4Bq/cm2の 10 分の 1）のいずれかが、超えるか又は超えるおそれがある場所。（線量のみで管理区域を設定する場合は第２種管理区域、その他

は第１種管理区域とする。） 

(2)上記場所であって以下を満足する場所 

・周辺監視区域内であること。 

・耐火構造の建屋または建屋外にあっては床面は、コンクリート、アスファルトで舗装されていること。 

1-2-3 管理区域の種類 

管理区域は、以下の種類がある。 

(1) 恒設の管理区域・・国の許認可を受けた管理区域 

(2) 一時的な管理区域・・周辺監視区域内で一時的に設定した管理区域 

(3) 区分を変更した管理区域・・一時的に恒設の管理区域区分（第１種管理区域、第２種管理区域）を異なる区分（第１種管理区域、第２種管

114 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。 

管理区域は、ウランを密封して取り扱い又は貯蔵し、汚染の発生するおそれのない区域（第

２種管理区域）とそうでない区域（第１種管理区域）とに区分し、管理する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第五条（火災等による損傷の防止）関係 

5-2 10 火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関し、火災防護基準を参考に、火災防護計画を策

定し、火災の発生防止、火災の感知及び報知、消火並びに火災の影響軽減を実施するために

必要な手順、機器及び体制を定める。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備  

１ 環境安全部長は、火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関し、火災防護計画を策定し、

火災の発生防止、火災の感知及び報知、消火並びに火災の影響軽減を実施するために必要

な手順、機器及び体制を定める。 

２ 燃料製造部長、設備管理部長、環境安全部長及び品質保証部長は、加工施設の建物に可燃

物を持ち込む場合は、設備・機器の操作、保守に必要なもののみを持ち込み、使用する分を

除き金属製容器に収納する管理を行う。 

３ 環境安全部長は、初期消火活動を確実にするため、防火のための組織を編成し、定期的に

訓練を実施する。 

４ 設備管理部長は、加工施設の建物内で火災が発生した場合、建物内の火災の延焼を防止す

るため、建物内の耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離した火災防護上の区画として火

災区域を設定する。さらに、核燃料物質等の性状、取扱量等を考慮して火災区域を細分化

して、火災防護上の区画として火災区画を設定することにより、当該火災区画外への延焼

を防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

１ 環境安全部長は、火災の発生を消防吏員に確実に通報するために、あらかじめ通報手順を定めるとともに、消防吏員が到着するまでに行

う活動手順を定める。また、火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関し、火災防護計画を策定し、火災の発生防止、火災の感知及び報知、

消火並びに火災の影響軽減を実施するために必要な手順、機器及び体制を定める。 

5-110 火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関し、火災防護基準を参考に、火災防護計画を策

定し、火災の発生防止、火災の感知及び報知、消火並びに火災の影響軽減を実施するために

必要な手順、機器及び体制を定める。 

5-133 火災防護、消火活動に係る体制の整備等に関し、火災防護基準を参考に、火災防護計画を策

定し、火災の発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減を実施するために必要な

手順、機器及び体制を定める。 

5-5 添５別チ
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所内地震計で震度５弱以上の地震が発生した場合は、緊急遮断弁の自動閉止に加え、更に緊

急遮断弁のガス供給側にある手動バルブを閉止する手順を定める。 

所内地震計で震度５弱以上の地震が発生した場合は、緊急遮断弁の自動閉止に加え、更に緊

急遮断弁の一次側にある手動バルブを閉止する手順を定める。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

17 設備管理部長は、所内地震計で震度５弱以上の地震が発生した場合は、アンモニア分解ガ

ス又はプロパンガスの緊急遮断弁の自動閉止に加え、更に緊急遮断弁のガス供給側にある

手動バルブを閉止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

17 設備管理部長は、所内地震計で震度５弱以上の地震が発生した場合は、アンモニア分解ガス又はプロパンガスの緊急遮断弁の自動閉止に

加え、更に緊急遮断弁のガス供給側にある手動バルブを閉止する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-5 

(続き) 

添５別チ
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試験開発炉以外の可燃性ガスを用いる試験開発設備 試験開発設備には試験開発炉以外に、

極少量の水素ガス等を使用する開発設備があるため以下の対策を行う。 

水素ガス漏えい検知器、制御盤、感震計及び緊急遮断弁は、試験開発炉と兼用する。 

試験開発設備から工程室内に水素ガス等が漏えい、滞留しないようにするため、試験開発設

備の開口部にはイグナイターを設置し、水素ガス等を燃焼させてから排出する。 

試験開発設備は水素ガス等の漏えい時に工程室内に滞留しないように、換気を行う第１種管

理区域に設置する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

25 燃料製造部長は、第２加工棟の第２開発室において、少量の燃料開発又は試験検査で用い

る市販の機器について、極少量の水素ガス等を使用するため、当該機器から工程室内に水

素ガス等が漏えい、滞留しないよう、当該機器の開口部にはイグナイターを設置し、水素

ガス等を燃焼させてから排出する。当該機器は、水素ガス等の漏えい時に工程室内に滞留

しないよう、換気を行う第１種管理区域に設置する。なお、水素ガス漏えい検知器、制御

盤、感震計及び緊急遮断弁は、加熱炉及び小型雰囲気可変炉と兼用する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

25 燃料製造部長は、第２加工棟の第２開発室において、少量の燃料開発又は試験検査で用いる市販の機器について、極少量の水素ガス等を使

用するため、当該機器から工程室内に水素ガス等が漏えい、滞留しないよう、当該機器の開口部にはイグナイターを設置し、水素ガス等を燃

焼させてから排出する。当該機器は、水素ガス等の漏えい時に工程室内に滞留しないよう、換気を行う第１種管理区域に設置する。なお、水素

ガス漏えい検知器、制御盤、感震計及び緊急遮断弁は、加熱炉及び小型雰囲気可変炉と兼用する。 
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焼却炉内の温度が異常に上昇しないよう、焼却物の投入量を制限するとともに焼却対象物に

異常燃焼を起こす物質が混入していないことを事前に確認する管理を行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

26 燃料製造部長は、焼却炉内の温度が異常に上昇しないよう、焼却物の投入量を制限すると

ともに焼却対象物に異常燃焼を起こす物質が混入していないことを事前に確認する管理を

行う。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

26 燃料製造部長は、焼却炉内の温度が異常に上昇しないよう、焼却物の投入量を制限するとともに焼却対象物に異常燃焼を起こす物質が混入

していないことを事前に確認する管理を行う。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-7 54 熱的制限値 第２加工棟 連続焼結炉 制限温度(℃) 1,850  （保安上特に管理を必要とする設備） 

第３１条  保安上特に管理を必要とする設備は、次の各号に定めるものとする。 

(1)  核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取

扱量を制限する必要のある設備 

(2)  熱的制限値を有する加工設備 

(3)  閉じ込め機能を有する設備 

一  放射性気体廃棄物の廃棄設備 

二  放射性液体廃棄物の廃棄設備 

(4)  非常用電源設備 

(5)  監視用放射線測定器 

 

２． 第１項で定めた設備は、別表３に示したものとする。 

 

（保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保） 

第３２条  各部長は、第 33条から第 35条に規定する操作上の留意事項を確実にし、前条第１項に掲げる保安上特に

管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。 

(1)  巡視、点検、定期事業者検査等により機能を確認する。 

(2)  異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、機能を回復させる。 

 

（火災及び爆発の防止） 

第３５条  燃料製造部長は、熱的制限値を有する加工設備を加熱操作する場合は、その温度を別表５に定める熱的制

限値以下に保つ。 

 

２． 燃料製造部長は、別表５に定める可燃性ガスを取り扱う設備を操作する場合は、可燃性ガス漏えい検

知器を作動させる。 

 

別表３ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条関係）（続き） 

 

(2) 熱的制限値を有する加工設備 

施設名称 設置場所 設備名称 管理責任者 

成
形
施
設 

第
２
加
工
棟 

第２－１ペレット室 連続焼結炉 No.1※ 燃料製造部長 

第２－２ペレット室 連続焼結炉 No.2-1 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないこと。 

 

別表５ 火災及び爆発の防止のための措置（第 35条関係） 

１．熱的制限値（第 35条第 1項関係） 
設備名 熱的制限値（℃） 運転管理方法 

連続焼結炉No.1※ 1850 自動温度制御装置の温度設定値を1850

℃以下に設定して運転する。 

連続焼結炉No.2-1 1850 自動温度制御装置の温度設定値を1850

℃以下に設定して運転する。 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないこと。 

 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備 

保安上特に管理を必要とする設備 

燃料製造部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

①核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取扱量を制限する必要のある設備。 

②熱的制限値を有する加工設備 

③閉じ込め機能を有する設備 

(b)放射性液体廃棄物の廃棄設備 

保安上特に管理を必要とする設備について 

保安上特に管理を必要とする設備は、第１表に示す設備であり、その詳細な設備一覧については、「保全対象範囲及び保全重要度設定要領」（要

保-371）に示す。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保 

燃料製造部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。具体的には、「加工施設の操作

要領（燃料製造部）」（要保-107）「加工施設の操作要領（第２開発室）」（要保-173）及び「定期事業者検査実施要領（燃料製造部）」（要保-381）

に定める。 

巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

異常を発見した場合は、直ちに燃料製造部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）、「異常時の措置基準」（基保-012）に従い必

要な措置を講じる。 

正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備 

４－１０ 火災及び爆発の防止 

（１）熱的制限値を有する設備 

①加熱源を有する設備は、「保全対象範囲及び保全重要度設定要領」（要保-371）の設備一覧に示すものである。 

②燃料製造部長は、保安規定別表５に記載の熱的制限値を有する加工設備を加熱操作する場合は、その操作温度を熱的制限値以下に保つ。 

③燃料製造部長は、②に示す以外の設備を操作する場合は、その操作温度を設備毎の最高使用温度以下に保つ。 

確認結果については、定めた記録様式に記録をつけさせ、評価する。具体的には、「加工施設の操作要領（燃料製造部）」（要保-107）に定める。 

5-12 10 加工施設の建物に可燃物を持ち込む場合は、設備・機器の操作、保守に必要なもののみを持

ち込み、使用する分を除き金属製容器に収納する管理を行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

２ 燃料製造部長、設備管理部長、環境安全部長及び品質保証部長は、加工施設の建物に可燃物を持ち込む場合は、設備・機器の操作、保守に

必要なもののみを持ち込み、使用する分を除き金属製容器に収納する管理を行う。 

12 燃料製造部長は、加工施設内で使用する危険物について、消防法に基づく屋内貯蔵所又は少量危険物貯蔵所にて保管し、必要量のみを取

り出して加工施設の建物に持ち込み、転倒防止対策を講じた金属製の保管庫に施錠保管し、その保管量の管理を行う。 

13 燃料製造部長は、加工施設以外の建物も含め、少量のジルカロイの加工くずが発生するが（約 100 g/日/作業場所）、金属火災の可能性の

ある場所には、火災に備えて消火に十分な二酸化炭素消火器、金属消火器及び乾燥砂（消火用）を配置する。 

14 燃料製造部長は、発生したジルカロイの加工くずについて、作業場所にて金属容器に一時的に保管した後、敷地内の専用の保管場所にて

水没させて保管する管理を行う。 

5-118 可燃物の管理 火災発生時の初期消火活動を確実にするための対策として、火災の発生を防

止するため、加工施設の建物への可燃物及び危険物の持込みと保管管理等について定める。 

本加工施設内で使用する危険物は、消防法に基づく屋内貯蔵所又は少量危険物貯蔵所にて保

管し、必要量のみを取り出して加工施設の建物に持ち込み、転倒防止対策を講じた金属製の

保管庫に施錠保管し、その保管量の管理を行う。 

加工施設以外の建物も含め、少量のジルカロイの加工くずが発生するが（約 100 g/日/作業

場所）、金属火災の可能性のある場所には、火災に備えて消火に十分な二酸化炭素消火器、

金属消火器及び乾燥砂（消火用）を配置する。 

発生したジルカロイの加工くずは、作業場所にて金属容器に一時的に保管した後、敷地内の

専用の保管場所にて水没させて保管する管理を行う。 

可燃物を火災区画に持ち込む場合は、設備・機器の操作、保守に必要なもののみを加工施設

（建物）に持ち込み、使用する分を除き金属製容器に収納する管理を行う。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

添５別チ

-28 

可燃物を火災区画に持ち込む場合は、設備・機器の操作及び保守に必要なもののみを加工施

設の建物に持ち込み、使用する分を除き金属製容器に収納する防火上の管理を行うため、火

災源以外への延焼は考えない。 

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

２ 燃料製造部長、設備管理部長、環境安全部長及び品質保証部長は、加工施設の建物に可燃

物を持ち込む場合は、設備・機器の操作、保守に必要なもののみを持ち込み、使用する分を

除き金属製容器に収納する管理を行う。 

13 燃料製造部長は、加工施設以外の建物も含め、少量のジルカロイの加工くずが発生するが

（約 100 g/日/作業場所）、金属火災の可能性のある場所には、火災に備えて消火に十分な

二酸化炭素消火器、金属消火器及び乾燥砂（消火用）を配置する。 

14 燃料製造部長は、発生したジルカロイの加工くずについて、作業場所にて金属容器に一時

的に保管した後、敷地内の専用の保管場所にて水没させて保管する管理を行う。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-13 5-113 可燃性ガスを使用する設備・機器には、電源が遮断した場合に各種弁類が安全側に作動する

フェールセーフ機能を設ける。 

可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する火災区域内で火災が発生した際に、手動で供給

電源を遮断することにより、熱源を停止し、上記フェールセーフ機能を作動させ、爆発の発

生を防止する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

７ 燃料製造部長は、可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する火災区域内で火災が発生し

た際に、手動で供給電源を遮断することにより、熱源を停止し、フェールセーフ機能を作

動させ、爆発の発生を防止する。 

 

（火災及び爆発の防止） 

第３５条  燃料製造部長は、熱的制限値を有する加工設備を加熱操作する場合は、その温度を別表５に定める熱的制

限値以下に保つ。 

 

２． 燃料製造部長は、別表５に定める可燃性ガスを取り扱う設備を操作する場合は、可燃性ガス漏えい検知

器を作動させる。 

 

別表５ 火災及び爆発の防止のための措置（第 35条関係） 

１．熱的制限値（第 35条第 1項関係） 
設備名 熱的制限値（℃） 運転管理方法 

連続焼結炉No.1※ 1850 自動温度制御装置の温度設定値を1850

℃以下に設定して運転する。 

連続焼結炉No.2-1 

 

1850 自動温度制御装置の温度設定値を1850

℃以下に設定して運転する。 

 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を

行わないこと。 

 
２．可燃性ガスの爆発防止（第 35条第 2項関係） 

可燃性ガス漏えい検知器を設置する設備 

連続焼結炉No.1 

連続焼結炉No.2-1 

燃料開発設備 加熱炉 

燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 

焼却設備 焼却炉 

 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

７ 燃料製造部長は、可燃性ガスを使用する設備・機器を設置する火災区域内で火災が発生した際に、手動で供給電源を遮断することにより、

熱源を停止し、フェールセーフ機能を作動させ、爆発の発生を防止する。 

 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－１０ 火災及び爆発の防止 

（２）可燃性ガスを取り扱う設備 

①可燃性ガスを取り扱う設備は以下に示すものである。 

(a)連続焼結炉 No.1 第２－１ペレット室に設置 

(b)連続焼結炉 No.2-1 第２－２ペレット室に設置 

(c)燃料開発設備 加熱炉 第２開発室に設置 

(d)燃料開発設備 小型雰囲気可変炉 第２開発室に設置 

(e)焼却設備 焼却炉 

可燃性ガスとしては、水素ガスとプロパンガスと都市ガスが対応する。 

②燃料製造部長は、①に示す可燃性ガスを取り扱う設備を操作する場合は、当該設備が設置されている室内の可燃性ガス漏えい検知器が作動

していることを確認する。 

③可燃性ガス漏えい検知器が故障等により作動しないことが判明した場合には、直ちに可燃性ガスの供給を停止する等の安全措置をとること。 

④確認結果については、定めた記録様式に記録をつけさせ、評価する。具体的には、「加工施設の操作要領（燃料製造部）」（要保-107）及び「加

工施設の操作要領（第２開発室）」（要保-173）に定める。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-16 5-112 空気混入を防止するために火炎を生じる連続焼結炉の出入口、排気口においては、可燃物を

配置しない管理を行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

５ 燃料製造部長及び品質保証部長は、空気混入を防止するために火炎を生じる連続焼結炉の

出入口、排気口においては、可燃物を配置しない管理を行う。さらに、ウラン粉末を取り扱

う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器

についても、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施

する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

５ 燃料製造部長及び品質保証部長は、空気混入を防止するために火炎を生じる連続焼結炉の出入口、排気口においては、可燃物を配置しな

い管理を行う。さらに、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器について

も、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施する。 

5-18 5-112 ウラン粉末は不燃材であるステンレス鋼製の容器（粉末保管容器）に収容した状態で保管、

運搬等の取扱いを行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

６ 燃料製造部長及び品質保証部長は、ウラン粉末は不燃材であるステンレス鋼製の容器（粉

末保管容器）に収容した状態で保管、運搬等の取扱いを行う。さらに、ウラン粉末を取り扱

う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器

についても、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施

する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

６ 燃料製造部長及び品質保証部長は、ウラン粉末は不燃材であるステンレス鋼製の容器（粉末保管容器）に収容した状態で保管、運搬等の

取扱いを行う。さらに、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器について

も、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施する。 



 

4
5
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-20 5-112 ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有

さない設備・機器についても、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同

様の対策を実施する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

５ 燃料製造部長及び品質保証部長は、空気混入を防止するために火炎を生じる連続焼結炉の

出入口、排気口においては、可燃物を配置しない管理を行う。さらに、ウラン粉末を取り扱

う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器

についても、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施

する。 

６ 燃料製造部長及び品質保証部長は、ウラン粉末は不燃材であるステンレス鋼製の容器（粉

末保管容器）に収容した状態で保管、運搬等の取扱いを行う。さらに、ウラン粉末を取り扱

う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器

についても、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施

する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

５ 燃料製造部長及び品質保証部長は、空気混入を防止するために火炎を生じる連続焼結炉の出入口、排気口においては、可燃物を配置しな

い管理を行う。さらに、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器について

も、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施する。 

６ 燃料製造部長及び品質保証部長は、ウラン粉末は不燃材であるステンレス鋼製の容器（粉末保管容器）に収容した状態で保管、運搬等の

取扱いを行う。さらに、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器について

も、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施する。 

5-23 5-116 加工施設内の受変電設備、設備・機器用分電盤、分電盤、制御盤等の電気設備内のケーブル

は、電気設備本体を金属製とし、必要に応じて内部の熱を適切に排出する換気機能を備える

とともに、接続する設備・機器の仕様上問題がない限り回路上に配線用遮断器を設け、電気

火災の発生を防止する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

13 設備管理部長は、第２加工棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１廃棄物貯蔵棟において、電源に

接続する一般設備については、分電盤を金属製とするとともに、電気設備に関する技術基

準を定める省令第十四条に基づき配線用遮断器を設ける。また、導通部が没水水位より高

くなる高さに配置し、シール等の被水対策により水の侵入による電気火災の発生を防止す

る措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

13 設備管理部長は、第２加工棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１廃棄物貯蔵棟において、電源に接続する一般設備については、分電盤を金属製と

するとともに、電気設備に関する技術基準を定める省令第十四条に基づき配線用遮断器を設ける。また、導通部が没水水位より高くなる高さ

に配置し、シール等の被水対策により水の侵入による電気火災の発生を防止する措置を講じる。 



 

4
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-25 5-114 加工施設の建物に設置する火災感知設備である自動火災報知設備は、消防法に基づき設置す

る。 

消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１

回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災） 
区分 規定する事項 

資機材の配備  

２ 設備管理部長は、加工施設の建物に設置する火災感知設備である自動火災報知設備を、消

防法に基づき設置する。消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に１回）

及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

２ 設備管理部長は、加工施設の建物に設置する火災感知設備である自動火災報知設備を、消防法に基づき設置する。消防法の規定に基づき、

有資格者による機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。 

5-25 

(続き) 

5-114 加工施設の建物に設置する火災感知設備である自動火災報知設備は、消防法に基づき設置す

る。 

外部電源を喪失した場合であっても、消防法の定めにより蓄電池を備えるとともに、非常用

電源設備からも給電を行い、無警戒とならない設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

16 設備管理部長は、自動火災報知設備については、外部電源を喪失した場合であっても、消

防法の定めにより蓄電池を備えるとともに、非常用電源設備からも給電を行い、無警戒と

ならないようにする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

16 設備管理部長は、自動火災報知設備については、外部電源を喪失した場合であっても、消防法の定めにより蓄電池を備えるとともに、非常

用電源設備からも給電を行い、無警戒とならないようにする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-26 5-114 消防法に基づき、建築規模が大きく複層階建である第２加工棟には屋内消火栓を、第１加工

棟には屋外消火栓を設置し、消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に１

回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出するものと

する。 

第２加工棟屋上には受変電設備を設置するため、変圧器等の火災に備えて泡消火剤（油火災

用）を設置する。 

本加工施設には２台の可搬消防ポンプを備え、消防法の規定に基づき、有資格者による機器

点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防

に提出する。 

消火器は消防法に規定する数を十分上回るように設置するとともに、設置場所で想定される

火災に対応した種類を設置する。 

消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１

回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災） 
区分 規定する事項 

資機材の配備  

１ 環境安全部長は、消火活動に必要な防火衣、フィルタ付防護マスク、投光器等の資機材を

分散配置し、アクセスルートを確保する。 

２ 設備管理部長は、加工施設の建物に設置する火災感知設備である自動火災報知設備を、消

防法に基づき設置する。消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に１回）

及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。 

３ 設備管理部長は、消防法に基づき、建築規模が大きく複層階建である第２加工棟には屋内

消火栓を、第１加工棟には屋外消火栓を設置する。消防法の規定に基づき、有資格者によ

る機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所

轄消防に提出するものとする。 

４ 設備管理部長は、第２加工棟屋上には受変電設備を設置するため、変圧器等の火災に備え

て泡消火剤（油火災用）を配置する。 

５ 設備管理部長は、加工施設には２台の可搬消防ポンプを備える。消防法の規定に基づき、

有資格者による機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに

点検記録を所轄消防に提出する。 

６ 設備管理部長は、消防法に規定する数を十分上回るように消火器を配置するとともに、設

置場所で想定される火災に対応した種類を設置する。消防法の規定に基づき、有資格者に

よる機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を

所轄消防に提出する。 

７ 設備管理部長は、消火器には安全栓を設け、封印を施すことで誤操作を防止する。 

８ 設備管理部長は、消防法に基づいた能力以上の放水能力を有した屋内消火栓及び屋外消火

栓を加工施設の建物の内外に複数設置し、加工施設の建物の各室に放水可能な配置とし、

接続ホースを備える。 

９ 設備管理部長は、消火水として使用できる水を保有した地下式の貯水槽を含む消火用の水

源を加工施設の敷地内に複数設け、可搬消防ポンプによる消火活動も可能とする。 

10 燃料製造部長は、火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止

するため、設備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は

火災による影響を受けるおそれはないが、火災源となり得る可燃物を少なくする。 

11 設備管理部長は、火災区画内には消防法に定められた能力単位の５倍以上の粉末消火器を

配置する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

３ 設備管理部長は、消防法に基づき、建築規模が大きく複層階建である第２加工棟には屋内消火栓を、第１加工棟には屋外消火栓を設置す

る。消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に

提出するものとする。 

４ 設備管理部長は、第２加工棟屋上には受変電設備を設置するため、変圧器等の火災に備えて泡消火剤（油火災用）を配置する。 

５ 設備管理部長は、加工施設には２台の可搬消防ポンプを備える。消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に１回）及び総

合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防に提出する。 

６ 設備管理部長は、消防法に規定する数を十分上回るように消火器を配置するとともに、設置場所で想定される火災に対応した種類を設置

する。消防法の規定に基づき、有資格者による機器点検（６カ月に１回）及び総合点検（１年に１回）を行い、３年ごとに点検記録を所轄消防

に提出する。 

８ 設備管理部長は、消防法に基づいた能力以上の放水能力を有した屋内消火栓及び屋外消火栓を加工施設の建物の内外に複数設置し、加工

施設の建物の各室に放水可能な配置とし、接続ホースを備える。 

11 設備管理部長は、火災区画内には消防法に定められた能力単位の５倍以上の粉末消火器を配置する。 
5-125 消防法に基づいた能力以上（屋内消火栓：130 L/min，屋外消火栓：350 L/min）の放水能力

を有した屋内消火栓及び屋外消火栓を加工施設の建物の内外に複数設置し、加工施設の建物

の各室に放水可能な配置とし、接続ホースを備える設計とする（別添５チ(ﾛ)－８）。 

消火水として使用できる水を約 240 m3 保有した地下式の貯水槽を含む消火用の水源を本加

工施設の敷地内に複数設け、可搬消防ポンプによる消火活動も可能とする。 

添５別チ

-28 

火災区画内には消防法に定められた能力単位の５倍以上の粉末消火器を設置している。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-26 

(続き) 

43 第２加工棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟、第１加工棟、第１

－３貯蔵棟、発電機・ポンプ棟 消火器 耐震重要度分類（注１）  

（注１）転倒防止策を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

４．設計想定事象の発生時（地震） 
区分 規定する事項 

手順書の整備  

３ 環境安全部長は、消火器の設置に当たっては、転倒防止策を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

９．自然現象発生時（地震） 

（４）手順書の整備 

３ 環境安全部長は、消火器の設置に当たっては、転倒防止策を講じる。 

5-27 10 初期消火活動を確実にするため、防火のための組織を編成し、定期的に訓練を実施する。 （設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、火災発生時の初期消火活動を確実にするため、防火のための組織編成、

夜間・休日を含む体制の整備を行い、火災発生時における初期消火活動に必要な初期消火

活動要員の配置を行う。夜間及び休日の体制は、重大事故に至るおそれがある事故発生時

又は大規模損壊発生時に備えた夜間及び休日の体制と同一の体制とする。 

手順書の整備  

３ 環境安全部長は、初期消火活動を確実にするため、防火のための組織を編成し、定期的に

訓練を実施する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（１）必要な要員の配置 

環境安全部長は、火災発生時の初期消火活動を確実にするため、防火のための組織編成、夜間・休日を含む体制の整備を行い、火災発生時にお

ける初期消火活動に必要な初期消火活動要員の配置を行う。夜間及び休日の体制は、重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊

発生時に備えた夜間及び休日の体制と同一の体制とする。 

（２）要員に対する教育・訓練の実施 

環境安全部長は、該当する要員に対して、内部火災発生時に関する教育・訓練を年１回以上実施する。 

5-118 体制等の整備 火災発生時の初期消火活動を確実にするための対策として、防火のための組

織編成、消火訓練、夜間・休日を含む体制の整備、消火設備等の維持管理を行う。 

火災発生時における初期消火活動に必要な通報連絡設備の配備、初期消火活動要員の配置を

行うとともに、初期消火活動に必要な消火設備及び資機材の配備を行う。 

この体制は、重大事故に至るおそれがある事故で想定している火災の複数同時発生時の場合

と同一の体制とする。（添付書類七 ロ(ﾊ)参照。） 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-28 11 消火活動に必要な防火衣、フィルタ付き防護マスク、投光器等の資機材を分散配置し、アク

セスルートを確保する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 １ 環境安全部長は、消火活動に必要な防火衣、フィルタ付防護マスク、投光器等の資機材を

分散配置し、アクセスルートを確保する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

１ 環境安全部長は、消火活動に必要な防火衣、フィルタ付防護マスク、投光器等の資機材を分散配置し、アクセスルートを確保する。 

 5-125 加工施設の建物の各室は、屋内消火栓又は屋外消火栓による消火活動が円滑に行えるよう、

建物外から各室へのアクセスルート及び第２加工棟にあっては各室の屋内消火栓から各室

へのアクセスルートを２つ以上設ける。 

消火用資機材が配備されていること、誘導灯や非常用照明の設置、床面への表示等により容

易に識別でき、非常口を設け、消火活動のため火災源に近づくことができるアクセスルート

を２つ以上確保することから、粉末消火器を使用した手動による初期消火活動が可能と判断

する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

14 設備管理部長は、第１加工棟に設置する屋外消火栓による消火活動が円滑に行えるよう、

建物外から第１加工棟の各室へのアクセスルートを２つ以上確保する。また、第２加工棟

に設置する屋内消火栓による消火活動が円滑に行えるよう、建物外から第２加工棟へのア

クセスルート及び屋内消火栓から各室へのアクセスルートを２つ以上確保する。 

15 設備管理部長は、第１廃棄物貯蔵棟において、避難通路を消火活動のための火災源に近づ

くことができるアクセスルートとすることにより、消火器を使用した初期消火活動を行う。 

16 設備管理部長は、消火活動のためのアクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤

に自動式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気火災の延焼を防止することによりアクセ

スルートを確保する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

14 設備管理部長は、第１加工棟に設置する屋外消火栓による消火活動が円滑に行えるよう、建物外から第１加工棟の各室へのアクセスルート

を２つ以上確保する。また、第２加工棟に設置する屋内消火栓による消火活動が円滑に行えるよう、建物外から第２加工棟へのアクセスルー

ト及び屋内消火栓から各室へのアクセスルートを２つ以上確保する。 

15 設備管理部長は、第１廃棄物貯蔵棟において、避難通路を消火活動のための火災源に近づくことができるアクセスルートとすることによ

り、消火器を使用した初期消火活動を行う。 
添５別チ

-28 

主要な火災源であるアクセスルートに面した大型の制御盤には自動式又は遠隔操作式の消

火設備を設置し、これらによる発火による熱や煙の影響を防止してアクセスルートを確保す

る。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-28 

(続き) 

5-125 粉末消火器を用いた初期消火が困難な場合は、水消火設備（屋内消火栓又は屋外消火栓）を

使用する。 

活動の流れは、重大事故に至るおそれがある事故の拡大防止対策と同一とする（添付書類

七）。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

16 所長は、粉末消火器により消火を行わせ火災の拡大を防止する。粉末消火器を用いた消火

が困難な場合は、初期消火活動のため参集の通報連絡を受けた要員に指示し、水消火設備

（屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火させる。活動の流れ（粉末混合

機等を設置する火災区画への放水実施可否の判断基準を含む。）は、重大事故に至るおそれ

がある事故発生時の拡大防止対策と同一とする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

16 所長は、粉末消火器により消火を行わせ火災の拡大を防止する。粉末消火器を用いた消火が困難な場合は、初期消火活動のため参集の通

報連絡を受けた要員に指示し、水消火設備（屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火させる。活動の流れ（粉末混合機等を設

置する火災区画への放水実施可否の判断基準を含む。）は、重大事故に至るおそれがある事故発生時の拡大防止対策と同一とする。 

 5-125 消防法に基づいた能力以上（屋内消火栓：130 L/min，屋外消火栓：350 L/min）の放水能力

を有した屋内消火栓及び屋外消火栓を加工施設の建物の内外に複数設置し、加工施設の建物

の各室に放水可能な配置とし、接続ホースを備える設計とする（別添５チ(ﾛ)－８）。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ８ 設備管理部長は、消防法に基づいた能力以上の放水能力を有した屋内消火栓及び屋外消火

栓を加工施設の建物の内外に複数設置し、加工施設の建物の各室に放水可能な配置とし、

接続ホースを備える。 

11 設備管理部長は、火災区画内には消防法に定められた能力単位の５倍以上の粉末消火器を

配置する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

８ 設備管理部長は、消防法に基づいた能力以上の放水能力を有した屋内消火栓及び屋外消火栓を加工施設の建物の内外に複数設置し、加工

施設の建物の各室に放水可能な配置とし、接続ホースを備える。 

11 設備管理部長は、火災区画内には消防法に定められた能力単位の５倍以上の粉末消火器を配置する。 

添５別チ
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火災区画内には消防法に定められた能力単位の５倍以上の粉末消火器を設置している。よっ

て、粉末消火器による初期消火が可能である。 

     



 

5
1
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-29 11 消火活動のためのアクセスルートに面した、開口部を有する大型の制御盤には、自動式又は

遠隔操作式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気火災の延焼を防止する設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

16 設備管理部長は、消火活動のためのアクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤

に自動式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気火災の延焼を防止することによりアクセ

スルートを確保する。 

 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

16 設備管理部長は、消火活動のためのアクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤に自動式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気

火災の延焼を防止することによりアクセスルートを確保する。 

添５別チ
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主要な火災源であるアクセスルートに面した大型の制御盤には自動式又は遠隔操作式の消

火設備を設置し、これらによる発火による熱や煙の影響を防止してアクセスルートを確保す

る。 

5-30 5-121 加工施設の建物内で火災が発生した場合、建物内の火災の延焼を防止するため、建物内の耐

火壁、耐火性を有する扉、防火ダンパー等によって囲まれ、他の区域と分離した火災防護上

の区画として火災区域を設定する。 

火災区域内の火災の延焼を防止するため、必要に応じて核燃料物質等の性状、取扱量等を考

慮して火災区域を細分化して、火災防護上の区画として火災区画を設定する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ４ 設備管理部長は、加工施設の建物内で火災が発生した場合、建物内の火災の延焼を防止す

るため、建物内の耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離した火災防護上の区画として火

災区域を設定する。さらに、核燃料物質等の性状、取扱量等を考慮して火災区域を細分化

して、火災防護上の区画として火災区画を設定することにより、当該火災区画外への延焼

を防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

４ 設備管理部長は、加工施設の建物内で火災が発生した場合、建物内の火災の延焼を防止するため、建物内の耐火壁によって囲まれ、他の

区域と分離した火災防護上の区画として火災区域を設定する。さらに、核燃料物質等の性状、取扱量等を考慮して火災区域を細分化して、火

災防護上の区画として火災区画を設定することにより、当該火災区画外への延焼を防止する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-36 5-116 消火器は消防法に基づく法令点検で使用期限を確認し、使用期限が近付いているものは更新

し、劣化等による破損を防止する管理を行う。 

消火器には安全栓を設け、封印を施すことで誤操作を防止する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ７ 設備管理部長は、消火器には安全栓を設け、封印を施すことで誤操作を防止する。 

手順書の整備 

（続き） 

８ 設備管理部長は、消防法に基づく法令点検で消火器の使用期限を確認し、使用期限が近付

いているものは更新し、劣化等による破損を防止する管理を行う。 

 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

７ 設備管理部長は、消火器には安全栓を設け、封印を施すことで誤操作を防止する。 

（４）手順書の整備 

８ 設備管理部長は、消防法に基づく法令点検で消火器の使用期限を確認し、使用期限が近付いているものは更新し、劣化等による破損を防

止する管理を行う。 

 

5-38 11 それ以外の電気・計装ケーブルは、難燃性ケーブルを使用するか、金属箱等に収納する設計

とし、また、安全機能を有する施設を設置する工程室のケーブルラックは金属製、電線管等

は金属製又は難燃性のプラスチック製とし、ケーブルへの延焼を防止する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

17 設備管理部長は、第２加工棟において、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災

区画に設置する設工認対象以外の設備については、安全機能を有する施設のある工程室の

ケーブルラックは不燃性の金属製、電線管等は不燃性の金属製又は難燃性プラスチック製

とし、ケーブルへの延焼を防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

17 設備管理部長は、第２加工棟において、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区画に設置する設工認対象以外の設備については、

安全機能を有する施設のある工程室のケーブルラックは不燃性の金属製、電線管等は不燃性の金属製又は難燃性プラスチック製とし、ケーブ

ルへの延焼を防止する。 

5-117 安全機能を有する施設のある工程室のケーブルラックは不燃性の金属製、電線管等は不燃性

の金属製又は難燃性のプラスチック製とし、ケーブルへの延焼を防止する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-39 11 また、油火災の延焼を防止するため、ウランを非密封で取り扱う設備・機器を収容する火災

区域内に設置する油圧ユニットの作動油タンクには、油の飛散を防止するとともに、耐火性

を有した防護板を設置する設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

９ 燃料製造部長は、油圧ユニットの作動油タンク、油圧ホースの周辺には可燃物を設置しな

い管理を行う。 

10 燃料製造部長は、オイルパン内に油が確認された場合は拭き取り等を行う。 

11 設備管理部長は、油圧ホースは適切な時期に交換することとし、劣化による破裂、油の噴

出を防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

９ 燃料製造部長は、油圧ユニットの作動油タンク、油圧ホースの周辺には可燃物を設置しない管理を行う。 

10 燃料製造部長は、オイルパン内に油が確認された場合は拭き取り等を行う。 

11 設備管理部長は、油圧ホースは適切な時期に交換することとし、劣化による破裂、油の噴出を防止する。 

5-117 ウラン粉末を非密封で取り扱う火災区域内に設置する設備・機器の油圧ユニット等について

は、油火災の発生防止対策を講じる。 

油圧ユニットの作動油タンク、油圧ホースの周辺には可燃物を設置しない管理を行う。 

オイルパン内に油が確認された場合は拭き取り等を行う。 

油圧ホースは適切な時期に交換することとし、劣化による破裂、油の噴出を防止するよう手

順書を整備する。 

5-41 5-132 火災区画内の火災源に対しては、添５チ(ﾛ)の第８表に示す延焼防止対策に加えて、火災源

の周囲に可燃物を配置しない管理を行うことにより、火災の伝播を防止でき、火災区画内に

おいて、火災源から防護対象設備への火災の伝播はない。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

５ 燃料製造部長及び品質保証部長は、空気混入を防止するために火炎を生じる連続焼結炉の

出入口、排気口においては、可燃物を配置しない管理を行う。さらに、ウラン粉末を取り扱

う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器

についても、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施

する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

５ 燃料製造部長及び品質保証部長は、空気混入を防止するために火炎を生じる連続焼結炉の出入口、排気口においては、可燃物を配置しな

い管理を行う。さらに、ウラン粉末を取り扱う設備・機器を設置する火災区域内においては、直接的に安全機能を有さない設備・機器について

も、安全機能を有する設備・機器への波及的影響を考慮して、同様の対策を実施する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-45 5-122 第１種管理区域内で発生する使用済みの廃油（以下「廃油」という。）は、液体が漏れ又はこ

ぼれにくく、かつ浸透しにくい金属製容器（液体用ドラム缶）に収納し、受け皿等の汚染の

広がりを防止するための措置を講じて、第５廃棄物貯蔵棟に設置した消防法に基づく耐火性

を有する危険物屋内貯蔵所に保管する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

15 燃料製造部長は、第１種管理区域内で発生する使用済みの廃油は、液体が漏れ又はこぼれ

にくく、かつ浸透しにくい金属製容器（液体用ドラム缶）に収納し、受け皿等の汚染の広が

りを防止するための措置を講じて、第５廃棄物貯蔵棟に設置した消防法に基づく耐火性を

有する危険物屋内貯蔵所に保管する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

15 燃料製造部長は、第１種管理区域内で発生する放射性液体廃棄物（廃油等の液体ゴミ類）は、金属製の液体廃棄物用ドラム缶に封入し、受

け皿等の汚染の広がりを防止するための措置を講じて、第５廃棄物貯蔵棟（消防法に基づく耐火性を有する危険物屋内貯蔵所）に保管する。 

第六条（安全機能を有する施設の地盤）関係 

6-3 3-22 第２加工棟の外壁に接して設置している可燃性ガスボンベを収納するボンベ置場は、外部火

災の観点から第１高圧ガス貯蔵施設（液化アンモニアタンク）とともに高台に移設すること

で離隔距離を確保することから、揺すり込み沈下は加工施設の安全機能に影響を与えるもの

ではない。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

２．設計想定事象の発生時（外部火災） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ７ 燃料製造部長は、敷地西方に移設した第１高圧ガス貯蔵施設及びボンベ置場(1)について、

それらの位置を変更しないように管理する。これにより、防護対象施設（第２加工棟）から

の離隔距離を危険限界距離以上に確保できる状態を維持する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

７ 燃料製造部長は、敷地西方に移設した第１高圧ガス貯蔵施設及びボンベ置場(1)について、それらの位置を変更しないように管理する。こ

れにより、防護対象施設（第２加工棟）からの離隔距離を危険限界距離以上に確保できる状態を維持する。 

第七条（地震による損傷の防止）関係 

― ― ― ― ― 

第八条（津波による損傷の防止）関係 

― ― ― ― ― 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第九条（外部からの衝撃による損傷の防止）関係 

9-4 17 敷地で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物とならないよう地面

等に固定固縛を行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

５．設計想定事象の発生時（竜巻） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 １ 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物

とならないよう固定固縛するための資機材を配備する。 

 

５．設計想定事象の発生時（竜巻）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

２ 環境安全部長は、加工施設から 30 km の範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度 1、

かつ雷ナウキャスト活動度 3が発表され、降水ナウキャストにより降水強度 50 mm/h 以上

が予測された場合に、燃料製造部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は自

ら実施する。 

(2) 連絡を受けた対策要員は、核燃料物質等を取り扱っている工程について確認し、以下の

対策を 30分以内に実施する。対策が完了した工程は、以後の作業を中止する。 

七 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が

飛来物とならないよう固定固縛する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０．自然現象発生時（竜巻） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物とならないよう固定固縛するための資機材を配備す

る。 

（４）手順書の整備 

2 環境安全部長は、加工施設から 30 km の範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度 1、かつ雷ナウキャスト活動度 3が発表され、降水ナ

ウキャストにより降水強度 50 mm/h 以上が予測された場合に、燃料製造部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は自ら実施する。 

2) 連絡を受けた対策要員は核燃料物質等を取り扱っている工程について確認し、以下の対策を 30分以内に実施する。対策が完了した工程は、

以後の作業を中止する。 

⑦環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物とならないよう固定固縛する。 

5-91 竜巻により敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物となら

ないよう固定固縛する。 

9-12 17 更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風

荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設外への飛散を防止する措

置を行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

５．設計想定事象の発生時（竜巻） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ４ 設備管理部長は、第２加工棟の３階及び４階は、F3竜巻による風荷重又は飛来物により損

傷するおそれがあることから、３階及び４階に設置しているダクトを通じた風の吹き込み

により、下層階に設置されているウランを含む設備・機器、貯蔵容器の飛散を防止するた

め、１階及び２階の火災区域と３階及び４階の火災区域の境界をまたがるダクトに防火ダ

ンパーを設け、手動で閉止する措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０．自然現象発生時（竜巻） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

４ 設備管理部長は、第２加工棟の３階及び４階は、F3竜巻による風荷重又は飛来物により損傷するおそれがあることから、３階及び４階に設

置しているダクトを通じた風の吹き込みにより、下層階に設置されているウランを含む設備・機器、貯蔵容器の飛散を防止するため、１階及

び２階の火災区域と３階及び４階の火災区域の境界をまたがるダクトに防火ダンパーを設け、手動で閉止する措置を講じる。 

5-91 安全設計で想定した F1竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3竜巻の最大風速 92 m/s に対

する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。 

F3 竜巻よる風荷重または飛来物により損傷するおそれがある建物内への風の吹き込みを防

止する対策を以下に示す。 

第２加工棟 F3 竜巻により損傷するおそれがある第２加工棟３階及び４階に設置している気

体廃棄設備のダクトを通じ下層階への風の吹き込みを防止するため、ダクトにダンパーを設

ける。 

     





 

5
7
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-15 17 更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風

荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設外への飛散を防止する措

置を行う。 

（放射性固体廃棄物） 

第７３条  各部長は、放射性固体廃棄物（焼却等による処理後の廃棄物を含む）を保管廃棄するときは次の各号に定

める事項に従い金属製容器に収納する。 

(1)  廃棄物は可燃性廃棄物と不燃性廃棄物に分類する。 

(2)  廃棄物は汚染の広がりを防止するための措置を講じて、ドラム缶に収納する。 

(3)  廃棄物のうち、使用済みフィルタ及び大型機械等ドラム缶に収納することが困難な場合は、汚染の広

がりを防止するための措置を講じて、金属製容器に収納する。 

 

２． 燃料製造部長は、放射性固体廃棄物を別図３に示す保管廃棄設備に保管し、廃棄物を入れる容器等には

放射性廃棄物を示す標識をつけ、別表 18で記録された内容と照合できるような整理番号等を表示する。 

 

３． 燃料製造部長は、保管廃棄設備における放射性固体廃棄物の保管状況が適切であることを確認する。 

 

４． 燃料製造部長は、保管廃棄設備の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

基保-009「放射性廃棄物管理基準」 

６．保管方法（保安規定第 73条第 2、4項、第 74条第 10～12 項） 

6-1 放射性固体廃棄物（通常品） 

燃料製造部長は、放射性固体廃棄物（液体を除くゴミ類）が入ったドラム缶を図２に示す第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟又は第１加工

棟で保管する。また、廃棄物のうち、使用済みフィルタ及び大型機械等ドラム缶に収納することが困難な場合は、汚染の広がりを防止するた

めの措置を講じて、金属製容器に収納し第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟又は第１加工棟で保管する。 

図２ 放射性廃棄物の保管場所 

保管廃棄物を保管する各室の保管廃棄能力は、加工事業許可及び設工認に基づき第２表のとおりとする。 

なお、各室の保管数量及び再生濃縮ウランの保管区域の具体的な位置等の詳細については、「要保-006 放射性保管廃棄物保管要領」等に定め

る。 

第２表 放射性固体廃棄物に係わる保管廃棄能力 

6-2 放射性液体廃棄物（廃油等） 

燃料製造部長は、放射性液体廃棄物（廃油等の液体ゴミ類）が入った液体廃棄物用のドラム缶を図２に示す第５廃棄物貯蔵棟で保管廃棄する。

第５廃棄物貯蔵棟の保管廃棄能力は、加工事業許可及び設工認に基づき第３表のとおりとする。 

図２ 放射性廃棄物の保管場所 

第３表 放射性液体廃棄物に係わる保管廃棄能力 

また、液体廃棄物用のドラム缶が破損した場合においても封入した放射性液体廃棄物を拡がらせないで回収、汚染除去が出来るような処置を

施す。 

5-92 安全設計で想定した F1竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3竜巻の最大風速 92 m/s に対

する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。 

建物内に設置されているウランを含む設備・機器、貯蔵容器及び廃棄物ドラム缶の飛散を防

止する対策を以下に示す。 

第１－３貯蔵棟、第１廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟、第５廃棄物貯蔵棟及び第１加工棟 

ドラム缶当たりのインベントリが多い固体廃棄物及び再生濃縮ウランを含む固体廃棄物は、

最大保管廃棄能力を削減するとともに配置を変更する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-16 17 更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風

荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設外への飛散を防止する措

置を行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

５．設計想定事象の発生時（竜巻） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、竜巻襲来が想定される段階での連絡体制として、連絡要員は１名以上、対

策要員は２名以上を事業所に配置する。また、複数工程での対策を想定する場合は、各工程に

１名以上の対策要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、竜巻襲来が想定される段階で採る措置に関する教

育・訓練を定期的に実施する。 

資機材の配備  

１ 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物と

ならないよう固定固縛するための資機材を配備する。 

２ 燃料製造部長は、ウランを含む設備・機器が建物外へ飛散することがないよう必要に応じて

固縛するための資機材を配備する。 

３ 燃料製造部長は、飛来物から間接的な影響を受けるとしてドラム缶を固縛し、ドラム缶の固

縛は、専用の治具によりドラム缶の蓋を抑え、蓋が開きにくい措置を講じる。 

４ 設備管理部長は、第２加工棟の３階及び４階は、F3 竜巻による風荷重又は飛来物により損傷

するおそれがあることから、３階及び４階に設置しているダクトを通じた風の吹き込みによ

り、下層階に設置されているウランを含む設備・機器、貯蔵容器の飛散を防止するため、１階

及び２階の火災区域と３階及び４階の火災区域の境界をまたがるダクトに防火ダンパーを設

け、手動で閉止する措置を講じる。 

手順書の整備  

１ 環境安全部長は、竜巻発生時の防護対策は、迅速に対応する必要があるため、注意喚起とし

て事前準備を実施する。大阪府に対し竜巻に関する気象情報及び雷注意報が発表された場合

に、燃料製造部長に以下の対応を実施させるか又は自ら実施する。 

 (1) 連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応開始を指示する。 

 (2) 対策要員は、核燃料物質を取り扱っている工程を確認し、以降の竜巻防護対策が30分以内

に完了するよう要員配置の確認及び作業を制限する。 

 (3) 環境安全部長は、大型車両含む構内車両の有無を確認して運転員に退避経路を連絡し、車

両から離れないよう指示するとともに連絡先を確認する。 

 

５．設計想定事象の発生時（竜巻）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

２ 環境安全部長は、加工施設から30 kmの範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度1、かつ

雷ナウキャスト活動度3が発表され、降水ナウキャストにより降水強度50 mm/h以上が予測さ

れた場合に、燃料製造部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は自ら実施す

る。 

 (1) 連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応の開始を指示する。 

 (2) 連絡を受けた対策要員は、核燃料物質等を取り扱っている工程について確認し、以下の対

策を30分以内に実施する。対策が完了した工程は、以後の作業を中止する。 

一 燃料製造部長は、輸送物、廃棄物の構内運搬を中止する。 

二 燃料製造部長は、作業を停止し、フード内での取扱い中の粉末は全て混合装置に投入

し、投入口バルブを閉止する。 

三 燃料製造部長は、連続焼結炉のヒーター電源を遮断し、可燃性ガスの窒素ガス切替実

施を行う。 

四 燃料製造部長及び品質保証部長は、試験開発、分析工程において、全ての作業を停止

し、作業により取り扱っていたウランを密封容器に収納して、試料保管棚にて保管す

る。 

五 環境安全部長は、大型車両含む構内車両はその有無を確認し、飛来物として安全機能

を有する施設に到達するおそれのない駐車場又は敷地外に退避する措置を講じる。 

六 環境安全部長は、加工施設の北側に隣接する事業所内で本加工施設に影響を及ぼすお

それのある区域にある大型車両（トラックウィング車）はその有無を確認し、その区

域外に退避する措置を講じる。 

七 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛

来物とならないよう固定固縛する。 

八 燃料製造部長は、廃棄物保管工程について、取扱い中のドラム缶及び金属製容器は、

作業を中止して治具又はラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固定する。 

３ 燃料製造部長は、竜巻によって影響を受ける廃棄物貯蔵室内の廃棄物ドラム缶について、２

段又は３段積みの場合には、鋼製のパレットに積載して専用治具によって固縛し、さらに、

パレット間をボルトにて連結し保管する。また、平積みの場合には、ラッシングベルトにて

固縛を行い、必要に応じてさらに、床に対しても固定を講じる。 

４ 燃料製造部長は、第１－３貯蔵棟内の粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型について、竜巻の風荷重

により飛散しない固定、固縛を行う。※ 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないこと。 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０．自然現象発生時（竜巻） 

（１）必要な要員の配置 

環境安全部長は、竜巻襲来が想定される段階での連絡体制として、連絡要員は１名以上、対策要員は２名以上を事業所に配置する。また、複数

工程での対策を想定する場合は、各工程に１名以上の対策要員を配置する。 

（２）要員に対する教育・訓練 

環境安全部長は、該当する要員に対して、竜巻襲来が想定される段階で採る措置に関する教育・訓練を年１回以上実施する。 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物とならないよう固定固縛するための資機材を配備す

る。 

（４）手順書の整備 

1 環境安全部長は、竜巻発生時の防護対策は、迅速に対応する必要があるため、注意喚起として事前準備を実施する。大阪府に対し竜巻に関

する気象情報及び雷注意報が発表された場合に、燃料製造部長に以下の対応を実施させるか又は自ら実施する。 

1) 連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応開始を指示する。 

2) 対策要員は、核燃料物質を取り扱っている工程を確認し、以降の竜巻防護対策が 30 分以内に完了するよう要員配置の確認及び作業を制限

する。 

3) 環境安全部長は、大型車両含む構内車両の有無を確認して運転員に退避経路を連絡し、車両から離れないよう指示するとともに連絡先を確

認する。 

2 環境安全部長は、加工施設から 30 km の範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度 1、かつ雷ナウキャスト活動度 3が発表され、降水ナ

ウキャストにより降水強度 50 mm/h 以上が予測された場合に、燃料製造部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は自ら実施する。 

1) 連絡要員は直ちに所内放送等によって対応の開始を指示する。 

2) 連絡を受けた対策要員は核燃料物質等を取扱っている工程について確認し、以下の対策を 30 分以内に実施する。対策が完了した工程は、

以後の作業を中止する。 

①燃料製造部長は、輸送物、廃棄物の構内運搬を中止する。 

②燃料製造部長は、作業を停止し、フード内での取扱い中の粉末は全て混合装置に投入し、投入口バルブを閉止する。 

③燃料製造部長は、連続焼結炉のヒータ電源を遮断し、可燃性ガスの窒素ガス切替実施を行う。 

④燃料製造部長及び品質保証部長は、試験開発、分析工程において、全ての作業を停止し、作業により取り扱っていたウランを密封容器に収

納して、試料保管棚にて保管する。 

⑤環境安全部長は、大型車両含む構内車両はその有無を確認し、飛来物として安全機能を有する施設に到達するおそれのない駐車場又は敷地

外に退避する措置を講じる。 

⑥環境安全部長は、加工施設の北側に隣接する事業所内で本加工施設に影響を及ぼすおそれのある区域にある大型車両（トラックウィング車）

はその有無を確認し、その区域外に退避する措置を講じる。 

5-92 安全設計で想定した F1竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3竜巻の最大風速 92 m/s に対

する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。 

竜巻襲来時のソフト的な対応を実施するための体制の整備、竜巻襲来が想定される段階で採

る措置を以下に示す。 

体制の整備 竜巻襲来が想定される段階での連絡体制及び竜巻対策実施体制を整備し、連絡・

対策実施についての手順書を整備する。 

連絡・対策要員に対し教育・訓練を定期的に行って力量を確保し、連絡要員は 1名以上、対

策要員は 2名以上を事業所に配置する。 

複数工程での対策を想定する場合は、各工程に 1名以上の対策要員を配置する。 

注意喚起 竜巻発生時の防護対策は、迅速に対応する必要があるため、注意喚起として事前

準備を実施する。 

注意喚起は、大阪府に対し竜巻に関する気象情報及び雷注意報が発表された場合に以下の対

応を実施する。 

連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応開始を指示する。 

対策要員は、核燃料物質を取り扱っている工程を確認し、以降の竜巻防護対策が 30 分以内

に完了するよう要員配置の確認及び作業を制限する。 

大型車両含む構内車両の有無を確認して運転員に退避経路を連絡し、車両から離れないよう

指示するとともに連絡先を確認する。 

警戒態勢 本加工施設から 30 km の範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度 1、かつ雷

ナウキャスト活動度 3が発表され、降水ナウキャストにより降水強度 50 mm/h 以上が予測さ

れた場合に、以下の対応を実施する。 

連絡要員は直ちに所内放送等によって対応の開始を指示する。 

連絡を受けた対策要員は核燃料物質等を取扱っている工程について確認し、以下の対策を 30

分以内に実施する。 

対策が完了した工程は、以後の作業を中止する。 

輸送物、廃棄物の構内運搬は、運搬を中止する。 

作業者は作業を停止し、フード内での取扱い中の粉末は全て混合装置に投入し、投入口バル

ブを閉止する。 

作業者は、連続焼結炉のヒーター電源を遮断し、可燃性ガス切替実施を行う。 

試験開発、分析工程において、全ての作業を停止し、作業により取扱っていたウランを密封

容器に収納して、試料保管棚にて保管する。 

大型車両含む構内車両はその有無を確認し、飛来物として安全機能を有する施設に到達する

おそれのない駐車場又は敷地外に退避する措置を講じる。 

本加工施設の北側に隣接する事業所内で本加工施設に影響を及ぼすおそれのある区域にあ

る大型車両（トラックウィング車）はその有無を確認し、その区域外に退避する措置を講じ

る。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-16 

(続き) 

17 更なる安全性余裕を確保するため、藤田スケール 3の竜巻の最大風速 92 m/s を想定し、風

荷重による損傷及び飛来物による貫通に対し、核燃料物質等の施設外への飛散を防止する措

置を行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

５．設計想定事象の発生時（竜巻） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、竜巻襲来が想定される段階での連絡体制として、連絡要員は１名以上、対策要員は２名

以上を事業所に配置する。また、複数工程での対策を想定する場合は、各工程に１名以上の対策要員を配

置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、竜巻襲来が想定される段階で採る措置に関する教育・訓練を定

期的に実施する。 

資機材の配備  

１ 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物とならないよ

う固定固縛するための資機材を配備する。 

２ 燃料製造部長は、ウランを含む設備・機器が建物外へ飛散することがないよう必要に応じて固縛するため

の資機材を配備する。 

３ 燃料製造部長は、飛来物から間接的な影響を受けるとしてドラム缶を固縛し、ドラム缶の固縛は、専用の

治具によりドラム缶の蓋を抑え、蓋が開きにくい措置を講じる。 

４ 設備管理部長は、第２加工棟の３階及び４階は、F3 竜巻による風荷重又は飛来物により損傷するおそれ

があることから、３階及び４階に設置しているダクトを通じた風の吹き込みにより、下層階に設置されて

いるウランを含む設備・機器、貯蔵容器の飛散を防止するため、１階及び２階の火災区域と３階及び４階

の火災区域の境界をまたがるダクトに防火ダンパーを設け、手動で閉止する措置を講じる。 

手順書の整備  

１ 環境安全部長は、竜巻発生時の防護対策は、迅速に対応する必要があるため、注意喚起として事前準備を

実施する。大阪府に対し竜巻に関する気象情報及び雷注意報が発表された場合に、燃料製造部長に以下の

対応を実施させるか又は自ら実施する。 

 (1) 連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応開始を指示する。 

 (2) 対策要員は、核燃料物質を取り扱っている工程を確認し、以降の竜巻防護対策が30分以内に完了する

よう要員配置の確認及び作業を制限する。 

 (3) 環境安全部長は、大型車両含む構内車両の有無を確認して運転員に退避経路を連絡し、車両から離れ

ないよう指示するとともに連絡先を確認する。 

 

５．設計想定事象の発生時（竜巻）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

２ 環境安全部長は、加工施設から30 kmの範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度1、かつ雷ナウキャ

スト活動度3が発表され、降水ナウキャストにより降水強度50 mm/h以上が予測された場合に、燃料製造

部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は自ら実施する。 

 (1) 連絡要員は、直ちに所内放送等によって対応の開始を指示する。 

 (2) 連絡を受けた対策要員は、核燃料物質等を取り扱っている工程について確認し、以下の対策を30分以

内に実施する。対策が完了した工程は、以後の作業を中止する。 

一 燃料製造部長は、輸送物、廃棄物の構内運搬を中止する。 

二 燃料製造部長は、作業を停止し、フード内での取扱い中の粉末は全て混合装置に投入し、投入口

バルブを閉止する。 

三 燃料製造部長は、連続焼結炉のヒーター電源を遮断し、可燃性ガスの窒素ガス切替実施を行う。 

四 燃料製造部長及び品質保証部長は、試験開発、分析工程において、全ての作業を停止し、作業に

より取り扱っていたウランを密封容器に収納して、試料保管棚にて保管する。 

五 環境安全部長は、大型車両含む構内車両はその有無を確認し、飛来物として安全機能を有する施

設に到達するおそれのない駐車場又は敷地外に退避する措置を講じる。 

六 環境安全部長は、加工施設の北側に隣接する事業所内で本加工施設に影響を及ぼすおそれのある

区域にある大型車両（トラックウィング車）はその有無を確認し、その区域外に退避する措置を

講じる。 

七 環境安全部長は、敷地内で防護対象施設に影響を与える飛来物となり得る資機材が飛来物となら

ないよう固定固縛する。 

八 燃料製造部長は、廃棄物保管工程について、取扱い中のドラム缶及び金属製容器は、作業を中止

して治具又はラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固定する。 

３ 燃料製造部長は、竜巻によって影響を受ける廃棄物貯蔵室内の廃棄物ドラム缶について、２段又は３段

積みの場合には、鋼製のパレットに積載して専用治具によって固縛し、さらに、パレット間をボルトに

て連結し保管する。また、平積みの場合には、ラッシングベルトにて固縛を行い、必要に応じてさら

に、床に対しても固定を講じる。 

４ 燃料製造部長は、第１－３貯蔵棟内の粉末・ペレット貯蔵容器Ｉ型について、竜巻の風荷重により飛散

しない固定、固縛を行う。※ 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないこと。 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０．自然現象発生時（竜巻） 

（４）手順書の整備 

2 環境安全部長は、加工施設から 30 km の範囲内で竜巻発生確度ナウキャスト発生確度 1、かつ雷ナウキャスト活動度 3が発表され、降水ナ

ウキャストにより降水強度 50 mm/h 以上が予測された場合に、燃料製造部長及び品質保証部長に以下の対応を実施させるか又は自ら実施する。 

2) 連絡を受けた対策要員は核燃料物質等を取り扱っている工程について確認し、以下の対策を 30分以内に実施する。対策が完了した工程は、

以後の作業を中止する。 

⑦燃料製造部長は、廃棄物保管工程について、取扱い中のドラム缶及び金属製容器は、作業を中止して治具又はラッシングベルトにより、固

縛又は必要に応じて固定する。 

5-92 安全設計で想定した F1竜巻に加え、年超過確率が一桁低い F3竜巻の最大風速 92 m/s に対

する防護対策を行うことにより、更なる安全性余裕を確保する。 

竜巻襲来時のソフト的な対応を実施するための体制の整備、竜巻襲来が想定される段階で採

る措置を以下に示す。 

廃棄物保管工程について、取り扱い中以外の固縛していないドラム缶及び金属製容器は、治

具又はラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固定することによって飛散防止の処

置を講ずる。 

通常、保管廃棄中のドラム缶等は、治具又はラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じ

て固定した状態である。 

廃棄物保管工程について、取扱い中のドラム缶及び金属製容器は、作業を中止して治具又は

ラッシングベルトにより、固縛又は必要に応じて固定する。（別添５ト(ﾛ)－５）。 

添５別ト

-39 

別添５ト(ﾛ)－５ 放射性廃棄物の飛散対策  
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-19 17 過去に記録された最低気温-7.5 ℃（大阪管区気象台 1945 年 1月 28日）を踏まえ、必要に

応じて、安全機能を有する施設に断熱材付きの配管を用いる等の措置を講じることにより、

凍結の発生が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

６．設計想定事象の発生時（極低温（凍結）） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、極低温（凍結）発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、極低温（凍結）発生時に関する教育・訓練を定

期的に実施する。 

資機材の配備  

１ 設備管理部長は、屋外に設置する非常用電源設備の非常用発電機については、使用する冷

却水に不凍液を混合するとともに、非常用発電機内のヒータで冷却水の保温を行い、大阪

管区気象台において過去に観測された最低気温-7.5℃でも作動するようにする。 

２ 設備管理部長は、極低温（凍結）発生時に必要な資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、極低温（凍結）発生時には、屋外に設置する設備における凍結の発生が

安全機能に影響を及ぼさないようにするための措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１０－１．自然現象発生時（極低温（凍結）） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

１ 設備管理部長は、屋外に設置する非常用電源設備の非常用発電機については、使用する冷却水に不凍液を混合するとともに、非常用発電機

内のヒータで冷却水の保温を行い、大阪管区気象台において過去に観測された最低気温-7.5℃でも作動するようにする。 

２ 設備管理部長は、極低温（凍結）発生時に必要な資機材を配備する。 

（４）手順書の整備 

１ 設備管理部長は、極低温（凍結）発生時には、屋外に設置する設備における凍結の発生が安全機能に影響を及ぼさないようにするための措

置を講じる。 

5-94 過去に記録された最低気温-7.5 ℃（大阪管区気象台 1945 年 1月 28日）を踏まえ、必要に

応じて、安全機能を有する施設に断熱材付きの配管を用いる等の措置を講じることにより、

凍結の発生が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-20 5-105 本加工施設の屋根は、降下火砕物の堆積厚 12 cm を許容できる設計（降下火砕物の密度は湿

潤状態を想定して 1.5 g/cm3とした。）であるが、安全側に気中の降下火砕物の状態を踏まえ

て降下火砕物の堆積が認められれば除去する措置を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

７．設計想定事象の発生時（火山活動（降下火砕物）） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、火山活動（降下火砕物）発生時に関する教育・

訓練を定期的に実施する。 

資機材の配備  

１ 設備管理部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な防護具及び資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて、堆

積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の措置を講じる。措置に当たっては、火

山事象の進展を考慮して保守的に積雪の有無にかかわらず、加工施設で降下火砕物が観測

された時点で、速やかに作業を開始することとする。 

２ 設備管理部長は、作業を行う作業員が屋根に上るために必要となる梯子等の構造を十分な

強度をもって設置する。 

３ 燃料製造部長及び設備管理部長は、必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止す

る措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１１．自然現象発生時（火山活動（降下火砕物）） 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて堆積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の

措置を講じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-22 18 降下火砕物に対し、保守的に積雪の有無にかかわらず、気中の降下火砕物の状態を踏まえて

加工施設で降下火砕物が観測された時点で、速やかに除去する措置を講じることにより、そ

の損傷を防止する。 

作業員が屋根に上るための梯子等の構造を、地震力に対して十分な強度をもって設置すると

ともに、必要な防護具や資機材を常備する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

７．設計想定事象の発生時（火山活動（降下火砕物）） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、火山活動（降下火砕物）発生時に関する教育・

訓練を定期的に実施する。 

資機材の配備  

１ 設備管理部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な防護具及び資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて、堆

積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の措置を講じる。措置に当たっては、火

山事象の進展を考慮して保守的に積雪の有無にかかわらず、加工施設で降下火砕物が観測

された時点で、速やかに作業を開始することとする。 

２ 設備管理部長は、作業を行う作業員が屋根に上るために必要となる梯子等の構造を十分な

強度をもって設置する。 

３ 燃料製造部長及び設備管理部長は、必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止す

る措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１１．自然現象発生時（火山活動（降下火砕物）） 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて堆積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の

措置を講じる。措置に当たっては、火山事象の進展を考慮して保守的に積雪の有無にかかわらず、加工施設で降下火砕物が観測された時点で、

速やかに作業を開始することとする。 

2 設備管理部長は、作業を行う作業員が屋根に上るために必要となる梯子等の構造を十分な強度をもって設置する。 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

設備管理部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な防護具及び資機材を配備する。 

5-106 降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて除去等の措置を講じる。 

この措置に当たっては、火山事象の進展を考慮して保守的に積雪の有無にかかわらず、加工

施設で降下火砕物が観測された時点で、速やかに作業を開始することとし、作業に必要な防

護具や資機材を常備する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-23 18 必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止する措置を講じる。 （設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

７．設計想定事象の発生時（火山活動（降下火砕物）） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、火山活動（降下火砕物）発生時に関する教育・

訓練を定期的に実施する。 

資機材の配備  

１ 設備管理部長は、火山活動（降下火砕物）発生時に必要な防護具及び資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて、堆

積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の措置を講じる。措置に当たっては、火

山事象の進展を考慮して保守的に積雪の有無にかかわらず、加工施設で降下火砕物が観測

された時点で、速やかに作業を開始することとする。 

２ 設備管理部長は、作業を行う作業員が屋根に上るために必要となる梯子等の構造を十分な

強度をもって設置する。 

３ 燃料製造部長及び設備管理部長は、必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止す

る措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１１．自然現象発生時（火山活動（降下火砕物）） 

（４）手順書の整備 

3 燃料製造部長及び設備管理部長は、必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止する措置を講じる。 

5-106 必要に応じて加工設備本体及び気体廃棄設備を停止する措置を講じる。 

9-24 5-106 この堆積速度 4 cm/日を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除灰作業を完了するよう手順を定

める。 

No.9-20 に同じ 基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１１．自然現象発生時（火山活動（降下火砕物）） 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて堆積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の

措置を講じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-26 18 これを超える積雪が生じるおそれがある場合は、除雪等の処置を講じることにより、積雪が

安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

８．設計想定事象の発生時（積雪） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、積雪発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、積雪発生時に関する教育・訓練を定期的に実施

する。 

資機材の配備  

１ 設備管理部長は、積雪発生時に必要な資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、加工施設の建物は、「大阪府建築基準法施行細則」に定める積雪及び過去

の最深積雪よりも深い積雪に対して十分に耐えるが、これを超える積雪が生じるおそれが

ある場合は、除雪等の処置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１２．自然現象発生時（積雪） 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、加工施設の建物は、「大阪府建築基準法施行細則」に定める積雪及び過去の最深積雪よりも深い積雪に対して十分に耐え

るが、これを超える積雪が生じるおそれがある場合は、除雪等の処置を講じる。 

5-109 これを超える積雪が生じるおそれがある場合は、除雪等の処置を講じることにより、積雪が

安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 

9-28 18 換気に用いられる給気口にはフィルタを設け、枯葉、昆虫又は動植物の侵入を防止する構造

とする。 

給気口のフィルタは定期的な点検、清掃、交換を実施し、万一給気口フィルタが枯葉、昆虫

又は動植物により塞がるか、そのおそれが生じた場合はフィルタの清掃等を実施し、生物学

的事象が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

９．設計想定事象の発生時（生物学的事象） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、生物学的事象発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、生物学的事象発生時に関する教育・訓練を定期

的に実施する。 

資機材の配備  

１ 設備管理部長は、生物学的事象発生時に必要な資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、換気に用いられる給気口にはフィルタを設け、枯葉、昆虫又は動植物の

侵入を防止する。給気口のフィルタは定期的な点検、清掃、交換を実施する。 

２ 設備管理部長は、万一給気口フィルタが枯葉、昆虫又は動植物により塞がるか、そのおそ

れが生じた場合はフィルタの清掃等を実施する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１３．自然現象発生時（生物学的事象） 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、換気に用いられる給気口にはフィルタを設け、枯葉、昆虫又は動植物の侵入を防止する。給気口のフィルタは定期的な点

検、清掃、交換を実施する。 

2 設備管理部長は、万一給気口フィルタが枯葉、昆虫又は動植物により塞がるか、そのおそれが生じた場合はフィルタの清掃等を実施する。 5-109 換気に用いられる給気口にはフィルタを設け、枯葉、昆虫又は動植物の侵入を防止する構造

とする。 

給気口のフィルタは定期的な点検、清掃、交換を実施し、万一給気口フィルタが枯葉、昆虫

又は動植物により塞がるか、そのおそれが生じた場合はフィルタの清掃等を実施し、生物学

的事象が安全機能に影響を及ぼさない設計とする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-33 19 敷地内に入構する燃料輸送車両については、積載燃料の量を制限するとともに、防護対象施

設からの離隔距離を十分確保するよう運搬ルート及び駐車場所を制限する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

２．設計想定事象の発生時（外部火災） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ５ 環境安全部長は、敷地内に入構する車両に対して、運搬する危険物量、高圧ガス量並びに

運搬ルート及び駐車場所を制限して管理することにより、想定火災源に対して防護対象施

設からの離隔距離を危険距離以上に、想定爆発源に対して防護対象施設からの離隔距離を

危険限界距離以上に維持する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

５ 環境安全部長は、敷地内に入構する車両に対して、運搬する危険物量、高圧ガス量並びに運搬ルート及び駐車場所を制限して管理すること

により、想定火災源に対して防護対象施設からの離隔距離を危険距離以上に、想定爆発源に対して防護対象施設からの離隔距離を危険限界距

離以上に維持する。 

5-143 敷地内に入構する燃料輸送車両については、積載燃料の量を制限して管理するとともに、防

護対象施設からの離隔距離を十分確保するよう運搬ルート及び駐車場所を制限する。 

9-34 19 延焼防止に必要となる対策活動を実施するための手順、機器及び体制を含めた火災防護に関

する計画を定め、内部火災発生時と同様の措置を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

２．設計想定事象の発生時（外部火災） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、外部火災発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、外部火災発生時に関する教育・訓練を定期的に

実施する。 

資機材の配備  

１ 環境安全部長及び設備管理部長は、外部火災発生時に必要な資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、敷地内に消火栓等を設置するとともに、環境安全部長は、延焼防止に必

要となる対策活動を実施するための手順、機器及び体制を含めた火災防護に関する計画を

定め、内部火災発生時と同様の措置を講じる。 

２ 環境安全部長は、竹林は火炎延焼経路において下り傾斜であり、また防護対象施設は鉄筋

コンクリート造の耐火構造又は不燃材料で造る建物であるため延焼の可能性は低いが、離

隔距離を維持できるよう延焼の可能性がある森林境界と加工施設の間の敷地内の草木を伐

採し、管理する。 

３ 所長は、万一、森林火災が発生し、防護対象施設に火炎が接近した場合であっても、外壁

温度の上昇はほとんどないが、火災の拡大を防止するため、初期消火活動要員が駆けつけ

て防護対象施設に予備的放水を行い、延焼防止策を講じさせる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、敷地内に消火栓等を設置するとともに、環境安全部長は、延焼防止に必要となる対策活動を実施するための手順、機器及

び体制を含めた火災防護に関する計画を定め、内部火災発生時と同様の措置を講じる。 

5-143 敷地内に消火栓等を設置するとともに、延焼防止に必要となる対策活動を実施するための手

順、機器及び体制を含めた火災防護に関する計画を定め、内部火災発生時と同様の措置を講

じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-35 5-146 前項の影響評価結果より、防護対象施設の外壁が損傷を受けないようにするために、以下の

対策を講じる。 

竹林は火炎延焼経路において下り傾斜（約 30°）であり、また防護対象施設は鉄筋コンクリ

ート造の耐火構造又は不燃材料で造る建物であるため延焼の可能性は低いが、離隔距離を維

持できるよう延焼の可能性がある森林境界と加工施設の間の敷地内の草木を伐採し、管理す

る。 

万一、森林火災が発生し、防護対象施設に火炎が接近した場合であっても、前項の結果に示

すとおり、外壁温度の上昇はほとんどないが、火災の拡大を防止するため、初期消火活動要

員が駆けつけて防護対象施設に予備的放水を行い、延焼防止策を講じる。 

初期消火活動要員が駆けつけて防護対象施設に予備的放水を行い、延焼防止策を講じること

が可能である。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

２．設計想定事象の発生時（外部火災） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、外部火災発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、外部火災発生時に関する教育・訓練を定期的に

実施する。 

資機材の配備  

１ 環境安全部長及び設備管理部長は、外部火災発生時に必要な資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、敷地内に消火栓等を設置するとともに、環境安全部長は、延焼防止に必

要となる対策活動を実施するための手順、機器及び体制を含めた火災防護に関する計画を

定め、内部火災発生時と同様の措置を講じる。 

２ 環境安全部長は、竹林は火炎延焼経路において下り傾斜であり、また防護対象施設は鉄筋

コンクリート造の耐火構造又は不燃材料で造る建物であるため延焼の可能性は低いが、離

隔距離を維持できるよう延焼の可能性がある森林境界と加工施設の間の敷地内の草木を伐

採し、管理する。 

３ 所長は、万一、森林火災が発生し、防護対象施設に火炎が接近した場合であっても、外壁

温度の上昇はほとんどないが、火災の拡大を防止するため、初期消火活動要員が駆けつけ

て防護対象施設に予備的放水を行い、延焼防止策を講じさせる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

2 環境安全部長は、竹林は火炎延焼経路において下り傾斜であり、また防護対象施設は鉄筋コンクリート造の耐火構造又は不燃材料で造る建

物であるため延焼の可能性は低いが、離隔距離を維持できるよう延焼の可能性がある森林境界と加工施設の間の敷地内の草木を伐採し、管理

する。 

3 所長は、万一、森林火災が発生し、防護対象施設に火炎が接近した場合であっても、外壁温度の上昇はほとんどないが、火災の拡大を防止

するため、初期消火活動要員が駆けつけて防護対象施設に予備的放水を行い、延焼防止策を講じさせる。 

添５別リ

-19 

防護対象施設から竹林境界に向かって 7 m の離隔距離を設けることとする。 

離隔距離を維持できるよう延焼の可能性がある森林境界と加工施設の間の敷地内の草木を

伐採し、延焼の可能性がないように管理することとする。 

万一の火災発生時には、初期消火活動要員が予備的放水を行い、延焼防止策を講じることと

する。 

離隔距離の管理及び予備的放水の方法は、手順書に定めることとする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-38 5-150 防護対象施設と想定爆発源の位置関係を添５リ(ｲ)の第５図～添５リ(ｲ)の第８図に示す。 （設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

２．設計想定事象の発生時（外部火災） 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 環境安全部長は、外部火災発生時に必要な要員を配置する。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、該当する要員に対して、外部火災発生時に関する教育・訓練を定期的に

実施する。 

資機材の配備  

１ 環境安全部長及び設備管理部長は、外部火災発生時に必要な資機材を配備する。 

手順書の整備  

１ 設備管理部長は、敷地内に消火栓等を設置するとともに、環境安全部長は、延焼防止に必

要となる対策活動を実施するための手順、機器及び体制を含めた火災防護に関する計画を

定め、内部火災発生時と同様の措置を講じる。 

２ 環境安全部長は、竹林は火炎延焼経路において下り傾斜であり、また防護対象施設は鉄筋

コンクリート造の耐火構造又は不燃材料で造る建物であるため延焼の可能性は低いが、離

隔距離を維持できるよう延焼の可能性がある森林境界と加工施設の間の敷地内の草木を伐

採し、管理する。 

３ 所長は、万一、森林火災が発生し、防護対象施設に火炎が接近した場合であっても、外壁

温度の上昇はほとんどないが、火災の拡大を防止するため、初期消火活動要員が駆けつけ

て防護対象施設に予備的放水を行い、延焼防止策を講じさせる。 

４ 設備管理部長、燃料製造部長及び環境安全部長は、敷地内における危険物及び高圧ガスの

取扱いとして、各危険物及び高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵数量から減じた分を敷地外から

供給し、敷地内において各危険物及び高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵数量を超えた取扱いが

ないように管理する。 

５ 環境安全部長は、敷地内に入構する車両に対して、運搬する危険物量、高圧ガス量並びに

運搬ルート及び駐車場所を制限して管理することにより、想定火災源に対して防護対象施

設からの離隔距離を危険距離以上に、想定爆発源に対して防護対象施設からの離隔距離を

危険限界距離以上に維持する。 

６ 設備管理部長は、ばい煙が加工施設に流入するおそれが生じた場合には、給気設備を停止

し、流入を防止する措置を講じる。 

７ 燃料製造部長は、敷地西方に移設した第１高圧ガス貯蔵施設及びボンベ置場(1)について、

それらの位置を変更しないように管理する。これにより、防護対象施設（第２加工棟）から

の離隔距離を危険限界距離以上に確保できる状態を維持する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

５ 環境安全部長は、敷地内に入構する車両に対して、運搬する危険物量、高圧ガス量並びに運搬ルート及び駐車場所を制限して管理すること

により、想定火災源に対して防護対象施設からの離隔距離を危険距離以上に、想定爆発源に対して防護対象施設からの離隔距離を危険限界距

離以上に維持する。 

5-164 添５リ(ｲ)の第５図 防護対象施設と敷地内の危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設の位置関係  

5-165 添５リ(ｲ)の第６図 燃料輸送車両の敷地内走行経路  

添５リ(ｲ)の第７図 敷地内の燃料輸送車両の火災位置  

5-166 添５リ(ｲ)の第８図 敷地内の燃料輸送車両の爆発位置  

9-39 5-152 敷地内における危険物の取扱いとして、各危険物施設の最大貯蔵数量から減じた分を敷地外

から供給するため、敷地内において各危険物施設の最大貯蔵数量を超えた取扱いはない。 

敷地内において定められた運搬ルート及び運搬数量を車両により運搬中の状態を評価する

ことにより、防護対象施設に及ぼす影響が最大になる。 

防護対象施設と想定火災源の位置関係を添５リ(ｲ)の第５図及び添５リ(ｲ)の第７図に示す。 

No.9-38 に同じ 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

4 設備管理部長、燃料製造部長及び環境安全部長は、敷地内における危険物及び高圧ガスの取扱いとして、各危険物及び高圧ガス貯蔵施設の

最大貯蔵数量から減じた分を敷地外から供給し、敷地内において各危険物及び高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵数量を超えた取扱いがないように

管理する。 
５ 環境安全部長は、敷地内に入構する車両に対して、運搬する危険物量、高圧ガス量並びに運搬ルート及び駐車場所を制限して管理すること

により、想定火災源に対して防護対象施設からの離隔距離を危険距離以上に、想定爆発源に対して防護対象施設からの離隔距離を危険限界距

離以上に維持する。 

5-164 添５リ(ｲ)の第５図 防護対象施設と敷地内の危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設の位置関係  

5-165 添５リ(ｲ)の第７図 敷地内の燃料輸送車両の火災位置  

9-40 5-154 敷地内における高圧ガスの取扱いとして、各高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵数量から減じた分

を敷地外から供給するため、敷地内において各高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵数量を超えた取

扱いはない。 

敷地内において定められた運搬ルート及び運搬数量を車両により運搬中の状態を評価する

ことにより、防護対象施設に及ぼす影響が最大になる。 

防護対象施設と想定爆発源の位置関係を添５リ(ｲ)の第５図及び添５リ(ｲ)の第８図に示す。 

No.9-38 に同じ 基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

4 設備管理部長、燃料製造部長及び環境安全部長は、敷地内における危険物及び高圧ガスの取扱いとして、各危険物及び高圧ガス貯蔵施設の

最大貯蔵数量から減じた分を敷地外から供給し、敷地内において各危険物及び高圧ガス貯蔵施設の最大貯蔵数量を超えた取扱いがないように

管理する。 
５ 環境安全部長は、敷地内に入構する車両に対して、運搬する危険物量、高圧ガス量並びに運搬ルート及び駐車場所を制限して管理すること

により、想定火災源に対して防護対象施設からの離隔距離を危険距離以上に、想定爆発源に対して防護対象施設からの離隔距離を危険限界距

離以上に維持する。 

5-157 燃料輸送車両 敷地内に入構する車両に対して、運搬する高圧ガス量並びに運搬ルート及び

駐車場所を制限して管理することにより、想定爆発源に対して、防護対象施設からの離隔距

離を危険限界距離以上に維持する。 

5-164 添５リ(ｲ)の第５図 防護対象施設と敷地内の危険物施設及び高圧ガス貯蔵施設の位置関係  

5-166 添５リ(ｲ)の第８図 敷地内の燃料輸送車両の爆発位置  
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

9-41 5-155 高圧ガス貯蔵施設 水素ガス、プロパンガス及び PR ガス（メタンガス）を貯蔵するボンベ

置場については、防護対象施設の第２加工棟に対して、明らかに爆発源に対する離隔距離を

確保できない位置にあるため、離隔距離を確保できる位置に移設する。 

燃料輸送車両 これらの燃料輸送車両が敷地内走行中に爆発した場合、爆発位置は明らかに

防護対象施設に対する離隔距離を確保できないため、離隔距離を確保できる位置に移設す

る。 

No.9-38 に同じ 基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

７ 燃料製造部長は、敷地西方に移設した第１高圧ガス貯蔵施設及びボンベ置場(1)について、それらの位置を変更しないように管理する。こ

れにより、防護対象施設（第２加工棟）からの離隔距離を危険限界距離以上に確保できる状態を維持する。 

5-157 燃料輸送車両 添５リ(ｲ)の第６図に示すように、第１高圧ガス貯蔵施設及びボンベ置場

（１）は敷地西方に移設する。 

5-165 添５リ(ｲ)の第６図 燃料輸送車両の敷地内走行経路  

9-43 5-160 ばい煙が加工施設に流入するおそれが生じた場合には、給気設備を停止し、流入を防止する

措置を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

２．設計想定事象の発生時（外部火災） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ６ 設備管理部長は、ばい煙が加工施設に流入するおそれが生じた場合には、給気設備を停止

し、流入を防止する措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

７．火災等発生時（外部火災） 

（４）手順書の整備 

6 設備管理部長は、ばい煙が加工施設に流入するおそれが生じた場合には、給気設備を停止し、流入を防止する措置を講じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-169 内部での不正操作等の防止 防護対象システム（製造管理システム及び核物質防護システ

ム）に対する内部での不正操作等を防止するため以下の措置を講じる。 

調達管理 防護対象システムの導入時、更新時、保守時、試験時におけるコンピュータウィ

ルスの混入を防止するため、セキュリティを考慮した調達要求事項とする。 

アクセス管理 操作権限の無い者による防護対象システムの操作を防止するため、防護対象

システムのある建物への入域及び防護対象システムの操作ができる者をアクセス権により

制限し、さらにパスワードにより確認する。 

電子媒体管理 可搬式記憶媒体を介したウイルス感染を防止するため、加工施設のコンピュ

ータの可搬式記憶媒体（USB）ポートは封鎖し、加工施設のコンピュータで利用しているハ

ードディスク（HDD）は持ち出されないように管理する。 

 ４－３ 不正アクセスの防止 

（２）環境安全部長は、内部からの不正操作を防止するため、調達管理、アクセス管理及び電子媒体管理を行う。 

10-11 20 情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合、又は行われた場

合に迅速に対応できるよう情報システムセキュリティ計画を定める。 

No.10-7 に同じ 基保-035「周辺監視区域管理基準」 

４．加工施設への人の不法な侵入等の防止（第４６条の２） 

 ４－３ 不正アクセスの防止 

（３）環境安全部長は、情報システムに対する妨害破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場 

合の対応を行う。 

5-169 情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合、又は行われた場

合に迅速に対応できるよう情報システムセキュリティ計画を定める。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第十一条（溢水による損傷の防止）関係 

11-1 5-189 万一当該溢水防護区画で蒸気漏えいが発生した場合には、運転時には常時監視している作業

者が直ちに蒸気発生装置の電源遮断を行うとともに、配管の弁を閉止し、蒸気による影響を

防止する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ２ 燃料製造部長は、蒸気発生装置の稼働時には操作員が監視し、蒸気漏えいが発生した場合

には、直ちに蒸気発生装置のヒータ電源遮断及び配管の弁の閉止を行う。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（４）手順書の整備 

2 燃料製造部長は、蒸気発生装置の稼働時には操作員が監視し、蒸気漏えいが発生した場合には、直ちに蒸気発生装置のヒータ電源遮断及び

配管の弁の閉止を行う。 

11-3 20 閉じ込めの機能に関して、第１種管理区域から外部へウランを流出させないため、ウランを

含む溢水の流出、及び没水や被水による気体廃棄設備の機能喪失を防止する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ３ 設備管理部長は、第１廃棄物貯蔵棟において、気体廃棄設備 No.2に対して、焼却炉の循環

冷却水が被水源となる場合には、緊急遮断弁（冷却水）を手動で閉止する措置を講じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（４）手順書の整備 

３ 設備管理部長は、第１廃棄物貯蔵棟において、気体廃棄設備 No.2 に対して、焼却炉の循環冷却水が被水源となる場合には、緊急遮断弁（冷

却水）を手動で閉止する措置を講じる。 

5-170 ウランの漏えい防止のため、第１種管理区域内から外部への溢水の漏えい防止対策を施すと

ともに外部から第１種管理区域内への溢水の侵入防止対策を施す。 

閉じ込めの機能を維持するため、気体廃棄設備（電気・計装盤を含む。）の没水、被水防止対

策を施す。 

5-172 以下の考え方により防護対象設備を設定した。(ⅲ) 第１種管理区域の負圧を維持するため

の気体廃棄設備（電気・計装盤を含む。）を防護対象とする。このように選定した溢水に対す

る防護対象設備を添５リ(ﾊ)の第１表に示す。 

5-173 添５リ(ﾊ)の第１表 溢水に対する防護対象設備  
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-5 21 また、第１種管理区域の閉じ込めの機能に影響するおそれがある連続焼結炉の火災・爆発を

生じさせないため、電気・計装盤の没水や被水による連続焼結炉の制御機能の喪失を防止す

る。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ４ 設備管理部長は、第２加工棟において、連続焼結炉 No.2-1 に対して、連続焼結炉 No.2-1

の循環冷却水が被水源となる場合には、緊急遮断弁（冷却水）を手動で閉止する措置を講

じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（４）手順書の整備 

４ 設備管理部長は、第２加工棟において、連続焼結炉 No.2-1 に対して、連続焼結炉 No.2-1 の循環冷却水が被水源となる場合には、緊急遮断

弁（冷却水）を手動で閉止する措置を講じる。 
5-170 高温で可燃性ガスを使用する連続焼結炉が、安全機能の喪失によって閉じ込めの機能に影響

することがないよう、その制御に必要な電気・計装盤の没水、被水防止対策を施す。 

5-172 以下の考え方により防護対象設備を設定した。(ⅲ) 溢水による火災・爆発の発生を防止す

るための高温で水素ガスを取り扱う連続焼結炉の制御に必要な電気・計装盤を防護対象とす

る。このように選定した溢水に対する防護対象設備を添５リ(ﾊ)の第１表に示す。 

5-173 添５リ(ﾊ)の第１表 溢水に対する防護対象設備  

11-14 5-171 溢水量抑制のため、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度

を検知した時点で、地上又は地下に設置された受水槽から第２加工棟の設備・機器への給水

ポンプを手動にて停止し、第１廃棄物貯蔵棟の設備・機器への上水配管の手動遮断弁を閉止

する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 １ 設備管理部長は、溢水量抑制のため、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えな

い程度の地震加速度（震度５弱以上）を検知した時点で、地上又は地下に設置された受水

槽から第２加工棟の設備・機器への給水ポンプを手動にて停止し、また第１廃棄物貯蔵棟

の設備・機器への上水配管の手動遮断弁を閉止する。漏水箇所の隔離時間は、第２加工棟

に対しては地震発生から各系統の給水ポンプの電源遮断まで、第１廃棄物貯蔵棟において

は手動遮断弁（屋外）を閉止するまでの所要時間とし、15分以内とする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、溢水量抑制のため、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度５弱以上）を検知した

時点で、地上又は地下に設置された受水槽から第２加工棟の設備・機器への給水ポンプを手動にて停止し、また第１廃棄物貯蔵棟の設備・機

器への上水配管の手動遮断弁を閉止する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-17 5-171 浸水防止の確実性を高めるため、第１ラインの粉末混合機及び大型供給瓶、並びに第２ライ

ンの粉末混合機及び供給瓶については、以下に示す多重の対策とする。 

火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機

器の本体を金属製容器による水密構造とする。 

これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、火災源となり得る可燃物

を少なくする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 10 燃料製造部長は、火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止

するため、設備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は

火災による影響を受けるおそれはないが、火災源となり得る可燃物を少なくする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

10 燃料製造部長は、火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機器の本体を金属製容器によ

る水密構造とする。これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、火災源となり得る可燃物を少なくする。 

 5-171 浸水防止の確実性を高めるため、第１ラインの粉末混合機及び大型供給瓶、並びに第２ライ

ンの粉末混合機及び供給瓶については、以下に示す多重の対策とする。 

当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フード

は作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要が

ある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバ

ーを閉じる。 

ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持する構造（レバーロ

ックカプラ型の閉じ込めキャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、閉じ込めキャップを

取りつけて更に金属製の防水カバーを閉止する、閉じ込め弁の上部に更に設置したゲートバ

ルブを閉止する、投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止するとともに被水防止の蓋を設

置する、閉じ込め弁が開放している間の浸水の可能性を低減するためウラン投入時の閉じ込

め弁開閉操作をペダルが踏まれていない間は蓋を閉止する機能をもつフットペダル式とす

る、水密構造を開放しないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開

く構造とする等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を踏まえて対策を多重

化するとともに、火災時の水消火による水の侵入を防止するため火災発生時は投入操作を停

止し閉じ込め弁等を閉じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

12 燃料製造部長は、ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持

する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、

閉じ込めキャップを取りつけ投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止する、水密構造を

開放しないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とする

等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を踏まえて対策を多重化する。 

18 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、当該設備・機器周辺の

火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確

保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については

可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、当該設備・機器周辺の火災

への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確保す

る必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動

式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 

手順書の整備 

（続き） 

21 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、火災時の水消火による

水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操作を停止し、閉じ込め弁及び投入口の蓋を

閉じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

12 燃料製造部長は、ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキ

ャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、閉じ込めキャップを取りつけ投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止する、水密構造を開放し

ないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とする等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を

踏まえて対策を多重化する。 

18 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止す

るため、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の

金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するた

め、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の金属

製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 

（４）手順書の整備 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-１混合室の粉末混合機において、火災時は搬送操作を停止し、閉じ込め弁を閉じる。 

20 燃料製造部長は、第２加工棟第２-１混合室の大型供給瓶において、火災時は搬送操作を停止し、閉じ込め弁を閉じる。 

21 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操

作を停止し、閉じ込め弁及び投入口の蓋を閉じる。 

22 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は搬送操作を

停止し、閉じ込め弁及び接続部の蓋を閉じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-17 

(続き) 

5-171 浸水防止の確実性を高めるため、第１ラインの粉末混合機及び大型供給瓶、並びに第２ライ

ンの粉末混合機及び供給瓶については、以下に示す多重の対策とする。 

当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フード

は作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要が

ある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバ

ーを閉じる。 

ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持する構造（レバーロ

ックカプラ型の閉じ込めキャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、閉じ込めキャップを

取りつけて更に金属製の防水カバーを閉止する、閉じ込め弁の上部に更に設置したゲートバ

ルブを閉止する、投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止するとともに被水防止の蓋を設

置する、閉じ込め弁が開放している間の浸水の可能性を低減するためウラン投入時の閉じ込

め弁開閉操作をペダルが踏まれていない間は蓋を閉止する機能をもつフットペダル式とす

る、水密構造を開放しないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開

く構造とする等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を踏まえて対策を多重

化するとともに、火災時の水消火による水の侵入を防止するため火災発生時は投入操作を停

止し閉じ込め弁等を閉じる。 

（後半申請の加工施設の停止期間中の措置） 

第６５条の３ 各部長は、後半申請の加工施設※が新規制基準への適合性の確認が完了する前に、前半申請の加工施設※

を先行使用するに当たって、第 62条の 6に定める保全計画を策定し、これに基づき後半申請の加工施設に

対する保全に関する措置を実施する。この計画には、添付４に示す後半申請の加工施設に対する保全に関す

る措置において規定する事項を含める。 

 

２． 各部長は、後半申請の加工施設が新規制基準への適合性の確認を受けるまでの間、後半申請の加工施設

に対する保全に関する措置として、後半申請の加工施設において核燃料物質等の取扱い又は貯蔵、保管廃

棄を禁止する措置を講じる。 

 

 

※：平成 30年 3月 28日付け原規規発第 1803284 号をもって許可を受けた新規制基準に基づく加工事業変更許

可申請書の変更の届出により工事計画を変更し、新規制基準適合のための設計及び工事の計画の認可を受

けた加工施設を「前半申請の加工施設」、今後、新規制基準適合のための設計及び工事の計画の認可を受け

る加工施設を「後半申請の加工施設」とした。前半申請の加工施設について、使用前検査合格証及び使用

前確認証の交付を受けることにより先行して施設を使用するに当たり、前半申請の加工施設に対して後半

申請の加工施設が波及的影響を及ぼさないことを確認している（添付４）。 

 

添付４ 後半申請の加工施設に対する保全に関する措置において規定する事項（第 65条の 3関係） 
１．第２加工棟内における後半申請の加工施設 

設置場所 設備名 員数 

第２加工棟 第２－１混合室 粉末缶リフター 1台 

第２加工棟 第２－１混合室 粉末缶受台 1台 

第２加工棟 第２－１混合室 粉末投入台 1台 

第２加工棟 第２－１混合室 粉末混合機 No.1 1 台 

第２加工棟 第２－１混合室 大型供給瓶 1台 
 

基保-018「補修及び改造基準」 

8. 後半申請の加工施設の停止期間中の措置 

8.1 各部長は、後半申請の加工施設が新規制基準への適合性の確認が完了する前に、前半申請の加工施設を先行使用するに当たって、第 62条

の 6 に定める保全計画を策定し、これに基づき後半申請の加工施設に対する保全に関する措置を実施する。この計画には、表１に示す後半申

請の加工施設に対する保全に関する措置において規定する事項を含める。 

8.2 各部長は、後半申請の加工施設が新規制基準への適合性の確認を受けるまでの間、後半申請の加工施設に対する保全に関する措置として、

後半申請の加工施設において核燃料物質等の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を禁止する措置を講じる。 

表１ 後半申請の加工施設に対する保全に関する措置において規定する事項 
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本加工施設において取り扱うウランは、事業所外からの搬入に先立って、材料証明書により

濃縮度、減速条件、核種含有量等の受入仕様を満たしていることを事前に確認する。 

（核燃料物質の受入れ、払出し） 

第６８条  燃料製造部長は、事業所外から核燃料物質を受け入れる前に、材料証明書、記録、目視検査等により、必

要な保安措置が講じられていることを確認する。 

 

２． 燃料製造部長は、事業所外へ核燃料物質を払い出す前に、第 57条に定める措置を講じるとともに、核燃

料物質を払い出す相手方の責任の範囲が明確であること、その他核燃料物質に係る保安のための措置が適

切におこなわれることを確認する。この確認には以下を含む。 

(1)  国内に払い出す場合においては、相手方が法に基づく核燃料物質に係る許可を有していること。 

(2)  海外に払い出す場合においては、輸出に係る手続きが完了していること。 

(3)  核燃料物質が返却される場合においては、返却の時期が定められていること。 

 

３． 燃料製造部長は、核燃料物質を受け入れる前に、材料証明書により核燃料物質が別表 14の受入仕様に適

合することを確認する。 

 

別表１４ 核燃料物質の受入仕様（第 68条関係） 

 

１．核燃料物質の受入仕様（再生濃縮ウランを除く。） 

放射性物質区分 核 種 

含有量（上限値） 

濃縮度５％以下の濃縮ウラン､天然ウラン及び

劣化ウラン 

ウラン同位体 Ｕ２３２ 0.1 ppb（Ｕベース） 

Ｕ（α） 1.44×105 Bq/gＵ 

核分裂生成物 Ｔｃ９９ 10 ppb（Ｕベース） 

 

２．再生濃縮ウランの受入仕様 

放射性物質区分 核 種 含有量（上限値） 

ウラン同位体 Ｕ２３２ 10 ppb（Ｕベース） 

Ｕ（α） 3.3×105 Bq/gＵ 

超ウラン元素 Ｎｐ２３７ 1×10－1 Bq/gＵ 

Ｐｕ（α） 1×10－1 Bq/gＵ 

Ｐｕ（β） 3 Bq/gＵ 

核分裂生成物 Ｔｃ９９ 10 Bq/gＵ 

Ｒｕ１０６ 10 Bq/gＵ 

Ｓｂ１２５ 2 Bq/gＵ 
 

基保-008「核燃料物質等運搬基準」 

４－６ 核燃料物質の受入、払出し 

（１） 核燃料物質の受入 

燃料製造部長は、加工施設外（事業所外）から核燃料物質を受入れる場合は、材料証明書、記録の確認及び目視検査等により、必要な保安措置

が講じられていることの確認を「受入核燃料物質等の事前確認」（OP-457-FA-1917）に基づいて行う。 

（２） 核燃料物質の受入仕様の確認 

燃料製造部長は、加工施設外（事業所外）から核燃料物質を受入れる場合は、記録等の確認により、以下に示す必要な保安措置が講じられてい

ることの確認を「核燃料物質取扱管理要領」（要計－００１）に基づいて行う。 

① ＥＣＧＵ（Enriched Commercial Grade Uranium）の場合、第２表に示すＥＣＧＵの受入仕様に適合していること。 

② 再生濃縮ウランの場合、第２表に示す再生濃縮ウランの受入仕様に適合していること。 

 

基保-037「臨界安全管理基準」 

４．臨界安全管理上の措置 

4-1 核燃料物質の取扱い 

担当部長は、核燃料物質を取扱う設備機器のうち、核燃料物質の臨界安全上の制限値を当該設備機器の仕様のみで制限することが困難なもの

について、取り扱う核燃料物質の質量若しくは幾何学的形状を管理し、又はそれらのいずれかと十分裕度を持った減速条件を組み合わせた別

表－１に示す制限値を超えないように、作業の方法を標準等に定め、それに基づき作業を行わせなければならない。 

作業を行わせる場合、以下の(1)～(6)を操作員に遵守させ、作業管理をさせなければならない。 

別表－１ 臨界安全管理に係る制限値及びその遵守方法（保安規定 別表４） 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-17 

(続き) 
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〔第１ライン 粉末混合機〕 

火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機

器の本体を金属製容器による水密構造とする。 

これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、可能な限り火災源となり

得る可燃物を少なくする。 

〔第１ライン 大型供給瓶〕 

火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機

器の本体を金属製容器による水密構造とする。 

これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、可能な限り火災源となり

得る可燃物を少なくする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 10 燃料製造部長は、火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止

するため、設備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は

火災による影響を受けるおそれはないが、火災源となり得る可燃物を少なくする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

10 燃料製造部長は、火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機器の本体を金属製容器によ

る水密構造とする。これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、火災源となり得る可燃物を少なくする。 
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〔第２ライン 粉末混合機〕 

火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機

器の本体を金属製容器による水密構造とする。 

これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、可能な限り火災源となり

得る可燃物を少なくする。 
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〔第１ライン 粉末混合機〕 

当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フード

は作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要が

ある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバ

ーを閉じる。 

粉末搬送配管と閉じ込めキャップの接続取換え時に火災が発生した場合は、水消火による水

の侵入を防止するため、粉末混合機接続部に閉じ込めキャップを取りつけ、可動式の金属製

の防水カバーを閉じる。 

この防水カバー閉を確認した後、火災への水消火実施可否を判断する。 

〔第１ライン 大型供給瓶〕 

当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フード

は作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要が

ある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバ

ーを閉じる。 

ウランの投入側の閉じ込め弁の上部にはゲートバルブの設置により、閉じ込め弁への被水を

防止する。 

火災時は搬送操作を停止し、ゲートバルブ及び閉じ込め弁を閉じる。 

（後半申請の加工施設の停止期間中の措置） 

第６５条の３ 各部長は、後半申請の加工施設※が新規制基準への適合性の確認が完了する前に、前半申請の加工施設※

を先行使用するに当たって、第 62条の 6に定める保全計画を策定し、これに基づき後半申請の加工施設に

対する保全に関する措置を実施する。この計画には、添付４に示す後半申請の加工施設に対する保全に関す

る措置において規定する事項を含める。 

 

２． 各部長は、後半申請の加工施設が新規制基準への適合性の確認を受けるまでの間、後半申請の加工施設

に対する保全に関する措置として、後半申請の加工施設において核燃料物質等の取扱い又は貯蔵、保管廃

棄を禁止する措置を講じる。 

 

 

※：平成 30年 3月 28日付け原規規発第 1803284 号をもって許可を受けた新規制基準に基づく加工事業変更許

可申請書の変更の届出により工事計画を変更し、新規制基準適合のための設計及び工事の計画の認可を受

けた加工施設を「前半申請の加工施設」、今後、新規制基準適合のための設計及び工事の計画の認可を受け

る加工施設を「後半申請の加工施設」とした。前半申請の加工施設について、使用前検査合格証及び使用

前確認証の交付を受けることにより先行して施設を使用するに当たり、前半申請の加工施設に対して後半

申請の加工施設が波及的影響を及ぼさないことを確認している（添付４）。 

 

添付４ 後半申請の加工施設に対する保全に関する措置において規定する事項（第 65条の 3関係） 
１．第２加工棟内における後半申請の加工施設 

設置場所 設備名 員数 

第２加工棟 第２－１混合室 粉末缶リフター 1台 

第２加工棟 第２－１混合室 粉末缶受台 1台 

第２加工棟 第２－１混合室 粉末投入台 1台 

第２加工棟 第２－１混合室 粉末混合機 No.1 1 台 

第２加工棟 第２－１混合室 大型供給瓶 1台 
 

基保-018「補修及び改造基準」 

8. 後半申請の加工施設の停止期間中の措置 

8.1 各部長は、後半申請の加工施設が新規制基準への適合性の確認が完了する前に、前半申請の加工施設を先行使用するに当たって、第 62条

の 6 に定める保全計画を策定し、これに基づき後半申請の加工施設に対する保全に関する措置を実施する。この計画には、表１に示す後半申

請の加工施設に対する保全に関する措置において規定する事項を含める。 

8.2 各部長は、後半申請の加工施設が新規制基準への適合性の確認を受けるまでの間、後半申請の加工施設に対する保全に関する措置として、

後半申請の加工施設において核燃料物質等の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を禁止する措置を講じる。 

表１ 後半申請の加工施設に対する保全に関する措置において規定する事項 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-17 

(続き) 
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〔第２ライン 粉末混合機〕 

当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フード

は作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要が

ある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバ

ーを閉じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

18 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、当該設備・機器周辺の

火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確

保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については

可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

18 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止す

るため、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の

金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 

     



 

7
9
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-17 

(続き) 

添５別リ

-78 

〔第１ライン 粉末混合機〕 

ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、ウラン投入時は、空気搬送によりウランを投入

する粉末搬送配管と接続して水密構造を維持し、粉末状のウランを混合する際は粉末搬送配

管との接続を取り外し粉末混合機側接続部に閉じ込めキャップ（レバーロックカプラ型）を

取りつけることで粉末混合機本体の水密を維持する構造とする。 

粉末搬送配管と閉じ込めキャップの接続取換え時に火災が発生した場合は、水消火による水

の侵入を防止するため、粉末混合機接続部に閉じ込めキャップを取りつけ、可動式の金属製

の防水カバーを閉じる。 

この防水カバー閉を確認した後、火災への水消火実施可否を判断する。 

溢水による被水防止のため、ウランの取出側（大型供給瓶との接合側）の閉じ込め弁は水密

バルブとする。 

火災時は搬送操作を停止し、閉じ込め弁を閉じる。 

〔第１ライン 大型供給瓶〕 

水の侵入を防止するため、ウランの投入側（粉末混合機との接合側）の閉じ込め弁及び空気

搬送によりウランを圧縮成型工程へ移送するための粉末搬送配管の閉じ込め弁は水密バル

ブとする。 

ウランの投入側の閉じ込め弁の上部にはゲートバルブの設置により、閉じ込め弁への被水を

防止する。 

火災時は搬送操作を停止し、ゲートバルブ及び閉じ込め弁を閉じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

12 燃料製造部長は、ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持

する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、

閉じ込めキャップを取りつけ投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止する、水密構造を

開放しないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とする

等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を踏まえて対策を多重化する。 

手順書の整備 

（続き） 

18 燃料製造部長は、第２加工棟第２－１混合室の粉末混合機において、粉末搬送配管と閉じ

込めキャップの接続取換え時に火災が発生した場合は、水消火による水の侵入を防止する

ため、粉末混合機接続部に閉じ込めキャップを取りつけ、所長は、その報告を受けて火災

への水消火実施可否を判断する。※ 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-１混合室の粉末混合機において、火災時は搬送操作を停

止し、閉じ込め弁を閉じる。※ 

21 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、火災時の水消火による

水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操作を停止し、閉じ込め弁及び投入口の蓋を

閉じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

12 燃料製造部長は、ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキ

ャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、閉じ込めキャップを取りつけ投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止する、水密構造を開放し

ないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とする等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を

踏まえて対策を多重化する。 

（４）手順書の整備 

18 燃料製造部長は、第２加工棟第２－１混合室の粉末混合機において、粉末搬送配管と閉じ込めキャップの接続取換え時に火災が発生した場

合は、水消火による水の侵入を防止するため、粉末混合機接続部に閉じ込めキャップを取りつけ、所長は、その報告を受けて火災への水消火

実施可否を判断する。 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-１混合室の粉末混合機において、火災時は搬送操作を停止し、閉じ込め弁を閉じる。 

21 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操

作を停止し、閉じ込め弁及び投入口の蓋を閉じる。 

添５別リ

-79 

〔第２ライン 粉末混合機〕 

ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、ウランの投入側と取出側の閉じ込め弁は水密バ

ルブとする。 

ウランの投入側の閉じ込め弁への被水を防止するため、ウラン投入時以外は、閉じ込め弁の

上部に蓋を設置する。 

万一の溢水に対しても水の侵入を防止するため、投入口の漏水検知により投入側の閉じ込め

弁を閉止する構造とする。 

ウランの投入側の閉じ込め弁が開放している間の浸水の可能性を極力低減するため、ウラン

投入時の閉じ込め弁開閉操作をペダルが踏まれていない間は蓋を閉止する機能を持つフッ

トペダル式とし、ウラン投入時のみ作業者によって閉じ込め弁を開放する構造とする。 

火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操作を停止し、閉じ込め

弁と投入口の蓋を閉じる。 

 添５別リ

-79 

〔第２ライン 粉末混合機〕 

ウランの投入側の閉じ込め弁への被水を防止するため、ウラン投入時以外は、閉じ込め弁の

上部に蓋を設置する。 

ウランの投入側の閉じ込め弁が開放している間の浸水の可能性を極力低減するため、ウラン

投入時の閉じ込め弁開閉操作をペダルが踏まれていない間は蓋を閉止する機能を持つフッ

トペダル式とし、ウラン投入時のみ作業者によって閉じ込め弁を開放する構造とする。 

火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操作を停止し、閉じ込め

弁と投入口の蓋を閉じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

21 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、火災時の水消火による

水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操作を停止し、閉じ込め弁及び投入口の蓋を

閉じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

12 燃料製造部長は、ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキ

ャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、閉じ込めキャップを取りつけ投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止する、水密構造を開放し

ないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とする等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を

踏まえて対策を多重化する。 

（４）手順書の整備 

21 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の粉末混合機において、火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は投入操

作を停止し、閉じ込め弁及び投入口の蓋を閉じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-17 

(続き) 

添５別リ

-80 

〔第２ライン 供給瓶〕 

火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機

器の本体を金属製容器による水密構造とする。 

これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、可能な限り火災源となり

得る可燃物を少なくする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 10 燃料製造部長は、火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止

するため、設備・機器の本体を金属製容器による水密構造とする。これにより、減速条件は

火災による影響を受けるおそれはないが、火災源となり得る可燃物を少なくする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

10 燃料製造部長は、火災による損傷及び火災への水消火その他の溢水による水の侵入を防止するため、設備・機器の本体を金属製容器によ

る水密構造とする。これにより、減速条件は火災による影響を受けるおそれはないが、火災源となり得る可燃物を少なくする。 

 添５別リ

-80 

〔第２ライン 供給瓶〕 

当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フード

は作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要が

ある面については可動式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバ

ーを閉じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、当該設備・機器周辺の火災

への水消火を含む溢水による被水を防止するため、囲い式フードは作業上視認性を確保す

る必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動

式の金属製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

19 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、当該設備・機器周辺の火災への水消火を含む溢水による被水を防止するた

め、囲い式フードは作業上視認性を確保する必要がある面以外を金属製とし、作業上視認性を確保する必要がある面については可動式の金属

製の防水カバーを設置するとともに、作業時以外は防水カバーを閉じる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-17 

(続き) 

添５別リ

-80 

〔第２ライン 供給瓶〕 

ウラン取り扱い時に水の侵入を防止するため、ウランの投入側と取出側の閉じ込め弁は水密

バルブとする。 

粉末搬送容器により供給瓶へのウランを搬送する際には、投入側の閉じ込め弁は粉末搬送容

器接続時にのみ弁が開く構造とすることで水密構造を開放しない。 

未接続時は被水による水の侵入を防止するため、更に接続部に蓋を設置する。 

火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は搬送操作を停止し、閉じ込め

弁と接続部の蓋を閉じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

22 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、火災時の水消火による水の

侵入を防止するため、火災発生時は搬送操作を停止し、閉じ込め弁及び接続部の蓋を閉じ

る。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

12 燃料製造部長は、ウラン取扱い時に水の侵入を防止するため、開口部を閉止し水密を維持する構造（レバーロックカプラ型の閉じ込めキ

ャップ又は水密バルブの閉じ込め弁）とし、閉じ込めキャップを取りつけ投入口の漏水検知により閉じ込め弁を閉止する、水密構造を開放し

ないようウランを搬送する粉末搬送容器の接続時のみ閉じ込め弁が開く構造とする等、設備・機器の設置場所及び個々の設備・機器の特徴を

踏まえて対策を多重化する。 

（４）手順書の整備 

22 燃料製造部長は、第２加工棟第２-２混合室の供給瓶において、火災時の水消火による水の侵入を防止するため、火災発生時は搬送操作を

停止し、閉じ込め弁及び接続部の蓋を閉じる。 

11-20 5-172 被水し水の侵入により電気火災が発生するおそれがある電気・計装盤は、没水水位より高い

位置に配置し、漏電遮断器を設置するとともに、防水カバーを設置する又は電源を遮断する

措置を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ４ 設備管理部長は、第２加工棟において、被水のおそれのあるウランを取り扱う設備・機器

の電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位に対して、導通部が没水水位より高い位

置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・計装盤内の没水水位より高い位置に設

置するとともに、電源を遮断する措置を講じることにより、溢水による電気火災の発生を

防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

４ 設備管理部長は、第２加工棟において、被水のおそれのあるウランを取り扱う設備・機器の電気・計装盤は、設置場所で想定する没水水位

に対して、導通部が没水水位より高い位置になる高さに配置し、また、漏電遮断器を電気・計装盤内の没水水位より高い位置に設置するとと

もに、電源を遮断する措置を講じることにより、溢水による電気火災の発生を防止する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-21 5-172 蒸気発生装置の稼働時には操作員が監視し、蒸気漏えいが発生した場合には、直ちに蒸気発

生装置のヒータ電源遮断及び配管の弁の閉止を行う。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ２ 燃料製造部長は、蒸気発生装置の稼働時には操作員が監視し、蒸気漏えいが発生した場合

には、直ちに蒸気発生装置のヒータ電源遮断及び配管の弁の閉止を行う。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（４）手順書の整備 

2 燃料製造部長は、蒸気発生装置の稼働時には操作員が監視し、蒸気漏えいが発生した場合には、直ちに蒸気発生装置のヒータ電源遮断及び

配管の弁の閉止を行う。 

11-22 5-174 (ⅰ) 溢水源・溢水量の想定 防護対象設備を収納する建物の想定する溢水源を添５リ(ﾊ)の

第２表に示す。上水、循環水（温調）、循環水（連続焼結炉）、循環水（一般）、排水及び蒸気

の配管系統を溢水源として想定する。第２加工棟の上水、循環水（連続焼結炉）及び循環水

（一般）の配管系統への給水は、地上及び地下に設置する水槽から給水ポンプにて直接設備・

機器に給水する。屋上には循環水（温調）の高置水槽及び消火栓配管の満水保持（空気だま

り防止）用の高置水槽を設置するが、給水用の水槽は設置しない。第１廃棄物貯蔵棟への上

水の配管系統への給水は、上水を直接設備・機器に給水する。その他、設備・機器の容器に

ついても、溢水源として想定する。また、第１廃棄物貯蔵棟Ｗ１廃棄物処理室（第１種管理

区域）には蒸気配管を設置するため、蒸気配管を溢水源として想定する。防護対象設備を収

納する建物及び建物外の水槽の配置を添５リ(ﾊ)の第１図に示す。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ５ 設備管理部長は、防護対象設備のある第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟について、溢水経

路を考慮し、溢水防護区画を設定する。第１種管理区域の溢水防護区画については、ウラ

ンを取り扱う設備・機器及び気体廃棄設備の没水、被水の観点での防護を設置するととも

に、閉じ込めの観点からウランが存在する溢水防護区画内の溢水が第１種管理区域外へ流

出することを防止する。第２種管理区域の溢水防護区画については、ウランを取り扱う設

備・機器の没水及び気体廃棄設備の没水、被水の観点での防護を設置するとともに、第１

種管理区域内へ流出することを防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（４）手順書の整備 

５ 設備管理部長は、防護対象設備のある第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟について、溢水経路を考慮し、溢水防護区画を設定する。第１種管

理区域の溢水防護区画については、ウランを取り扱う設備・機器及び気体廃棄設備の没水、被水の観点での防護を設置するとともに、閉じ込

めの観点からウランが存在する溢水防護区画内の溢水が第１種管理区域外へ流出することを防止する。第２種管理区域の溢水防護区画につい

ては、ウランを取り扱う設備・機器の没水及び気体廃棄設備の没水、被水の観点での防護を設置するとともに、第１種管理区域内へ流出する

ことを防止する。 

5-175 添５リ(ﾊ)の第２表 溢水源及び溢水防護区画  

5-176 防護対象設備のある第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟について、溢水経路を考慮し、溢水防

護区画を設定した。 

第１種管理区域での溢水防護区画については、設備・機器の没水、被水の観点での防護を設

置するとともに、閉じ込めの観点からウランが存在する溢水防護区画内での溢水が第１種管

理区域外へ流出することを防止する。 

第２種管理区域での溢水防護区画については、設備・機器（気体廃棄設備）の没水を防止す

る。 

5-190 添５リ(ﾊ)の第１図 防護対象設備を収納する建物及び建物外の水槽の配置 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-23 5-177 系統における単一の配管の破損を想定し、他の機器及び他の系統は健全なものとする。 

漏水箇所の隔離時間は、溢水発生から手動遮断弁を閉止するまでの所要時間とし、以下の条

件に基づき、添５リ(ﾊ)の第３表に示すとおり合計 35分とした。 

操業時には第１種管理区域内には、常時、作業者を配置するが、建物外から作業者（設備担

当）が駆け付けて閉止する場合を想定。 

第２種管理区域に対しては、着替えに要する時間は不要であるが、第１種管理区域と同じ所

要時間を想定。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

３．設計想定事象の発生時（内部溢水） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 １ 設備管理部長は、溢水量抑制のため、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えな

い程度の地震加速度（震度５弱以上）を検知した時点で、地上又は地下に設置された受水

槽から第２加工棟の設備・機器への給水ポンプを手動にて停止し、また第１廃棄物貯蔵棟

の設備・機器への上水配管の手動遮断弁を閉止する。漏水箇所の隔離時間は、第２加工棟

に対しては地震発生から各系統の給水ポンプの電源遮断まで、第１廃棄物貯蔵棟において

は手動遮断弁（屋外）を閉止するまでの所要時間とし、15分以内とする。 

６ 設備管理部長は、溢水量抑制のため、系統における単一の配管の破損を検知した時点で、

操作員が駆け付けて漏水箇所を特定し、手動遮断弁を閉止する。漏水箇所の隔離時間は、

溢水発生から手動遮断弁を閉止するまでの所要時間とし、35分以内とする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（４）手順書の整備 

６ 設備管理部長は、溢水量抑制のため、系統における単一の配管の破損を検知した時点で、操作員が駆け付けて漏水箇所を特定し、手動遮断

弁を閉止する。漏水箇所の隔離時間は、溢水発生から手動遮断弁を閉止するまでの所要時間とし、35分以内とする。 

5-179 添５リ(ﾊ)の第３表 漏水箇所の隔離時間 

 5-180 各系統の送水は耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度を

検知した時点で、第２加工棟への給水ポンプは自動停止し、第１廃棄物貯蔵棟への上水配管

に設けた緊急遮断弁は自動遮断する設計であるが、保守的に給水ポンプを手動で停止又は手

動遮断弁を閉止するまでの給水も含めた溢水量とする。 

漏水箇所の隔離時間は、第２加工棟に対しては地震発生から各系統の給水ポンプの電源遮断

まで、第１廃棄物貯蔵棟においては手動遮断弁（屋外）を閉止するまでの所要時間とし、添

５リ(ﾊ)の第５表に示すとおり合計 15分とした。 

No.11-23 に同じ 基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

８．内部溢水発生時 

（４）手順書の整備 

１ 設備管理部長は、溢水量抑制のため、耐震重要度分類第１類に求められる地震力を超えない程度の地震加速度（震度５弱以上）を検知した

時点で、地上又は地下に設置された受水槽から第２加工棟の設備・機器への給水ポンプを手動にて停止し、また第１廃棄物貯蔵棟の設備・機

器への上水配管の手動遮断弁を閉止する。漏水箇所の隔離時間は、第２加工棟に対しては地震発生から各系統の給水ポンプの電源遮断まで、

第１廃棄物貯蔵棟においては手動遮断弁（屋外）を閉止するまでの所要時間とし、15分以内とする。 

5-181 添５リ(ﾊ)の第５表 漏水箇所の隔離時間（地震時） 

第２加工棟に対しては、非管理区域外の地下水槽から給水ポンプにて送水するため、給水ポ

ンプの電源遮断により隔離する。 

第１廃棄物貯蔵棟に対しては、上水の直接送りにより送水するため、上水の元弁を閉止によ

り隔離する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

11-23 

(続き) 

5-180 本加工施設の火災の拡大防止に対しては、粉末消火設備による消火を前提として大型粉末消

火器を設置し、あわせて屋内消火栓及び屋外消火栓を設置する。 

本評価では屋内消火栓及び屋外消火栓からの放水を想定する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30 条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ３ 所長は、粉末消火器により消火を行わせ火災の拡大を防止する。粉末消火器を用いた消火

が困難な場合は、初期消火活動のため参集の通報連絡を受けた要員が水消火設備（屋内消

火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火する。活動の流れ（粉末混合機等を設置

する火災区画への放水実施可否の判断基準を含む。）は、重大事故に至るおそれがある事故

発生時の拡大防止対策と同一とする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（４）手順書の整備 

３ 所長は、粉末消火器により消火を行わせ火災の拡大を防止する。粉末消火器を用いた消火が困難な場合は、初期消火活動のため参集の通報

連絡を受けた要員が水消火設備（屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第十二条（誤操作の防止）関係 

12-1 21 安全機能を有する施設の運転及び保守における誤操作を防止するための措置として、制御

盤、操作器、指示計、記録計、表示装置、警報装置等を操作員の操作性及び人間工学上の諸

因子を考慮して設置するとともに、誤操作を生じにくいように留意した設計とし、必要に応

じて手順書を定め、教育・訓練を実施する。 

制御盤には、設備の集中的な監視及び制御が可能となるように、表示装置及び操作器を配置

する。 

表示装置は、操作員の誤操作・誤判断を防止するために、重要度に応じて色で識別できるよ

うにする。 

操作器は、操作員による誤操作を防止するために、必要に応じて保護カバーや鍵付きスイッ

チを設け、色、形状、銘板等により容易に識別できるようにするとともに、安全の確保のた

めに手動操作を要する場合には、必要に応じて非常時、緊急時の対応手順を現場に明示し、

円滑に対応できる措置を講じる。 

（操作上の一般事項） 

第３０条  各部長は、加工施設の操作に当たっては、誤操作を生じにくいように留意するとともに、常に当該設備の

作動状況及び機器の性能の把握に努め、次の事項を遵守する。 

(1)   当該設備の状態、計器、表示装置等の監視について項目及び頻度を定めて行うこと。 

(2)   操作に当たっては、設備の運転開始に先立って確認すべき事項、操作に必要な事項、運転停止後に確

認すべき事項及び引継時に実施すべき事項について、基準・標準等を用い、操作する者に教育・訓練を

実施して周知徹底すること。 

(3)   制御盤、操作器、指示計、記録計、表示装置、警報装置等の操作に当たっては、以下に示す操作性及

び人間工学上の諸因子を考慮した措置を講じること。 

一 制御盤には、設備の集中的な監視及び制御が可能となるように、表示装置及び操作器を配置

すること。 

二 表示装置は、誤操作・誤判断を防止するために、重要度に応じて色で識別できるようにする

こと。 

三 操作器は、誤操作を防止するために、必要に応じて保護カバー等を設け、色、形状等により

容易に識別できるようにすること。 

(4)   安全の確保のために手動操作を要する場合には、必要に応じて緊急時の対応手順を現場に明示し、円

滑に対応できる措置を講じること。 

 

２． 各部長は、非定常作業であって、核燃料物質等を取り扱う場合、あらかじめその臨界安全管理及び被ば

く管理の方法を標準類に定めるか、又は、非定常作業の都度、事前に核燃料取扱主任者の確認を受ける。 

 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－５ 操作上の一般事項 

設備の作動状況及び機器の性能の把握 

燃料製造部長は、加工施設の操作に当たっては、誤操作を生じにくいように留意するとともに、常に当該設備の作動状況及び機器の性能の把

握に努め、次の事項を遵守する。 

⑩制御盤は集中監視及び集中制御が可能な配置とする。 

⑪制御盤、操作機の誤操作・誤判断を防止するため、表示装置は重要度に応じて色で識別する、もしくは制御盤、操作機の周辺に表示装置の状

態が把握できるような図、注意書きを含む明示を行う。 

⑫操作機については色、形状等により容易に識別できるように、もしくは上述のとおり表示装置の状態が把握できるような図、注意書きを含

む明示を行う。なお、誤操作のおそれのある操作機については、操作機の配置や操作状態が把握できるように透明の樹脂カバーを付ける等の

処置を施す。 

⑬安全の確保のために手動操作を要する場合には、緊急時の手動操作の手順をフロー図等にした掲示物を制御盤、操作機の周辺に設置する。

具体的な掲示物の様式については下位の要領で定める。 5-200 安全機能を有する施設は、誤操作を防止するための措置を講じるとともに、設計基準事故が

発生した状況下であっても容易に操作できるよう設計する。 

安全機能を有する施設は、人間工学上の諸因子を考慮して、誤操作を生じにくいように、盤

の配置及び操作器具、弁等の操作性に留意すること、計器表示及び警報表示において加工施

設の状態が正確かつ迅速に把握できるよう留意すること、保守点検において誤りを生じにく

いよう留意すること等の措置を講じた設計とする。 

操作員が操作すべきスイッチを間違えないように、必要に応じて保護カバー又は鍵付きスイ

ッチを設け、色、形状、銘板等により容易に識別できる措置を講じる。 

加工施設の状態を確認しながら操作できるように、設備・機器の近傍に操作盤を配置すると

ともに、弁及びバルブには開閉を表示する。 

異常を正確かつ迅速に把握するため、警報集中表示盤には、設備・機器の異常内容ごとに表

示ランプを設ける。 

保守点検における誤りを生じにくいように、設備の色を管理区域ごとに統一する、配管に流

体の種類を明示する等の措置を講じる。 

12-4 21 設計基準事故の発生後、一定時間、操作員の操作を期待しなくても、安全機能を確保できる

設計とし、設計基準事故が発生した状況下であっても、簡素な手順によって必要な操作が行

える設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ５ 燃料製造部長、設備管理部長、品質保証部長及び環境安全部長は、加工施設の保全のため

の活動を行う必要がある異常が発生した状況下（混乱した状態等）であっても、簡素な手

順によって必要な操作が行える等の操作員に与える負荷を小さくすることができるよう

考慮する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（４）手順書の整備 

５ 燃料製造部長、設備管理部長、品質保証部長及び環境安全部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常が発生した状況下（混

乱した状態等）であっても、簡素な手順によって必要な操作が行える等の操作員に与える負荷を小さくすることができるよう考慮する。 
5-200 安全機能を有する施設は、誤操作を防止するための措置を講じるとともに、設計基準事故が

発生した状況下であっても容易に操作できるよう設計する。 

設計基準事故の発生後、ある時間までは、操作員の操作を期待しなくても必要な安全上の機

能が確保される設計とする。 

設計基準事故が発生した状況下（混乱した状態等）であっても、簡素な手順によって必要な

操作が行える等の操作員に与える負荷を小さくすることができるよう考慮する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第十三条（安全避難通路等）関係 

13-1 21 加工施設に、事故時に放射線業務従事者が速やかに屋外へ退避できるように誘導灯、床面へ

の表示等により容易に識別できる安全避難通路及び非常口を設けるとともに、停電時に備え

て非常用電源設備に接続したバッテリを内蔵する非常用照明、誘導灯を設置する設計とす

る。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ２ 設備管理部長は、加工施設に、事故時に放射線業務従事者が速やかに屋外へ退避できるよ

うに誘導灯、床面への表示等により容易に識別できる安全避難通路及び非常口を設ける

とともに、停電時に備えてバッテリを内蔵する非常用照明、誘導灯を設置する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

２ 設備管理部長は、加工施設に、事故時に放射線業務従事者が速やかに屋外へ退避できるように誘導灯、床面への表示等により容易に識別で

きる安全避難通路及び非常口を設けるとともに、停電時に備えてバッテリを内蔵する非常用照明、誘導灯を設置する。 5-201 加工施設には、事故時に放射線業務従事者が速やかに屋外に退避できるように非常口を設

け、各区域から非常口への通路及び階段を安全避難通路とし、誘導灯の設置、床面への表示

等により安全避難通路を容易に識別できるようにする。 

加工施設には、停電時にも放射線業務従事者が速やかに屋外に退避できるように、非常用照

明を設置する。 

誘導灯及び非常用照明はバッテリを内蔵するとともに非常用電源設備（ディーゼル式発電

機）に接続する。 

13-2 21 非常用照明、誘導灯とは別に、事故対策のための現場作業が可能となるように可搬型照明及

び専用の電源を設ける。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ３ 設備管理部長は、非常用照明、誘導灯とは別に、事故対策のための現場作業が可能となる

ように可搬型照明及び専用の電源を設ける。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

３ 設備管理部長は、非常用照明、誘導灯とは別に、事故対策のための現場作業が可能となるように可搬型照明及び専用の電源を設ける。 
 

5-201 

加工施設には、非常用照明、誘導灯とは別に、設計基準事故が発生した場合の現場操作が可

能となるように、可搬型の照明及び専用の電源を設置する。 

可搬型仮設照明の配備状況を添５リ（ﾎ）の第１表に示す。 

添５リ(ﾎ)の第１表 可搬型仮設照明の配備 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

 5-202 本加工施設の設計、製作、工事及び検査に当たっては、国内法規に基づく規格及び基準並び

に民間の規格及び基準等に準拠し、通常時において予想される環境条件に対して十分な余裕

を持って耐えられ、その機能を維持できる設計とする。 

（関係法令及び保安規定の遵守） 

第３条   社長、熊取事業所長（以下「所長」という。）、品質・安全管理室長、事業所に在籍する役員、事業所で作

業を行う従業員、臨時雇員及び請負会社従業員は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物（以下

「核燃料物質等」という。）の取扱いに関する安全を確保するため関係法令、及びこの規定を遵守しなけれ

ばならない。 

 

２． 所長は、臨時雇員及び請負会社従業員に核燃料物質等の取扱いに関する業務を行わせる場合、契約によ

り関係法令及びこの規定を遵守させなければならない。 

 

３． 社長、所長、品質・安全管理室長、事業所に在籍する役員及び従業員は、前項の臨時雇員及び請負会社

従業員以外で加工施設に立ち入る者にこの規定を遵守させる。 

 

保社-2001「保安活動に関する組織、責任及び権限規則」 

3.保安活動を行う組織、職務、責任及び権限 

3.2 責任及び権限 

3.2.2 各組織の責任及び権限 

各組織に共通する保安活動における一般原則を表１に示す。 

表 1 保安活動における一般原則 

社長、所長、品質・安全管理室長、役員、従業員、臨時雇員及び請負会社従業員(以下「従業員等」という。)は、以下の一般原則を遵守して原

子力安全の達成、維持に対する責任を履行するように努める。 

(1)法令、保安規定を遵守する。 

(2)従業員等以外で加工施設に立ち入る者に保安規定を遵守させる。また、従業員等以外で使用施設に立ち入る者に保安品質保証計画書を遵守

させる。 

(3)保安品質保証計画書、規則、基準、標準等を遵守する。 

(4)保安品質方針、施設管理方針に従って保安活動を実施する。 

(5)安全かつ誠実に、本規則に定めるそれぞれの責任（説明責任を含む）、職務及び権限を遂行する。 

(6)文書・記録等を含む情報の隠蔽、捏造を行わない。 

(7)異常を発見した場合は、速やかに決められた手順で連絡、通報を含む処置を行う。 

(8)以下に留意しそれぞれの職務を遂行する。 

①常に安全を意識するとともに、安全が保安活動の一つの大きな成果であることを理解し、意識する。 

②設備、作業手順等の変更を速やかに標準等に反映するとともに、作業者に確実に伝える。 

③３Ｈ（初めて、変更、久しぶり）作業、非定常作業の場合には、設備、作業手順・体制、連絡体制を十分確認する。 

④余裕のある工程、適切な設備・治具、手順、服装・防護具等を盛り込んだ作業計画・作業管理を心掛ける。 

⑤ほうれんそう(報告・連絡・相談)を密にし、良好なコミュニケーションを心掛ける。 

⑥常に問題がないか、なぜそうなっているのかを問う姿勢を心掛ける。 

⑦事業所、他社での事例を参考として、事故・故障等の未然防止を心掛ける。 

14-2 26 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための検査及び試験並びに当該安

全機能を健全に維持するための保守及び修理ができるように、これらの作業性を考慮したも

のとする。 

（使用前事業者検査の実施） 

第５９条の２ 所長は、設計及び工事の計画の認可又は届出（以下「設工認」という。）の対象となる加工施設につい

て、設置又は変更の工事に当たり、設工認に従って行われたものであること、「加工施設の技術基準に関す

る規則」へ適合することを確認するための使用前事業者検査（本条において以下「検査」という。）を総括

する。 

 

４． 検査実施責任者は、設置又は変更の工事をする設工認対象の加工施設について、次の各号に掲げる事項

を検査で判定する。 

(1)   工事が設工認に従って行われたものであること。 

(2)   「加工施設の技術基準に関する規則」に適合するものであること。 

 

（定期事業者検査の実施） 

第５９条の３ 所長は、加工施設が「加工施設の技術基準に関する規則」に適合するものであることを定期に確認する

ための定期事業者検査（本条において以下「検査」という。）を総括する。 

 

４． 検査実施責任者は、検査対象の加工施設が「加工施設の技術基準に関する規則」に適合することを検査

で判定する。 

 

（定期事業者検査の報告） 

第５９条の４ 担当グループ長は、定期事業者検査の結果を、所長及び核燃料取扱主任者に報告するとともに、環境安

全部長に通知する。通知を受けた環境安全部長は、各定期事業者検査の結果を取りまとめ、定期事業者検査

報告書を作成する。 

 

（計器及び放射線測定器の校正） 

第５９条の５ 加工施設の保安のために直接関連を有する計器及び放射線測定器については校正を１年ごとに行う。た

だし、放射線測定器についての校正は、第 53条に基づく点検時に行う校正とする。 

 

（補修） 

第６３条  各部長は、第 36条第３項に基づき異常の原因を調査した結果、正常な状態に復帰させるために補修が必

要と判断した場合、又は、その他の理由で補修が必要と判断した場合は、補修作業を自ら実施する又は設備

管理部長に実施を依頼する。 

 

（改造） 

第６４条  各部長は、施設の改造を行う場合、自ら実施する又は設備管理部長に実施を依頼する。 

 

基保-018「補修及び改造基準」 

2.1 施設管理に係る計画 

使用前事業者検査は、要保-368「使用前事業者検査及び使用前確認対応要領」に基づき計画する。また、定期事業者検査は、以下の要領に基づ

き計画する。 

要保-379「定期事業者検査対応要領」、要保-369「定期事業者検査実施要領（設備管理部）」、要保-380「定期事業者検査実施要領（環境安全

部）」、要保-381「定期事業者検査実施要領（燃料製造部）」、要保-382「定期事業者検査実施要領（品質保証部）」 

2.2 施設管理に係る実施 

所長は、要保-368「使用前事業者検査及び使用前確認対応要領」に基づき、使用前事業者検査を実施させる。また、所長は、以下の要領に基づ

き、定期事業者検査を実施させる。 

要保-379「定期事業者検査対応要領」、要保-369「定期事業者検査実施要領（設備管理部）」、要保-380「定期事業者検査実施要領（環境安全

部）」、要保-381「定期事業者検査実施要領（燃料製造部）」、要保-382「定期事業者検査実施要領（品質保証部）」 

4.4 保全計画の策定 

4.4.2 定期事業者検査の実施計画の策定 

各部長は、以下の要領に基づき、定期事業者検査の実施計画を策定する。実施計画は、要保-056「保安に係わる年度計画の審議・報告要領」に

従い、毎年原則として 3月度定例核燃料安全委員会に次年度の計画につき審議依頼を行い核燃料安全委員会の勧告を受ける。 

要保-369「定期事業者検査実施要領（設備管理部）」、要保-380「定期事業者検査実施要領（環境安全部）」、要保-381「定期事業者検査実施要領

（燃料製造部）」、要保-382「定期事業者検査実施要領（品質保証部）」 

4.4.3 設計及び工事計画の策定 

ア）設計・開発計画の策定 

各部長は、保全計画の期間中に実施する加工施設の設計及び工事について、対象とする設備等、関係する要求事項、実施体制、工程等について

は、基保-021「設計管理基準」に基づき、制定する設計・開発計画において明確にする。 

4.5 補修及び改造 

設備管理部長は、補修及び改造の実施に必要なインフラストラクチャ（補修部品、作業用機材、作業場所、関連するユーティリティ（電気、

水、ガス等）等）を維持する。 

5-202 本加工施設における安全機能を有する施設は、安全機能を確認するための検査及び試験並び

にこれらの安全機能を健全に維持するための保守及び修理ができるような設計とする。 

14-6 26 本加工施設には飛来物となり得る高速回転物を設置しない設計とする。 （設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

5-202 本加工施設には飛来物となり得るタービン等の大規模な高速回転物を設置しない。 は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 10 設備管理部長は、加工施設には飛来物となり得るタービン等の大規模な高速回転物を設

置しない管理を行う。 
 

（４）手順書の整備 

10 設備管理部長は、加工施設には飛来物となり得るタービン等の大規模な高速回転物を設置しない管理を行う。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

15-18 7-5 可燃性物質（油類）は取扱量や保管場所を管理し、管理区域内では火気の使用を可能な限り

制限して管理する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

23 燃料製造部長は、所管する可燃性物質（油類）の取扱量や保管場所を管理し、管理区域内

では火気の使用を可能な限り制限して管理する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

23 燃料製造部長は、所管する可燃性物質（油類）の取扱量や保管場所を管理し、管理区域内では火気の使用を可能な限り制限して管理する。 

15-52 7-7 第１種管理区域の空気中のウランの建物からの漏えいを防止するため、建物は漏えいの少な

い構造とし、給排気設備により室内が外気より負圧になるよう維持する。 

（漏えい管理） 

第３４条  各部長は、加工施設を操作する場合は、核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講じ

る。 

(1)   第 30 条第 1項に定める設備の運転開始に先立って行う確認等により異常の有無を確認する。 

(2)   異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

 

２． 設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める

第１種管理区域の室内の圧力を外気に対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内

の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

 

３． 設備管理部長は、第１種管理区域内の部屋は、給排気設備により平均 6回/時以上の換気を行い、空気中

の放射性物質濃度が線量告示第６条に定める放射線業務従事者に係る濃度限度以下となるよう管理する。 

 

４． 各部長は、第１種管理区域内で核燃料物質等が飛散するおそれのあるプレス、粉末混合機等の設備・機

器及び固体廃棄物処理設備は、囲い式フード等の内部を排気することにより、その内部を室内に対して

9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とする。核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有しない設備・機器

に対してはフード内部の負圧を差圧計で確認し、核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有する設

備・機器に対してはその開口部の風速が 0.5 m/秒以上となるように開口部の風速を定期的に測定、点検し

て管理する。 

 

５． 燃料製造部長は、粉末状のウランは、パッキン付きの蓋をリングバンドで締め付けて密閉する構造の粉

末保管容器に収納して保管し、ウラン粉末の飛散及び漏えいのないように管理する。 

 

基保-026「加工施設の操作基準（設備管理部）」 

４－８ 漏えい管理 

（１）漏えいの防止 

設備管理部長は、加工施設を操作する場合は、設備や施設からの核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講ずる。 

①確認結果については、「加工施設の操作要領（設備管理部）」（要保-184）に基づき、記録様式に記録をつけさせ、評価する。 

②異常を発見した場合は、直ちに設備管理部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）及び「異常時の措置基準」（基保-012）に

従い必要な措置を講じる。 

③正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

（２）給排気設備の運転 

設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める第１種管理区域の室内の圧力を外気に
対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

給排気設備を点検等のために停止する場合には、一部の給排気設備を運転することにより第 1 種管理区域の室内の圧力を負圧に保つ措置を取

る。 

なお、給排気設備を全停止する場合は、各部長にその旨事前に連絡し、「補修及び改造基準」（基保-018）に定められた給排気設備停止時の措置

を実施する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

15-53 121 第１種管理区域においてウランが漏えいした場合には、空気中のウラン濃度をダストモニタ

により監視し警報を発する設計及びエアスニファにより検知する設計とすることにより、操

作員は設備損傷の可能性を想定し、設備からのウラン漏えいの拡大防止措置を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 １ 環境安全部長は、設備からウラン粉末が漏えいした場合、第１種管理区域では、空気中の

ウラン濃度を検知するダストモニタ、エアスニファによりこれを検知し、燃料製造部長

は、操作員が工程室内に漏えいしたウランの回収等を行うことにより拡大を防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（４）手順書の整備 

１ 環境安全部長は、設備からウラン粉末が漏えいした場合、第１種管理区域では、空気中のウラン濃度を検知するダストモニタ、エアスニフ

ァによりこれを検知し、燃料製造部長は、操作員が工程室内に漏えいしたウランの回収等を行うことにより拡大を防止する。 
7-10 設備からウラン粉末が漏えいした場合、第１種管理区域では、空気中のウラン濃度を検知す

るダストモニタ、エアスニファによりこれを検知し、操作員が工程室内に漏えいしたウラン

の回収等を行うことにより拡大を防止する。 

7-12 第１種管理区域においてウランが漏えいした場合には、空気中のウラン濃度をダストモニタ

により監視し警報を発する設計及びエアスニファにより検知する設計とすることにより、操

作員は設備損傷の可能性を想定し、設備からのウラン漏えいの拡大防止措置を講じる。 

7-13 設備からウラン粉末が漏えいした場合、第１種管理区域では、空気中のウラン濃度を検知す

るダストモニタ、エアスニファにより、これを検知し、漏えいの拡大防止を行うが、ここで

は操作員の対応には期待せず設備のウラン全量の放出を想定する。 

15-54 121 第１種管理区域を給排気設備により負圧に維持することにより、建物からのウラン漏えいを

防止するとし、また、第１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィルタ

により漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。 

（漏えい管理） 

第３４条  各部長は、加工施設を操作する場合は、核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講じ

る。 

(1)   第 30 条第 1項に定める設備の運転開始に先立って行う確認等により異常の有無を確認する。 

(2)   異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

 

２． 設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める

第１種管理区域の室内の圧力を外気に対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内

の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

 

３． 設備管理部長は、第１種管理区域内の部屋は、給排気設備により平均 6回/時以上の換気を行い、空気中

の放射性物質濃度が線量告示第６条に定める放射線業務従事者に係る濃度限度以下となるよう管理する。 

 

４． 各部長は、第１種管理区域内で核燃料物質等が飛散するおそれのあるプレス、粉末混合機等の設備・機

器及び固体廃棄物処理設備は、囲い式フード等の内部を排気することにより、その内部を室内に対して

9.8 Pa（1 mm 水柱）以上の負圧とする。核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有しない設備・機器

に対してはフード内部の負圧を差圧計で確認し、核燃料物質等の取扱い時に開閉する開口部を有する設

備・機器に対してはその開口部の風速が 0.5 m/秒以上となるように開口部の風速を定期的に測定、点検し

て管理する。 

 

５． 燃料製造部長は、粉末状のウランは、パッキン付きの蓋をリングバンドで締め付けて密閉する構造の粉

末保管容器に収納して保管し、ウラン粉末の飛散及び漏えいのないように管理する。 

 

基保-026「加工施設の操作基準（設備管理部）」 

４－８ 漏えい管理 

（１）漏えいの防止 

設備管理部長は、加工施設を操作する場合は、設備や施設からの核燃料物質等の飛散及び漏えいがないように以下の対策を講ずる。 

①確認結果については、「加工施設の操作要領（設備管理部）」（要保-184）に基づき、記録様式に記録をつけさせ、評価する。 

②異常を発見した場合は、直ちに設備管理部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）及び「異常時の措置基準」（基保-012）に

従い必要な措置を講じる。 

③正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、閉じ込めの機能を回復させる。 

（２）給排気設備の運転 

設備管理部長は、第１種管理区域で核燃料物質等を取り扱うときは、給排気設備により第 41条に定める第１種管理区域の室内の圧力を外気に

対して 19.6 Pa（2 mm 水柱）以上の負圧に維持するとともに、室内の負圧を差圧計により連続的に監視する。 

給排気設備を点検等のために停止する場合には、一部の給排気設備を運転することにより第 1 種管理区域の室内の圧力を負圧に保つ措置を取

る。 

なお、給排気設備を全停止する場合は、各部長にその旨事前に連絡し、「補修及び改造基準」（基保-018）に定められた給排気設備停止時の措置

を実施する。 

122 第１種管理区域を給排気設備により負圧に管理することにより、建物からのウランの漏えい

を防止するとし、また、第１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィル

タにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。 

123 C.爆発による閉じ込め機能の不全 また、第１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する

高性能エアフィルタにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。 

7-13 第１種管理区域を給排気設備により負圧に維持することにより、建物からのウラン漏えいを

防止するとし、また、第１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィルタ

により漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。 

7-14 第１種管理区域を給排気設備により負圧に管理することにより、建物からのウランの漏えい

を防止するとし、また、第１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する高性能エアフィル

タにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。 

7-15 C.爆発による閉じ込め機能の不全 また、第１種管理区域内の空気は、排気系統に設置する

高性能エアフィルタにより漏えいしたウラン粉末を除去した後、排気する設計とする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

15-56 122 当該事象が発生した場合、管理区域における自動火災報知設備により警報を発する設計とす

ることにより、操作員は初期消火活動を実施し拡大防止措置を講じる。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ２ 設備管理部長は、火災が発生した場合、火災区画内に設置する自動火災報知設備により火

災を感知し、環境安全部長は、火災を発見した者に粉末消火器による初期消火を実施させ

ることにより拡大を防止する。 

３ 所長は、粉末消火器により消火を行わせ火災の拡大を防止する。粉末消火器を用いた消火

が困難な場合は、初期消火活動のため参集の通報連絡を受けた要員が水消火設備（屋内消

火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火する。活動の流れ（粉末混合機等を設

置する火災区画への放水実施可否の判断基準を含む。）は、重大事故に至るおそれがある

事故発生時の拡大防止対策と同一とする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（４）手順書の整備 

２ 設備管理部長は、火災が発生した場合、火災区画内に設置する自動火災報知設備により火災を感知し、環境安全部長は、火災を発見した者

に粉末消火器による初期消火を実施させることにより拡大を防止する。 7-10 火災が発生した場合、火災区画内に設置する自動火災報知設備により火災を感知し、火災を

発見した者は粉末消火器による初期消火を実施することにより拡大を防止する。 

粉末消火器を用いた消火活動が困難な場合は、初期消火活動のため参集の通報連絡を受けた

要員が水消火設備（屋内又は屋外消火栓）を使用して消火する。 

7-14 当該事象が発生した場合、管理区域における自動火災報知設備により警報を発する設計とす

ることにより、操作員は初期消火活動を実施し拡大防止措置を講じる。 

火災が生じた場合、自動火災報知設備により火災を感知し、初期消火を実施することにより、

拡大防止するが、ここでは設備のウラン全量が影響を受けることを想定する。また、火災に

より粉末状のウランを取り扱う設備・機器の囲い式フードの損傷を仮定する。 

15-60 124 排風機が停止した場合には、工程室内の負圧維持が不可能となるが、建物は漏えいの少ない

構造とすることから、ウランの建物外への漏えいは、建物の微小な隙間からの拡散による漏

えいに限定される。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ４ 設備管理部長は、第１種管理区域の室内の負圧の維持が不可能となる場合への備えとし

て、建物は漏えいの少ない構造とし、防火ダンパー閉止により建物からのウランの漏えい

を防止する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（４）手順書の整備 

４ 設備管理部長は、第１種管理区域の室内の負圧の維持が不可能となる場合への備えとして、建物は漏えいの少ない構造とし、防火ダンパー

閉止により建物からのウランの漏えいを防止する。 
7-10 第１種管理区域の室内の負圧の維持が不可能となるが、建物は漏えいの少ない構造とし、防

火ダンパー閉止により建物からのウランの漏えいを防止する。 

7-16 排風機が停止した場合には、工程室内の負圧維持が不可能となるが、建物は漏えいの少ない

構造とすることから、また、防火ダンパー閉止により建物からのウランの漏えいによる影響

を緩和するため、ウランの建物外への漏えいは、建物の微小な隙間からの拡散による漏えい

のみである。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

17-5 

(続き) 

116 放射性液体廃棄物は、本加工施設の廃液処理設備で処理した後、貯槽に貯留し、廃液に含ま

れる放射性物質の濃度を合理的に達成できる限り低減し、線量告示に定める周辺監視区域外

の水中濃度限度以下であることを確認した後、施設外へ放出する。 

（放射性液体廃棄物） 

第７４条  環境安全部長は、別図２－（２）の排水口からの放射性液体廃棄物の放出による周辺監視区域外の水中の

放射性物質濃度が、線量告示で定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにする。 

 

２． 環境安全部長は、前項の排水口より放射性液体廃棄物を放出する場合は、合理的に達成可能な限り放射

性物質濃度を低減するために、排水貯槽内における排水中の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値

を超えないようにする。また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクに

は、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにするための対策を講じ、放射線業務従事者に

遵守させる。 

 

３． 環境安全部長は、別表 17に定めるところにより前項の排水中の放射性物質濃度を測定し各部長に通知す

る。 

 

４． 環境安全部長は、前項の排水中の放射性物質の濃度が、異常に高くなり、又は高くなるおそれがあると

きは、速やかに担当部長にその事実を通知するとともに、その原因の除去を勧告する。 

 

５． 担当部長は、前項の勧告を受けたときは、環境安全部長及び核燃料取扱主任者と協議してその原因を調

査し、適切な措置を講じる。 

 

６． 環境安全部長は、第４項において排水中の放射性物質の濃度が別表 16に定める管理目標値を超えた場合

は、適切な処置を施し、管理目標値以下になったことを確認して放出する。 

 

７． 環境安全部長は、放射性液体廃棄物に含まれる放射性物質の年間放出量を計算し、異常のないことを確

認する。 

 

８． 環境安全部長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、別表９に定めるところにより、平常

時の環境放射線モニタリングを行う。 

 

９． 各部長は、アルカリ又は有機溶媒等の排出し難い放射性液体廃棄物を腐食しない容器に封入する。 

 

10． 燃料製造部長は、前項の容器が破損した場合においても封入した放射性液体廃棄物を広がらせないで回

収汚染除去できるような処置を施すか又は前項の容器をそのような場所に保管する。 

 

11． 前項の保管に当たっては、第 73条第２項及び第３項の規定を準用する。ただし、放射性液体廃棄物の保

管廃棄設備は、別図３に示す第５廃棄物貯蔵棟とする。 

 

12． 燃料製造部長は、保管廃棄設備の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

17．放射性液体廃棄物 

17-4 排水口の放射性液体廃棄物の管理(第 74条 1項、2項) 

環境安全部長は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減するため以下の管理を行う。 

また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクには、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにす

るための対策を講じ、放射線業務従事者に遵守させる。 

5-10 (c) 工程から発生する廃液は、凝集沈殿装置、遠心分離装置、ろ過装置又は蒸発乾固装置若

しくはこれらの組み合わせにより処理した後、排水口より施設外へ放出する。 

5-17 周辺環境ヘ放出される放射性物質濃度を低減し、公衆の被ばく線量を合理的に達成できる限

り低くするため、第１種管理区域の工程からの排水は、廃液処理設備により処理し、建物外

に排出し、集中排水処理施設に貯留した後、排水口から周辺監視区域外へ排出する。 

6-27 本加工施設の廃液処理設備で処理した排水は、建物ごとに貯槽に貯留し、バッチ方式により

あらかじめその放射性物質の濃度を測定し、排水中の放射性物質濃度が線量告示に定める水

中濃度限度以下であることを確認した後、建物外へ排出する。 

建物外に排出した排水は集中排水処理施設にて貯留し、バッチ方式により放射性物質濃度を

測定し、確認してから事業所外へ排出する。 

17-7 5-18 高性能エアフィルタの目詰まりを監視するために差圧計を設ける。 添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

17 設備管理部長は、フィルタユニットは内包する高性能エアフィルタの交換が容易な構造

とし、目詰まりを監視するために差圧計を設けることにより、機能を適切に維持する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

17 設備管理部長は、フィルタユニットは内包する高性能エアフィルタの交換が容易な構造とし、目詰まりを監視するために差圧計を設ける

ことにより、機能を適切に維持する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第十八条（放射線管理施設）関係 

18-1 22 加工施設には、放射線業務従事者を放射線から防護するため、放射線業務従事者の出入管理、

汚染管理及び除染等を行う放射線管理施設を設ける。 

（被ばくの低減措置） 

第５０条  各部長は、管理区域内で作業を行う場合には、線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成可能な

限り放射線被ばくを低減するために、作業による線量及び作業場の放射線環境に応じた作業方法を立案し、

放射線業務従事者の受ける線量を低くするよう努める。 

 

２． 環境安全部長は、作業実施に伴う放射線防護措置の状況を確認し、必要に応じて、担当部長に指導、助

言を行う。 

 

３． 各部長は、管理区域に立ち入る者に対し、必要に応じて放射線防護のために保護衣、保護靴等必要な保

護具を着用させる。 

 

４． 各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う

場合には、一時的に簡易的なフードを設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護

具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを用いて局所的な放射性物質濃

度を測定する。 

 

（放射線測定器類の管理） 

第５３条  環境安全部長は、第 59条の 5に基づき、第 62条の 6に定める保全計画のもと、別表 11に定める放射線

測定器類を年１回点検・校正し、その機能が正常であることを確認する。 

 

２． 前項に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能となった場合は、速やかに修理又は代替品を補

充する。 

 

（放射性液体廃棄物） 

第７４条  環境安全部長は、別図２－（２）の排水口からの放射性液体廃棄物の放出による周辺監視区域外の水中の

放射性物質濃度が、線量告示で定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにする。 

 

２． 環境安全部長は、前項の排水口より放射性液体廃棄物を放出する場合は、合理的に達成可能な限り放射

性物質濃度を低減するために、排水貯槽内における排水中の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値

を超えないようにする。また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクに

は、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにするための対策を講じ、放射線業務従事者に

遵守させる。 

 

記載例 

別表１１ 放射線測定器類（第 53条関係） 
設置場所 測定器名 数量 点検・校正責任者 

第１加工棟 サーベイメータ 

 

低バックグラウンドカウンタ 

ガンマ線エリアモニタ（注） 

個人線量計（電子式線量計） 

1式 

 

1式 

1式 

1式 

環境安全部長 

 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 

分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

放射線

障害防

護用器

具 

汚染防護服 Ａ 各 36

組以上 

計 72

組以上 

事務棟、敷地内 外観･員数 

１回／年 

環境安全部長 

呼吸用ボンベマスク Ａ 各 2 式

以上 

計 15

式 

事務棟、第２加工

棟、敷地内 

外観･員数･動作 

１回／６月 

環境安全部長 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ５ 環境安全部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常時に迅速な対策処

理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想される放射性物質の放出経路

等において、放射性物質の濃度を監視及び測定するためのエアスニファ及びダストモニ

タを設けるとともに可搬式ダストサンプラ、低バックグラウンドカウンタ及びサーベイ

メータを備え、加工施設からの等方的な放出が想定されるガンマ線を検知するためのモ

ニタリングポストを設けるとともにガンマ線エリアモニタ及びサーベイメータを備え

る。また、風向、風速、降雨量等の気象状況を監視及び測定するための気象観測装置を

備える。 
 

基保-001「放射線管理基準」 

13．放射線測定器類の管理 

13-2 放射線測定器類の点検(第 53条第 1項) 

環境安全部長は、別途定める保全計画に基づいて、表６に定める放射線測定器類を年 1回点検し、その機能が正常であることを確認する｡ 

13-3 放射線測定器類の修理または代替品の補充(第 53条第 2項) 

前項に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能となった場合は、速やかに修理又は代替品を補充する。 

表６ 放射線測定器類（第 53条関係） 

17．放射性液体廃棄物 

17-4 排水口の放射性液体廃棄物の管理(第 74条 1項、2項) 

環境安全部長は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減するため以下の管理を行う。 

また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクには、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにす

るための対策を講じ、放射線業務従事者に遵守させる。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。また、緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示でき

るようにしておく。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

５ 環境安全部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常時に迅速な対策処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、

予想される放射性物質の放出経路等において、放射性物質の濃度を監視及び測定するためのエアスニファ及びダストモニタを設けるとともに

可搬式ダストサンプラ、低バックグラウンドカウンタ及びサーベイメータを備え、加工施設からの等方的な放出が想定されるガンマ線を検知

するためのモニタリングポストを設けるとともにガンマ線エリアモニタ及びサーベイメータを備える。また、風向、風速、降雨量等の気象状

況を監視及び測定するための気象観測装置を備える。 

87 屋内管理用の設備は、放射線業務従事者の出入管理、汚染管理及び除染等を行う放射線管理

施設で構成する。 

5-10 放射線から放射線業務従事者を防護するため、以下を考慮して作業環境における放射線被ば

く及び放射線業務従事者の個人被ばくを監視及び管理する。 

5-203 加工施設には、放射線業務従事者を放射線から防護するため、放射線被ばくの監視及び管理

を行う放射線管理施設を設ける。 

放射線管理施設について、添５リ(ﾄ）の第１表に示す。 

5-204 添５リ(ﾄ)の第１表 放射線管理施設  

18-2 22 管理区域における外部放射線に係る線量、物の表面の放射性物質の密度及び空気中の放射性

物質の濃度を監視及び管理するための設備・機器を設ける。 

（放射線測定器類の管理） 

第５３条  環境安全部長は、第 59条の 5に基づき、第 62条の 6に定める保全計画のもと、別表 11に定める放射線

測定器類を年１回点検・校正し、その機能が正常であることを確認する。 

 

２． 前項に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能となった場合は、速やかに修理又は代替品を補

充する。 

 

記載例 

別表１１ 放射線測定器類（第 53条関係） 
設置場所 測定器名 数量 点検・校正責任者 

第１加工棟 サーベイメータ 

 

低バックグラウンドカウンタ 

ガンマ線エリアモニタ（注） 

個人線量計（電子式線量計） 

1式 

 

1式 

1式 

1式 

環境安全部長 

 

基保-001「放射線管理基準」 

13．放射線測定器類の管理 

13-2 放射線測定器類の点検(第 53条第 1項) 

環境安全部長は、別途定める保全計画に基づいて、表６に定める放射線測定器類を年 1回点検し、その機能が正常であることを確認する｡ 

13-3 放射線測定器類の修理または代替品の補充(第 53条第 2項) 

前項に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能となった場合は、速やかに修理又は代替品を補充する。 

表６ 放射線測定器類（第 53条関係） 

5-10 作業環境における空間線量、空気中の放射性物質の濃度、床面等の放射性物質の表面密度等

を監視及び管理するためのエアスニファ、ダストモニタ及びガンマ線エリアモニタを設ける

とともに、低バックグラウンドカウンタ、サーベイメータ、熱蛍光線量計（TLD）、可搬式ダ

ストサンプラ等を備える。 

試料中に含まれるウラン及び放射性不純物の核種を同定するための放射線測定装置等を備

える。 

5-203 作業環境における空気中の放射性物質を集塵するエアスニファ、リサイクル空気中の放射性

物質の濃度を測定するダストモニタ、作業環境における空間線量率を測定するガンマ線エリ

アモニタを設ける。 

作業環境における空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を測定す

る低バックグラウンドカウンタ、空間線量率又は表面汚染を測定するサーベイメータ、空間

線量率を測定する熱蛍光線量計（TLD）、試料中に含まれるウラン及び放射性不純物の核種を

同定するための放射線測定装置等を備える。 

     



 

1
0
7
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

18-3 5-10 第１種管理区域の出入口等には、半面マスク、全面マスク、ボンベ式呼吸器等の呼吸保護具

を備える。 

（被ばくの低減措置） 

第５０条  各部長は、管理区域内で作業を行う場合には、線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成可能な

限り放射線被ばくを低減するために、作業による線量及び作業場の放射線環境に応じた作業方法を立案し、

放射線業務従事者の受ける線量を低くするよう努める。 

 

２． 環境安全部長は、作業実施に伴う放射線防護措置の状況を確認し、必要に応じて、担当部長に指導、助

言を行う。 

 

３． 各部長は、管理区域に立ち入る者に対し、必要に応じて放射線防護のために保護衣、保護靴等必要な保

護具を着用させる。 

 

４． 各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う

場合には、一時的に簡易的なフードを設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護

具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを用いて局所的な放射性物質濃

度を測定する。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 

分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

放射線

障害防

護用器

具 

汚染防護服 Ａ 各 36

組以上 

計 72

組以上 

事務棟、敷地内 外観･員数 

１回／年 

環境安全部長 

呼吸用ボンベマスク Ａ 各 2 式

以上 

計 15

式 

事務棟、第２加工

棟、敷地内 

外観･員数･動作 

１回／６月 

環境安全部長 

 

基保-001「放射線管理基準」 

10．被ばくの低減措置 

10-4 保護具の着用(第 50条第 3項) 

各部長は、放射線業務従事者が核燃料物質を取扱うに際し、放射性物質による身体汚染、内部被ばくの防護のために専用の手袋、作業衣、帽

子、マスク、作業靴等の保護具を作業標準、工事作業計画または作業条件指示書により着用させる。 

作業者は、保守点検等の通常作業でフード内作業する場合は、保護具の選択について放射線管理員の指示に従う。また、作業責任者は、通常作

業以外で汚染作業する場合は、被ばく低減、汚染拡大防止を図るため、保護具・養生方法等について放射線管理員に相談し作業標準、工事作業

計画または作業条件指示書により定める。 

10-5 一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合の措置 

各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合には、一時的に簡易的なフードを

設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを

用いて局所的な放射性物質濃度を測定する。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。また、緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示でき

るようにしておく。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

5-203 第１種管理区域の出入口等には、放射性物質の体内摂取を防止する半面マスク、全面マスク、

ボンベ式呼吸器等の呼吸保護具を備えるとともに、尿中ウラン量測定機器によりウランの体

内摂取の有無を確認できるようにする。 

 5-11 管理区域の出入口近くに出入管理室を設け、第１種管理区域の出入口には身体の表面汚染の

有無を確認するためのハンドフットクロスモニタ等を設ける。 

放射線業務従事者の個人被ばく管理のための蛍光ガラス線量計、熱蛍光線量計（TLD）、電子

式線量計、ポケット線量計等の個人線量計を備える。 

No.18-2 に同じ 基保-001「放射線管理基準」 

13．放射線測定器類の管理 

13-2 放射線測定器類の点検(第 53条第 1項) 

環境安全部長は、別途定める保全計画に基づいて、表６に定める放射線測定器類を年 1回点検し、その機能が正常であることを確認する｡ 

13-3 放射線測定器類の修理または代替品の補充(第 53条第 2項) 

前項に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能となった場合は、速やかに修理又は代替品を補充する。 

表６ 放射線測定器類（第 53条関係） 

5-203 放射線業務従事者の出入管理、汚染管理及び除染等を行う施設として、管理区域の出入口近

くに出入管理室を設け、第１種管理区域の出入口には、第１種管理区域からの退出者の汚染

を測定するハンドフットクロスモニタを設け、除染のための流し等を備える。 

搬出物品の汚染を測定する物品搬出モニタ等を備える。 

放射線業務従事者の個人被ばく線量を測定する蛍光ガラス線量計、熱蛍光線量計（TLD）、電

子式線量計、ポケット線量計等の個人線量計を備える。 

 5-11 除染のための流し等を備える。 

尿中ウラン量測定機器によりウランの体内摂取の有無を確認できるようにするための検査

手順等を定める。 

（第１種管理区域への出入管理） 

第４５条  環境安全部長は、施錠等により第１種管理区域にみだりに人の立入りができないような措置を講じるとと

もに、立ち入る者に対して次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1)  所定の被服を着用すること。 

(2)  退出する場合は、ハンドフットクロスモニタ等により、身体及び身体に着用している物の表面密度の

検査をすること。なお、ハンドフットクロスモニタが故障等により使用不能となった場合には、サーベ

イメータにて対応する。 

 

２． 環境安全部長は、第１種管理区域を退出する者について、身体及び身体に着用している物の表面密度が別

表６に定める値を超えないような措置を講じる。 

 

３． 環境安全部長は、第１種管理区域を退出する者について、放射性物質によって汚染された身体又は物に

係る放射性物質の表面密度が別表６に定める値を超えた場合の措置をあらかじめ定めておく。 

 

（線量当量等の測定） 

第５２条  環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を別表９及び別表 10に定めるところ

により監視及び測定する。 

 

（放射性液体廃棄物） 

第７４条  環境安全部長は、別図２－（２）の排水口からの放射性液体廃棄物の放出による周辺監視区域外の水中の

放射性物質濃度が、線量告示で定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにする。 

 

２． 環境安全部長は、前項の排水口より放射性液体廃棄物を放出する場合は、合理的に達成可能な限り放射

性物質濃度を低減するために、排水貯槽内における排水中の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値

を超えないようにする。また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクに

は、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにするための対策を講じ、放射線業務従事者に

遵守させる。 

 

別表１０ 線量当量等の測定方法 

基保-001「放射線管理基準」 

６．第１種管理区域への出入管理 

6-3 第１種管理区域に立ち入る者に対する遵守させる措置(第 45条第 1項) 

環境安全部長は、第１種管理区域に立ち入る者に以下を保安教育で周知し遵守させる。また、第１種管理区域入口に「第１種管理区域立入時

の注意事項」を掲示し周知する。 

(1) 身体汚染を防ぐため第１種管理区域専用の作業服、帽子、靴下及び靴を着用する。なお、見学及び巡視等で入域し、設備に触れない場合

は、管理区域内専用の作業服の代わりに黄着衣を着用できるものとする。 

(2) 第１種管理区域からの退出時は、ハンドフットクロスモニタ及び物品搬出モニタで身体及び身体に着用している物の汚染の検査を実施す

る。ハンドフットクロスモニタで身体の汚染検査を実施する場合、汚染されやすい部位である手、足を検査する。ただし手、足以外に汚染のお

それのある場合は、ハンドフットクロスモニタのクロスモニタで汚染の検査を実施する。なお、ハンドフットクロスモニタが故障等により使

用不能となった場合には、サーベイメータにて対応する。 

17．放射性液体廃棄物 

17-4 排水口の放射性液体廃棄物の管理(第 74条 1項、2項) 

環境安全部長は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減するため以下の管理を行う。 

また、第１種管理区域内の流し（手洗い、シャワー）及び空調ドレン水タンクには、通常時において有意な核燃料物質が混入されないようにす

るための対策を講じ、放射線業務従事者に遵守させる。 

12．線量当量等の測定 

12-2 線量当量等の監視及び測定(第 52条第 1項) 

環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を表４及び表５に定めるところにより測定する。 

表４ 線量当量等の測定（第 52条、第 74条、第 75条関係） 

表５ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 

5-203 第１種管理区域の出入口等には、放射性物質の体内摂取を防止する半面マスク、全面マスク、

ボンベ式呼吸器等の呼吸保護具を備えるとともに、尿中ウラン量測定機器によりウランの体

内摂取の有無を確認できるようにする。 

放射線業務従事者の出入管理、汚染管理及び除染等を行う施設として、管理区域の出入口近

くに出入管理室を設け、第１種管理区域の出入口には、第１種管理区域からの退出者の汚染

を測定するハンドフットクロスモニタを設け、除染のための流し等を備える。 

18-4 87 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示できる設備を設ける。 添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ４ 環境安全部長は、監視及び測定により得られた情報を表示できる放射線監視盤及び警報

集中表示盤を備えるとともに、緊急対策本部を設置する部屋にも表示する。 

５ 環境安全部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常時に迅速な対策処

理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想される放射性物質の放出経路

等において、放射性物質の濃度を監視及び測定するためのエアスニファ及びダストモニ

タを設けるとともに可搬式ダストサンプラ、低バックグラウンドカウンタ及びサーベイ

メータを備え、加工施設からの等方的な放出が想定されるガンマ線を検知するためのモ

ニタリングポストを設けるとともにガンマ線エリアモニタ及びサーベイメータを備え

る。また、風向、風速、降雨量等の気象状況を監視及び測定するための気象観測装置を

備える。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

４ 環境安全部長は、監視及び測定により得られた情報を表示できる放射線監視盤及び警報集中表示盤を備えるとともに、緊急対策本部を設置

する部屋にも表示する。 

5-10 ダストモニタ及びガンマ線エリアモニタによる測定値を表示するための放射線監視盤等を

設けるとともに、通常状態から逸脱するような異常が検知された場合において関係管理者等

に通報できるようにする。 

5-203 放射線管理施設には、放射線管理に必要な情報を適切な場所に表示できる設備を設ける。 

ダストモニタ又はガンマ線エリアモニタによる測定値を表示する放射線監視盤を設ける。 

 5-10 ダストモニタ及びガンマ線エリアモニタによる測定値を表示するための放射線監視盤等を

設けるとともに、通常状態から逸脱するような異常が検知された場合において関係管理者等

に通報できるようにする。 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

11 環境安全部長は、通常状態から逸脱するような異常が検知された場合において、当該区

域への立入制限の表示を行うとともに、速やかに担当部長にその事実を通知する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（４）手順書の整備 

11 環境安全部長は、通常状態から逸脱するような異常が検知された場合において、当該区域への立入制限の表示を行うとともに、速やかに担

当部長にその事実を通知する。 
5-203 放射線管理施設は、通常状態から逸脱するような異常が検知された場合において、当該区域

への立入制限の表示を行うとともに、関係管理者等に通報できる設計とする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 
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アンダーライン：事業許可該当箇所 

     

18-5 22 管理区域における空間線量、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度

等の放射線管理に必要な情報を管理区域の出入口等に表示できる設計とする。 

（線量当量等の測定） 

第５２条  環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を別表９及び別表 10に定めるところ

により監視及び測定する。 

 

２． 環境安全部長は、前項の測定により異常が認められた場合は、その原因を調査し、放射線防護上必要な

措置を講じる。 

 

３． 環境安全部長は、放射線管理に必要な情報である管理区域における空間線量、空気中の放射性物質の濃

度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示する。 

 

４． 環境安全部長は、別図２－（２）に示す周辺監視区域境界付近に設けるモニタリングポストにより空間

放射線量率を測定し、監視する。なお、モニタリングポストが故障等により機能しない場合には、サーベ

イメータにて対応する。 

 

５． 環境安全部長は、気象観測装置が地震等の影響により使用不能となった場合には、代替手段により気象情

報を入手して対応する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

12．線量当量等の測定 

12-4 放射線管理に必要な情報の表示（第 52条第 3項） 

環境安全部長は、第２加工棟、第１廃棄物貯蔵棟、第１加工棟の管理区域の入口付近に 12-2 項の測定により得られた結果のうち、当該建屋の

線量当量率、表面密度、空気中の放射性物質の濃度の測定結果を、それぞれ掲示する。第１加工棟の管理区域入り口には、第１－１排水槽、第

１－３貯蔵棟、第２廃棄物貯蔵棟、第３廃棄物貯蔵棟の線量等についても併せて掲示する。 

115 本加工施設の適切な場所に、管理区域における空間線量、空気中の放射性物質の濃度及び床

面等の放射性物質の表面密度を表示する。 

5-10 放射線管理に必要な情報である管理区域における空間線量、空気中の放射性物質の濃度及び

床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示する。 

5-203 管理区域における空間線量、空気中の放射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度

は、管理区域入口付近の掲示板に表示する。 

6-3 放射線業務従事者の外部被ばく及び内部被ばく管理のため、管理区域において次のように管

理する。 

放射線管理情報の表示 管理区域の出入口近くの適切な場所に、管理区域における線量、空

気中の放射性物質濃度及び床面等の表面密度をそれぞれ表示する。 

18-9 114 第１種管理区域及び第２種管理区域への出入りは、それぞれ指定した場所から行う。 （管理区域への出入管理） 

第４４条  環境安全部長は、許可された者以外の者を管理区域に立ち入らせない。 

 

２． 環境安全部長は、施錠等により管理区域にみだりに人の立入りができないような措置を講じるとともに、

立ち入る者に対して次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1)  管理区域出入口を経由すること。 

ただし、環境安全部長の承認を得てその指示に従う場合はこの限りでない。 

(2)  所定の個人線量測定器を着用すること。 

ただし、第 47 条に定める管理区域一時立入者で複数の者が立ち入る場合であって、環境安全部長が

あらかじめ定めた方法に従う場合はこの限りでない。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

５．管理区域への出入管理 

5-2 管理区域への出入(第 44条第 1項) 

環境安全部長は、第 47条で許可された者（放射線業務従事者及び一時立入者）以外の者を管理区域及び一時管理区域に立ち入らせない。 

5-3 管理区域にみだりに人の立ち入りができないような措置(第 44条第 2項) 

環境安全部長は、施錠・区画により管理区域にみだりに人の出入りができないようにする。 

環境安全部長は、放射線業務従事者以外の者を管理区域に立ち入らせる場合には次の処置を行うと共に立入記録の確認を行う。 

(1)当事業所員で管理区域に一時的に立ち入る者は、「管理区域立入記録（一時立入者(所員)）」へ記入し立ち入るものとする。 

(2)当事業所に所属しない者で管理区域に一時的に立ち入る者は、事前に担当の当事業所員を通じて一時入域申請システムに必要事項を登録し

許可を得るとともに管理区域入口に備え付けられている「管理区域立入記録（一時立入者(一般)）」に記録する。 

(3)継続して入域する公的機関に属する検査官及びこれに準ずる者については、初回の一時立入者の入域手続きのみで以後の一時立入者の手続

きは省くことができるものとする。ただし、「管理区域立入記録（一時立入者）(保安検査官・防災専門官)」記録については省くことはできな

いものとする。 

5-4 放射線業務従事者の管理区域への出入(第 44条) 

放射線業務従事者が管理区域に立ち入る場合は、以下の手順で立ち入るものとする。 

(1)ＩＤカード（通門証）及びガラスバッジを携帯する。 

(2)ＩＤカード（通門証）リーダ又はガラスバッジリーダが設置されている出入口では、ＩＤカード（通門証）又はガラスバッジをリーダに認

識させ立ち入る。 

(3)ＩＤカード（通門証）リーダ及びガラスバッジリーダがない出入口（一時管理区域を含む）では、「管理区域立入記録（放射線業務従事者）」

へ記入し立ち入る。 

なお、第１種管理区域内に設定した一時的な第２種管理区域に立ち入る場合は、内部被ばくを安全側に評価するために立ち入り時間の全てを

第１種管理区域に立ち入ったとみなすため、「管理区域立入記録」への記入を不要とする。 

5-5 管理区域に立ち入る者に対して遵守させる措置(第 44条第 2項) 

環境安全部長は、管理区域に、立ち入る者に対して次の事項を遵守させるとともに第１加工棟、第２加工棟及び第１廃棄物貯蔵棟の管理区域

出入口に「管理区域の立入時注意事項」を掲示し周知する。 

5-5-1 管理区域出入口を経由すること。 

出入管理を確実に行うため管理区域の通常の出入口（電子錠を設置、放射線業務従事者以外の者が立入る場合の立入記録を用意）を 1 ヶ所と

する。ただし、作業標準または工事作業計画で認められた場合は、認められた出入口の使用を可能とする。 

5-5-2 所定の個人線量測定器を着用すること。 

放射線業務従事者は、管理区域に立ち入る場合、常にガラスバッジ等指示された個人線量測定器を着用する。また、外部放射線に係る線量を

制限する必要がある特別管理区域への立入の場合は、ガラスバッジのほかに、ポケット線量計を着用する。 

一時立入者が管理区域に立ち入るときは、個人線量測定器であるガラスバッジ、ＴＬＤまたはポケット線量計を着用させる。ただし、一般見

学等多数の者が同時に入域する場合は、1グループを少人数に分け、個人線量測定器はグループ毎に 1名以上に着用させる。 

着用部位は胸部、女子にあっては腹部とする。また、他の部位が胸部又は腹部を超える外部被ばくをする恐れがあるときは必要に応じて適切

な線量測定器を着用させる。 

6-2 放射線業務従事者の外部被ばく及び内部被ばく管理のため、管理区域において次のように管

理する。 

管理区域の出入り管理及び退出時の表面汚染管理 第１種管理区域及び第２種管理区域への

出入りは、それぞれ指定した場所から行う。 
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18-9 

(続き) 

114 第１種管理区域から退出する場合は、身体表面又は搬出物品の表面汚染を測定し、表面密度

限度の 1/10 以下になるように管理する。 

（第１種管理区域への出入管理） 

第４５条  環境安全部長は、施錠等により第１種管理区域にみだりに人の立入りができないような措置を講じるとと

もに、立ち入る者に対して次の事項を遵守させる措置を講じる。 

(1)  所定の被服を着用すること。 

(2)  退出する場合は、ハンドフットクロスモニタ等により、身体及び身体に着用している物の表面密度の

検査をすること。なお、ハンドフットクロスモニタが故障等により使用不能となった場合には、サーベ

イメータにて対応する。 

 

２． 環境安全部長は、第１種管理区域を退出する者について、身体及び身体に着用している物の表面密度が別

表６に定める値を超えないような措置を講じる。 

 

３． 環境安全部長は、第１種管理区域を退出する者について、放射性物質によって汚染された身体又は物に係

る放射性物質の表面密度が別表６に定める値を超えた場合の措置をあらかじめ定めておく。 

 

（第１種管理区域外への移動） 

第５４条  環境安全部長は、第１種管理区域外へ持ち出す物品については、表面密度が別表 12に定める限度値を超

えていないことを確認する。 

 

（管理区域外への移動） 

第５５条  核燃料物質等を管理区域外へ移動させる場合には、環境安全部長は、必要に応じてしゃへい等の措置が講

じられ、線量当量率が別表 12に定める限度値を超えていないことを確認する。 

 

（周辺監視区域内の運搬） 

第５６条  各部長は、核燃料物質等を周辺監視区域内において運搬する場合は、加工規則第７条の６に定める運搬に

関する措置を講じ、運搬前にこれらの実施状況を確認する。 

 

２． 各部長は、「核燃料物質等の工場又事業所の外における運搬に関する規則」（以下「外運搬規則」とい

う。）及び「核燃料物質等車両運搬規則」（以下「車両運搬規則」という。）に定める運搬の技術上の基準に

従って保安のために必要な措置が講じられていることを運搬前に確認した場合は、第 1項にかかわらず、

核燃料物質等を周辺監視区域内において運搬することができる。 

 

（周辺監視区域外への運搬） 

第５７条  燃料製造部長は、核燃料物質等を周辺監視区域外へ運搬する場合は、運搬先の確認を行うとともに、外運

搬規則及び車両運搬規則に定める運搬に関する措置を講じ、措置結果を所長に報告する。 
 

別表６ 身体及び身体に着用している物の表面密度（第 45条関係） 
区分 表面密度 

アルファ線を放出する放射性物質 0.4 Bq／cm2 

アルファ線を放出しない放射性物質 4 Bq／cm2 

 

別表１２ 物品移動に係る限度値（第 54条、第 55条関係） 

項目 限度値 

表面の放射性物質の密度 アルファ線を放出する放射性物質 0.4 Bq/cm2 

アルファ線を放出しない放射性物質 4 Bq/cm2 

表面における線量当量率 2 mSv/h 

原子力規制委員会の運搬に係る特別措置の承認を

受けた場合は 10 mSv/h 

表面から 1 mにおける線量当量率 100 μSv/h 

原子力規制委員会の運搬に係る特別措置の承認を

受けた場合は除く。 
 

基保-001「放射線管理基準」 

６．第１種管理区域への出入管理 

6-2 第１種管理区域にみだりに人の立ち入りができないような措置(第 45条第 1項) 

環境安全部長は、第１種管理区域にみだりに人の立ち入りができないように以下の措置を講じる。 

(1)出入管理を確実に行うため第１種管理区域出入口を 1箇所とする。 

(2)第１種管理区域を持つ建屋の入口は施錠（電子錠を含む）管理する。 

(3)第１種管理区域入口は、常時監視または施錠（ゲートの設置を含む）することによりみだりに人の立入りができないようにする。 

6-3 第１種管理区域に立ち入る者に対する遵守させる措置(第 45条第 1項) 

環境安全部長は、第１種管理区域に立ち入る者に以下を保安教育で周知し遵守させる。また、第１種管理区域入口に「第１種管理区域立入時

の注意事項」を掲示し周知する。 

(1)身体汚染を防ぐため第１種管理区域専用の作業服、帽子、靴下及び靴を着用する。なお、見学及び巡視等で入域し、設備に触れない場合は、

管理区域内専用の作業服の代わりに黄着衣を着用できるものとする。 

(2)第１種管理区域からの退出時は、ハンドフットクロスモニタ及び物品搬出モニタで身体及び身体に着用している物の汚染の検査を実施す

る。ハンドフットクロスモニタで身体の汚染検査を実施する場合、汚染されやすい部位である手、足を検査する。ただし手、足以外に汚染のお

それのある場合は、ハンドフットクロスモニタのクロスモニタで汚染の検査を実施する。なお、ハンドフットクロスモニタが故障等により使

用不能となった場合には、サーベイメータにて対応する。 

6-4 身体及び身体に着用している物の表面密度が表１に定める値を超えないような措置(第 45条第 2項、第 3項) 

環境安全部長は、第１種管理区域から退出する従業員等の身体及び身体に着用している物の表面密度が表１に定める値（0.4Bq/cm2)を超えない

ように以下の措置を講じる。 

(1)立入時は、身体汚染を防ぐため第１種管理区域専用の作業服（または黄着衣）、帽子、靴下及び靴を着用する。 

(2)退出時は、出入管理室で立入時に着用したものを脱ぎ手洗場所で手等を洗い、ハンドフットクロスモニタ及び物品搬出モニタで身体及び身

体に着用している物の汚染の検査を実施する。 

(3)上記測定の結果、汚染が発見された場合以下の措置を行う。 

①汚染が発見された場合は、出入管理員または放射線管理員に連絡する。 

②出入管理員または放射線管理員は、再度測定させ誤報か汚染かを確認する。 

③汚染の場合、汚染部位と汚染の程度を確認する。 

④放射線管理員は、除染を指示する。その際汚染を広げないように注意する。 

⑤床面汚染の可能性がある場合は、更衣室の汚染状況を確認し必要に応じ除染する。 

⑥除染後、ハンドフットクロスモニタで汚染検査を行う。 

⑦再度汚染が発見されたら③から繰り返す。 

⑧除染を 3回以上実施しても汚染がある場合は、汚染状況について環境管理グループ長に連絡する。 

表１ 身体及び身体に着用している物の表面密度（第 45条関係） 

6-2 放射線業務従事者の外部被ばく及び内部被ばく管理のため、管理区域において次のように管

理する。 

第１種管理区域から退出又は物品を搬出する際には、出口においてハンドフットクロスモニ

タ等により身体表面及び搬出物品の表面密度を測定し、線量告示に定める表面密度限度の

1/10 を超えないように管理する。 
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18-9 

(続き) 

114 作業環境及び周辺環境の汚染防止のため、以下により閉じ込めの管理を行う。 

管理区域においては線量、表面密度及び空気中の放射性物質濃度を定期的に測定し、管理す

る。 

第１種管理区域においては、空気中の放射性物質をエアスニファ等により採取し、その濃度

を低バックグラウンドカウンタにより週１回以上の頻度で定期的に測定し、管理する。 

第１種管理区域においては、床、壁等の表面密度をスミヤ法等により週１回以上の頻度で定

期的に測定し、管理する。 

（線量当量等の測定） 

第５２条  環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を別表９及び別表 10に定めるところ

により監視及び測定する。 

 

２． 環境安全部長は、前項の測定により異常が認められた場合は、その原因を調査し、放射線防護上必要な

措置を講じる。 

 

３． 環境安全部長は、放射線管理に必要な情報である管理区域における空間線量、空気中の放射性物質の濃

度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示する。 

 

４． 環境安全部長は、別図２－（２）に示す周辺監視区域境界付近に設けるモニタリングポストにより空間

放射線量率を測定し、監視する。なお、モニタリングポストが故障等により機能しない場合には、サーベ

イメータにて対応する。 

 

５． 環境安全部長は、気象観測装置が地震等の影響により使用不能となった場合には、代替手段により気象情

報を入手して対応する。 

 

別表９ 線量当量等の測定（第 52条、第 74条、第 75条関係） 

測定場所 測定項目 測定頻度 

第１種管理区域 

・外部放射線に係る線量当量 

・空気中の放射性物質の濃度 

・表面密度 

 

 １回／週 

第２種管理区域 ・外部放射線に係る線量当量 

周辺監視区域 ・外部放射線に係る線量当量 

周辺監視区域外 
・環境試料中の放射性物質濃度 (注１) 

・空気中の放射性物質の濃度 
 １回／３月 

(注１) 周辺環境におけるウランの濃度を監視するため、加工施設周辺の河川水、土壌のウラン濃度

の測定を行う。 

 

別表１０ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 
測定項目 測定方法 

放射線業務従事

者の線量 

放射線業務従事者の外部被ばく

による線量 

蛍光ガラス線量計、個人線量計（電子式線

量計）又は熱蛍光線量計（TLD）による測定 

第１種管理区域に立ち入った放

射線業務従事者の内部被ばくに

よる線量 

空気中放射性物質濃度からの計算又はバ

イオアッセイ法（尿中ウラン量測定等）に

よる測定 

表面密度 第１種管理区域 ろ紙によるふき取り及び低バックグラウ

ンドカウンタ等による測定 

空気中の放射性

物質の濃度 

第１種管理区域 エアスニファ等による集塵及び低バック

グラウンドカウンタ等による測定 

ダストモニタ（換気用モニタ）による測定 

排気口 ダストモニタ（排気用モニタ）による測定 

水中の放射性物

質濃度 

排水口 排水の採取試料について蒸発乾固及び低

バックグラウンドカウンタ等による測定 

外部放射線に係

る線量当量 

管理区域及び周辺監視区域 モニタリングポスト、熱蛍光線量計（TLD）

等による測定 

風向、風速等 周辺監視区域 気象観測装置による測定 
 

基保-001「放射線管理基準」 

12．線量当量等の測定 

12-2 線量当量等の監視及び測定(第 52条第 1項) 

環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を表４及び表５に定めるところにより測定する。この場合、管理区域及び

周辺監視区域における 1週間の線量当量は、加工則第 7条第 3項に定める原子力規制委員会の定めるところにより（線量告示第 10条第 1項：

1センチメートル線量当量とする）記録する。この 1週間の線量当量を積算線量計で測定する場合で、積算日数が 1週間（7日）と異なる時は、

加工則第 7 条第 2 項（前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができ

る記録をもってその事項の記録に代えることができる。）を適用し、比例計算により推定する。 

環境安全部長は、線量当量等の測定結果が法令値または表８の管理目標値を超えないようにするため「社内管理目標値（放射線管理）要領」を

定め監視する。 

なお、各部長は、再生濃縮ウランの使用・保管により線量当量等の測定に影響がある場合は、環境安全部長に連絡する。 

また、上記線量当量等の測定に加えて電離則第 54条第 1項に基づく線量当量率の測定をサーベイメータにより 1回/月の頻度で実施する。 

表４ 線量当量等の測定（第 52条、第 74条、第 75条関係） 

表５ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 

表８ 周辺監視区域の外側の境界における空気中又は水中の放射性物質の濃度限度及び管理目標値 （第 74条、第 75条関係） 

6-2 管理区域の区分及び管理 管理区域においては、線量、空気中の放射性物質濃度及び表面密

度を定期的に測定し、管理する。 

放射線業務従事者の外部被ばく及び内部被ばく管理のため、管理区域において次のように管

理する。 

外部放射線に係る線量の測定 第１種管理区域及び第２種管理区域においては、外部放射線

に係る線量を熱蛍光線量計（TLD）等によって週１回以上の頻度で定期的に測定し、管理す

る。 

表面密度の測定 第１種管理区域においては、床、壁等の表面密度をスミヤ法等により週１

回以上の頻度で定期的に測定し、管理する。 

空気中の放射性物質濃度の測定 第１種管理区域においては、空気中の放射性物質をエアス

ニファにより採取し、その濃度を放射能測定装置により週１回以上の頻度で定期的に測定

し、管理する。 

 114 一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合には、必要に応じて放射線

業務従事者が半面マスク、全面マスク等の呼吸保護具を着用し、放射性物質の体内摂取を防

止する。 

（被ばくの低減措置） 

第５０条  各部長は、管理区域内で作業を行う場合には、線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成可能な

限り放射線被ばくを低減するために、作業による線量及び作業場の放射線環境に応じた作業方法を立案し、

放射線業務従事者の受ける線量を低くするよう努める。 

 

２． 環境安全部長は、作業実施に伴う放射線防護措置の状況を確認し、必要に応じて、担当部長に指導、助

言を行う。 

 

３． 各部長は、管理区域に立ち入る者に対し、必要に応じて放射線防護のために保護衣、保護靴等必要な保

護具を着用させる。 

 

４． 各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う

場合には、一時的に簡易的なフードを設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護

具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを用いて局所的な放射性物質濃

度を測定する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

10．被ばくの低減措置 

10-4 保護具の着用(第 50条第 3項) 

各部長は、放射線業務従事者が核燃料物質を取扱うに際し、放射性物質による身体汚染、内部被ばくの防護のために専用の手袋、作業衣、帽

子、マスク、作業靴等の保護具を作業標準、工事作業計画または作業条件指示書により着用させる。 

作業者は、保守点検等の通常作業でフード内作業する場合は、保護具の選択について放射線管理員の指示に従う。また、作業責任者は、通常作

業以外で汚染作業する場合は、被ばく低減、汚染拡大防止を図るため、保護具・養生方法等について放射線管理員に相談し作業標準、工事作業

計画または作業条件指示書により定める。 

10-5 一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合の措置 

各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合には、一時的に簡易的なフードを

設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを

用いて局所的な放射性物質濃度を測定する。 

6-2 放射線業務従事者の外部被ばく及び内部被ばく管理のため、管理区域において次のように管

理する。 

一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う場合には、必要に応じて放射線

業務従事者が半面マスク、全面マスク等の呼吸保護具を着用して、放射性物質の体内摂取を

防止するとともに、ダストサンプラを用いて局所的な放射性物質濃度測定を行う。 

 6-2 放射線業務従事者の外部被ばく及び内部被ばく管理のため、管理区域において次のように管

理する。 

リサイクルする空気は、ダストモニタにより濃度を連続的に測定し、「核原料物質又は核燃

料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（原子力規制

委員会告示第 8号）（以下「線量告示」という。）に定める放射線業務従事者の呼吸する空気

中の濃度限度を超えるおそれのある場合には、リサイクルを中止し、ワンスルー方式に切り

換える。 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

12 リサイクルする空気は、ダストモニタにより空気中の放射性物質濃度を連続的に測定し、

線量告示第６条に定める放射線業務従事者に係る濃度限度を超えるおそれのある場合

には、設備管理部長は、リサイクルを中止し、手動によりワンスルー方式に切り換える。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（４）手順書の整備 

12 リサイクルする空気は、ダストモニタにより空気中の放射性物質濃度を連続的に測定し、線量告示第６条に定める放射線業務従事者に係る

濃度限度を超えるおそれのある場合には、設備管理部長は、リサイクルを中止し、手動によりワンスルー方式に切り換える。 
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18-10 115 放射線業務従事者の要件 年齢、教育履歴、被ばく履歴及び健康診断の結果に基づき、認定

の要件を満たす者を放射線業務従事者に指定する。 

健康診断 「電離放射線障害防止規則」（厚生労働省令）に定める健康診断を実施する。 

（管理上の人の区分） 

第４７条  管理区域に立ち入る者を次のように区分する｡ 

(1)  放射線業務従事者 

核燃料物質の加工、加工施設の保全、核燃料物質等の運搬、貯蔵又は廃棄等の業務に従事し管理

区域に立ち入る者。 

(2)  管理区域一時立入者 

放射線業務従事者以外の者で管理区域に一時的に立ち入る者。 

基保-001「放射線管理基準」 

７．管理上の人の区分 

7-2 放射線業務従事者(第 47条) 

放射線業務従事者とは、核燃料物質の加工、加工施設の保全、核燃料物質、または核燃料物質によって汚染された物の運搬、保管または廃棄の

業務、管理業務（放射線管理、巡視・点検）、工場案内、清掃に従事することを目的として当事業所の管理区域に立ち入る者をいい、放射線業

務従事者の指定を行っている者をいう。なお、放射線業務従事者の指定を行う際には、写真付き公的身分証明書等の原本により、身分確認を

行う。 

6-3 放射線業務従事者の要件 年齢、教育履歴、被ばく履歴及び健康診断の結果に基づき、認定

の要件を満たす者を放射線業務従事者に指定する。 

健康診断 放射線業務従事者に対し、「電離放射線障害防止規則」（厚生労働省令）に定める

健康診断を実施する。 

 115 線量の管理 外部被ばくについては、放射線業務従事者が蛍光ガラス線量計等の個人線量計

を着用し、定期的に線量を測定し、内部被ばくについては、作業時間を考慮し、空気中の放

射性物質の濃度を測定し、定期的に線量を算出する。 

記録 健康診断の結果及び蛍光ガラス線量計等による線量測定結果は、記録して保管する。 

（線量限度） 

第４８条  放射線業務従事者の線量限度は、別表７に定める値とする。 

 

２． 放射線業務従事者の線量が限度を超え、又は超えるおそれがあるときは、環境安全部長は当該放射線業

務従事者の管理区域への立入禁止を指示する。 

 

（線量の評価及び通知） 

第４９条  放射線業務従事者の線量の評価項目及びその頻度を別表８に定める。 

 

２． 環境安全部長は、放射線業務従事者の線量を前項に基づいて評価する。 

 

３． 環境安全部長は、前項による評価結果を当該放射線業務従事者に通知する。ただし、社員以外の者にあ

っては、当該事業者を通じて通知する。 

 

別表７ 放射線業務従事者に係る線量限度（第 48条、第 91条の 2関係） 

実効線量限度 

等価線量限度 

眼の水晶体 皮膚 
妊娠中である女子の 

腹部表面 

100 mSv/5年   (注1) 

50 mSv/年    (注2) 

100 mSv/5年  (注1) 

50 mSv/年    (注2) 

 

500 mSv/年 

 

2 mSv/ 出 産 ま で の 期 間 

(注4) 

女子 

5 mSv/3月    (注3) 

妊娠中である女子 

内部被ばくで1 mSv/出産

までの期間    (注4) 

別表 7 の線量限度にかかわらず、加工施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、加工

設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある加工施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得な

い場合においては、放射線業務従事者の実効線量が 100 mSv（線量告示第７条第２項第１号、第２号

及び第４号に掲げる事象のいずれかが発生した場合にあっては 250 mSv）、眼の水晶体の等価線量が

300 mSv 及び皮膚の等価線量が 1 Sv を超えない範囲において緊急作業が必要と認められる期間、緊急

作業に従事させることができる。 

なお、この適用は男子の放射線業務従事者に限定する。 

 

（注１）平成 13年 4月 1日以後 5年ごとに区分した各期間。 

（注２）4月 1日を始期とする 1年間。 

（注３）妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない旨を所長及び環境安全部長に書面で申し出た者

及び妊娠中の者については適用除外。 
（注４）本人の申し出等により所長及び環境安全部長が妊娠の事実を知ったときから出産までの期間。 

 
別表８ 線量の評価項目及び頻度（第 49条関係） 

項目 区分 評価頻度 

外部被ばくに 

よる線量 
放射線業務従事者 

1回／3月 

その他、環境安全部長が必要と認めた都度 

内部被ばくに 

よる線量 

第１種管理区域に立入

った放射線業務従事者 

1回／3月 

その他、環境安全部長が必要と認めた都度 
 

基保-001「放射線管理基準」 

８．線量限度 

8-2 線量限度(第 48条第 1項) 

放射線業務従事者の線量限度は、表２に定める値とする。 

8-3 線量限度を超え、または超えるおそれがあるときの措置(第 48条第 2項) 

環境安全部長は、放射線業務従事者が線量限度を超えないように 20mSv/年度、放射線業務従事者で妊娠可能な女子については 2.5mSv/3 月で管

理する。 

環境安全部長は、放射線業務従事者の線量が限度を超え、または超えるおそれがあるときは、担当部長に当該放射線業務従事者の管理区域へ

の立入禁止を指示する。また、放射線業務従事者の線量が限度を超えた場合は、直ちに所長及び核燃料取扱主任者に報告し、「非常時の措置基

準」に定める措置を講じる。 

表２ 放射線業務従事者に係る線量限度（第 48条関係） 

９．線量の評価及び通知 

9-2 線量の評価項目及びその頻度(第 49条第 1項) 

放射線業務務従事者の線量の評価項目及びその頻度を表３に定める。 

9-3 線量の評価(第 49条第 2項) 

環境安全部長は、放射線業務従事者の被ばく線量を実効線量及び等価線量に区分し、実効線量は次の各号に定める外部被ばくによる線量と内

部被ばくによる線量の和として算出する。 

(1) 外部被ばくによる線量は、原則としてガラスバッジにより 1ヶ月毎に測定するとともに四半期毎の 3ヶ月分を合算する。 

(2) 内部被ばくによる実効線量は、作業室の空気中放射性物質濃度より 3ヶ月毎に算出する。 

内部被ばくは、加工則第 7 条第 2 項（前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定

することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。）を適用し、以下の方法で算出する。 

a） 立入時間は、対象期間における全放射線業務従事者のうち第１種管理区域立入時間の最大値とする。（第１種管理区域内の一時的な第２種

管理区域に立ち入る場合は、内部被ばくを安全側に評価するため立ち入り時間の全てを第１種管理区域に立ち入ったとみなす。） 

b) 作業室の空気中放射性物質濃度は、第２加工棟、第１廃棄物貯蔵棟それぞれ 1ヶ月毎の平均空気中放射性物質濃度の内、当該期間における

最大値とする。 

c) a)、b)を用いて内部被ばくを算出する。 ただし、その算出結果が記録レベル（2mSv/3 月）を超える場合は、記録レベルを超える立入時間

の者を調査し個々に算出する。 

(3) 内部被ばくの記録は、実効線量が記録レベルの 2mSv/3 ヶ月を超えた場合に記録し、それ未満の場合は「0mSv」として取り扱う。 

環境安全部長は、上記測定または算出した線量が、線量限度を超えないことを確認し評価する。 また、線量限度を超えていなくても通常値

と異なる値が得られた場合は、測定器の故障等を調査し評価する。 この評価結果を線量台帳及び放射線管理手帳に記録する。 

加工則第 7条第 1項第 2号ハ、ニの記録は、同条第 3項の原子力規制委員会の定めるところにより記録する。 

＊加工則第 7条第 1項第 2号ハ、ニ 

 ハ 放射線業務従事者の 4 月 1 日を始期とする 1 年間の線量、女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面

で申し出た者を除く。）の放射線業務従事者の 4月 1日、7月 1日、10月 1日及び 1月 1日を始期とする各 3月間の線量並びに本人の申出等に

より加工事業者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月 1日を始期とする 1月間の線量 

ニ 4月 1日を始期とする 1年間の線量が 20mSv を超えた放射線業務従事者の当該 1年間を含む原子力規制委員会が定める 5年間の線量 

＊加工則第 7条第 3項の原子力規制委員会の定めるところ（線量告示第 3条） 

①一年間の線量は、実効線量並びに皮膚及び眼の水晶体の等価線量 

②三月間の線量は、実効線量 

③一月間の線量は、内部被ばくによる実効線量並びに腹部表面の等価線量 

④五年間（平成 13年 4月 1日以後）の線量は、一年間毎に算定された実効線量の合計 

9-4 線量の通知(第 49条第 3項) 

環境安全部長は、放射線業務従事者に評価の都度、通知する。 ただし、社員以外の者にあっては当該事業者を通じて通知する。 

表３ 線量の評価項目及び頻度（第 49条関係） 

6-3 外部被ばく線量 放射線業務従事者は蛍光ガラス線量計等の個人線量計を着用し、３月ごと

（妊娠中の女子については、本人の申出等により加工事業者が妊娠の事実を知った時から出

産するまでの期間につき１月ごと）に外部被ばく線量を測定する。 

その他必要に応じてポケット線量計、電子式線量計、熱蛍光線量計（TLD）によって外部被ば

く線量を測定する。 

内部被ばく線量 内部被ばく線量は、作業時間を考慮し、空気中の放射性物質濃度を測定し、

３月ごと（妊娠中の女子については、本人の申出等により加工事業者が妊娠の事実を知った

時から出産するまでの期間につき１月ごと）に算出する。 

必要に応じてウランの体内摂取の有無を確認するため、尿中ウラン量の測定を行う。 

記録 健康診断の結果及び蛍光ガラス線量計等による線量測定結果は、電離放射線健康診断

個人票等に記録する。 

放射線業務従事者の被ばく 本加工施設で取り扱う核燃料物質は、5%以下の濃縮ウラン（再

生濃縮ウランを含む。）、天然ウラン及び劣化ウランである。 

     



 

1
1
2
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

18-10 

(続き) 

115 保安教育 定期的に核燃料物質等の取扱いに関する保安教育を実施する。 （力量、教育・訓練及び認識） 

第２３条  所長は、原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員が必要な力量を持ち、自らの活動のもつ意味及

び重要性、品質目標達成への貢献について認識を高めるため、教育・訓練に関する基準を定める。 

 

２． 各部長は、事業所全体の教育・訓練を次のとおり実施する。 

(1)  環境安全部長は、第１項の基準に基づき、毎年度、別表１に定める保安に必要な知識、行動に関する

保安教育の計画を作成し、核燃料取扱主任者の審査を受けるとともに、核燃料安全委員会の審議を受け、

所長の承認を得る。 

(2)  各部長は、前号の計画に基づき、所長、品質・安全管理室長、事業所に在籍する役員、事業所で作業

を行う従業員、臨時雇員及び請負会社従業員（以下「従業員等」という。）に保安教育を年１回以上実施

し、その結果について、環境安全部長に報告する。 

(3)  原子燃料工業株式会社東海事業所で別表１に定める事項と重複する保安教育を受けた後、事業所で業

務を開始する者については、保安教育を受けた後１年以内の期間に限り、各部長は、原子燃料工業株式

会社東海事業所での教育内容を勘案し、別表１に定める教育時間を省略又は変更できる。 

(4)  事業所従業員以外の者（以下「請負会社従業員等」という。）に対する別表１に定める保安教育は、原

則として事業所従業員自らが実施する。ただし、請負会社従業員等に保安教育を実施させる場合、環境

安全部長は、必要な教育内容を請負会社従業員等に提示するとともに、その結果を報告させ、核燃料取

扱主任者の確認を得る。 

(5)  環境安全部長は、放射線業務従事者以外の者であって、第 47 条に定める管理区域一時立入者に対し

て、必要に応じ注意書きの配付等の方法により教育を施す。 

(6)   環境安全部長は、(2)、(3)及び(4)の保安教育の実施結果の妥当性を評価し、核燃料取扱主任者の確認

を得て、所長に報告するとともに、その記録を保管する。 

 

３． 各部長は、加工施設の操作及び管理に関する教育・訓練について、次のとおり実施する。 

(1)   各部長は、前項の保安教育のほかに、第１項の基準に基づき、あらかじめ加工施設の操作に関する習

得すべき事項とその評価方法を定め、毎年度、該当する要員に対する教育・訓練を実施し、加工施設の

操作に必要な力量を有することを認定する。 

(2)   各部長は、前項の保安教育のほかに、第１項の基準に基づき、あらかじめ使用前事業者検査及び定期

事業者検査に関する検査員として必要な事項を定め、該当する要員に対する教育・訓練を実施し、検査

に必要な力量を有することを認定する。 

(3)   各部長は、(1)及び(2)の実施結果を評価し、核燃料取扱主任者の確認を得て、所長に報告するととも

に、記録を保管する。 

 

４． 各部長は、緊急作業についての教育・訓練を次のとおり実施する。 

(1)   各部長は、第２項の保安教育のほかに、第１項の基準に基づき、該当する要員に対してあらかじめ別

表１の２に定める緊急作業についての教育・訓練を実施し、その結果について環境安全部長に報告する。 

(2)   環境安全部長は、前号の実施結果を評価し、核燃料取扱主任者の確認を得て、所長に報告するととも

に、記録を保管する。 

 

５． 所長は、第２項(6)、第３項(3)及び第４項(2)の報告内容を評価し、必要に応じて基準を改訂し、次年度

の保安教育及び教育・訓練に反映する。 

基保-007「教育訓練基準」 

３．保安教育 

保安教育は、次に掲げる関係法令の教育項目を網羅し、各項目における必要な教育時間数を満たすものとする。詳細は、要保-３８４「教育訓
練実施要領」に定める。 

（１）放射線業務従事者指定に係る教育項目 

核燃料物質等及び中性子源等を管理区域で取扱う作業を行う者は、放射線業務従事者指定を受けなければならない。この指定を受けるために

は電離則に定める特別教育、又は障防法に定める教育を受けなければならない。 

（２）保安教育項目 

加工の事業に係る保安規定に基づき、熊取事業所の新規入所者は、年１回以上の保安教育を受けなければならない。 

（３）防災教育項目 

原子力事業者防災業務計画に基づき、熊取事業所の原子力防災要員等は原子力災害に関する知識及び技能を習得し、原子力災害対策活動の円

滑な実施に資するため、防災教育を受けなければならない。本教育は、上記（２）保安教育項目と兼ねることができる。なお、各項目の必要な

教育が実施されていれば、教育時間は任意でよいものとする。 

6-3 保安教育 放射線業務従事者に対し、年に１回定期的に核燃料物質等の取扱いに関する保安

教育を実施する。 

 115 保護具 必要に応じ、必要な部位に専用の保護具を着用させる。 

万一の緊急作業に備え、緊急用保護具を備え付ける。 

（被ばくの低減措置） 

第５０条  各部長は、管理区域内で作業を行う場合には、線量限度を超えないことはもとより、合理的に達成可能な

限り放射線被ばくを低減するために、作業による線量及び作業場の放射線環境に応じた作業方法を立案し、

放射線業務従事者の受ける線量を低くするよう努める。 

 

２． 環境安全部長は、作業実施に伴う放射線防護措置の状況を確認し、必要に応じて、担当部長に指導、助

言を行う。 

 

３． 各部長は、管理区域に立ち入る者に対し、必要に応じて放射線防護のために保護衣、保護靴等必要な保

護具を着用させる。 

 

４． 各部長は、設備のクリーニング、工事等の一時的に放射性物質濃度の高くなるおそれのある作業を行う

場合には、一時的に簡易的なフードを設置し、放射線業務従事者に半面マスク、全面マスク等の呼吸保護

具を着用させる。環境安全部長は、可搬式ダストサンプラ、エアスニファを用いて局所的な放射性物質濃

度を測定する。 

 

（緊急作業に係る線量限度等） 

第９１条の２ 本部長は、次の各号を全て満たす放射線業務従事者を緊急作業に従事させるための要員として選定す

る。 

(1)  緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に

従事する意思がある旨を社長に書面で申し出た者であること。 

(2)  緊急作業についての訓練を受けた者であること。 

(3)  線量告示第７条第２項第１号、第２号及び第４号に掲げる事象のいずれかが発生した場合にあって

は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する

原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する副原子力防災管理者であること。 

 

２． 本部長は、選定した要員を緊急作業に従事させる場合は、次の各号に定める措置を講じる。 

(1)  要員の線量限度は、別表７に定める値とし、要員の線量が別表７に定める限度を超え、又は超えるお

それがあるときは、当該要員の緊急作業への従事禁止を指示する。 

(2)  緊急作業に従事させる期間中における要員の線量を１月以内ごとに１回評価し、結果を当該要員に通

知する。 

(3)  要員の受ける線量の低減を図るため、適切な保護具を着用させる等の放射線防護上必要な措置を講じ

る。 

(4)  緊急作業を行った要員に対し、当該作業に従事後１月以内ごとに１回及び当該作業から離れる際、健

康診断を受診させる。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

10．被ばくの低減措置 

10-4 保護具の着用(第 50条第 3項) 

各部長は、放射線業務従事者が核燃料物質を取扱うに際し、放射性物質による身体汚染、内部被ばくの防護のために専用の手袋、作業衣、帽

子、マスク、作業靴等の保護具を作業標準、工事作業計画または作業条件指示書により着用させる。 

作業者は、保守点検等の通常作業でフード内作業する場合は、保護具の選択について放射線管理員の指示に従う。 また、作業責任者は、通常

作業以外で汚染作業する場合は、被ばく低減、汚染拡大防止を図るため、保護具・養生方法等について放射線管理員に相談し作業標準、工事作

業計画または作業条件指示書により定める。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

４－２ 緊急作業の要員（第９１条の２） 

所長は、加工施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、加工設備の操作に重大な支障を及ぼすおそれのある加工施設の損傷が生

じた場合その他の緊急やむを得ない場合に備え、次の各号に定める要件を全て満たした者を緊急作業の要員として予め選出しておく。 

(1)教育訓練基準（基保-007）に定める教育・訓練を受けた者であること。 

(2)放射線業務従事者であること。 

(3)「防災業務計画」に定める原子力防災組織の原子力防災管理者、副原子力防災管理者、並びに原子力防災要員であること。 

(4)別途定める書面様式を用いて従事する意思を予め社長に申し出た者であること。 

6-3 保護具 放射線業務従事者が核燃料物質等を取り扱う作業に従事するときは、必要な部位に

専用の保護具を着用する。 

万一の緊急作業に備え、緊急用保護具を備え付ける。 



 

1
1
3
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

18-10 

(続き) 

6-3 放射線業務従事者の被ばく 本加工施設で取り扱う核燃料物質は、5%以下の濃縮ウラン（再

生濃縮ウランを含む。）、天然ウラン及び劣化ウランである。 

（核燃料物質の受入れ、払出し） 

第６８条  燃料製造部長は、事業所外から核燃料物質を受け入れる前に、材料証明書、記録、目視検査等により、必

要な保安措置が講じられていることを確認する。 

 

２． 燃料製造部長は、事業所外へ核燃料物質を払い出す前に、第 57条に定める措置を講じるとともに、核燃

料物質を払い出す相手方の責任の範囲が明確であること、その他核燃料物質に係る保安のための措置が適

切におこなわれることを確認する。この確認には以下を含む。 

(1)  国内に払い出す場合においては、相手方が法に基づく核燃料物質に係る許可を有していること。 

(2)  海外に払い出す場合においては、輸出に係る手続きが完了していること。 

(3)  核燃料物質が返却される場合においては、返却の時期が定められていること。 

 

３． 燃料製造部長は、核燃料物質を受け入れる前に、材料証明書により核燃料物質が別表 14の受入仕様に適

合することを確認する。 

 

別表１４ 核燃料物質の受入仕様（第 68条関係） 

 

１．核燃料物質の受入仕様（再生濃縮ウランを除く。） 

放射性物質区分 核 種 

含有量（上限値） 

濃縮度５％以下の濃縮ウラン､天然ウラン及び

劣化ウラン 

ウラン同位体 Ｕ２３２ 0.1 ppb（Ｕベース） 

Ｕ（α） 1.44×105 Bq/gＵ 

核分裂生成物 Ｔｃ９９ 10 ppb（Ｕベース） 

 

２．再生濃縮ウランの受入仕様 

放射性物質区分 核 種 含有量（上限値） 

ウラン同位体 Ｕ２３２ 10 ppb（Ｕベース） 

Ｕ（α） 3.3×105 Bq/gＵ 

超ウラン元素 Ｎｐ２３７ 1×10－1 Bq/gＵ 

Ｐｕ（α） 1×10－1 Bq/gＵ 

Ｐｕ（β） 3 Bq/gＵ 

核分裂生成物 Ｔｃ９９ 10 Bq/gＵ 

Ｒｕ１０６ 10 Bq/gＵ 

Ｓｂ１２５ 2 Bq/gＵ 
 

基保-008「核燃料物質等運搬基準」 

４－６ 核燃料物質の受入、払出し 

（２） 核燃料物質の受入仕様の確認 

燃料製造部長は、加工施設外（事業所外）から核燃料物質を受入れる場合は、材料証明書、記録等の確認により、以下に示す必要な保安措置が

講じられていることの確認を「核燃料物質取扱管理要領」（要計－００１）に基づいて行う。 

① ＥＣＧＵ（Enriched Commercial Grade Uranium）の場合、第２表に示すＥＣＧＵの受入仕様に適合していること。 

② 再生濃縮ウランの場合、第２表に示す再生濃縮ウランの受入仕様に適合していること。 

 第２表 

１．ＥＣＧＵの受入仕様（ＡＳＴＭ及びＤＯＥの濃縮六フッ化ウランの仕様と核燃料物質の受入仕様の関係） 

２．再生濃縮ウランの受入仕様 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第十九条（監視設備）関係 

19-1 22 加工施設には、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、放射性物質の

濃度及び空間線量率を監視及び測定するための設備を設ける。 

（放射線測定器類の管理） 

第５３条  環境安全部長は、第 59条の 5に基づき、第 62条の 6に定める保全計画のもと、別表 11に定める放射線

測定器類を年１回点検・校正し、その機能が正常であることを確認する。 

 

２． 前項に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能となった場合は、速やかに修理又は代替品を補

充する。 

 

記載例 

別表１１ 放射線測定器類（第 53条関係） 
設置場所 測定器名 数量 点検・校正責任者 

第１加工棟 サーベイメータ 

 

低バックグラウンドカウンタ 

ガンマ線エリアモニタ（注） 

個人線量計（電子式線量計） 

1式 

 

1式 

1式 

1式 

環境安全部長 

 

基保-001「放射線管理基準」 

13．放射線測定器類の管理 

13-2 放射線測定器類の点検(第 53条第 1項) 

環境安全部長は、別途定める保全計画に基づいて、表６に定める放射線測定器類を年 1回点検し、その機能が正常であることを確認する｡ 

13-3 放射線測定器類の修理または代替品の補充(第 53条第 2項) 

前項に定める放射線測定器類が、故障等により使用不能となった場合は、速やかに修理又は代替品を補充する。 

表６ 放射線測定器類（第 53条関係） 

88 屋外管理用の設備は、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、サンプ

リングや放射線モニタ等により放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定し、かつ、

設計基準事故時に迅速な対策処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想さ

れる放射性物質の放出経路等の適切な場所において、放射性物質の濃度及び空間線量率を監

視及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所

に表示できる監視設備で構成する。 

5-205 加工施設には、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、サンプリング

や放射線モニタ等により放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定し、かつ、設計基

準事故時に迅速な対策処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想される放

射性物質の放出経路等において、放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定し、並び

に設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示できる設備

を設ける。 

監視設備について、添５リ(ﾁ)の第１表に示す。 

5-206 添５リ(ﾁ)の第１表 監視設備  

 22 加工施設には、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、放射性物質の

濃度及び空間線量率を監視及び測定するための設備を設ける。 

（保安上特に管理を必要とする設備） 

第３１条  保安上特に管理を必要とする設備は、次の各号に定めるものとする。 

(1)  核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取

扱量を制限する必要のある設備 

(2)  熱的制限値を有する加工設備 

(3)  閉じ込め機能を有する設備 

一  放射性気体廃棄物の廃棄設備 

二  放射性液体廃棄物の廃棄設備 

(4)  非常用電源設備 

(5)  監視用放射線測定器 

 

２． 第１項で定めた設備は、別表３に示したものとする。 

 

（保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保） 

第３２条  各部長は、第 33条から第 35条に規定する操作上の留意事項を確実にし、前条第１項に掲げる保安上特に

管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。 

(1)  巡視、点検、定期事業者検査等により機能を確認する。 

(2)  異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、機能を回復させる。 

 

記載例 

別表３ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条関係） 

 

(1) 核的制限値を有する加工設備 
施設名称 設置場所 設備名称 管理責任者 

成
形
施
設 

第
１
ラ
イ
ン 

第
２
加
工
棟 

第２－１混合室 粉末投入台※ 燃料製造部長 

第２－１混合室 焙焼炉 No.1 グローブボックス No.1※ 

第２－１ペレット室 センタレス研削設備 No.1 研磨屑回収装置※ 

第２－１ペレット室 センタレス研削設備 No.1 研磨屑乾燥機※ 

※第６５条の３に規定する後半申請の加工施設であり、核燃料物質の取扱い又は貯蔵、保管廃棄を行わないこと。 

 

基保-028「加工施設の操作基準（環境安全部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条） 

（１） 保安上特に管理を必要とする設備について（第 31条第 1項） 

環境安全部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

③ 閉じ込め機能を有する設備 

(b) 放射性液体廃棄物の廃棄設備 

⑤ 監視用放射線測定器 

（２） 保安上特に管理を必要とする設備について（第 31条第 2項） 

保安上特に管理を必要とする設備は、具体的には第１表に示す設備とする。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保（第 32条第１項） 

環境安全部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。 

① 巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

② 定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

③ 加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

④ 異常を発見した場合は、直ちに環境安全部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）、「異常時の措置基準」（基保-012）に定

める措置を講じる。 

⑤ 正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表  保安上特に管理を必要とする設備 

88 屋外管理用の設備は、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、サンプ

リングや放射線モニタ等により放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定し、かつ、

設計基準事故時に迅速な対策処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想さ

れる放射性物質の放出経路等の適切な場所において、放射性物質の濃度及び空間線量率を監

視及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所

に表示できる監視設備で構成する。 

5-205 加工施設には、通常時に加工施設及び加工施設の周辺監視区域周辺において、サンプリング

や放射線モニタ等により放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定し、かつ、設計基

準事故時に迅速な対策処理が行えるように放射線源、放出点、加工施設周辺、予想される放

射性物質の放出経路等において、放射性物質の濃度及び空間線量率を監視及び測定し、並び

に設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を適切な場所に表示できる設備

を設ける。 

監視設備について、添５リ(ﾁ)の第１表に示す。 

5-206 添５リ(ﾁ)の第１表 監視設備 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

19-2 9 排気口から放出される排気中の放射性物質濃度は、ダストモニタにより連続的に監視し、異

常時には自動的に警報を発する設計とする。 

（線量当量等の測定） 

第５２条  環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を別表９及び別表 10に定めるところ

により監視及び測定する。 

 

２． 環境安全部長は、前項の測定により異常が認められた場合は、その原因を調査し、放射線防護上必要な

措置を講じる。 

 

３． 環境安全部長は、放射線管理に必要な情報である管理区域における空間線量、空気中の放射性物質の濃

度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示する。 

 

４． 環境安全部長は、別図２－（２）に示す周辺監視区域境界付近に設けるモニタリングポストにより空間

放射線量率を測定し、監視する。なお、モニタリングポストが故障等により機能しない場合には、サーベ

イメータにて対応する。 

 

５． 環境安全部長は、気象観測装置が地震等の影響により使用不能となった場合には、代替手段により気象

情報を入手して対応する。 

 

（放射性気体廃棄物） 

第７５条  環境安全部長は、排気口からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度

が線量告示で定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにする。 

 

２． 環境安全部長は、放射性気体廃棄物を放出する場合は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減

するために、ダストモニタ（排気用モニタ）等により連続的に監視するとともに、排気口における排気中

の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値を超えないようにする。 

 

３． 環境安全部長は、別表 17に定めるところにより排気中の放射性物質濃度を測定し各部長に通知する。 

 

４． 環境安全部長は、前項の排気中の放射性物質濃度が、異常に高くなり、又は高くなるおそれがあるとき

は、速やかに担当部長にその事実を通知するとともに、その原因の除去を勧告する。 

 

５． 担当部長は、前項の勧告を受けたときは、環境安全部長及び核燃料取扱主任者と協議して、その原因を

調査し、適切な措置を講じる。 

 

６． 環境安全部長は、排気口における排気中の放射性物質濃度が別表 16に定める管理目標値を超えるおそれ

がある場合には、所長に対し、加工施設の操業停止を勧告する。 

 

７． 環境安全部長は、放射性気体廃棄物に含まれる放射性物質の年間放出量を計算し、異常のないことを確

認する。 

 

８． 環境安全部長は、周辺環境への放射性物質の影響を確認するため、別表９に定めるところにより、平常

時の環境放射線モニタリングを行う。 

 

別表１０ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 
測定項目 測定方法 

放射線業務従事

者の線量 

放射線業務従事者の外部被ばく

による線量 

蛍光ガラス線量計、個人線量計（電子式線

量計）又は熱蛍光線量計（TLD）による測定 

第１種管理区域に立ち入った放

射線業務従事者の内部被ばくに

よる線量 

空気中放射性物質濃度からの計算又はバ

イオアッセイ法（尿中ウラン量測定等）に

よる測定 

表面密度 第１種管理区域 ろ紙によるふき取り及び低バックグラウ

ンドカウンタ等による測定 

空気中の放射性

物質の濃度 

第１種管理区域 エアスニファ等による集塵及び低バック

グラウンドカウンタ等による測定 

ダストモニタ（換気用モニタ）による測定 

排気口 ダストモニタ（排気用モニタ）による測定 

水中の放射性物

質濃度 

排水口 排水の採取試料について蒸発乾固及び低

バックグラウンドカウンタ等による測定 

外部放射線に係

る線量当量 

管理区域及び周辺監視区域 モニタリングポスト、熱蛍光線量計（TLD）

等による測定 

風向、風速等 周辺監視区域 気象観測装置による測定 

 

別表１６ 周辺監視区域の外側の境界における空気中又は水中の放射性物質の濃度限度及び管理目標値（第 74 条、第

75条、第 98条関係） 
項目 限度 管理目標値 

空気中の３月間について

の平均値 
1×10－8 Bq/cm3 1.5×10－9 Bq/cm3 

水中の３月間についての

平均値 
2×10－2 Bq/cm3 8×10－3 Bq/cm3 

 

別表１７ 放射性廃棄物の測定項目及び測定頻度（第 74条、第 75条関係） 

測定項目 測定頻度 

排水口における排水中の放射性物質濃度 放出の都度 

排気口における排気中の放射性物質濃度 １回／日（連続） 

 

基保-001「放射線管理基準」 

12．線量当量等の測定 

12-2 線量当量等の監視及び測定(第 52条第 1項) 

環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を表４及び表５に定めるところにより測定する。 

表４ 線量当量等の測定（第 52条、第 74条、第 75条関係） 

表５ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 

12-3 異常が認められた場合の措置(第 52条第 2項) 

環境安全部長は、線量当量等の測定値が法令値または表８の管理目標値を超える場合は、ただちに担当部長に対し、その旨を連絡し、原因を

調査させ、放射線障害防止に必要な措置を講じるよう勧告すると共に措置についての指導助言を行う。 

担当部長は、環境安全部長の勧告を受けたときは、すみやかにその原因を調査除去し、放射線障害防止に必要な措置を講じる。また、「異常時

の措置基準」に定める措置を講じる。 

18-3 排気口の放射性気体廃棄物の管理(第 75条 1項、2項) 

環境安全部長は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減するため以下の管理を行う。 

排気口からの放射性気体廃棄物の放出による周辺監視区域外の空気中の放射性物質濃度が線量告示第 8 条に定める周辺監視区域外における空

気中の濃度限度（3ヶ月についての平均値が 10nBq/cm3 (U234)）を超えないようにするため、排気口に排気用モニタを設置し排気中の放射性

物質濃度が表８に定める管理目標値（3ヶ月についての平均値が 1.5nBq/cm3 (U234)）以下であることを確認する。 

環境安全部長は、排気用モニタのろ紙の測定記録である「排気中放射性物質濃度測定記録」またはチャート紙により放射性物質の濃度及び放

出量を確認する。 

表８ 周辺監視区域の外側の境界における空気中又は水中の放射性物質の濃度限度及び管理目標値 （第 74条、第 75条関係） 

18-4 排気中の放射性物質濃度の通知(第 75条 3項) 

環境安全部長は、表９に定めるところにより排気中の放射性物質濃度を測定し、その結果を毎月核燃料安全委員会で各部長に通知する。 排

気中の放射性物質の採取が複数日にまたがる場合は、加工則第 7 条第 2 項（前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合

においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。）を適用し、チャート記録により

排気中の放射性物質濃度を評価する。 

18-5 排気中の放射性物質濃度が異常に高くなりまたは高くなるおそれのある時の通知勧告(第 75条 4項) 

環境安全部長は、前項の排気中の放射性物質濃度が、異常に高くなり、又は高くなるおそれがあるときは、速やかに担当部長にその事実を通

知するとともに、その原因の除去を勧告する。 

18-6 勧告を受けたときの措置(第 75条 5項) 

担当部長は、前項の勧告を受けたときは、環境安全部長及び核燃料取扱主任者と協議して、その原因を調査し、「異常時の措置基準」に定める

適切な措置を講じる。 

18-7 排気中の放射性物質濃度が管理目標値を超えるおそれのある場合の措置(第 75条 6項) 

環境安全部長は、排気口における排気中の放射性物質濃度が表８に定める管理目標値を超えるおそれがある場合には、所長に対し、加工施設

の操業停止を勧告する。また、管理目標値を超えた場合は、直ちに所長及び核燃料取扱主任者に報告し、「非常時の措置基準」に定める措置を

講じる。 

表８ 周辺監視区域の外側の境界における空気中又は水中の放射性物質の濃度限度及び管理目標値 （第 74条、第 75条関係） 

表９ 放射性廃棄物の測定項目及び測定頻度 （第 74条、第 75条関係） 

81 排気にあたっては、排気中の放射性物質濃度を連続的に監視する。 

116 放出に当たっては、排気口から放出する排気中の放射性物質の濃度は、監視設備により連続

的に測定し、異常の有無を監視する。 

異常を確認した場合は、その原因を究明して必要な対策を講じることにより、排気中の放射

性物質の濃度を合理的に達成できる限り低減し、線量告示に定める周辺監視区域外の空気中

濃度限度以下となるようにする。 

5-9 (f) 周辺環境へ放出する空気に含まれる放射性物質濃度を測定できるようにする。 

5-18 排気口から放出する気体廃棄物中の放射性物質濃度は、ダストモニタにより連続的に監視

し、自動的に警報を発するようにする。 

5-205 加工施設の第１種管理区域内からの排気は、排気口を通して環境に放出する。 

排気中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、エアスニファ及びダストモニタを設け

るとともに低バックグラウンドカウンタ及びサーベイメータを備える。 

気体廃棄物の廃棄設備によりろ過処理した排気に含まれる放射性物質を集塵してダストモ

ニタにより連続的に測定し、異常の有無を監視する。 

6-16 排気口から放出される排気中の放射性物質濃度は、ダストモニタにより通常時及び設計基準

事故時を含めて連続的に監視し、異常時には自動的に警報を発するようにする。 

6-20 排気口から放出される排気中の放射性物質濃度は、ダストモニタにより連続的に監視し、異

常時には警報を発するようにする。 

警報が発せられた場合は、その原因を究明して必要な対策を講じることにより、排気中の放

射性物質濃度を線量告示に定める空気中濃度限度以下に管理する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

19-3 5-10 (d) 周辺環境へ放出する排水に含まれる放射性物質濃度を測定できるようにする。 （線量当量等の測定） 

第５２条  環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を別表９及び別表 10に定めるところ

により監視及び測定する。 

 

（放射性液体廃棄物） 

第７４条  環境安全部長は、別図２－（２）の排水口からの放射性液体廃棄物の放出による周辺監視区域外の水中の

放射性物質濃度が、線量告示で定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにする。 

 

別表１０ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 
測定項目 測定方法 

放射線業務従事

者の線量 

放射線業務従事者の外部被ばく

による線量 

蛍光ガラス線量計、個人線量計（電子式線

量計）又は熱蛍光線量計（TLD）による測定 

第１種管理区域に立ち入った放

射線業務従事者の内部被ばくに

よる線量 

空気中放射性物質濃度からの計算又はバ

イオアッセイ法（尿中ウラン量測定等）に

よる測定 

表面密度 第１種管理区域 ろ紙によるふき取り及び低バックグラウ

ンドカウンタ等による測定 

空気中の放射性

物質の濃度 

第１種管理区域 エアスニファ等による集塵及び低バック

グラウンドカウンタ等による測定 

ダストモニタ（換気用モニタ）による測定 

排気口 ダストモニタ（排気用モニタ）による測定 

水中の放射性物

質濃度 

排水口 排水の採取試料について蒸発乾固及び低

バックグラウンドカウンタ等による測定 

外部放射線に係

る線量当量 

管理区域及び周辺監視区域 モニタリングポスト、熱蛍光線量計（TLD）

等による測定 

風向、風速等 周辺監視区域 気象観測装置による測定 

 

別表１６ 周辺監視区域の外側の境界における空気中又は水中の放射性物質の濃度限度及び管理目標値（第 74 条、第

75条、第 98条関係） 
項目 限度 管理目標値 

空気中の３月間について

の平均値 
1×10－8 Bq/cm3 1.5×10－9 Bq/cm3 

水中の３月間についての

平均値 
2×10－2 Bq/cm3 8×10－3 Bq/cm3 

 

別表１７ 放射性廃棄物の測定項目及び測定頻度（第 74条、第 75条関係） 

測定項目 測定頻度 

排水口における排水中の放射性物質濃度 放出の都度 

排気口における排気中の放射性物質濃度 １回／日（連続） 

 

基保-001「放射線管理基準」 

12．線量当量等の測定 

12-2 線量当量等の監視及び測定(第 52条第 1項) 

環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を表４及び表５に定めるところにより測定する。 

表４ 線量当量等の測定（第 52条、第 74条、第 75条関係） 

表５ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 

17-4 排水口の放射性液体廃棄物の管理(第 74条 1項、2項) 

環境安全部長は、合理的に達成可能な限り放射性物質濃度を低減するため以下の管理を行う。 

排水口（3次排水）からの放射性液体廃棄物の放出による周辺監視区域外の水中の放射性物質濃度が、線量告示第 8条に定める周辺監視区域外

における水中の濃度限度（3ヶ月についての平均値が 20mBq/cm3 (U234)）を超えないようにするため、排水槽または貯留槽より排水を放出し

ようとするときは、その都度槽内の排水中の放射性物質濃度を測定し、その排水中の放射性物質濃度が、表８の水中の放射性物質濃度が管理

目標値（3ヶ月についての平均値が 8mBq/cm3 (U234)）以下であることを確認する。 

17-5 排水中の放射性物質濃度の通知(第 74条 3項) 

環境安全部長は、表９に定めるところにより排水中の放射性物質濃度を測定し、毎月核燃料安全委員会で各部長に通知する。 

表８ 周辺監視区域の外側の境界における空気中又は水中の放射性物質の濃度限度及び管理目標値 （第 74条、第 75条関係） 

表９ 放射性廃棄物の測定項目及び測定頻度 （第 74条、第 75条関係） 

5-18 排水口から排出する液体廃棄物中の放射性物質濃度は、廃液処理設備で処理後の廃液を貯留

し、バッチごとに放射線測定装置により測定し監視する。 

5-205 加工施設の第１種管理区域内で発生した排水は、排水口を通して環境に放出する。 

排水中の放射性物質の濃度を監視及び測定するため、低バックグラウンドカウンタを備え

る。 

液体廃棄物の廃棄設備により処理した後に貯槽に溜めた排水を採取して低バックグラウン

ドカウンタにより測定し、線量告示に定める濃度限度以下であることを確認して管理区域外

に放出することにより、異常の有無を監視する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 
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関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

19-4 

(続き) 

22 モニタリングポストは、商用電源喪失時も非常用電源設備により給電可能であるとともに、

短時間の停電時に非常用電源設備が稼働するまでの間の電源を確保するための専用のバッ

テリを有し、有線式に加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を持たせる

設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ８ 環境安全部長及び設備管理部長は、ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ

線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタリングポスト、気象観測装置、警報集中表示盤、

所内通信連絡設備のうち放送設備及び電話交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘

導灯には、短時間の停電時の電源を確保するためのバッテリを備える。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

８ 環境安全部長及び設備管理部長は、ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタリングポス

ト、気象観測装置、警報集中表示盤、所内通信連絡設備のうち放送設備及び電話交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯には、短時間

の停電時の電源を確保するためのバッテリを備える。 
5-18 モニタリングポストは、商用電源喪失時も非常用電源設備により給電可能であるとともに、

短時間の停電時に非常用電源設備が稼働するまでの間の電源を確保するための専用のバッ

テリを有し、有線式に加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を持たせる

設計とする。 

5-205 モニタリングポストは、商用電源喪失時も非常用電源設備により給電可能であるとともに、

短時間の停電時に非常用電源設備が稼働するまでの間の電源を確保するための専用のバッ

テリを有し、有線式に加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を持たせる

設計とする。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

19-9 115 周辺監視区域における放射線監視として、周辺監視区域外における線量が線量告示に定める

線量限度を超えないように測定・監視を行うとともに、必要な気象を観測する。 

気体及び液体廃棄物の放出に当たっては放出管理を行うとともに、さらに異常がないことを

確認するため、周辺監視区域外における土壌等の放射性物質濃度を定期的に測定する。 

（線量当量等の測定） 

第５２条  環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を別表９及び別表 10に定めるところ

により監視及び測定する。 

 

２． 環境安全部長は、前項の測定により異常が認められた場合は、その原因を調査し、放射線防護上必要な

措置を講じる。 

 

３． 環境安全部長は、放射線管理に必要な情報である管理区域における空間線量、空気中の放射性物質の濃

度及び床面等の放射性物質の表面密度を適切な場所に表示する。 

 

４． 環境安全部長は、別図２－（２）に示す周辺監視区域境界付近に設けるモニタリングポストにより空間

放射線量率を測定し、監視する。なお、モニタリングポストが故障等により機能しない場合には、サーベ

イメータにて対応する。 

 

５． 環境安全部長は、気象観測装置が地震等の影響により使用不能となった場合には、代替手段により気象情

報を入手して対応する。 

 

別表１０ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 
測定項目 測定方法 

放射線業務従事

者の線量 

放射線業務従事者の外部被ばく

による線量 

蛍光ガラス線量計、個人線量計（電子式線

量計）又は熱蛍光線量計（TLD）による測定 

第１種管理区域に立ち入った放

射線業務従事者の内部被ばくに

よる線量 

空気中放射性物質濃度からの計算又はバ

イオアッセイ法（尿中ウラン量測定等）に

よる測定 

表面密度 第１種管理区域 ろ紙によるふき取り及び低バックグラウ

ンドカウンタ等による測定 

空気中の放射性

物質の濃度 

第１種管理区域 エアスニファ等による集塵及び低バック

グラウンドカウンタ等による測定 

ダストモニタ（換気用モニタ）による測定 

排気口 ダストモニタ（排気用モニタ）による測定 

水中の放射性物

質濃度 

排水口 排水の採取試料について蒸発乾固及び低

バックグラウンドカウンタ等による測定 

外部放射線に係

る線量当量 

管理区域及び周辺監視区域 モニタリングポスト、熱蛍光線量計（TLD）

等による測定 

風向、風速等 周辺監視区域 気象観測装置による測定 
 

基保-001「放射線管理基準」 

12．線量当量等の測定 

12-2 線量当量等の監視及び測定(第 52条第 1項) 

環境安全部長は、管理区域及び周辺監視区域等における線量当量等を表４及び表５に定めるところにより測定する。 

12-6 気象観測装置が使用不能となった場合の措置（第 52条第 5項） 

環境安全部長は、気象観測装置が地震等の影響により使用不能となった場合には、代替手段により気象情報を入手して対応する。 

表４ 線量当量等の測定（第 52条、第 74条、第 75条関係） 

表５ 線量当量等の測定方法（第 52条関係） 

6-31 加工施設の敷地内及び敷地境界定点における線量を熱蛍光線量計（TLD）等により、また、空

気中、土壌中、河川水中の放射性物質濃度を放射能測定装置により、それぞれ定期的に測定

し、長期間にわたる環境の監視を行う。 

風向、風速、降雨量及び大気温度の気象状況を気象観測装置により連続的に測定する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第二十条（非常用電源設備）関係 

20-1 22 加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、以下の設備が作動

し得るに十分な容量、機能及び信頼性のある非常用電源設備（ディーゼル式発電機）を設け

る設計とする。(ⅰ) 第１種管理区域の負圧の維持に必要な局所排気設備 (ⅱ) 放射線監視

設備 (ⅲ) 火災等の警報設備、通信連絡設備、非常用照明、誘導灯  

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ９ 設備管理部長は、加工施設用の非常用電源設備は、同容量の２台を設置することにより、

故障時において予備機に切り替えることによって負荷系統に接続し、給電を維持する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

９ 設備管理部長は、加工施設用の非常用電源設備は、同容量の２台を設置することにより、故障時において予備機に切り替えることによって

負荷系統に接続し、給電を維持する。 5-207 監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が作動し得

るに十分な容量、機能及び信頼性のある非常用電源設備（ディ一ゼル式発電機）を、加工施

設用２台（１台は予備機）、防災機器用（緊急対策本部用）１台設ける設計とする。 

5-208 ～

5-209 

添５リ(ﾘ)の第１図 非常用電源の系統図 添５リ(ﾘ)の第２図 非常用電源の系統図 

 22 加工施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、以下の設備が作動

し得るに十分な容量、機能及び信頼性のある非常用電源設備（ディーゼル式発電機）を設け

る設計とする。(ⅰ) 第１種管理区域の負圧の維持に必要な局所排気設備 (ⅱ) 放射線監視

設備 (ⅲ) 火災等の警報設備、通信連絡設備、非常用照明、誘導灯  

（保安上特に管理を必要とする設備） 

第３１条  保安上特に管理を必要とする設備は、次の各号に定めるものとする。 

(1)  核的制限値を有する加工設備 

ただし、質量制限値及び寸法制限値を有する設備の内で設備を操作する者により核燃料物質の取

扱量を制限する必要のある設備 

(2)  熱的制限値を有する加工設備 

(3)  閉じ込め機能を有する設備 

一  放射性気体廃棄物の廃棄設備 

二  放射性液体廃棄物の廃棄設備 

(4)  非常用電源設備 

(5)  監視用放射線測定器 

 

２． 第１項で定めた設備は、別表３に示したものとする。 

 

（保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保） 

第３２条  各部長は、第 33条から第 35条に規定する操作上の留意事項を確実にし、前条第１項に掲げる保安上特に

管理を必要とする各設備の機能を確保するため、以下の措置を講じる。 

(1)  巡視、点検、定期事業者検査等により機能を確認する。 

(2)  異常を発見した場合には、第 36条に従うとともに、速やかに第 63条に定める補修のための手続きを

行い、機能を回復させる。 

 

別表３ 保安上特に管理を必要とする設備（第 31条関係） 

 

(4) 非常用電源設備 
施設名称 設置場所 

設備名称 管理責任者 

その他加工設

備の附属施設 

発電機・ポンプ棟 発電機室 非常用電源設備 No.1 非常用発電機 
設備管理部長 

屋外 非常用電源設備 No.2 非常用発電機 

非常用電源設備Ａ 非常用発電機 
 

基保-026「加工施設の操作基準（設備管理部）」 

４－６ 保安上特に管理を必要とする設備 

（１）保安上特に管理を必要とする設備 

設備管理部長が管理する保安上特に管理を必要とする設備は、以下に示す設備である。 

③閉じ込め機能を有する設備 

a)放射性気体廃棄物の廃棄設備 

④非常用電源設備 

（２）保安上特に管理を必要とする設備について 

設備管理部長が保安上特に管理を必要とする設備は第１表に示す設備とする。 

４－７ 保安上特に管理を必要とする設備の機能の確保 

設備管理部長は、前項に示す保安上特に管理を必要とする各設備の機能を確保するため、「加工施設の操作要領（設備管理部）」（要保-184）及

び「定期事業者検査実施要領（設備管理部）」（要保-369）を定め、以下の措置を講じる。 

①巡視、点検を実施し、主に設備の外観や計器類を確認することにより、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

②定期事業者検査を実施することにより機能が確保されていることを確認し、評価する。 

③加工施設の操作にあたって実施する確認行為により、機能が確保されていることを確認し、評価する。 

④異常を発見した場合は、直ちに設備管理部長に通報するとともに、「評価・改善基準」（基保-023）、「異常時の措置基準」（基保-012）に従い

必要な措置を講じる。 

⑤正常な状態に復帰させる必要があると判断した場合は速やかに補修のための手続きを行い、機能を回復させる。 

第１表 保安上特に管理を必要とする設備 

5-207 監視設備その他安全機能を有する施設の安全機能を確保するために必要な設備が作動し得

るに十分な容量、機能及び信頼性のある非常用電源設備（ディ一ゼル式発電機）を、加工施

設用２台（１台は予備機）、防災機器用（緊急対策本部用）１台設ける設計とする。 

5-208 ～

5-209 

添５リ(ﾘ)の第１図 非常用電源の系統図 添５リ(ﾘ)の第２図 非常用電源の系統図 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

20-2 23 非常用電源設備は、停電後所定の時間内に電圧が確立する設計とする。 

安全機能の確保を確実に行うために、予備を設置するとともに、定期的に試験を行うことで、

信頼性を有する設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ７ 設備管理部長は、非常用電源設備について、安全機能の確保を確実に行うために、定期

的に試験を行うことで、信頼性を維持する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

６ 設備管理部長は、停電後所定の時間内に電圧を確立する非常用電源設備を備える。 

７ 設備管理部長は、非常用電源設備について、安全機能の確保を確実に行うために、定期的に試験を行うことで、信頼性を維持する。 

（４）手順書の整備 

13 設備管理部長は、非常用電源設備に接続する負荷容量を増やす場合は、発電定格容量以内とする管理を行う。 

5-207 非常用電源設備（ディーゼル式発電機）は、停電時に自動稼働させるための制御設備を設け、

停電後 40 秒以内に電圧が確立する設計とし、定期的に試験を行うことで、信頼性を有する

ように設計する。 

加工施設用の非常用電源設備は、同容量の２台を設置することにより、故障時において予備

機に切り替えることによって負荷系統に接続し、給電を維持する設計とする。 

 23 安全機能の確保を確実に行うために、予備を設置するとともに、定期的に試験を行うことで、

信頼性を有する設計とする。 

（保全計画の策定） 

第６２条の６ 各部長は、施設管理目標を達成するため、施設管理の実施に関する計画として以下の保全計画を策定す

る。施設及び設備の改造のための設計・開発管理を行った場合の保全計画の策定に当たっては、第 12条の 3

第 3項(2)に定めるところにより記録された保全において留意すべき事項を踏まえる。なお、事業所の加工

施設が使用開始後の原子力施設であることを踏まえ、保全計画の始期は直近（次回）の定期事業者検査の開

始日とし、保全計画の期間はその次（次々回）の定期事業者検査の開始日前日までの期間とする。 

(1)   点検計画 

(2)   定期事業者検査の実施計画 

(3)   設計及び工事の計画 

(4)   巡視の計画 

(5)   特別な保全計画 

 

基保-018「補修及び改造基準」 

4.4.2 定期事業者検査の実施計画の策定 

各部長は、以下の要領に基づき、定期事業者検査の実施計画を策定する。実施計画は、要保-056「保安に係わる年度計画の審議・報告要領」に

従い、毎年原則として 3月度定例核燃料安全委員会に次年度の計画につき審議依頼を行い核燃料安全委員会の勧告を受ける。 

要保-369「定期事業者検査実施要領（設備管理部）」 

5-207 非常用電源設備（ディーゼル式発電機）は、停電時に自動稼働させるための制御設備を設け、

停電後 40 秒以内に電圧が確立する設計とし、定期的に試験を行うことで、信頼性を有する

ように設計する。 

20-3 5-207 長期にわたって給電の必要が生じた場合、必要な安全対策を講じた上、負荷設備を少消費系

統又は待機状態に切り替えることによって、非常用電源設備は外部からの燃料供給がなくと

も、貯蔵した燃料により７日以上安全機能を確保するために必要な設備が作動し得る給電を

維持する設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 10 設備管理部長は、長期にわたって非常用電源設備による給電の必要が生じた場合、必要

な安全対策を講じた上、負荷設備を少消費系統又は待機状態に切り替えることによっ

て、非常用電源設備は外部からの燃料供給がなくとも、貯蔵した燃料により７日以上安

全機能を確保するために必要な設備が作動し得る給電を維持する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

10 設備管理部長は、長期にわたって非常用電源設備による給電の必要が生じた場合、必要な安全対策を講じた上、負荷設備を少消費系統又は

待機状態に切り替えることによって、非常用電源設備は外部からの燃料供給がなくとも、貯蔵した燃料により７日以上安全機能を確保するた

めに必要な設備が作動し得る給電を維持する。 

     



 

1
2
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

20-6 23 ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタ

リングポスト、気象観測装置、警報集中表示盤、所内通信連絡設備のうち放送設備及び電話

交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯には、短時間の停電時に非常用電源設備が

稼働するまでの間の電源を確保するためのバッテリを備える。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ８ 環境安全部長及び設備管理部長は、ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ

線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタリングポスト、気象観測装置、警報集中表示盤、

所内通信連絡設備のうち放送設備及び電話交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘

導灯には、短時間の停電時の電源を確保するためのバッテリを備える。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

８ 環境安全部長及び設備管理部長は、ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタリングポス

ト、気象観測装置、警報集中表示盤、所内通信連絡設備のうち放送設備及び電話交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯には、短時間

の停電時の電源を確保するためのバッテリを備える。 
89 ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタ

リングポスト、気象観測装置、警報集中表示盤、所内通信連絡設備のうち放送設備及び電話

交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯は、短時間の停電時に非常用電源設備が稼

働するまでの間の電源を確保するためのバッテリを有する。 

5-207 ハンドフットクロスモニタ、ダストモニタ、ガンマ線エリアモニタ、放射線監視盤、モニタ

リングポスト、気象観測装置、警報集中表示盤、所内通信連絡設備のうち放送設備及び電話

交換機、自動火災報知設備、非常用照明、誘導灯には、短時間の停電時に非常用電源設備が

稼働するまでの間の電源を確保するためのバッテリを備える。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第二十一条（通信連絡設備）関係 

21-1 23 設計基準事故が発生した場合に、緊急対策本部等から事業所内の人に対して、操作、作業又

は退避の指示等の連絡ができるように、警報装置及び多様性を備えた所内通信連絡設備を設

置する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 11 設備管理部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常が発生した場合に、

緊急対策本部等から事業所内の人に対して、操作、作業又は退避の指示等の連絡ができ

るように、警報装置及び多様性を備えた所内通信連絡設備を設置する。 

 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

11 設備管理部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常が発生した場合に、緊急対策本部等から事業所内の人に対して、操作、

作業又は退避の指示等の連絡ができるように、警報装置及び多様性を備えた所内通信連絡設備を設置する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 

5-210 設計基準事故が発生した場合に、緊急対策本部等から事業所内の人に対して、操作、作業又

は退避の指示等の連絡ができるように、ガンマ線エリアモニタ及びダストモニタに接続し放

射線値の異常を認識する警報装置、並びに自動火災報知設備の警報装置を設置し、多様性を

備えた所内通信連絡設備として、所内放送設備、固定電話機、所内携帯電話機（PHS）及び無

線機を備える。 

所内放送設備は、緊急対策本部以外からも放送が可能とするためマイクを複数箇所に設置す

る。 

所内通信連絡設備を添５リ(ﾇ)の第１表に示す。 

5-211 添５リ(ﾇ)の第１表 所内通信連絡設備  

21-2 23 設計基準事故が発生した場合に、事業所外の必要箇所と通信連絡ができるように、有線式に

加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を備えた所外通信連絡設備を設

置し、輻輳等の制限を受けることなく使用できる設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 12 環境安全部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常が発生した場合に、

事業所外の必要箇所と通信連絡ができるように、有線式に加え無線による伝達方法を追

加することで伝送系に多様性を備えた所外通信連絡設備を設置し、輻輳等の制限を受け

ることなく使用できるようにする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

12 環境安全部長は、加工施設の保全のための活動を行う必要がある異常が発生した場合に、事業所外の必要箇所と通信連絡ができるように、

有線式に加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を備えた所外通信連絡設備を設置し、輻輳等の制限を受けることなく使用

できるようにする。 

5-210 設計基準事故が発生した場合に、事業所外の必要箇所と通信連絡ができるように、有線式に

加え無線による伝達方法を追加することで伝送系に多様性を備えた所外通信連絡設備を設

置する。 

所外通信連絡設備として、一般加入電話、携帯電話及び衛星携帯電話をそれぞれ複数社のも

のを備えるとともに IP 電話も備え、文書を送信するためのファクシミリ装置を備え、輻輳

等の制限を受けることなく使用できる設計とする。 

所轄消防本部との専用通信回線を設ける。 

一般加入電話は、社内の専用ネットワークを介し、発災地域外の回線を利用して発信できる

設計とする。 

所外通信連絡設備を添５リ(ﾇ)の第２表に示す。 

5-211 添５リ(ﾇ)の第２表 所外通信連絡設備  
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

21-3 23 設置する警報装置、所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備のうち、外部電源により動作す

るものについては、非常用電源設備に接続又はバッテリを内蔵し、外部電源が期待できない

場合でも動作可能な設計とする。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

13 設備管理部長は、設置する警報装置、所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備のうち、

外部電源により動作するものについては、非常用電源設備に接続又はバッテリを内蔵

し、外部電源が期待できない場合でも動作可能とする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

13 設備管理部長は、設置する警報装置、所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備のうち、外部電源により動作するものについては、非常用電

源設備に接続又はバッテリを内蔵し、外部電源が期待できない場合でも動作可能とする。 
5-210 警報装置、所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備のうち、外部電源により動作するものに

ついては、非常用電源設備に接続又はバッテリを内蔵し、外部電源が期待できない場合でも

動作可能な設計とする。 

21-4 23 通信連絡設備は、緊急対策本部等の事故時の活動の拠点として機能する場所に設置する。 （設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

10．設計想定事象の発生時（その他）（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

14 設備管理部長は、通信連絡設備については、緊急対策本部等の事故時の活動の拠点とし

て機能する場所に設置する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１４．その他の設計想定事象等 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

14 設備管理部長は、通信連絡設備については、緊急対策本部等の事故時の活動の拠点として機能する場所に設置する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 

5-210 通信連絡設備は、緊急対策本部等の事故時の活動の拠点として機能する場所に設置する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

第二十二条（重大事故等の拡大の防止等）関係 

22-1 125 設計基準を超える条件として機器の多重故障等を仮定し、重大事故に至るおそれがある事故

が発生した場合を想定して、重大事故に至るおそれがある事故の拡大を防止することにより

重大事故の発生を防止するとともに、重大事故に至るおそれがある事故の発生時に放射性物

質の放出量を実行可能な限り低くするため、財産保護に優先して安全確保に必要な施設及び

体制を整備する。ここで、「重大事故」とは、設計上定める条件よりも厳しい条件下にて発生

する事故であり、臨界及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失によって、放射線及び放射

性物質を著しく敷地外に放出する事象のことをいう。なお、本加工施設においては、重大事

故の発生は想定されない。 

（加工施設の操作に係る計画及び実施） 

第２５条  各部長は、第 17条に定める職務に従い、第 27条から第 35条（ただし、第 30条の 3から第 30条の 4に

関する事項を除く。）に記載する事項を定めた加工施設の操作に係る計画として各基準及び臨界安全管理に

係る計画として基準を定める。 

所長は、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うに当たっては財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、第 30条の 3

から第 30条の 4に記載する事項を定めた設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置及び重大事故に

至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置（第 11条、第 17条、第 25条以

降において以下「設計想定事象等に係る加工施設の保全に関する措置」という。）に係る計画として、基準

を定める。 

所長は、第 36条から第 37条に記載する事項を定めた異常時の措置に係る計画（異常の検知を知らせる警

報作動時の手順を含む。）として、各基準を定める。 

 

２． 各部長は、前項に定めた基準に基づいて、第 27条から第 35条（ただし、第 30条の 3から第 30条の 4

に関する事項を除く。）の業務を実施させる。 

所長は、前項に定めた基準に基づいて、第 30条の 3から第 30条の 4及び第 36条から第 37条の業務

を実施させる。 

 

（対策活動） 

第９１条  非常時体制が発令された場合は、本部長は緊急対策本部要員を招集し、第 86条であらかじめ定められた

通報系統に従って、社長及び社外関係機関にその旨を通報する。 

 

２． 緊急対策本部は、本部長の統括のもと、事態の拡大防止等に関する活動（緊急作業を含む。）を行う。 

 

３． 本部長は、事態の拡大防止等に関する活動のうち、現地での実施組織の活動を指揮する者を指名し指揮

させる又は自ら指揮する。現地での実施組織の活動を指揮する者は、重大事故に至るおそれがある事故又

は大規模損壊の影響により、加工施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、本部

長に報告する。報告を受けた本部長は、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、核燃

料物質等の漏えいの防止のために必要な措置について、緊急対策本部において協議する。 

 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

４ 環境安全部長は、事故対処においては、財産保護よりも安全最優先で実施する方針に基づ

いて、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等の事故等対処活動を行うことを基準に規

定する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１．概要 

所長は、火災等の重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合および大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる加工施設の大規模な損壊（以降、事故等という。）が発生した場合及び大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加

工施設の保全に関する措置に備え、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて必要な人員を確保し、通報・連絡体制、指揮命令

体制における役割分担、責任者等を明確に定める。また、事故等の対処活動に必要な非常時用資機材をあらかじめ準備し、各部長は非常時資

機材の性能維持のための点検・整備を実施する。 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（４）手順書の整備 

4 環境安全部長は、事故対処においては、財産保護よりも安全最優先で実施する方針に基づいて、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等

の事故等対処活動を行うことを基準に規定する。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

１１．対策活動（第９１条） 

11－１ 緊急対策本部要員の招集及び通報（第９１条第１項） 

非常時体制が発令された場合は、本部長は緊急対策本部要員を招集し、予め定められた通報系統に従って、社長及び社外関係機関にその旨を

通報する。 

なお､所長は､緊急対策本部要員の参集状況及び事態の状況に応じて､緊急対策本部及び事業所防災組織を編成する人員の入れ替えを行う場合

がある｡ 

11－２ 事態の拡大防止等（第９１条第 2項） 

緊急対策本部は、本部長統括のもと、事態の拡大防止等に関する以下の活動（緊急作業を含む。）を行う。 

11－３ 安全優先の方針（第９１条第 3項） 

担当部長は、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の影響により、加工施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、核燃料物質等の漏えいの防止のために必要な措置について所長、核燃料取

扱主任者及び関係部長と協議する。 

7-18 設計基準を超える条件として機器の多重故障等を仮定し、重大事故に至るおそれがある事故

が発生した場合を想定して、重大事故に至るおそれがある事故の拡大を防止することにより

重大事故の発生を防止するとともに、重大事故に至るおそれがある事故の発生時に放射性物

質の放出量を実行可能な限り低くするため、財産保護に優先して安全確保に必要な施設及び

体制を整備する。ここで、「重大事故」とは、設計上定める条件よりも厳しい条件下にて発生

する事故であり、臨界及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失によって、放射線及び放射

性物質を著しく敷地外に放出する事象のことをいう。なお、本加工施設においては、重大事

故の発生は想定されない。 

22-2 125 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の条件等を適切に設定し、それらに対して

具体的かつ実行可能な対策を用意し、想定される事故に対して有効な効果が期待できる手順

を定める。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１．概要 

所長は、事故等の対処活動が効果的に実施できるよう、定期的に事故対処活動の教育・訓練を実施し、教育・訓練結果に基づいた体制、資機
材、教育・訓練の評価・見直しを実施し実効性を維持する。 

 
7-18 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の条件等を適切に設定し、それらに対して

具体的かつ実行可能な対策を用意し、想定される事故に対して有効な効果が期待できる手順

を定める。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-3 125 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる加工施設の

大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）への対処については、重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合と同一の体制とする。 

建物の大規模損壊に伴い発生するおそれがあるウランの飛散に対応するための資機材及び

手順書を整備する。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１．概要 

所長は、火災等の重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合および大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる加工施設の大規模な損壊（以降、事故等という。）が発生した場合及び大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加

工施設の保全に関する措置に備え、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて必要な人員を確保し、通報・連絡体制、指揮命令

体制における役割分担、責任者等を明確に定める。また、事故等の対処活動に必要な非常時用資機材をあらかじめ準備し、各部長は非常時資

機材の性能維持のための点検・整備を実施する。 
7-18 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる加工施設の

大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）への対処については、重大事故に至るおそれが

ある事故が発生した場合と同一の体制とする。 

建物の大規模損壊に伴い発生するおそれがあるウランの飛散に対応するための資機材及び

手順書を整備する。 

22-5 125 火山による影響については、本加工施設の地理的領域内（本加工施設から 160 km 圏内）の

第四紀火山は、火山活動により本加工施設に影響を及ぼすおそれはなく、地理的領域外の火

山活動に対しては、降下火砕物の除去等の措置を講じることとしており、火山事象が大きな

事故の誘因とならないことから、想定から除外する。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の

3関係） 

７．設計想定事象の発生時（火山活動（降下火砕物）） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 １ 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて、

堆積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の措置を講じる。措置に当たって

は、火山事象の進展を考慮して保守的に積雪の有無にかかわらず、加工施設で降下火砕

物が観測された時点で、速やかに作業を開始することとする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１１．自然現象発生時（火山活動（降下火砕物）） 

（４）手順書の整備 

1 設備管理部長は、降下火砕物が観測された場合、気中の降下火砕物の状態を踏まえて堆積速度を考慮し、建物が耐荷重に至る前に除去等の

措置を講じる。 7-18 火山による影響については、本加工施設の地理的領域内（本加工施設から 160 km 圏内）の

第四紀火山は、火山活動により本加工施設に影響を及ぼすおそれはなく、地理的領域外の火

山活動に対しては、降下火砕物の除去等の措置を講じることとしており、火山事象が大きな

事故の誘因とならないことから、想定から除外する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-8 126 可燃物、油類やアルコール類等の危険物が管理された第２加工棟において、その可燃物、油

類及びアルコール類等の危険物量を保管管理量を踏まえ内部火災影響評価で保守的に設定

した量の２倍とすることにより、さらに保守的な条件を設定し、当該境界の機能喪失のおそ

れの有無を確認した。 

（設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置） 

第３０条の３ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、火災又

は爆発、加工施設内での溢水、地震その他の自然現象等（第 24条、第 25条、第 30条の 3以降において以

下「設計想定事象」という。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持す

るための活動に関する次の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付１に示す加工施設の

必要な機能を維持するための活動において規定する事項を含める。 

(1)   可燃物の管理、又は消防吏員への通報、消火若しくは延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着す

るまでに行う活動（以下「初期消火活動」という。）に関する手順を定め、これを要員に守らせるこ

と。この手順には、初期消火活動のため招集の通報連絡並びに通報連絡を受けて参集した要員が行う初

期消火活動として粉末消火器により消火すること及びそれが困難な場合は水消火設備（屋内消火栓、屋

外消火栓又は可搬消防ポンプ）により消火することを含む。 

(2)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教

育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(3)   設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬

消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

(4)   前各号に掲げるもののほか、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包す

る容器の落下、可燃性ガスの漏えい等の異常を含む。）の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

４． 各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により、火災の早期発見に努める。 

 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第 30条の 3

関係） 

１．設計想定事象の発生時（内部火災）（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ２ 燃料製造部長、設備管理部長、環境安全部長及び品質保証部長は、加工施設の建物に可燃

物を持ち込む場合は、設備・機器の操作、保守に必要なもののみを持ち込み、使用する分を

除き金属製容器に収納する管理を行う。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

６．火災等発生時（内部火災） 

（４）手順書の整備 

２ 燃料製造部長、設備管理部長、環境安全部長及び品質保証部長は、加工施設の建物に可燃物を持ち込む場合は、設備・機器の操作、保守に

必要なもののみを持ち込み、使用する分を除き金属製容器に収納する管理を行う。 7-20 可燃物、油類、アルコール類等の危険物を管理する第２加工棟において、その可燃物、油類

及びアルコール類等の危険物量を保管管理量を踏まえ内部火災影響評価で設定した量の２

倍とした状態を想定し、火災区画境界の機能喪失のおそれの有無を評価した。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-9 127 夜間において全交流電源喪失が発生することを想定し、可搬式発電機を備える。 

投光器、携帯用照明等の照明具類を備える。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

（非常時用資機材の整備） 

第８５条  所長は、別表 21に示すとおり、対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、
消火用資機材、その他資機材（以下「非常時用資機材」という。）をあらかじめ準備し、性能維持のために

行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、迅速な対策活動を行

えるよう緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示できるようにしてお

く。各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ８ 設備管理部長は、その他資機材のうち、可搬式発電機は、夜間の全交流電源喪失時に事故

が発生した場合でも対策が可能となるよう、事故時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内

に分散して保管する。照明具類の投光器は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工

棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管し、携帯用照明は、事故時の活動拠点となる

事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

8 設備管理部長は、その他資機材のうち、可搬式発電機は、夜間の全交流電源喪失時に事故が発生した場合でも対策が可能となるよう、事故

時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内に分散して保管する。照明具類の投光器は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、予

備の活動拠点となる保安棟に保管し、携帯用照明は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

7-21 夜間において全交流電源喪失が発生することを想定し、可搬式発電機を備える。 

投光器、携帯用照明等の照明具類を備える。 

 127 夜間において全交流電源喪失が発生することを想定し、可搬式発電機を備える。 

投光器、携帯用照明等の照明具類を備える。 

（非常時用資機材の整備） 

第８５条  所長は、別表 21に示すとおり、対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、

消火用資機材、その他資機材（以下「非常時用資機材」という。）をあらかじめ準備し、性能維持のために

行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、迅速な対策活動を行

えるよう緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示できるようにしてお

く。各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

 

7-21 

夜間において全交流電源喪失が発生することを想定し、可搬式発電機を備える。 

投光器、携帯用照明等の照明具類を備える。 



 

1
3
2
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 127 自動火災報知設備の警報発報を確認した保安員は、直ちに事業所内周知、要員招集等を実施

する。 

保安員による事業所内周知を受けて、事業所内の在所者は自動火災報知設備の警報が発報し

た部屋へ向かい、状況を確認する。 

状況確認の結果、火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、消防吏員への通報、保安

棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者の指示により粉末消火器

を用いた初期消火に当たる。 

粉末消火器による消火が困難な場合は、事業所防災組織の本部長（本部長不在の場合はその

代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポ

ンプを用いた水による消火活動を実施する。 

粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、粉末混合機等の内部への浸水防止対策が実施

されていることを本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が確

認した上で判断する。 

消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区

域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合

は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、建

物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り

替え、冷却を行うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放

射線監視設備、要員による巡視点検等の他、監視カメラを活用することにより、事故事象の

状況を常に把握する。 

これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に

従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供

給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。 

その後、電源遮断、給排気運転停止、防火ダンパー閉止の対処を開始する。 

状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材によ

る目張りを行う。 

消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下において

は、内部被ばくを防止する半面マスクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うた

めの呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 ２ 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の

稼働状態、加工施設及びその境界付近における放射性物質濃度及び線量があり、火災報知

器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視・点検等で入手す

ることを燃料製造部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規

定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び機器等の操作を実行

するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

 (1) 自動火災報知設備の警報発報を確認した保安員は、直ちに事業所内周知、要員招集等を

実施する。 

 (2) 保安員による事業所内周知を受けて、事業所内の在所者は、初動対応要員として自動火

災報知設備の警報が発報した部屋へ向かい、状況を確認する。 

 (3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）

にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、消防吏員への通報、保安棟に待機

する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の

指示により粉末消火器を用いた初期消火に当たる。 

 (4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難

な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示に

より、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施す

る。なお、全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

 (5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵入

防止対策が実施されていることを本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）が確認した上で判断する。 

     ＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水

の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機

器本体の損傷がないこと。 

 (6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管

理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

 (7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部

長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、建物内

の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り

替え、冷却を行うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

 (8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手

順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停

止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その

後、閉じ込め機能の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパー

の閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での電源遮断の対処

を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができ

る配置とする。なお、全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時

の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

 (9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御

盤、放射線監視設備、要員による巡視・点検等の他、監視カメラを活用することによ

り、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報

知設備は設備に内蔵したバッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さら

に全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火災監視

機能を維持させる。 

 (10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃

材による目張りを行う。 

 (11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下に

おいては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マスクを着用し、火災による煙中で

円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用す

る。 

 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（４）手順書の整備 

環境安全部長は次に記載の内容に係る手順書を整備し、必要に応じ各部長に関連する手順書の整備を指示する。 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(1) 自動火災報知設備の警報発報を確認した保安員は、直ちに事業所内周知、要員招集等を実施する。 

(2) 保安員による事業所内周知を受けて、事業所内の在所者は、初動対応要員として自動火災報知設備の警報が発報した部屋へ向かい、状況

を確認する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵入防止対策が実施されていることを本部長（本部長

不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が確認した上で判断する。 

＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の損傷がないこと。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処にあたっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 

(続き) 

127 その後、電源遮断、給排気運転停止、防火ダンパー閉止の対処を開始する。 （重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備  (8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手

順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停

止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その

後、閉じ込め機能の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパー

の閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での電源遮断の対処

を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができ

る配置とする。なお、全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時

の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（４）手順書の整備 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 

(続き) 

7-21 重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじ

め組織し、重大事故に至るおそれがある事故の発生に備える。 

事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実

施組織及び支援組織で構成する。 

夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常

駐させる。 

当直者は、本部長が事業所に到着するまでの間、初動対応の指揮・命令を行う。 

初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、

緊急時消火班を設定する。 

対象者の選定に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に

参集できることを考慮する。 

第２加工棟において火災が発生し、初動対応要員が火災発生を現認した場合、又は夜間及び

休日においても保安員が常時待機している保安棟で自動火災報知設備の発報を認知した保

安員又は指示を受けた初動対応要員が目視（第２加工棟内外の要所に配置した監視カメラで

の確認を含む。）にて火災発生を現認した場合は、直ちに消防吏員へ通報する。 

保安員は、要員招集、所内通知等を実施する。 

全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバッテリにより電源を供

給して火災監視機能を維持する。 

全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火災監視機能を

維持させる。 

保安員からの連絡を受けた当直者（本部長到着後は本部長）は、初期消火活動等の指揮を執

り、初動対応要員及び保安員に対して状況に応じた必要な装備をさせた上で火災発生場所へ

向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。 

複数箇所で火災が同時発生している場合は、第１種管理区域境界となる火災区画境界に設置

された扉を含む部屋を優先して消火するよう指示する。 

ここで(1)の評価結果から、等価時間が防火設備である扉の耐火時間に近くなる又は耐火時

間を超えることが想定される火災区画のうち、ウランを粉末として大量に取り扱う第２加工

棟１階の第１種管理区域を含む火災区画（２Ｐ－１）と屋外を隔てる外扉、及び同火災区画

（２Ｐ－１）と非管理区域を内包する火災区画（２Ｐ－３）を隔てる扉を初動対応の対象と

し、このうち第１種管理区域と屋外を隔てる外扉を最優先とする。 

火災が発生した火災区画へ入り消火活動を行う初動対応要員及び保安員は、呼吸用ボンベマ

スク等の必要な装備を装着する。 

当直者（本部長到着後は本部長）は、粉末消火器による初期消火と並行して、初動対応要員

に循環冷却水、上水の送水ポンプの手動停止又は供給弁手動閉止、可燃性ガス供給弁の手動

による緊急閉止の操作に当たらせる。 

複数箇所での火災同時発生を確認した時点で、初動対応要員に、閉じ込め機能の喪失に備え

た給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動に

よる電気火災に備えて受電設備での電源遮断の処置に当たらせる。 

これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。 

全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これら

の電源遮断の操作を行う。 

火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難とな

った場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）は、屋内

消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火を行うよう指示する。 

全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

これら設備・機器の周囲を含めた加工施設内での消火活動は粉末消火器による消火を原則と

し、これを確実なものとするため可燃物に対して防火上の管理をする等対策を講じるが、万

一、粉末消火器による消火が困難となった場合において、やむを得ず減速条件の管理を必要

とする設備・機器近傍での消火に水を用いる場合は、以下の判断基準をもとに本部長（本部

長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が放水を指示する。 

＜判断基準＞・ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれ

ば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

（地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の

損傷がないこと。 

水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画における等価時間が第２加工棟の火災

区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者とし

てあらかじめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区

域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替える。 

これらの初動対応に当たり、初期消火活動、救助活動等の人的措置が満足に機能するよう、

それぞれの対処事項に必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

その後、初動対応を実施している間に、事象発生当初に保安員が行った要員招集に応じて、

本部長、本部員、その他の防災組織の要員が順次参集し、本部長（本部長不在の場合はその

代行者としてあらかじめ定めた者）の指揮・命令の下、消火活動を継続するとともに、状況

に応じて、建物内外の状況把握、外扉の目張り、飛散したウランの回収等の処置を講じるこ

とにより重大事故に至るおそれがある事故の進展を防止する。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時 
区分 規定する事項 

要員の配置  

１ 所長は、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織

をあらかじめ組織し、重大事故に至るおそれがある事故の発生に備える。（別図 6） 

２ 事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに

実施組織及び支援組織で構成する。 

３ 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応

要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内

外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事

業所に参集し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あら

かじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班を任命し、事故発生時に

招集する。緊急時消火班の任命に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化

した場合でも早期に参集できることを考慮する。 

４ 環境安全部長は、事業所防災組織の要員が揃うまでの間、事故発生直後の初期消火活動等

の初動対応に当たるために必要な事業所内に常駐する要員として、７名を確保する。ただ

し、連続焼結炉停止中の場合は、可燃性ガスの供給弁手動閉止の操作等、初動対応の一部

を省略可能であるため、事業所内に常駐する要員として、６名を確保することとする。 

５ 所長は、体制として、夜間及び休日に常駐する要員のみでの対応を想定した初期段階、緊

急時消火班到着時の段階及び事業所防災組織の要員参集後の段階の３段階に分け、事故

時の活動拠点の設置、適切な人員配置、資機材の割り振り、事故の進展段階に応じた消火

活動、救助活動といったソフト対応を行って、事故の進展、拡大を防止する。 

６ 火災発生後の要員参集に応じて早期に参集する緊急時消火班は、初動対応要員による消

火活動の状況に応じて、他の火災発生場所若しくは建物外からの放水活動、扉冷却を行う

者である。緊急時消火班は、事業所到着後、当直者（本部長到着後は本部長）の指揮の下、

初期消火活動に当たる。緊急時消火班による可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋外消火栓

を用いた活動は最低３名以上で行う。 

７ 環境安全部長は、緊急対策本部、実施組織及び支援組織から構成する事業所防災組織に必

要な人員を円滑に確保し、指揮命令系統、役割分担、責任者等を明確化することにより適

切な人員配置の体制を整備する。 

８ 所長は、実施組織として、施設責任者、技術係、除染係、工務係、放管係及び救護消火係

を設ける。施設責任者、技術係、除染係、工務係及び放管係には、技術的助言を行う要員

も含める。支援組織として、情報１係、情報２係、総務広報係、調達係及び警備誘導係を

設ける。各係の業務分掌は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力防災組織の内容と

同一とする。施設責任者は、施設設備の点検、異常事象の状況確認を実施する。技術係は、

応急復旧及び事故状況の把握、事故影響範囲の推定、事故拡大防止対策の検討を実施す

る。除染係は、放射性物質の汚染除去等を実施する。工務係は、施設設備の応急復旧等を

実施する。放管係は、被ばく管理、汚染管理等を実施する。救護消火係には、救護班及び

消火班を置き、消火班は消火活動（初期消火活動を含む。）を、救護班は負傷者発生時の

救出・救護活動を実施する。情報１係は、各種情報の収集や関係機関への通報・連絡等を

実施する。情報２係は、原子力災害合同対策協議会での情報交換等を実施する。総務広報

係は、事業所内への周知、要員の呼集等を実施する。調達係は、復旧資機材の調達を実施

する。警備誘導係は、事業所内の警備等を実施する。（別表 20） 

９ 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよ

う、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

 

別図２－（２） 管理区域、保全区域及び周辺監視区域図 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

1 所長は、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじめ組織し、重大事故に至るおそれがあ

る事故の発生に備える。 

2 事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実施組織及び支援組織で構成する。 

3 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活

動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事業所に参集

し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あらかじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班

を任命し、事故発生時に招集する。緊急時消火班の任命に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に参集で

きることを考慮する。 

（４）手順書の整備 

環境安全部長は次に記載の内容に係る手順書を整備し、必要に応じ各部長に関連する手順書の整備を指示する。 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵入防止対策が実施されていることを本部長（本部長

不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が確認した上で判断する。 

＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の損傷がないこと。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等の他、監視

カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバ

ッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

3 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の

消火を優先することをあらかじめ標準において明確にする。 

9 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初

動対応体制を組織する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 

(続き) 

7-21 

(続き) 

（再掲） 

重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじ

め組織し、重大事故に至るおそれがある事故の発生に備える。 

事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実

施組織及び支援組織で構成する。 

夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常

駐させる。 

当直者は、本部長が事業所に到着するまでの間、初動対応の指揮・命令を行う。 

初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、

緊急時消火班を設定する。 

対象者の選定に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に

参集できることを考慮する。 

第２加工棟において火災が発生し、初動対応要員が火災発生を現認した場合、又は夜間及び

休日においても保安員が常時待機している保安棟で自動火災報知設備の発報を認知した保

安員又は指示を受けた初動対応要員が目視（第２加工棟内外の要所に配置した監視カメラで

の確認を含む。）にて火災発生を現認した場合は、直ちに消防吏員へ通報する。 

保安員は、要員招集、所内通知等を実施する。 

全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバッテリにより電源を供

給して火災監視機能を維持する。 

全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火災監視機能を

維持させる。 

保安員からの連絡を受けた当直者（本部長到着後は本部長）は、初期消火活動等の指揮を執

り、初動対応要員及び保安員に対して状況に応じた必要な装備をさせた上で火災発生場所へ

向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。 

複数箇所で火災が同時発生している場合は、第１種管理区域境界となる火災区画境界に設置

された扉を含む部屋を優先して消火するよう指示する。 

ここで(1)の評価結果から、等価時間が防火設備である扉の耐火時間に近くなる又は耐火時

間を超えることが想定される火災区画のうち、ウランを粉末として大量に取り扱う第２加工

棟１階の第１種管理区域を含む火災区画（２Ｐ－１）と屋外を隔てる外扉、及び同火災区画

（２Ｐ－１）と非管理区域を内包する火災区画（２Ｐ－３）を隔てる扉を初動対応の対象と

し、このうち第１種管理区域と屋外を隔てる外扉を最優先とする。 

火災が発生した火災区画へ入り消火活動を行う初動対応要員及び保安員は、呼吸用ボンベマ

スク等の必要な装備を装着する。 

当直者（本部長到着後は本部長）は、粉末消火器による初期消火と並行して、初動対応要員

に循環冷却水、上水の送水ポンプの手動停止又は供給弁手動閉止、可燃性ガス供給弁の手動

による緊急閉止の操作に当たらせる。 

複数箇所での火災同時発生を確認した時点で、初動対応要員に、閉じ込め機能の喪失に備え

た給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動に

よる電気火災に備えて受電設備での電源遮断の処置に当たらせる。 

これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。 

全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これら

の電源遮断の操作を行う。 

火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難とな

った場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）は、屋内

消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火を行うよう指示する。 

全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

これら設備・機器の周囲を含めた加工施設内での消火活動は粉末消火器による消火を原則と

し、これを確実なものとするため可燃物に対して防火上の管理をする等対策を講じるが、万

一、粉末消火器による消火が困難となった場合において、やむを得ず減速条件の管理を必要

とする設備・機器近傍での消火に水を用いる場合は、以下の判断基準をもとに本部長（本部

長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が放水を指示する。 

＜判断基準＞・ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれ

ば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

（地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の

損傷がないこと。 

水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画における等価時間が第２加工棟の火災

区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者とし

てあらかじめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区

域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替える。 

これらの初動対応に当たり、初期消火活動、救助活動等の人的措置が満足に機能するよう、

それぞれの対処事項に必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

その後、初動対応を実施している間に、事象発生当初に保安員が行った要員招集に応じて、

本部長、本部員、その他の防災組織の要員が順次参集し、本部長（本部長不在の場合はその

代行者としてあらかじめ定めた者）の指揮・命令の下、消火活動を継続するとともに、状況

に応じて、建物内外の状況把握、外扉の目張り、飛散したウランの回収等の処置を講じるこ

とにより重大事故に至るおそれがある事故の進展を防止する。 

 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 

区分 規定する事項 

要員の配置 

（続き） 

10 環境安全部長は、あらかじめ定めた連絡経路により、夜間及び休日を含め円滑に要員を招

集できるよう、定期的（年１回以上）に非常招集訓練を実施する。 

11 所長は、重大事故に至るおそれがある事故発生時は、要員を招集し、実施組織及び支援組

織の活動を開始する。 

12 環境安全部長は、事故時に活動の拠点として機能する場所には、実施組織と支援組織で情

報交換ができるよう通信連絡設備を準備するとともに、社外へ連絡及び通報するための

事務機器を整備し、通報に関する体制も整備する。 

13 環境安全部長は、事故対処において、事業所防災組織のみで対応できない場合は、所在地

域の原子力事業者間の協力協定により、環境放射線モニタリング、放射線防護措置、消火

活動等に係る要員の派遣及び資機材の借用その他必要な支援を受けられる体制を構築す

る。さらに、事故対処が長期化する場合は、他のウラン加工事業者との協力協定により、

資機材の借用等の支援を受けられる体制とする。 

14 大規模損壊発生時は、重大事故に至るおそれがある事故発生時と同一の体制とする。 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、訓練では、放射性物質の作業環境への影響、時間帯、悪天候を考慮した

複数の環境条件を想定し、事故対処に必要な資機材を用いた訓練を実施する。 

２ 環境安全部長は、訓練の実施に当たっては、対策活動を行う実施組織及び支援組織の要員

を対象とした教育・訓練計画を策定し、定期的に訓練を実施する。 

３ 環境安全部長は、教育・訓練においては、ウランの特性、漏えい、火災時の挙動及び環境

条件を含む、事故時の加工施設の挙動に関する知識の向上を図る。 

４ 環境安全部長は、要員の役割に応じた机上教育を実施するとともに、事故対処に使用する

資機材を用いて、実施組織及び支援組織の活動の習熟を目的とする個別訓練を定期的（年

１回以上）に実施し、実施組織及び支援組織の活動の要素を取り込み事業所防災組織全体

の連携を図る総合訓練を定期的（年１回以上）に実施する。 

５ 環境安全部長は、火災の複数同時発生を想定した訓練を実施し、それに対する評価に基づ

き訓練内容を改善する。 

６ 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の活動に応じた消火、救出救護、通報連絡活動、

環境モニタリング等の個別訓練を実施し、資機材の使用、部品交換等の経験を積むととも

に、資機材の標準を整備して、事故対処における資機材の使用について習熟を図る。 

７ 環境安全部長は、訓練では、火災の状況を想定し、夜間及び悪天候を考慮する。 

８ 環境安全部長は、夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）

に非常招集訓練を実施する。 

９ 環境安全部長は、大規模損壊発生時の措置に必要な標準及び資機材を整備し、要員を確保

するとともに、当該標準に従って活動を行うために必要な教育・訓練を定期的（年１回以

上）に実施する。 

10 環境安全部長は、大規模損壊発生時の対処活動における技能及び知識の向上を図るため、

事故対処に必要な資機材を用いた訓練を定期的に実施する。 

11 環境安全部長は、具体的には、大規模損壊発生を想定し、事業所防災組織全体で連携した

総合訓練及び事業所防災組織の各係が実施する消火活動等の個別の対処訓練を、年１回

以上の頻度で実施する。 

12 環境安全部長は、大規模損壊発生時における加工施設の挙動に関する知識の向上を目的

とした教育を年１回以上の頻度で実施する。 

 

 

（再掲） 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

1 所長は、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじめ組織し、重大事故に至るおそれがあ

る事故の発生に備える。 

2 事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実施組織及び支援組織で構成する。 

3 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活

動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事業所に参集

し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あらかじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班

を任命し、事故発生時に招集する。緊急時消火班の任命に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に参集で

きることを考慮する。 

（４）手順書の整備 

環境安全部長は次に記載の内容に係る手順書を整備し、必要に応じ各部長に関連する手順書の整備を指示する。 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵入防止対策が実施されていることを本部長（本部長

不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が確認した上で判断する。 

＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の損傷がないこと。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等の他、監視

カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバ

ッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

3 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の

消火を優先することをあらかじめ標準において明確にする。 

9 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初

動対応体制を組織する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 

(続き) 

7-21 

(続き) 

（再掲） 

重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじ

め組織し、重大事故に至るおそれがある事故の発生に備える。 

事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実

施組織及び支援組織で構成する。 

夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常

駐させる。 

当直者は、本部長が事業所に到着するまでの間、初動対応の指揮・命令を行う。 

初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、

緊急時消火班を設定する。 

対象者の選定に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に

参集できることを考慮する。 

第２加工棟において火災が発生し、初動対応要員が火災発生を現認した場合、又は夜間及び

休日においても保安員が常時待機している保安棟で自動火災報知設備の発報を認知した保

安員又は指示を受けた初動対応要員が目視（第２加工棟内外の要所に配置した監視カメラで

の確認を含む。）にて火災発生を現認した場合は、直ちに消防吏員へ通報する。 

保安員は、要員招集、所内通知等を実施する。 

全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバッテリにより電源を供

給して火災監視機能を維持する。 

全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火災監視機能を

維持させる。 

保安員からの連絡を受けた当直者（本部長到着後は本部長）は、初期消火活動等の指揮を執

り、初動対応要員及び保安員に対して状況に応じた必要な装備をさせた上で火災発生場所へ

向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。 

複数箇所で火災が同時発生している場合は、第１種管理区域境界となる火災区画境界に設置

された扉を含む部屋を優先して消火するよう指示する。 

ここで(1)の評価結果から、等価時間が防火設備である扉の耐火時間に近くなる又は耐火時

間を超えることが想定される火災区画のうち、ウランを粉末として大量に取り扱う第２加工

棟１階の第１種管理区域を含む火災区画（２Ｐ－１）と屋外を隔てる外扉、及び同火災区画

（２Ｐ－１）と非管理区域を内包する火災区画（２Ｐ－３）を隔てる扉を初動対応の対象と

し、このうち第１種管理区域と屋外を隔てる外扉を最優先とする。 

火災が発生した火災区画へ入り消火活動を行う初動対応要員及び保安員は、呼吸用ボンベマ

スク等の必要な装備を装着する。 

当直者（本部長到着後は本部長）は、粉末消火器による初期消火と並行して、初動対応要員

に循環冷却水、上水の送水ポンプの手動停止又は供給弁手動閉止、可燃性ガス供給弁の手動

による緊急閉止の操作に当たらせる。 

複数箇所での火災同時発生を確認した時点で、初動対応要員に、閉じ込め機能の喪失に備え

た給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動に

よる電気火災に備えて受電設備での電源遮断の処置に当たらせる。 

これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。 

全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これら

の電源遮断の操作を行う。 

火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難とな

った場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）は、屋内

消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火を行うよう指示する。 

全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

これら設備・機器の周囲を含めた加工施設内での消火活動は粉末消火器による消火を原則と

し、これを確実なものとするため可燃物に対して防火上の管理をする等対策を講じるが、万

一、粉末消火器による消火が困難となった場合において、やむを得ず減速条件の管理を必要

とする設備・機器近傍での消火に水を用いる場合は、以下の判断基準をもとに本部長（本部

長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が放水を指示する。 

＜判断基準＞・ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれ

ば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

（地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の

損傷がないこと。 

水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画における等価時間が第２加工棟の火災

区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者とし

てあらかじめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区

域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替える。 

これらの初動対応に当たり、初期消火活動、救助活動等の人的措置が満足に機能するよう、

それぞれの対処事項に必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

その後、初動対応を実施している間に、事象発生当初に保安員が行った要員招集に応じて、

本部長、本部員、その他の防災組織の要員が順次参集し、本部長（本部長不在の場合はその

代行者としてあらかじめ定めた者）の指揮・命令の下、消火活動を継続するとともに、状況

に応じて、建物内外の状況把握、外扉の目張り、飛散したウランの回収等の処置を講じるこ

とにより重大事故に至るおそれがある事故の進展を防止する。 

 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 

区分 規定する事項 

資機材の配備  

１ 設備管理部長及び環境安全部長は、事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放

射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下等を想定した機器等の資機材について、

資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保

管場所を考慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通要因により必要な機

能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量を複数箇所に分散して配備

することとし、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮し保管場所、保管方法、数量を

定め保管する。また、資機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施す

る。（別表 21） 

２ 所長は、事故時に活動の拠点として機能する場所は、第２加工棟での火災の複数同時発生

の影響を考慮し、第２加工棟から離れた事務棟に設置する。また、地震、竜巻等の影響によ

り事務棟が損傷する場合を考慮し、事務棟と同様に第２加工棟から離れた保安棟を予備の

活動拠点とする。なお、予備の活動拠点も使用できない場合には、損傷の軽度な敷地内の

建物を確認、又はテントを設営し、活動拠点とする。 

３ 環境安全部長は、消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあら

かじめ定め、当該ルートには通行の支障となるものを設置しない管理を行う。大地震時に

おいて倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して保管する

ことにより、複数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。資機材の保管

庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で単純な構造のコンテナ等

を地面に固縛したものとする。 

４ 環境安全部長は、放射線障害防護用器具のうち、汚染防護服及びフィルタ付防護マスクは、

事故時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内に分散して保管する。呼吸用ボンベマスクは、

事故時の活動拠点となる事務棟の他、事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管

する。 

５ 非常用通信機器は、社外通報及び社内他地区への外部連絡を主な用途とする緊急時優先電

話（専用電話回線）、ファクシミリ、携帯電話等、衛星電話、携帯型無線（消防専用回線）、

事故発生時の要員招集に使用する緊急呼出装置、事業所内放送設備からなる。環境安全部

長及び設備管理部長は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安

棟に保管する。 

６ 環境安全部長は、計測器等は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点とな

る保安棟、事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管する。 

７ 環境安全部長及び設備管理部長は、消火用資機材は、火災発生に備えて敷地内に分散して

保管する。防火衣については、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、予備

の活動拠点となる保安棟に保管する。水による消火活動に必要な可搬消防ポンプについて

は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、敷地内に分散して保管する。ま

た、消火活動に必要な水量を保有した水源として消火栓水槽、貯水槽を敷地内に分散して

設置し、これらの水源を利用できるよう延長ホースを備える。 

設備管理部長は、火災区画内には消防法に定められた能力単位の５倍以上の粉末消火器を

配置する。 

８ 設備管理部長は、その他資機材のうち、可搬式発電機は、夜間の全交流電源喪失時に事故

が発生した場合でも対策が可能となるよう、事故時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内

に分散して保管する。照明具類の投光器は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工

棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管し、携帯用照明は、事故時の活動拠点となる

事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。 
 

（再掲） 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

1 所長は、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじめ組織し、重大事故に至るおそれがあ

る事故の発生に備える。 

2 事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実施組織及び支援組織で構成する。 

3 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活

動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事業所に参集

し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あらかじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班

を任命し、事故発生時に招集する。緊急時消火班の任命に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に参集で

きることを考慮する。 

（４）手順書の整備 

環境安全部長は次に記載の内容に係る手順書を整備し、必要に応じ各部長に関連する手順書の整備を指示する。 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵入防止対策が実施されていることを本部長（本部長

不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が確認した上で判断する。 

＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の損傷がないこと。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等の他、監視

カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバ

ッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

3 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の

消火を優先することをあらかじめ標準において明確にする。 

9 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初

動対応体制を組織する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 

(続き) 

7-21 

(続き) 

（再掲） 

重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじ

め組織し、重大事故に至るおそれがある事故の発生に備える。 

事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実

施組織及び支援組織で構成する。 

夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常

駐させる。 

当直者は、本部長が事業所に到着するまでの間、初動対応の指揮・命令を行う。 

初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、

緊急時消火班を設定する。 

対象者の選定に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に

参集できることを考慮する。 

第２加工棟において火災が発生し、初動対応要員が火災発生を現認した場合、又は夜間及び

休日においても保安員が常時待機している保安棟で自動火災報知設備の発報を認知した保

安員又は指示を受けた初動対応要員が目視（第２加工棟内外の要所に配置した監視カメラで

の確認を含む。）にて火災発生を現認した場合は、直ちに消防吏員へ通報する。 

保安員は、要員招集、所内通知等を実施する。 

全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバッテリにより電源を供

給して火災監視機能を維持する。 

全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火災監視機能を

維持させる。 

保安員からの連絡を受けた当直者（本部長到着後は本部長）は、初期消火活動等の指揮を執

り、初動対応要員及び保安員に対して状況に応じた必要な装備をさせた上で火災発生場所へ

向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。 

複数箇所で火災が同時発生している場合は、第１種管理区域境界となる火災区画境界に設置

された扉を含む部屋を優先して消火するよう指示する。 

ここで(1)の評価結果から、等価時間が防火設備である扉の耐火時間に近くなる又は耐火時

間を超えることが想定される火災区画のうち、ウランを粉末として大量に取り扱う第２加工

棟１階の第１種管理区域を含む火災区画（２Ｐ－１）と屋外を隔てる外扉、及び同火災区画

（２Ｐ－１）と非管理区域を内包する火災区画（２Ｐ－３）を隔てる扉を初動対応の対象と

し、このうち第１種管理区域と屋外を隔てる外扉を最優先とする。 

火災が発生した火災区画へ入り消火活動を行う初動対応要員及び保安員は、呼吸用ボンベマ

スク等の必要な装備を装着する。 

当直者（本部長到着後は本部長）は、粉末消火器による初期消火と並行して、初動対応要員

に循環冷却水、上水の送水ポンプの手動停止又は供給弁手動閉止、可燃性ガス供給弁の手動

による緊急閉止の操作に当たらせる。 

複数箇所での火災同時発生を確認した時点で、初動対応要員に、閉じ込め機能の喪失に備え

た給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動に

よる電気火災に備えて受電設備での電源遮断の処置に当たらせる。 

これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。 

全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これら

の電源遮断の操作を行う。 

火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難とな

った場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）は、屋内

消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火を行うよう指示する。 

全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

これら設備・機器の周囲を含めた加工施設内での消火活動は粉末消火器による消火を原則と

し、これを確実なものとするため可燃物に対して防火上の管理をする等対策を講じるが、万

一、粉末消火器による消火が困難となった場合において、やむを得ず減速条件の管理を必要

とする設備・機器近傍での消火に水を用いる場合は、以下の判断基準をもとに本部長（本部

長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が放水を指示する。 

＜判断基準＞・ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれ

ば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

（地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の

損傷がないこと。 

水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画における等価時間が第２加工棟の火災

区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者とし

てあらかじめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区

域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替える。 

これらの初動対応に当たり、初期消火活動、救助活動等の人的措置が満足に機能するよう、

それぞれの対処事項に必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

その後、初動対応を実施している間に、事象発生当初に保安員が行った要員招集に応じて、

本部長、本部員、その他の防災組織の要員が順次参集し、本部長（本部長不在の場合はその

代行者としてあらかじめ定めた者）の指揮・命令の下、消火活動を継続するとともに、状況

に応じて、建物内外の状況把握、外扉の目張り、飛散したウランの回収等の処置を講じるこ

とにより重大事故に至るおそれがある事故の進展を防止する。 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 

区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

９ 環境安全部長は、その他資機材のうち、除染用具は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、

事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管する。設備管理部長及び燃料製造部長

は、核燃料物質等の閉じ込め又は事故拡大の防止に使用する外扉等の目張り用資機材、建

物、設備損傷時の養生用資機材、飛散ウラン回収用資機材は、事故発生場所へのアクセス

が容易な第２加工棟の他、第２加工棟から離れた予備の活動拠点となる保安棟に保管す

る。 

10 設備管理部長及び環境安全部長は、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、照明具類

を含むその他資機材のうち、外部電源が必要な資機材に関しては、非常用電源設備若しく

は可搬式発電機に接続する又はバッテリを内蔵した構成とし、外部電源が期待できない場

合でも動作可能とする。 

11 設備管理部長及び燃料製造部長は、大規模損壊発生時にウランが飛散した場合に対して、

集塵機等を用いたウランの回収、シートを用いたウランの飛散防止等の対策に必要な資機

材を整備し、必要な手順を定める。 

12 設備管理部長は、消火活動のためのアクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤

に自動式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気火災の延焼を防止することによりアクセ

スルートを確保する。 

手順書の整備  

１ 環境安全部長は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の措置に必要となる標

準では、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するため、全交流電源喪失、計測機

器による監視機能喪失まで想定し、必要な情報の種類、入手方法及び判断基準等を定め、

監視項目、確認項目、機器等の操作、対処事項、対処事項に対する優先順位を明確にする。

また、事故の進展状況に応じて標準を分ける場合は標準間の相互関係を明確にする。 

２ 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備

の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放射性物質濃度及び線量があり、火災

報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視・点検等で

入手することを燃料製造部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又

は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び機器等の

操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

 (1) 自動火災報知設備の警報発報を確認した保安員は、直ちに事業所内周知、要員招集等

を実施する。 

 (2) 保安員による事業所内周知を受けて、事業所内の在所者は、初動対応要員として自動

火災報知設備の警報が発報した部屋へ向かい、状況を確認する。 

 (3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）

にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、消防吏員への通報、保安棟に待

機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部

長）の指示により粉末消火器を用いた初期消火に当たる。 

 (4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困

難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の

指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動

を実施する。なお、全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

 

 

（再掲） 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

1 所長は、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじめ組織し、重大事故に至るおそれがあ

る事故の発生に備える。 

2 事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実施組織及び支援組織で構成する。 

3 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活

動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事業所に参集

し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あらかじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班

を任命し、事故発生時に招集する。緊急時消火班の任命に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に参集で

きることを考慮する。 

（４）手順書の整備 

環境安全部長は次に記載の内容に係る手順書を整備し、必要に応じ各部長に関連する手順書の整備を指示する。 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵入防止対策が実施されていることを本部長（本部長

不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が確認した上で判断する。 

＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の損傷がないこと。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等の他、監視

カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバ

ッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

3 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の

消火を優先することをあらかじめ標準において明確にする。 

9 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初

動対応体制を組織する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 

(続き) 

7-21 

(続き) 

（再掲） 

重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじ

め組織し、重大事故に至るおそれがある事故の発生に備える。 

事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実

施組織及び支援組織で構成する。 

夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常

駐させる。 

当直者は、本部長が事業所に到着するまでの間、初動対応の指揮・命令を行う。 

初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、

緊急時消火班を設定する。 

対象者の選定に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に

参集できることを考慮する。 

第２加工棟において火災が発生し、初動対応要員が火災発生を現認した場合、又は夜間及び

休日においても保安員が常時待機している保安棟で自動火災報知設備の発報を認知した保

安員又は指示を受けた初動対応要員が目視（第２加工棟内外の要所に配置した監視カメラで

の確認を含む。）にて火災発生を現認した場合は、直ちに消防吏員へ通報する。 

保安員は、要員招集、所内通知等を実施する。 

全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバッテリにより電源を供

給して火災監視機能を維持する。 

全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火災監視機能を

維持させる。 

保安員からの連絡を受けた当直者（本部長到着後は本部長）は、初期消火活動等の指揮を執

り、初動対応要員及び保安員に対して状況に応じた必要な装備をさせた上で火災発生場所へ

向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。 

複数箇所で火災が同時発生している場合は、第１種管理区域境界となる火災区画境界に設置

された扉を含む部屋を優先して消火するよう指示する。 

ここで(1)の評価結果から、等価時間が防火設備である扉の耐火時間に近くなる又は耐火時

間を超えることが想定される火災区画のうち、ウランを粉末として大量に取り扱う第２加工

棟１階の第１種管理区域を含む火災区画（２Ｐ－１）と屋外を隔てる外扉、及び同火災区画

（２Ｐ－１）と非管理区域を内包する火災区画（２Ｐ－３）を隔てる扉を初動対応の対象と

し、このうち第１種管理区域と屋外を隔てる外扉を最優先とする。 

火災が発生した火災区画へ入り消火活動を行う初動対応要員及び保安員は、呼吸用ボンベマ

スク等の必要な装備を装着する。 

当直者（本部長到着後は本部長）は、粉末消火器による初期消火と並行して、初動対応要員

に循環冷却水、上水の送水ポンプの手動停止又は供給弁手動閉止、可燃性ガス供給弁の手動

による緊急閉止の操作に当たらせる。 

複数箇所での火災同時発生を確認した時点で、初動対応要員に、閉じ込め機能の喪失に備え

た給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動に

よる電気火災に備えて受電設備での電源遮断の処置に当たらせる。 

これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。 

全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これら

の電源遮断の操作を行う。 

火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難とな

った場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）は、屋内

消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火を行うよう指示する。 

全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

これら設備・機器の周囲を含めた加工施設内での消火活動は粉末消火器による消火を原則と

し、これを確実なものとするため可燃物に対して防火上の管理をする等対策を講じるが、万

一、粉末消火器による消火が困難となった場合において、やむを得ず減速条件の管理を必要

とする設備・機器近傍での消火に水を用いる場合は、以下の判断基準をもとに本部長（本部

長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が放水を指示する。 

＜判断基準＞・ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれ

ば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

（地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の

損傷がないこと。 

水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画における等価時間が第２加工棟の火災

区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者とし

てあらかじめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区

域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替える。 

これらの初動対応に当たり、初期消火活動、救助活動等の人的措置が満足に機能するよう、

それぞれの対処事項に必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

その後、初動対応を実施している間に、事象発生当初に保安員が行った要員招集に応じて、

本部長、本部員、その他の防災組織の要員が順次参集し、本部長（本部長不在の場合はその

代行者としてあらかじめ定めた者）の指揮・命令の下、消火活動を継続するとともに、状況

に応じて、建物内外の状況把握、外扉の目張り、飛散したウランの回収等の処置を講じるこ

とにより重大事故に至るおそれがある事故の進展を防止する。 

 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

 (5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵

入防止対策が実施されていることを本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあ

らかじめ定めた者）が確認した上で判断する。 

     ＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、

水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・

機器本体の損傷がないこと。 

 (6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非

管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

 (7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本

部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、建

物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動

に切り替え、冷却を行うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

 (8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と

手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、循環冷却水、上水の送水ポンプ手

動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。

その後、閉じ込め機能の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダ

ンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での電源遮

断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での

処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失時には電源が切れた状態になってい

るが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

 (9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御

盤、放射線監視設備、要員による巡視・点検等の他、監視カメラを活用することによ

り、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災

報知設備は設備に内蔵したバッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。

さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

 (10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不

燃材による目張りを行う。 

 (11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下

においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マスクを着用し、火災による煙

中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を

着用する。 

 (12) アクセスルート上に消火器を配置し、又は屋内消火栓若しくは屋外消火栓からの消

火水を使用して、手前から順次消火しつつ前進して火災現場（建物内部）にアクセ

スし、人的に消火する。人的な消火作業が危険な環境（火炎の高さ、煙の発生）と

判断した場合は、屋内での人的な消火活動を止めて屋外へ退避することとする。ま

た、屋内での消火活動を止めた後は、屋外から放水を継続して建物の壁、扉等を冷

却する。 
 

（再掲） 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

1 所長は、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじめ組織し、重大事故に至るおそれがあ

る事故の発生に備える。 

2 事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実施組織及び支援組織で構成する。 

3 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活

動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事業所に参集

し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あらかじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班

を任命し、事故発生時に招集する。緊急時消火班の任命に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に参集で

きることを考慮する。 

（４）手順書の整備 

環境安全部長は次に記載の内容に係る手順書を整備し、必要に応じ各部長に関連する手順書の整備を指示する。 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵入防止対策が実施されていることを本部長（本部長

不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が確認した上で判断する。 

＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の損傷がないこと。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等の他、監視

カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバ

ッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

3 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の

消火を優先することをあらかじめ標準において明確にする。 

9 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初

動対応体制を組織する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 

(続き) 

7-21 

(続き) 

（再掲） 

重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじ

め組織し、重大事故に至るおそれがある事故の発生に備える。 

事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実

施組織及び支援組織で構成する。 

夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常

駐させる。 

当直者は、本部長が事業所に到着するまでの間、初動対応の指揮・命令を行う。 

初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、

緊急時消火班を設定する。 

対象者の選定に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に

参集できることを考慮する。 

第２加工棟において火災が発生し、初動対応要員が火災発生を現認した場合、又は夜間及び

休日においても保安員が常時待機している保安棟で自動火災報知設備の発報を認知した保

安員又は指示を受けた初動対応要員が目視（第２加工棟内外の要所に配置した監視カメラで

の確認を含む。）にて火災発生を現認した場合は、直ちに消防吏員へ通報する。 

保安員は、要員招集、所内通知等を実施する。 

全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバッテリにより電源を供

給して火災監視機能を維持する。 

全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火災監視機能を

維持させる。 

保安員からの連絡を受けた当直者（本部長到着後は本部長）は、初期消火活動等の指揮を執

り、初動対応要員及び保安員に対して状況に応じた必要な装備をさせた上で火災発生場所へ

向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。 

複数箇所で火災が同時発生している場合は、第１種管理区域境界となる火災区画境界に設置

された扉を含む部屋を優先して消火するよう指示する。 

ここで(1)の評価結果から、等価時間が防火設備である扉の耐火時間に近くなる又は耐火時

間を超えることが想定される火災区画のうち、ウランを粉末として大量に取り扱う第２加工

棟１階の第１種管理区域を含む火災区画（２Ｐ－１）と屋外を隔てる外扉、及び同火災区画

（２Ｐ－１）と非管理区域を内包する火災区画（２Ｐ－３）を隔てる扉を初動対応の対象と

し、このうち第１種管理区域と屋外を隔てる外扉を最優先とする。 

火災が発生した火災区画へ入り消火活動を行う初動対応要員及び保安員は、呼吸用ボンベマ

スク等の必要な装備を装着する。 

当直者（本部長到着後は本部長）は、粉末消火器による初期消火と並行して、初動対応要員

に循環冷却水、上水の送水ポンプの手動停止又は供給弁手動閉止、可燃性ガス供給弁の手動

による緊急閉止の操作に当たらせる。 

複数箇所での火災同時発生を確認した時点で、初動対応要員に、閉じ込め機能の喪失に備え

た給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動に

よる電気火災に備えて受電設備での電源遮断の処置に当たらせる。 

これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。 

全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これら

の電源遮断の操作を行う。 

火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難とな

った場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）は、屋内

消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火を行うよう指示する。 

全交流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

これら設備・機器の周囲を含めた加工施設内での消火活動は粉末消火器による消火を原則と

し、これを確実なものとするため可燃物に対して防火上の管理をする等対策を講じるが、万

一、粉末消火器による消火が困難となった場合において、やむを得ず減速条件の管理を必要

とする設備・機器近傍での消火に水を用いる場合は、以下の判断基準をもとに本部長（本部

長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が放水を指示する。 

＜判断基準＞・ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれ

ば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

（地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の

損傷がないこと。 

水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画における等価時間が第２加工棟の火災

区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者とし

てあらかじめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区

域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替える。 

これらの初動対応に当たり、初期消火活動、救助活動等の人的措置が満足に機能するよう、

それぞれの対処事項に必要な人員数に対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

その後、初動対応を実施している間に、事象発生当初に保安員が行った要員招集に応じて、

本部長、本部員、その他の防災組織の要員が順次参集し、本部長（本部長不在の場合はその

代行者としてあらかじめ定めた者）の指揮・命令の下、消火活動を継続するとともに、状況

に応じて、建物内外の状況把握、外扉の目張り、飛散したウランの回収等の処置を講じるこ

とにより重大事故に至るおそれがある事故の進展を防止する。 

 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 

区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

３ 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の

想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の消火を優先することをあらかじめ標準に

おいて明確にする。 

４ 環境安全部長は、事故対処においては、財産保護よりも安全最優先で実施する方針に基づ

いて、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等の事故等対処活動を行うことを基準に規

定する。 

５ 環境安全部長は、事故対処を実施するための実施組織及び支援組織に必要な手順を定め、

事故の進展状況等に応じて標準を複数に分割する場合は、相互関係を明確にする。 

６ 環境安全部長は、竜巻及びその他の自然災害の予測情報を確認した時点での事前の対応に

ついても明確にし、構内運搬作業の中止、核燃料物質の固縛・固定、退避措置、構内車両

の避難、可搬式発電機等の必要資機材の確保や移動等を行う。 

７ 環境安全部長は、大規模な自然災害（震度５弱以上の大地震等）の発生が予測できる場合

又はこれが発生した場合、加工施設内外で大きな事故が発生した場合及びそのおそれがあ

る場合における、加工設備本体の停止等の措置並びに退避等の防護措置を講じるための手

順を定める。 

８ 環境安全部長は、大規模損壊が発生した場合の措置に必要な標準及び資機材を整備し、要

員を確保するとともに、当該標準に従って活動を行うために必要な教育・訓練を定期的

（年１回以上）に実施する。 

９ 環境安全部長は、標準には、消火活動等の手順等の他、大規模損壊が発生した状況等を踏

まえた必要な情報の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確認項目、機器等

の操作、対処事項、対処事項に対する優先順位を明確にする。また、事故の進展状況に応

じて手順を分ける場合は標準間の相互関係を明確にする。 

10 環境安全部長は、屋内消火栓、屋外消火栓、可搬消防ポンプ等を用いて大規模な火災に対

して消火活動を実施する手順は、重大事故に至るおそれがある事故発生時と同一とする。 

11 所長は、大規模損壊が発生した状況等を踏まえて、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合の対策を実施するために必要であると設定した情報について、監視設備や要員

の巡視・点検等により事象を把握する。加工施設内、敷地内の情報の把握については、照

明具類、可搬式の放射線測定設備及び監視カメラも活用する。 
 

（再掲） 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

1 所長は、重大事故に至るおそれがある事故に対処するための組織として、事業所防災組織をあらかじめ組織し、重大事故に至るおそれがあ

る事故の発生に備える。 

2 事業所防災組織は、本部長（事業所長）を統括（指揮・命令）とし、緊急対策本部並びに実施組織及び支援組織で構成する。 

3 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活

動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事業所に参集

し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あらかじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班

を任命し、事故発生時に招集する。緊急時消火班の任命に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に参集で

きることを考慮する。 

（４）手順書の整備 

環境安全部長は次に記載の内容に係る手順書を整備し、必要に応じ各部長に関連する手順書の整備を指示する。 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(5) 粉末混合機等を設置する火災区画への放水は、以下の粉末混合機等の内部への水の侵入防止対策が実施されていることを本部長（本部長

不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）が確認した上で判断する。 

＜判断基準＞ 

一 ウランの取扱い状態を確認し、当該設備・機器へのウランの投入状態であれば、水の侵入を防止するための対策が有効であること。 

二 （地震起因の場合には）水の侵入又はウランの漏えいが生じるような当該設備・機器本体の損傷がないこと。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等の他、監視

カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバ

ッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

3 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の

消火を優先することをあらかじめ標準において明確にする。 

9 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初

動対応体制を組織する。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-10 

(続き) 

7-21 

(続き) 

複数箇所での火災同時発生を確認した時点で、初動対応要員に、閉じ込め機能の喪失に備え

た給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動に

よる電気火災に備えて受電設備での電源遮断の処置に当たらせる。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順

に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又

は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ

込め機能の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加

えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での電源遮断の対処を開始する。

これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。

なお、全交流電源喪失時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮し

て、これらの電源遮断の操作を行う。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（４）手順書の整備 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-11 7-18 火災発生後の要員参集に応じて早期に参集する緊急時消火班は、初動対応要員による消火活

動の状況に応じて、他の火災発生場所若しくは建物外からの放水活動、扉冷却を行う者であ

る。 

可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋外消火栓を使用するため、最低３名以上で活動を実施す

る。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時 
区分 規定する事項 

要員の配置 ３ 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応

要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活動を行う要員が火災発生の際に事業所内

外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事

業所に参集し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あら

かじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班を任命し、事故発生時に

招集する。緊急時消火班の任命に当たっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化

した場合でも早期に参集できることを考慮する。 

４ 環境安全部長は、事業所防災組織の要員が揃うまでの間、事故発生直後の初期消火活動等

の初動対応に当たるために必要な事業所内に常駐する要員として、７名を確保する。ただ

し、連続焼結炉停止中の場合は、可燃性ガスの供給弁手動閉止の操作等、初動対応の一部

を省略可能であるため、事業所内に常駐する要員として、６名を確保することとする。 

６ 火災発生後の要員参集に応じて早期に参集する緊急時消火班は、初動対応要員による消火

活動の状況に応じて、他の火災発生場所若しくは建物外からの放水活動、扉冷却を行う者

である。緊急時消火班は、事業所到着後、当直者（本部長到着後は本部長）の指揮の下、

初期消火活動に当たる。緊急時消火班による可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋外消火栓

を用いた活動は最低３名以上で行う。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

3 環境安全部長は、夜間及び休日においても初動対応を可能とするため、当直者、初動対応要員及び保安員を常駐させる。また、初期消火活

動を行う要員が火災発生の際に事業所内外から速やかに参集できる体制として、緊急時消火班を設定する。事故発生時に早期に事業所に参集

し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当たらせるために、あらかじめ事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者の中から緊急時消火班

を任命し、事故発生時に招集する。緊急時消火班の任命にあたっては、公共交通機関の運行状況や道路状況が悪化した場合でも早期に参集で

きることを考慮する。 

4 環境安全部長は、事業所防災組織の要員が揃うまでの間、事故発生直後の初期消火活動等の初動対応に当たるために必要な事業所内に常駐

する要員として、７名を確保する。ただし、連続焼結炉停止中の場合は、可燃性ガスの供給弁手動閉止の操作等、初動対応の一部を省略可能で

あるため、事業所内に常駐する要員として、６名を確保することとする。 

6 火災発生後の要員参集に応じて早期に参集する緊急時消火班は、初動対応要員による消火活動の状況に応じて、他の火災発生場所若しくは

建物外からの放水活動、扉冷却を行う者である。緊急時消火班は、事業所到着後、当直者（本部長到着後は本部長）の指揮の下、初期消火活動

に当たる。緊急時消火班による可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋外消火栓を用いた活動は最低３名以上で行う。 

7-23 重大事故に至るおそれがある事故として想定する第２加工棟における火災の複数同時発生

に対し、初動対応と要員参集後の各段階の事故対処の体制（事業所防災組織）を添７ロ(ﾛ)

の第１図に示す。 

夜間及び休日を想定した要員が揃うまでの最も少ない人数を添７ロ(ﾛ)の第１表に示す。 

この要員によって、必要な初動対応を実施する。 

夜間及び休日においても、防災組織の要員が揃うまでの間、事故発生直後の初期消火活動等

の初動対応に当たるために、事業所内に常駐する要員を７名確保する。 

連続焼結炉停止中の場合は、可燃性ガスの供給弁手動閉止の操作等、初動対応の一部を省略

可能であるため、事業所内に常駐する要員は６名を確保することとする。 

事故発生時に早期に事業所に参集し、事業所内に常駐する要員とともに初期消火活動に当た

る要員を、事業所の約 2 km 圏内の近隣居住者から緊急時消火班として任命し、招集する。 

緊急時消火班による可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋外消火栓を用いた活動は最低３名以

上で行う。 

7-24 添７ロ(ﾛ)の第１表 要員が揃うまでの最も少ない人数（夜間及び休日を想定） 

7-34 添７ロ(ﾛ)の第１図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の体制 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-12 7-25 事故時に活動の拠点として機能する場所は、第２加工棟での火災の複数同時発生の影響を考

慮し、第２加工棟から離れた事務棟に設置する。 

地震、竜巻等の影響により事務棟が損傷する場合を考慮し、事務棟と同様に第２加工棟から

離れた保安棟を予備の活動拠点とする。 

予備の活動拠点も使用できない場合には、損傷の軽度な敷地内の建物を確認、又はテントを

設営し、活動拠点とする。 

事故対処のために使用する資機材の数量及び保管場所の設定に当たっては、使用する要員数

又は必要とする数量に対し、資機材の性質、使用方法等に応じて、必要な数量に対して予備

を保有する、分散して保管する等を考慮する。 

資機材の一覧を添７ロ(ﾛ)の第２表に示す。 

事故時の活動拠点及び主な資機材保管場所を添７ロ(ﾛ)の第３表に示す。 

放射線障害防護用器具のうち、汚染防護服及びフィルタ付防護マスクは、事故時の活動拠点

となる事務棟の他、敷地内に分散して保管する。 

呼吸用ボンベマスクは、事故時の活動拠点となる事務棟の他、事故発生場所にアクセスが容

易な第２加工棟に保管する。 

非常用通信機器は、社外通報及び社内他地区への外部連絡を主な用途とする緊急時優先電話

（専用電話回線）、ファクシミリ、携帯電話等、衛星電話、携帯型無線（消防専用回線）、事

故発生時の要員招集に使用する緊急呼出装置、事業所内放送設備からなる。 

事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。 

計測器等は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟、事故発生

場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管する。 

消火用資機材は、火災発生に備えて敷地内に分散して保管する。 

防火衣については、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、予備の活動拠点と

なる保安棟に保管する。 

水による消火活動に必要な可搬消防ポンプについては、事故発生場所へのアクセスが容易な

第２加工棟の他、敷地内に分散して保管する。 

消火活動に必要な水量を保有した水源として消火栓水槽、貯水槽を敷地内に分散して設置

し、これらの水源を利用できるよう延長ホースを備える。 

第２加工棟の各火災区画には、消防法に定める消火能力の５倍以上の消火能力となるよう粉

末消火器を設置する。 

その他資機材のうち、可搬式発電機は、夜間の全交流電源喪失時に事故が発生した場合でも

対策が可能となるよう、事故時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内に分散して保管する。 

照明具類の投光器は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、予備の活動拠点

となる保安棟に保管し、携帯用照明は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠

点となる保安棟に保管する。 

その他資機材のうち、除染用具は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、事故発生場所にア

クセスが容易な第２加工棟に保管する。 

核燃料物質等の閉じ込め又は事故拡大の防止に使用する外扉等の目張り用資機材、建物、設

備損傷時の養生用資機材、飛散ウラン回収用資機材は、事故発生場所へのアクセスが容易な

第２加工棟の他、第２加工棟から離れた予備の活動拠点となる保安棟に保管する。 

非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、照明具類を含むその他資機材のうち、外部電源

が必要な資機材に関しては、非常用電源設備若しくは可搬式発電機に接続する又はバッテリ

を内蔵した構成とし、外部電源が期待できない場合でも動作可能とする。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

（非常時用資機材の整備） 

第８５条  所長は、別表 21に示すとおり、対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、

消火用資機材、その他資機材（以下「非常時用資機材」という。）をあらかじめ準備し、性能維持のために

行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、迅速な対策活動を行

えるよう緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示できるようにしてお

く。各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時 
区分 規定する事項 

資機材の配備 １ 設備管理部長及び環境安全部長は、事故対処のための非常用通信機器、放射線測定

器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下等を想定した機器等の資機材

について、資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、

さらに予備の保管場所を考慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通

要因により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量を

複数箇所に分散して配備することとし、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮

し保管場所、保管方法、数量を定め保管する。また、資機材については、定期的に、

員数、外観及び機能の点検を実施する。（別表 21） 

４ 環境安全部長は、放射線障害防護用器具のうち、汚染防護服及びフィルタ付防護マスク

は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内に分散して保管する。呼吸用ボンベマ

スクは、事故時の活動拠点となる事務棟の他、事故発生場所にアクセスが容易な第２加

工棟に保管する。 

７ 環境安全部長及び設備管理部長は、消火用資機材は、火災発生に備えて敷地内に分散し

て保管する。防火衣については、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、

予備の活動拠点となる保安棟に保管する。水による消火活動に必要な可搬消防ポンプに

ついては、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、敷地内に分散して保管

する。また、消火活動に必要な水量を保有した水源として消火栓水槽、貯水槽を敷地内

に分散して設置し、これらの水源を利用できるよう延長ホースを備える。 

設備管理部長は、火災区画内には消防法に定められた能力単位の５倍以上の粉末消火器

を配置する。 

 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

９ 環境安全部長は、その他資機材のうち、除染用具は、事故時の活動拠点となる事務棟の

他、事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管する。設備管理部長及び燃料製

造部長は、核燃料物質等の閉じ込め又は事故拡大の防止に使用する外扉等の目張り用資

機材、建物、設備損傷時の養生用資機材、飛散ウラン回収用資機材は、事故発生場所へ

のアクセスが容易な第２加工棟の他、第２加工棟から離れた予備の活動拠点となる保安

棟に保管する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

1 設備管理部長及び環境安全部長は、事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下

等を想定した機器等の資機材について、資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考

慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通要因により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量

を複数箇所に分散して配備することとし、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮し保管場所、保管方法、数量を定め保管する。また、資

機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施する。（別表 21） 

2 所長は、事故時に活動の拠点として機能する場所は、第２加工棟での火災の複数同時発生の影響を考慮し、第２加工棟から離れた事務棟に

設置する。また、地震、竜巻等の影響により事務棟が損傷する場合を考慮し、事務棟と同様に第２加工棟から離れた保安棟を予備の活動拠点

とする。なお、予備の活動拠点も使用できない場合には、損傷の軽度な敷地内の建物を確認、又はテントを設営し、活動拠点とする。 

4 環境安全部長は、放射線障害防護用器具のうち、汚染防護服及びフィルタ付防護マスクは、事故時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内に

分散して保管する。呼吸用ボンベマスクは、事故時の活動拠点となる事務棟の他、事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に保管する。 

5 非常用通信機器は、社外通報及び社内他地区への外部連絡を主な用途とする緊急時優先電話（専用電話回線）、ファクシミリ、携帯電話等、

衛星電話、携帯型無線（消防専用回線）、事故発生時の要員招集に使用する緊急呼出装置、事業所内放送設備からなる。環境安全部長及び設備

管理部長は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。 

6 環境安全部長は、計測器等は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟、事故発生場所にアクセスが容易な第２

加工棟に保管する。 

7 環境安全部長及び設備管理部長は、消火用資機材は、火災発生に備えて敷地内に分散して保管する。防火衣については、事故発生場所への

アクセスが容易な第２加工棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。水による消火活動に必要な可搬消防ポンプについては、事故発

生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、敷地内に分散して保管する。また、消火活動に必要な水量を保有した水源として消火栓水槽、

貯水槽を敷地内に分散して設置し、これらの水源を利用できるよう延長ホースを備える。設備管理部長は、火災区画内には消防法に定められ

た能力単位の５倍以上の粉末消火器を配置する。 

8 設備管理部長は、その他資機材のうち、可搬式発電機は、夜間の全交流電源喪失時に事故が発生した場合でも対策が可能となるよう、事故

時の活動拠点となる事務棟の他、敷地内に分散して保管する。照明具類の投光器は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、予

備の活動拠点となる保安棟に保管し、携帯用照明は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、予備の活動拠点となる保安棟に保管する。 

9 環境安全部長は、その他資機材のうち、除染用具は、事故時の活動拠点となる事務棟の他、事故発生場所にアクセスが容易な第２加工棟に

保管する。設備管理部長及び燃料製造部長は、核燃料物質等の閉じ込め又は事故拡大の防止に使用する外扉等の目張り用資機材、建物、設備

損傷時の養生用資機材、飛散ウラン回収用資機材は、事故発生場所へのアクセスが容易な第２加工棟の他、第２加工棟から離れた予備の活動

拠点となる保安棟に保管する。 

10 設備管理部長及び環境安全部長は、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、照明具類を含むその他資機材のうち、外部電源が必要な資

機材に関しては、非常用電源設備若しくは可搬式発電機に接続する又はバッテリを内蔵した構成とし、外部電源が期待できない場合でも動作

可能とする。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

7-27～7-

28 

添７ロ(ﾛ)の第２表 資機材一覧  

7-29 添７ロ(ﾛ)の第３表 事故時の活動拠点及び資機材保管場所  

     



 

1
4
3
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-12 

(続き) 

7-25 資機材の一覧を添７ロ(ﾛ)の第２表に示す。 （非常時用資機材の整備） 

第８５条  所長は、別表 21に示すとおり、対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、

消火用資機材、その他資機材（以下「非常時用資機材」という。）をあらかじめ準備し、性能維持のために

行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、迅速な対策活動を行

えるよう緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示できるようにしてお

く。各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

7-27～7-

28 

添７ロ(ﾛ)の第２表 資機材一覧  

22-13 7-30 第２加工棟の複数の火災区画における火災の同時発生に備えて、必要な資機材を第２加工棟

の他、敷地内に分散して保管する。 

資機材の保管場所からは、添７ロ(ﾛ)の第２図に示すとおり、第２加工棟の事故発生場所に

アクセスできる。 

第２加工棟内の各火災区画へのアクセスルートを別添７ロ(ﾛ)－７に示す。 

呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具、防火衣等の必要な資機材を着用する。 

階段、廊下、安全通路、扉周辺には通行の支障となるものを設置しない。 

アクセスルート上に消火器を配置し、又は屋内消火栓若しくは屋外消火栓からの消火水を使

用して、手前から順次消火しつつ前進して火災現場（建物内部）にアクセスし、人的に消火

する。 

人的な消火作業が危険な環境（火炎の高さ、煙の発生）と判断した場合は、屋内での人的な

消火活動を止めて退避することとする。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ３ 環境安全部長は、消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあ

らかじめ定め、当該ルートには通行の支障となるものを設置しない管理を行う。大地震

時において倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して保

管することにより、複数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。資機

材の保管庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で単純な構造の

コンテナ等を地面に固縛したものとする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

1 設備管理部長及び環境安全部長は、事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下

等を想定した機器等の資機材について、資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考

慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通要因により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量

を複数箇所に分散して配備することとし、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮し保管場所、保管方法、数量を定め保管する。また、資

機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施する。（別表 21） 

3 環境安全部長は、消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあらかじめ定め、当該ルートには通行の支障となるも

のを設置しない管理を行う。大地震時において倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して保管することにより、

複数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。 

（４）手順書の整備 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

 (12) アクセスルート上に消火器を配置し、又は屋内消火栓若しくは屋外消火栓からの消火水を使用して、手前から順次消火しつつ前進して

火災現場（建物内部）にアクセスし、人的に消火する。人的な消火作業が危険な環境（火炎の高さ、煙の発生）と判断した場合は、屋内での人

的な消火活動を止めて屋外へ退避することとする。また、屋内での消火活動を止めた後は、屋外から放水を継続して建物の壁、扉等を冷却す

る。 

7-35 添７ロ(ﾛ)の第２図 資機材保管場所とアクセスルート  

添７別ロ

-7 

事故対処のために使用する資機材は、第２加工棟内に保管する。 

第２加工棟の複数の火災区画における火災の同時発生に備えて、必要な資機材をその他の建

物等にも保管する。 

その他の建物等からは、第２加工棟の事故発生場所にアクセスできる。（添７ロ(ﾛ)の第２図） 

第２加工棟内の各火災区画へのアクセスルートを添図７－１に示す。 

可燃物、油類、アルコール類等の危険物を管理する第２加工棟において、 

等価時間の増大により防火設備である扉の耐火時間に近くなる又は超えることが想定され

る第２加工棟１階の第１種管理区域を含む火災区画（２Ｐ－１）と屋外を隔てる扉、及び同

火災区画（２Ｐ－１）と非管理区域を内包する火災区画（２Ｐ－３）を隔てる扉の周辺への

放水時のアクセスルートを添図７－３に示す。 

呼吸用ボンベマスク等の呼吸防護具、防火衣等の必要な資機材を着用することと、以下のこ

とから添図７－１及び添図７－３に示したように、複数のルートから各火災区画のアクセス

が可能である。・建物の各火災区画の耐火性能により、複数の火災区画での火災においても

建物は倒壊しないため、アクセスルートを妨げることはない。 

階段、廊下、安全通路、扉周辺には通行の支障となるものを設置しない。 

アクセスルート上に消火器を配置し、又は屋内消火栓若しくは屋外消火栓からの消火水を使

用して、手前から順次消火しつつ前進して火災現場（建物内部）にアクセスし、人的に消火

する。 

人的な消火作業が危険な環境（火炎の高さ、煙の発生）と判断した場合は、屋内での人的な

消火活動を止めて屋外へ退避することとする。 

屋内での消火活動を止めた後は、屋外から放水を継続して建物の壁、扉等を冷却する。 

添７別ロ
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添図７－１ 消火活動時のアクセスルート（第２加工棟 屋内） 

添７別ロ
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添図７－３ 消火活動時のアクセスルート  
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-13 

(続き) 

7-30 アクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤には、自動式又は遠隔操作式の消火設

備を設置し、制御盤内部での電気火災の延焼を防止する。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

資機材の配備 

（続き） 

12 設備管理部長は、消火活動のためのアクセスルートに面した開口部を有する大型の制

御盤に自動式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気火災の延焼を防止することによ

りアクセスルートを確保する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

12 設備管理部長は、消火活動のためのアクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤に自動式の消火設備を設置し、制御盤内部で電気

火災の延焼を防止することによりアクセスルートを確保する。 

添７別ロ
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アクセスルートに面した開口部を有する大型の制御盤には、自動式又は遠隔操作式の消火設

備を設置し、制御盤内部での電気火災の延焼を防止する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-14 7-30 対策の流れを添７ロ(ﾛ)の第３図に示す。 

監視設備を添７ロ(ﾛ)の第４表に示す。 

自動火災報知設備の発報を認知した保安員は、直ちに所内周知、要員招集等を実施する。 

保安員による所内周知を受けて、事業所内の在所者が初動対応要員として自動火災報知設備

の警報が発報した部屋へ向かい、状況を確認する。 

状況確認の結果、火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、保安棟に待機する当直者

及び保安員に連絡する。 

火災発生を現認したことの連絡を受けた保安員は、直ちに消防吏員へ通報する。 

事象発生の連絡を受けた当直者は、初期消火活動等の指揮を執り、事業所内に常駐する保安

員及び初動対応要員を火災発生場所へ向かわせ、粉末消火器による初期消火に当たらせる。 

当直者は、常駐する初動対応要員を電源遮断、給排気設備停止、防火ダンパー閉止、循環冷

却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁閉止及び可燃性ガス供給弁閉止の操作に当たら

せる。 

緊急時消火班は、事業所到着後、当直者（本部長到着後は本部長）の指揮の下、初期消火活

動に当たる。 

火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場

合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、

屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動に当たる。 

この際、複数の火災区画での同時火災によって機能喪失のおそれがある第１種管理区域と非

管理区域の境界となる火災区画境界に設置された扉を含む部屋を優先して消火する。 

水による消火活動が長期化し、第２加工棟の火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合

は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらかじめ定めた者）の指示により、建

物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り

替え、冷却を行うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

状況に応じて、ウラン粉末が煙とともに環境へ放出されることを考慮し、外扉の不燃材によ

る目張りを行う。 

加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放

射線監視設備、要員による巡視点検等の他、監視カメラを活用することにより、事故事象の

状況を常に把握する。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

6 火災発生後の要員参集に応じて早期に参集する緊急時消火班は、初動対応要員による消火活動の状況に応じて、他の火災発生場所若しくは

建物外からの放水活動、扉冷却を行う者である。緊急時消火班は、事業所到着後、当直者（本部長到着後は本部長）の指揮の下、初期消火活動

に当たる。緊急時消火班による可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋外消火栓を用いた活動は最低３名以上で行う。 

（４）手順書の整備 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(1) 自動火災報知設備の警報発報を確認した保安員は、直ちに事業所内周知、要員招集等を実施する。 

(2) 保安員による事業所内周知を受けて、事業所内の在所者は、初動対応要員として自動火災報知設備の警報が発報した部屋へ向かい、状況

を確認する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等の他、監視

カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバ

ッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

 

7-32 添７ロ(ﾛ)の第４表 監視設備  

7-36 添７ロ(ﾛ)の第３図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の対策の流れ  
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-14 

(続き) 

7-36 

(続き) 

（再掲） 

添７ロ(ﾛ)の第３図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の対策の流れ 

（異常時の措置） 

第３６条  加工施設の操作に関し、設計想定事象（臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包する容器の

落下、可燃性ガスの漏えい等の異常（異常の検知を知らせる警報が作動した場合を含む。）を含む。）、重大

事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生を発見した者は、直ちに担当部長に通報する。 

 

２． 担当部長は、前項の通報を受けた場合は、直ちに異常状態の把握に努め、異常状態の解消及び当該設備

の操作を停止する等の拡大防止に必要な応急措置を講じるとともに、関係部長に通報する。担当部長は、

応急措置後の状態を監視し、状態の変化に応じて追加の措置を行うとともに、関係部長に通報する。担当

部長は、状態の終息の確認後に監視の解除を判断する。 

 

３． 担当部長は、関係部長と協力して前項の異常の原因を調査し、加工施設の保安のために必要な措置を講

じるとともに、所長及び核燃料取扱主任者に報告する。 

ただし、報告については、加工施設の保安に及ぼす影響が軽微なものを除く。 

担当部長は、当該施設の操作を停止する等の措置を行った場合は、その再開等を判断する。 

 

４． 担当部長は、第２項に定める措置を講じたにもかかわらず、異常状態が拡大し非常事態又は非常事態に

発展するおそれがあると判断したときは、第 88条に規定する通報を実施する。また、第 90条に示す非常

時体制が発令された場合は、所長の指示により、直ちに第 16条に定める管理組織から第 83条に定める事

業所防災組織に組織体制を移行する。 

 

 

（異常時における設備の手動による作動） 

第３７条  担当部長は、第３節の保安上特に管理を必要とする設備及び第４節の操作上の留意事項に係る設備がイン

ターロックにより自動的に作動すべきであるにもかかわらず、正常に作動しない事態が発生した場合は、直

ちに手動により作動させる。 

 

（通報） 

第８８条  担当部長は、第 36条に係る加工施設の異常状態に関して、その状況が非常事態であり、又は非常事態に

発展するおそれがあると判断したときは、直ちに所長、核燃料取扱主任者、関係部長、環境安全部長及び関

係箇所に通報する。 

 

（応急措置） 

第８９条  前条の通報を受けた関係部長は、直ちに前条に係る事態の状況を把握し、応急措置を講じる。 

 

２． 環境安全部長は、周辺監視区域内の線量当量率、放射性物質濃度等を調査し、その結果を所長に報告す

る。また、必要に応じて放射線防護上の措置を講じる。 

 

（非常時体制の発令） 

第９０条  所長は、事態が非常事態に該当すると判断した場合は、直ちに非常時体制を発令し、緊急対策本部を設置

する。なお、前条の応急処置を行った者は、本部長の指示の下、それまでの活動内容を継続する、又は実施

組織に引き継ぐとともに所属する事業所防災組織の活動に移行する。 

 

（対策活動） 

第９１条  非常時体制が発令された場合は、本部長は緊急対策本部要員を招集し、第 86条であらかじめ定められた

通報系統に従って、社長及び社外関係機関にその旨を通報する。 

 

２． 緊急対策本部は、本部長の統括のもと、事態の拡大防止等に関する活動（緊急作業を含む。）を行う。 

 

３． 本部長は、事態の拡大防止等に関する活動のうち、現地での実施組織の活動を指揮する者を指名し指揮

させる又は自ら指揮する。現地での実施組織の活動を指揮する者は、重大事故に至るおそれがある事故又

は大規模損壊の影響により、加工施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、本部

長に報告する。報告を受けた本部長は、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、核燃

料物質等の漏えいの防止のために必要な措置について、緊急対策本部において協議する。 

 

（非常時体制の解除） 

第９２条  本部長は、事態が終息していると判断した場合は、非常時体制を解除し、その旨を社長及び社外関係機関

に直ちに通報する。 

 

（原子力災害対策特別措置法に基づく措置） 

第９３条  原子力災害対策特別措置法に基づく事象が発生した場合は、本規定によらず、「原子力事業者防災業務計

画」に基づき措置する。 

 

基保-012「異常時の措置基準」 

２．異常時措置の原則 

２－１ 異常時の措置（平日操業時） 

社内外通報が必要となる可能性のある異常事象等一覧（建屋・設備別）を添付４まとめる。 

（１）加工施設の操作に関し臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包する容器の落下、可燃性ガスの漏えい等を含む異常、火災

若しくは爆発、内部溢水、地震その他の自然現象、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生、社内外通報が必要となる可能性

のある異常事象、異常事象に進展するおそれのある事象、異常警報の発報（吹鳴）並びにインターロック機構の作動等（下線部を以下、異常事

象等という。）を発見した者又は確認した者（以下、現認者という。）は、原因調査等の事実確認の前に、直ちに操作責任者に通報する。異常事

象等の通報を受けた操作責任者は原因調査等の事実確認の前に、直ちに、担当部長にその旨を通報する。なお、核物質防護に係る緊急事象等

については、核物質防護管理者に通報するとともにその後の対応の指示を仰ぐ。 

（２）（１）の連絡を受けた担当部長は、原因調査等の事実確認の前に、直ちに、その異常事象等の内容を所長、核燃料取扱主任者及び関係部

長等に通報を行うとともに、異常状況の把握に努め、異常状態の解消及び拡大防止に必要な措置を講じる。また、担当部長は、異常事象等を発

見した者又は操作責任者に応急措置後の状態を監視させ、状態の変化に応じて追加措置を行わせるとともに、関係部長に通報する。なお、核

物質防護に係る緊急事象については、核物質防護管理者に通報する。 

担当部長は、異常事象が非常事態又は非常事態に発展するおそれが生じた場合は直ちに所長、環境安全部長及び関係箇所に通報する。 

担当部長は、異常事象等の状態が終息したことが確認できれば、監視の解除を判断する。 

（３）担当部長は、関係部長と協力して異常事象等の原因を調査し、保安のために必要な措置を講じるとともに、その措置内容等を適宜、熊取

所長及び核燃料取扱主任者に報告する。ただし、報告については、加工施設の保安に及ぼす影響が軽微なものを除く。なお、核物質防護に係る

緊急事象に係る措置内容については、適宜、所長、核物質防護管理者及び関係部長に報告する。 

  担当部長は、加工施設の操作を停止する等の措置を行った場合、作業の再開に当たっては添付５「異常時の作業再開手順」に従い、所長の

承認を得る。ただし、保安に及ぼす影響が軽微（第 98条の報告事象に該当しない）なものを除く。 

（４）担当部長は、（２）の措置を講じたにもかかわらず異常状態が拡大するおそれがあると判断した場合は、直ちに所長、環境安全部長及び

関係箇所に通報する。社外通報連絡責任者は業務管理部長とする。なお、「原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室」及び「原子力規制庁 

熊取原子力規制事務所」への電話による通報は、必要応じて、環境安全部に代行を依頼することができる。 

また、業務管理部長は、所長又は核燃料取扱主任者等の判断に基づき、異常事象等の発生後１５分以内を目標に、まず、「原子力規制庁 長官官

房 総務課 事故対処室」及び「原子力規制庁 熊取原子力規制事務所」に電話による通報を行う。 

３．異常時における設備の手動による作動  

担当部長は、保安上特に管理を必要とする設備（保安規定別表３）、及び操作上の留意事項に係る設備（保安規定別表４、別表５）がインター

ロックにより自動的に作動すべきであるにもかかわらず正常に作動しない事態が発生した場合は、直ちに手動により作動させるための技術標

準を定め、操作員に周知する。 
 

基保-006「非常時の措置基準」 

８．通報（第８８条） 

各部長は、加工施設に異常が発生し、その状況が非常事態であり、又は非常事態に発展するおそれがあると判断したときは、直ちに所長、核燃

料取扱主任者、担当部長、環境安全部長及び関係箇所に通報する。 

９.応急措置（第８９条） 

９－１ 応急措置及び指示等（第８９条第１項） 

前条の通報を受けた担当部長は、直ちに異常の状況を把握し、応急措置を講じる。 

９－２ 放射線防護上の措置（第８９条第 2項） 

環境安全部長は、周辺監視区域内の線量当量率、放射性物質濃度等を調査し、その結果を所長に報告する。また、必要に応じて放射線防護上の

措置を講じる。 

１０．非常時体制の発令（第９０条） 

所長は、事態が非常事態に該当すると判断した場合、その他必要と判断した場合は、直ちに非常時体制を発令し、緊急対策本部を設置する。な

お、応急処置を行った者は、本部長の指示の下、それまでの活動内容を継続する、又は実施組織に引き継ぐとともに所属する事業所防災組織

の活動に移行する。 

１１．対策活動（第９１条） 

11－１ 緊急対策本部要員の招集及び通報（第９１条第１項） 

非常時体制が発令された場合は、本部長は緊急対策本部要員を招集し、予め定められた通報系統に従って、社長及び社外関係機関にその旨を

通報する。 

なお､所長は､緊急対策本部要員の参集状況及び事態の状況に応じて､緊急対策本部及び事業所防災組織を編成する人員の入れ替えを行う場合

がある｡ 

11－２ 事態の拡大防止等（第９１条第 2項） 

緊急対策本部は、本部長統括のもと、事態の拡大防止等に関する以下の活動（緊急作業を含む。）を行う。 

11－３ 安全優先の方針（第９１条第 3項） 

担当部長は、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の影響により、加工施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、核燃料物質等の漏えいの防止のために必要な措置について所長、核燃料取

扱主任者及び関係部長と協議する。 

１２．非常時体制の解除（第９２条） 

本部長は、事態が終息していると判断した場合は、非常時体制を解除し、その旨を社長及び社外関係機関に直ちに通報する。 

１３．原子力災害対策特別措置法に基づく措置（第９３条） 

「原災法」に基づく事象が発生した場合は、本規定によらず、「防災業務計画」に基づき措置する。なお、原災法第 10 条事象発生に伴う通報

は、本部長が 10条事象の判断をしてから 15分以内に原子力規制庁緊急事案対策室に FAX 通報を行う。また、FAX 着信確認のための電話も FAX

機の送信完了を確認でき次第、実施する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-15 7-33 以上の対応の流れに従った時間経過を添７ロ(ﾛ)の第４図に示す。 No.22-14 に同じ 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

6 火災発生後の要員参集に応じて早期に参集する緊急時消火班は、初動対応要員による消火活動の状況に応じて、他の火災発生場所若しくは

建物外からの放水活動、扉冷却を行う者である。緊急時消火班は、事業所到着後、当直者（本部長到着後は本部長）の指揮の下、初期消火活動

に当たる。緊急時消火班による可搬消防ポンプ、屋内消火栓又は屋外消火栓を用いた活動は最低３名以上で行う。 

（４）手順書の整備 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(1) 自動火災報知設備の警報発報を確認した保安員は、直ちに事業所内周知、要員招集等を実施する。 

(2) 保安員による事業所内周知を受けて、事業所内の在所者は、初動対応要員として自動火災報知設備の警報が発報した部屋へ向かい、状況

を確認する。 

(3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、

消防吏員への通報、保安棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は本部長）の指示により粉末消火

器を用いた初期消火に当たる。 

(4) 火災が進展し、人の背丈を超える高所への延焼に至る等、粉末消火器による消火が困難な場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行

者としてあらかじめ定めた者）の指示により、屋内消火栓、屋外消火栓又は可搬消防ポンプを用いた水による消火活動を実施する。なお、全交

流電源喪失時には可搬消防ポンプを使用する。 

(6) 消火に当たっては、機能喪失のおそれのある第１種管理区域と第２種管理区域又は非管理区域の境界を含む部屋を優先して消火する。 

(7) 水による消火活動が長期化し、火災区画の耐火時間を超えるおそれがある場合は、本部長（本部長不在の場合はその代行者としてあらか

じめ定めた者）の指示により、建物内の消火活動から、建物外部から第１種管理区域と屋外を隔てる外扉への放水活動に切り替え、冷却を行

うことで閉じ込め機能を大きく損なわないように対処する。 

(8) これらの対処と並行して、他の初動対応要員及び保安員は、あらかじめ定めた分担と手順に従い、直ちに可燃性ガスの供給弁手動閉止、

循環冷却水、上水の送水ポンプ手動停止又は供給弁手動閉止及び連続焼結炉の手動による緊急停止の対処を開始する。その後、閉じ込め機能

の喪失に備えた給排気設備の停止、給気口及び排気口の防火ダンパーの閉止に加えて水による消火活動による電気火災に備えて受電設備での

電源遮断の対処を開始する。これらの処置を行う場所は、初動対応要員によって短時間での処置ができる配置とする。なお、全交流電源喪失

時には電源が切れた状態になっているが、復電時の影響を考慮して、これらの電源遮断の操作を行う。 

(9) 加工施設内及び敷地内の情報については、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等の他、監視

カメラを活用することにより、事故事象の状況を常に把握する。なお、全交流電源喪失時については、自動火災報知設備は設備に内蔵したバ

ッテリにより電源を供給して火災監視機能を維持する。さらに全交流電源喪失が長時間に及ぶ場合は、可搬式発電機により電源を供給して火

災監視機能を維持させる。 

(10) 状況に応じて、ウラン粉末を煙とともに環境へ放出し得ることを考慮し、外扉の不燃材による目張りを行う。 

7-37 添７ロ(ﾛ)の第４図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の対策の時間経過  



 

1
4
8
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-15 

(続き) 

7-37 

(続き) 

（再掲） 

添７ロ(ﾛ)の第４図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の対策の時間経過  

No.22-14 に同じ 

 

基保-012「異常時の措置基準」 

２．異常時措置の原則 

２－１ 異常時の措置（平日操業時） 

社内外通報が必要となる可能性のある異常事象等一覧（建屋・設備別）を添付４まとめる。 

（１）加工施設の操作に関し臨界安全管理上の制限からの逸脱、ウラン粉末を内包する容器の落下、可燃性ガスの漏えい等を含む異常、火災

若しくは爆発、内部溢水、地震その他の自然現象、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生、社内外通報が必要となる可能性

のある異常事象、異常事象に進展するおそれのある事象、異常警報の発報（吹鳴）並びにインターロック機構の作動等（下線部を以下、異常事

象等という。）を発見した者又は確認した者（以下、現認者という。）は、原因調査等の事実確認の前に、直ちに操作責任者に通報する。異常事

象等の通報を受けた操作責任者は原因調査等の事実確認の前に、直ちに、担当部長にその旨を通報する。なお、核物質防護に係る緊急事象等

については、核物質防護管理者に通報するとともにその後の対応の指示を仰ぐ。 

（２）（１）の連絡を受けた担当部長は、原因調査等の事実確認の前に、直ちに、その異常事象等の内容を所長、核燃料取扱主任者及び関係部

長等に通報を行うとともに、異常状況の把握に努め、異常状態の解消及び拡大防止に必要な措置を講じる。また、担当部長は、異常事象等を発

見した者又は操作責任者に応急措置後の状態を監視させ、状態の変化に応じて追加措置を行わせるとともに、関係部長に通報する。なお、核

物質防護に係る緊急事象については、核物質防護管理者に通報する。 

担当部長は、異常事象が非常事態又は非常事態に発展するおそれが生じた場合は直ちに所長、環境安全部長及び関係箇所に通報する。 

担当部長は、異常事象等の状態が終息したことが確認できれば、監視の解除を判断する。 

（３）担当部長は、関係部長と協力して異常事象等の原因を調査し、保安のために必要な措置を講じるとともに、その措置内容等を適宜、熊取

所長及び核燃料取扱主任者に報告する。ただし、報告については、加工施設の保安に及ぼす影響が軽微なものを除く。なお、核物質防護に係る

緊急事象に係る措置内容については、適宜、所長、核物質防護管理者及び関係部長に報告する。 

  担当部長は、加工施設の操作を停止する等の措置を行った場合、作業の再開に当たっては添付５「異常時の作業再開手順」に従い、所長の

承認を得る。ただし、保安に及ぼす影響が軽微（第 98条の報告事象に該当しない）なものを除く。 

（４）担当部長は、（２）の措置を講じたにもかかわらず異常状態が拡大するおそれがあると判断した場合は、直ちに所長、環境安全部長及び

関係箇所に通報する。社外通報連絡責任者は環境安全部長とする。なお、「原子力規制庁 長官官房 総務課 事故対処室」及び「原子力規制庁 

熊取原子力規制事務所」への電話による通報は、必要応じて、業務管理部に代行を依頼することができる。 

また、環境安全部長は、所長又は核燃料取扱主任者等の判断に基づき、異常事象等の発生後１５分以内を目標に、まず、「原子力規制庁 長官官

房 総務課 事故対処室」及び「原子力規制庁 熊取原子力規制事務所」に電話による通報を行う。 

３．異常時における設備の手動による作動  

担当部長は、保安上特に管理を必要とする設備（保安規定別表３）、及び操作上の留意事項に係る設備（保安規定別表４、別表５）がインター

ロックにより自動的に作動すべきであるにもかかわらず正常に作動しない事態が発生した場合は、直ちに手動により作動させるための技術標

準を定め、操作員に周知する。 
 

基保-006「非常時の措置基準」 

８．通報（第８８条） 

各部長は、加工施設に異常が発生し、その状況が非常事態であり、又は非常事態に発展するおそれがあると判断したときは、直ちに所長、核燃

料取扱主任者、担当部長、環境安全部長及び関係箇所に通報する。 

９.応急措置（第８９条） 

９－１ 応急措置及び指示等（第８９条第１項） 

前条の通報を受けた担当部長は、直ちに異常の状況を把握し、応急措置を講じる。 

９－２ 放射線防護上の措置（第８９条第 2項） 

環境安全部長は、周辺監視区域内の線量当量率、放射性物質濃度等を調査し、その結果を所長に報告する。また、必要に応じて放射線防護上の

措置を講じる。 

１０．非常時体制の発令（第９０条） 

所長は、事態が非常事態に該当すると判断した場合、その他必要と判断した場合は、直ちに非常時体制を発令し、緊急対策本部を設置する。な

お、応急処置を行った者は、本部長の指示の下、それまでの活動内容を継続する、又は実施組織に引き継ぐとともに所属する事業所防災組織

の活動に移行する。 

１１．対策活動（第９１条） 

11－１ 緊急対策本部要員の招集及び通報（第９１条第１項） 

非常時体制が発令された場合は、本部長は緊急対策本部要員を招集し、予め定められた通報系統に従って、社長及び社外関係機関にその旨を

通報する。 

なお､所長は､緊急対策本部要員の参集状況及び事態の状況に応じて､緊急対策本部及び事業所防災組織を編成する人員の入れ替えを行う場合

がある｡ 

11－２ 事態の拡大防止等（第９１条第 2項） 

緊急対策本部は、本部長統括のもと、事態の拡大防止等に関する以下の活動（緊急作業を含む。）を行う。 

11－３ 安全優先の方針（第９１条第 3項） 

担当部長は、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の影響により、加工施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、核燃料物質等の漏えいの防止のために必要な措置について所長、核燃料取

扱主任者及び関係部長と協議する。 

１２．非常時体制の解除（第９２条） 

本部長は、事態が終息していると判断した場合は、非常時体制を解除し、その旨を社長及び社外関係機関に直ちに通報する。 

１３．原子力災害対策特別措置法に基づく措置（第９３条） 

「原災法」に基づく事象が発生した場合は、本規定によらず、「防災業務計画」に基づき措置する。なお、原災法第 10 条事象発生に伴う通報

は、本部長が 10条事象の判断をしてから 15分以内に原子力規制庁緊急事案対策室に FAX 通報を行う。また、FAX 着信確認のための電話も FAX

機の送信完了を確認でき次第、実施する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-16 128 重大事故に至るおそれがある事故の対処として、核燃料物質等の閉じ込め機能喪失の発生及

び拡大の防止に必要な措置を講じることとし、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合における当該事故等に的確かつ柔軟に対処するために必要な人員の確保等、体制を整備

するとともに、資機材及び手順書を整備し、訓練を実施する。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１．概 要 

所長は、火災等の重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合および大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテ
ロリズムによる加工施設の大規模な損壊（以降、事故等という。）が発生した場合及び大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加

工施設の保全に関する措置に備え、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて必要な人員を確保し、通報・連絡体制、指揮命令

体制における役割分担、責任者等を明確に定める。また、事故等の対処活動に必要な非常時用資機材をあらかじめ準備し、各部長は非常時資

機材の性能維持のための点検・整備を実施する。 

所長は、事故等の対処活動が効果的に実施できるよう、定期的に事故対処活動の教育・訓練を実施し、教育・訓練結果に基づいた体制、資機

材、教育・訓練の評価・見直しを実施し実効性を維持する。 

7-38 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合における当該事故等に的確かつ柔軟に対

処するために必要な人員の確保等、体制を整備するとともに、資機材及び手順書を整備し、

訓練を実施する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-17 128 体制としては、夜間及び休日を想定した初期段階、緊急時消火班到着時の段階及び事業所防

災組織の要員参集後の段階の 3段階の体制に分け、事故時の活動拠点の設置、適切な人員配

置、資機材の割り振り、事故の進展段階に応じた消火活動、救助活動といったソフト対応を

行って、事故の進展、拡大を防止する。 

このため、緊急対策本部、実施組織及び支援組織から構成する事業所防災組織に必要な人員

を円滑に確保し、指揮命令系統、役割分担、責任者等を明確化することにより適切な人員配

置の体制を整備するとともに、社外の支援を受けられる体制も整備する。 

実施組織として、施設責任者、技術係、除染係、工務係、放管係及び救護消火係を設ける。 

施設責任者、技術係、除染係、工務係及び放管係には、技術支援の要員も含める。 

支援組織として、情報１係、情報２係、総務広報係、調達係及び警備誘導係を設ける。 

実施組織及び支援組織の業務分掌は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力防災組織の

内容と同一とする。 

施設責任者は、施設設備の点検、異常事象の状況確認を実施する。 

技術係は、応急復旧及び事故状況の把握、事故影響範囲の推定、事故拡大防止の検討を実施

する。 

救護消火係には、救護班及び消火班を置き、消火班は消火活動（初期消火活動を含む。）を、

救護班は負傷者発生時の救出・救護活動を実施する。 

実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に

対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

重大事故に至るおそれがある事故が発生したときは、要員を招集し、実施組織及び支援組織

の活動を開始する。 

事業所防災組織の要員が揃うまでの間、初期消火活動等を実施する人員を確保する。 

あらかじめ定めた連絡経路により、夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期

的（年１回以上）に非常招集訓練を実施する。 

事故時に活動の拠点として機能する場所には、実施組織と支援組織で情報交換ができるよう

通信連絡設備を準備するとともに、社外へ連絡及び通報するための事務機器を整備し、通報

に関する体制も整備する。 

事故対処において、事業所防災組織のみで対応できない場合は、所在地域の原子力事業者間

の協力協定により、環境放射線モニタリング、放射線防護措置、消火活動等に係る要員の派

遣及び資機材の借用その他必要な支援を受けられる体制を構築する。 

事故対処が長期化する場合は、他のウラン加工事業者との協力協定により、資機材の借用等

の支援を受けられる体制とする。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時 
区分 規定する事項 

要員の配置 ８ 所長は、実施組織として、施設責任者、技術係、除染係、工務係、放管係及び救護消火係

を設ける。施設責任者、技術係、除染係、工務係及び放管係には、技術的助言を行う要員

も含める。支援組織として、情報１係、情報２係、総務広報係、調達係及び警備誘導係を

設ける。各係の業務分掌は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力防災組織の内容と

同一とする。施設責任者は、施設設備の点検、異常事象の状況確認を実施する。技術係は、

応急復旧及び事故状況の把握、事故影響範囲の推定、事故拡大防止対策の検討を実施す

る。除染係は、放射性物質の汚染除去等を実施する。工務係は、施設設備の応急復旧等を

実施する。放管係は、被ばく管理、汚染管理等を実施する。救護消火係には、救護班及び

消火班を置き、消火班は消火活動（初期消火活動を含む。）を、救護班は負傷者発生時の

救出・救護活動を実施する。情報１係は、各種情報の収集や関係機関への通報・連絡等を

実施する。情報２係は、原子力災害合同対策協議会での情報交換等を実施する。総務広報

係は、事業所内への周知、要員の呼集等を実施する。調達係は、復旧資機材の調達を実施

する。警備誘導係は、事業所内の警備等を実施する。（別表 20） 

 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

4 環境安全部長は、事業所防災組織の要員が揃うまでの間、事故発生直後の初期消火活動等の初動対応に当たるために必要な事業所内に常駐

する要員として、７名を確保する。ただし、連続焼結炉停止中の場合は、可燃性ガスの供給弁手動閉止の操作等、初動対応の一部を省略可能で

あるため、事業所内に常駐する要員として、６名を確保することとする。 

5 所長は、体制として、夜間及び休日に常駐する要員のみでの対応を想定した初期段階、緊急時消火班到着時の段階及び事業所防災組織の要

員参集後の段階の３段階に分け、事故時の活動拠点の設置、適切な人員配置、資機材の割り振り、事故の進展段階に応じた消火活動、救助活動

といったソフト対応を行って、事故の進展、拡大を防止する。 

7 環境安全部長は、緊急対策本部、実施組織及び支援組織から構成する事業所防災組織に必要な人員を円滑に確保し、指揮命令系統、役割分

担、責任者等を明確化することにより適切な人員配置の体制を整備する。 

8 所長は、実施組織として、施設責任者、技術係、除染係、工務係、放管係及び救護消火係を設ける。施設責任者、技術係、除染係、工務係

及び放管係には、技術的助言を行う要員も含める。支援組織として、情報１係、情報２係、総務広報係、調達係及び警備誘導係を設ける。各係

の業務分掌は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力防災組織の内容と同一とする。施設責任者は、施設設備の点検、異常事象の状況確

認を実施する。技術係は、応急復旧及び事故状況の把握、事故影響範囲の推定、事故拡大防止対策の検討を実施する。除染係は、放射性物質の

汚染除去等を実施する。工務係は、施設設備の応急復旧等を実施する。放管係は、被ばく管理、汚染管理等を実施する。救護消火係には、救護

班及び消火班を置き、消火班は消火活動（初期消火活動を含む。）を、救護班は負傷者発生時の救出・救護活動を実施する。情報１係は、各種

情報の収集や関係機関への通報・連絡等を実施する。情報２係は、原子力災害合同対策協議会での情報交換等を実施する。総務広報係は、事業

所内への周知、要員の呼集等を実施する。調達係は、復旧資機材の調達を実施する。警備誘導係は、事業所内の警備等を実施する。 

9 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に対して余裕を持った人数で初

動対応体制を組織する。 

10 環境安全部長は、あらかじめ定めた連絡経路により、夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）に非常招集

訓練を実施する。 

11 所長は、重大事故に至るおそれがある事故発生時は、要員を招集し、実施組織及び支援組織の活動を開始する。 

12 環境安全部長は、事故時に活動の拠点として機能する場所には、実施組織と支援組織で情報交換ができるよう通信連絡設備を準備すると

ともに、社外へ連絡及び通報するための事務機器を整備し、通報に関する体制も整備する。 

13 環境安全部長は、事故対処において、事業所防災組織のみで対応できない場合は、所在地域の原子力事業者間の協力協定により、環境放

射線モニタリング、放射線防護措置、消火活動等に係る要員の派遣及び資機材の借用その他必要な支援を受けられる体制を構築する。さらに、

事故対処が長期化する場合は、他のウラン加工事業者との協力協定により、資機材の借用等の支援を受けられる体制とする。 

 

基保-001「放射線管理基準」 

１．管理区域 

1-2 管理区域(第 40条第 1項) 

恒設の管理区域を、図１に示す。 

図１－（１）恒設の管理区域 

7-34 添７ロ(ﾛ)の第１図 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の体制 

7-38 体制としては、添７ロ(ﾛ)の第１図に示すとおり、夜間及び休日を想定した初期段階、緊急

時消火班到着時の段階及び事業所防災組織の要員参集後の段階の３段階の体制に分け、事故

時の活動拠点の設置、適切な人員配置、資機材の割り振り、事故の進展段階に応じた消火活

動、救助活動といったソフト対応を行って、事故の進展、拡大を防止する。 

このため、緊急対策本部、実施組織及び支援組織から構成する事業所防災組織に必要な人員

を円滑に確保し、指揮命令系統、役割分担、責任者等を明確化することにより適切な人員配

置の体制を整備するとともに、社外の支援を受けられる体制も整備する。 

実施組織として、施設責任者、技術係、除染係、工務係、放管係及び救護消火係を設ける。 

施設責任者、技術係、除染係、工務係及び放管係には、技術的助言を行う要員も含める。 

支援組織として、情報１係、情報２係、総務広報係、調達係及び警備誘導係を設ける。 

各係の業務分掌は、原子力災害対策特別措置法に基づく原子力防災組織の内容と同一とす

る。 

施設責任者は、施設設備の点検、異常事象の状況確認を実施する。 

技術係は、応急復旧及び事故状況の把握、事故影響範囲の推定、事故拡大防止対策の検討を

実施する。 

工務係は施設設備の応急復旧等を実施する。 

除染係は放射性物質の汚染除去等を実施する。 

放管係は被ばく管理・汚染管理等を実施する。 

救護消火係には、救護班及び消火班を置き、消火班は消火活動（初期消火活動を含む。）を救

護班は負傷者発生時の救出・救護活動を実施する。 

情報１係は各種情報の収集や関係機関への通報・連絡等を実施する。 

情報２係は原子力災害合同対策協議会での情報交換等を実施する。 

総務広報係は事業所内への周知、要員の呼集等を実施する。 

調達係は復旧資機材の調達を実施する。 

警備誘導係は事業所内の警備等を実施する。 

重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合においては、防災組織要員を一斉招集し、

実施組織及び支援組織の活動を開始する。 

事業所防災組織の要員が揃うまでの間、事故発生直後の初期消火活動等の初動対応に当たる

ために必要な事業所内に常駐する要員を７名確保する。 

連続焼結炉停止中の場合は、可燃性ガスの供給弁手動閉止の操作等、初動対応の一部を省略

可能であるため、事業所内に常駐する要員は６名を確保することとする。 

実施組織及び支援組織の人員は、消火活動、救助活動等に対処できるよう、必要な人員数に

対して余裕を持った人数で初動対応体制を組織する。 

実施組織における人員を添７ロ(ﾊ)の第１表に示す。 

あらかじめ定めた連絡経路により、夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期

的（年１回以上）に非常招集訓練を実施する。 

事故時に活動の拠点として機能する場所を準備し、実施組織と支援組織で情報交換ができる

よう通信連絡設備を準備するとともに、社外へ連絡及び通報するための事務機器を整備し、

通報に関する体制も整備する。 

事故対処において、事業所防災組織のみで対応できない場合は、所在地域の原子力事業者間

の協力協定により、環境放射線モニタリング、放射線防護措置、消火活動等に係る要員の派

遣及び資機材の借用その他必要な支援を受けられる体制を構築する。 

事故対処が長期化する場合は、他のウラン加工事業者との協力協定により、資機材の借用等

の支援を受けられる体制とする。 

7-41 添７ロ(ﾊ)の第１表 重大事故に至るおそれがある事故時における初動体制及び参集後の各

係（実施組織）の実施内容  



 

1
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-17 

(続き) 

7-41 

(続き) 

（再掲） 

添７ロ(ﾊ)の第１表 重大事故に至るおそれがある事故時における初動体制及び参集後の各

係（実施組織）の実施内容  

（非常対策組織） 

第８３条  所長は、非常事態が発生した場合に、直ちに対策活動を行えるよう緊急対策本部、対策を実施する操作員

等により構成される実施組織及び実施組織に対して技術的援助を行い実施組織が対策に専念できる環境を整

える支援組織から構成する事業所防災組織をあらかじめ定めておく。事業所防災組織に必要な人員を確保

し、指揮命令系統、役割分担、責任者、社内外への通報手段等を明確化することにより、円滑に人員を招集

し、効果的な対策を実施し得る適切な人員配置の体制を確立する。別図６に事業所防災組織の組織図を示

す。 

 

２． 緊急対策本部の本部長には所長が当たる。ただし、所長が不在の場合に備えて、所長はあらかじめ代行

者を定めておく。 

 

３． 所長は、非常事態が発生した場合に、直ちに第 16条に定める管理組織から事業所防災組織へ移行させ

る。 

 

（非常時の要員） 

第８４条  所長は、事業所防災組織に、緊急対策本部、実施組織及び支援組織の任務に応じて必要な要員をあらかじ

め定めておく。別表 20に緊急対策本部、実施組織及び支援組織の任務を示す。 
 

（非常時用資機材の整備） 

第８５条  所長は、別表 21に示すとおり、対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、

消火用資機材、その他資機材（以下「非常時用資機材」という。）をあらかじめ準備し、性能維持のため

に行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、迅速な対策活

動を行えるよう緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示できるよう

にしておく。各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により非常時用資機材の保管状況の把握に努め

る。 

 

（通報系統） 

第８６条  所長は、非常事態が生じた場合の社内及び社外関係機関との通報系統をあらかじめ確立しておく。 

 

記載例 

別表２０ 緊急対策本部、実施組織及び支援組織の任務（第 84条関係） 
組織 任務 

本部長 緊急対策本部を統括し、事業所防災組織を指揮する。 

緊

急

対

策

本

部 

副本部長 緊急対策本部の統括について、本部長を補佐する。本部長が不在の時には、その職務

を代行する。 

本部長付 緊急対策本部の統括について、本部長及び副本部長を補佐する。 

核燃料取扱主任

者 

緊急対策本部の運営全般について、本部長に意見を具申する。 

核物質防護管理

者 

特定核燃料物質の防護の観点から、助言を行う。 

防火管理者 消火活動、防火活動について、助言を行う。 

各係長 本部長の指示に基づき、各係の活動を統括し、本部長へ活動結果の報告等を行う。 

 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

３．非常対策組織（第８３条） 

３－１ 緊急対策本部の設置（第８３条第１項） 

所長は、非常事態が発生した場合に、直ちに対策活動を行えるよう､緊急対策本部、対策を実施する操作員等により構成される実施組織及び実

施組織に対して技術的援助を行い実施組織が対策に専念できる環境を整える支援組織から構成する事業所防災組織を第２表に示すとおり定め

る。 

第２表 事業所防災組織 

なお、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第１０条及び第１５条に定める特定事象が発生した場合、緊急対策本部は、原子

力事業者防災業務計画（以下「防災業務計画」という。）に定める緊急対策本部として、防災業務計画に則って活動する。（本基準並びに防災業

務計画に定める緊急対策本部の組織及び構成は共通とする。） 

３－２ 緊急対策本部本部長及び代行者の決定（第８３条第２項） 

緊急対策本部の本部長には所長が当たる。また､所長が不在の場合に備えて、所長はあらかじめ代行者を定めておく。 

３－３ 所長は、非常事態が発生した場合に、直ちに各部所管の非常対応から事業所防災組織へ移行させる。 

４．非常時の要員 

４－１ 緊急対策本部の要員（第８４条） 

所長は、緊急対策本部に必要な要員をあらかじめ定めておく。 

緊急対策本部の組織を第２表に示す。また、本組織の各職位につく者は「非常時の措置基準に係る詳細資料・詳細資料２．」に示すとおりとす

る。 

事業所防災組織の各係には、係長及び班長を置くものとし、係長が不在の場合は、班長が代行するものとする。 

事業所防災組織の係長は、緊急対策本部に在り、担当の係への指示及び係員の出動状況防護活動の経過、配置、状況、推移等を逐次緊急対策本

部長に報告し、指示を受ける。なお、係長は、担当の任務に関して、緊急対策本部が設置された時点における各部所管の異常対応状況を各部長

より報告させる。 

事業所防災組織の班長は、班員を指揮して、現場活動の把握・指示を行う。係長が不在の場合は係長の代行を務める。なおこの場合、班長は班

員から別途班長の代行者を指名し、現場活動の把握・指示を行わせる。 

事業所防災組織は、事象の初期状況において事業所の自衛組織として、緊急対策本部長の指揮のもとに自立的に活動するものとする。 

事業所防災組織が編成される時点までにおける各部所管の異常事象対応については、緊急対策本部が設置された時点で、事業所防災組織がそ

の任務を引き継ぎ、現場における非常事態原因の排除、汚染拡大防止の処置を講じるものとする。 

事業所防災組織は、社外消防組織、警察組織が到着後は、協力して活動するものとする。 

事業所防災組織の各係（班）の主な任務について、第３表にまとめる。 

第３表 緊急対策本部、実施組織及び支援組織の任務 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

６．通報系統（第８６条） 

所長は、非常事態が生じた場合の社内及び社外関係機関への通報系統をあらかじめ確立しておく。 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

別図６ 事業所防災組織 

実施組織 支援組織 
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緊急対策本部 
（副本部長、本部長付、核燃料取扱主任者、

核物質防護管理者、防火管理者、各係長） 

救
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消
火
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救
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緊急時消火班※ 

※：所長及び核燃料取扱主任者を除く事業所防災組織要員のうち、夜間・休日の初期消火等のために早期に参集できることを考慮して選定した者。事業所防災

組織の要員参集後は、本部長の指示の下、それまでの活動内容を継続する、又は実施組織に引き継ぐとともに所属する事業所防災組織の活動に移行する。 
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5
2
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-17 

(続き) 

128 事故時に活動の拠点として機能する場所には、実施組織と支援組織で情報交換ができるよう

通信連絡設備を準備するとともに、社外へ連絡及び通報するための事務機器を整備し、通報

に関する体制も整備する。 

（非常時用資機材の整備） 

第８５条  所長は、別表 21に示すとおり、対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、

消火用資機材、その他資機材（以下「非常時用資機材」という。）をあらかじめ準備し、性能維持のために

行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、迅速な対策活動を行

えるよう緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示できるようにしてお

く。各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時 
区分 規定する事項 

要員の配置 ７ 環境安全部長は、緊急対策本部、実施組織及び支援組織から構成する事業所防災組織に必

要な人員を円滑に確保し、指揮命令系統、役割分担、責任者等を明確化することにより適

切な人員配置の体制を整備する。 
 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

7-38 事故時に活動の拠点として機能する場所を準備し、実施組織と支援組織で情報交換ができる

よう通信連絡設備を準備するとともに、社外へ連絡及び通報するための事務機器を整備し、

通報に関する体制も整備する。 

22-18 129 事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及

び悪天候下等を想定した機器等の資機材について、資機材の性質、使用方法等に応じて、事

故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考慮した上で必要な数量を整備す

るとともに、地震等の共通要因により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備

や代替の保管数量を複数箇所に分散して配備すること、固縛等の転倒・飛散対策を講じるこ

とを考慮し保管場所、保管方法、数量を定め保管する。 

消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあらかじめ定め、当該ル

ートには通行の支障となるものを設置しない。 

事故対処に必要な資機材を分散して保管することにより、複数のルートから事故発生場所に

アクセスできるようにする。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ３ 環境安全部長は、消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあ

らかじめ定め、当該ルートには通行の支障となるものを設置しない管理を行う。大地震

時において倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して保

管することにより、複数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。資機

材の保管庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で単純な構造の

コンテナ等を地面に固縛したものとする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

1 設備管理部長及び環境安全部長は、事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下

等を想定した機器等の資機材について、資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考

慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通要因により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量

を複数箇所に分散して配備することとし、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮し保管場所、保管方法、数量を定め保管する。また、資

機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施する。（別表 21） 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

(11) 消火活動、救助活動等の対処に当たっては、空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止するフィルタ付防護マ

スクを着用し、火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具や防火衣等を着用する。 

3 環境安全部長は、消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあらかじめ定め、当該ルートには通行の支障となるも

のを設置しない管理を行う。大地震時において倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して保管することにより、

複数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。資機材の保管庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で

単純な構造のコンテナ等を地面に固縛したものとする。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

7-27～7-

28 

添７ロ(ﾛ)の第２表 資機材一覧  

7-29 添７ロ(ﾛ)の第３表 事故時の活動拠点及び資機材保管場所  

7-35 添７ロ(ﾛ)の第２図 資機材保管場所とアクセスルート  

7-39 事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及

び悪天候下等を想定した機器等の資機材について、資機材の性質、使用方法等に応じて、事

故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考慮した上で必要な数量を整備す

るとともに、地震等の共通要因により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備

や代替の保管数量を複数箇所に分散して配備すること、固縛等の転倒・飛散対策を講じるこ

とを考慮して保管場所、保管方法、数量を定め保管する。 

添７ロ(ﾛ)の第２表に整備する資機材を、添７ロ(ﾛ)の第３表に主な資機材の保管場所を示

す。 

空気中にウラン粉末が飛散する環境下においては、内部被ばくを防止する半面マスクを着用

することで、事故への対処が可能である。 

火災による煙中で円滑に消火活動を行うための呼吸用ボンベマスク等の呼吸保護具、防火衣

等を整備する。 

事故対処のために必要なアクセスルートをあらかじめ定め、当該ルートには通行の支障とな

るものを設置しない。 

大地震時において倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して

保管することにより、添７ロ(ﾛ)の第２図に示すとおり、複数のルートから事故発生場所に

アクセスできるようにする。 

     



 

1
5
3
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-18 

(続き) 

129 資機材の保管庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で単純な構造の

コンテナ等を地面に固縛したものとする。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時 
区分 規定する事項 

資機材の配備 ３ 環境安全部長は、消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあ

らかじめ定め、当該ルートには通行の支障となるものを設置しない管理を行う。大地震

時において倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して保

管することにより、複数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。資機

材の保管庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で単純な構造の

コンテナ等を地面に固縛したものとする。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

3 環境安全部長は、消火活動、救助活動等の事故対処のために必要なアクセスルートをあらかじめ定め、当該ルートには通行の支障となるも

のを設置しない管理を行う。大地震時において倒木等が道を塞ぐ場合等を考慮して、事故対処に必要な資機材を分散して保管することにより、

複数のルートから事故発生場所にアクセスできるようにする。資機材の保管庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で

単純な構造のコンテナ等を地面に固縛したものとする。 

7-39 資機材の保管庫は、地震等で損傷しても内部の資機材を取り出し可能な堅牢で単純な構造の

コンテナ等を地面に固縛したものとする。 

 7-27～7-

28 

添７ロ(ﾛ)の第２表 資機材一覧  （非常時用資機材の整備） 

第８５条  所長は、別表 21に示すとおり、対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、

消火用資機材、その他資機材（以下「非常時用資機材」という。）をあらかじめ準備し、性能維持のために

行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、迅速な対策活動を行

えるよう緊急対策本部を設置する部屋には、監視及び測定により得られた情報を表示できるようにしてお

く。各部長は、第 62条の 6第 7項に定める巡視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

7-39 添７ロ(ﾛ)の第２表に整備する資機材を、添７ロ(ﾛ)の第３表に主な資機材の保管場所を示

す。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-19 129 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の措置に必要となる手順書では、核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失を防止するため、全交流電源喪失、計測機器による監視機能喪

失まで想定し、必要な情報の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確認項目、

機器等の操作、対処事項、対処事項に対する優先順位を明確にする。 

事故の進展状況に応じて手順書を分ける場合は手順書間の相互関係を明確にする。 

事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設

及びその境界付近における放射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備

の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視点検等で入手することを手順書で規定する。 

情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び機器等の操作を実行するための手順を

手順書に規定する。 

火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれ

がある扉を含んだ火災区画の消火を優先することをあらかじめ手順書において明確にする。 

事故対処においては、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等に当たり、財産保護よりも

安全最優先で実施する方針を手順書に規定する。 

事故対処を実施するための実施組織及び支援組織に必要な手順を定め、事故の進展状況等に

応じて手順書を複数に分割する場合は、相互関係を明確にする。 

竜巻及びその他の自然災害の予測情報を確認した時点での事前の対応についても明確にし、

構内運搬作業の中止、核燃料物質の固縛・固定、退避措置、構内車両の避難、可搬式発電機

等の必要資機材の確保や移動等を行う。 

大規模な自然災害（震度５弱以上の大地震等）の発生が予測できる場合又はこれが発生した

場合、加工施設内外で大きな事故が発生した場合及びそのおそれがある場合における、加工

設備本体の停止等の措置並びに退避等の防護措置を講じるための手順を定める。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

（非常時の処置要領） 

第８７条  所長は、非常時の処置法をあらかじめ定めておくとともに、第 24条に定める訓練等により処置法の実効

性を維持する。 

 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

３ 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の

想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の消火を優先することをあらかじめ標準に

おいて明確にする。 

４ 環境安全部長は、事故対処においては、財産保護よりも安全最優先で実施する方針に基づ

いて、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等の事故等対処活動を行うことを基準に規

定する。 

５ 環境安全部長は、事故対処を実施するための実施組織及び支援組織に必要な手順を定め、

事故の進展状況等に応じて標準を複数に分割する場合は、相互関係を明確にする。 

６ 環境安全部長は、竜巻及びその他の自然災害の予測情報を確認した時点での事前の対応に

ついても明確にし、構内運搬作業の中止、核燃料物質の固縛・固定、退避措置、構内車両

の避難、可搬式発電機等の必要資機材の確保や移動等を行う。 

７ 環境安全部長は、大規模な自然災害（震度５弱以上の大地震等）の発生が予測できる場合

又はこれが発生した場合、加工施設内外で大きな事故が発生した場合及びそのおそれがあ

る場合における、加工設備本体の停止等の措置並びに退避等の防護措置を講じるための手

順を定める。 

８ 環境安全部長は、大規模損壊が発生した場合の措置に必要な標準及び資機材を整備し、要

員を確保するとともに、当該標準に従って活動を行うために必要な教育・訓練を定期的

（年１回以上）に実施する。 

９ 環境安全部長は、標準には、消火活動等の手順等の他、大規模損壊が発生した状況等を踏

まえた必要な情報の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確認項目、機器等

の操作、対処事項、対処事項に対する優先順位を明確にする。また、事故の進展状況に応

じて手順を分ける場合は標準間の相互関係を明確にする。 

10 環境安全部長は、屋内消火栓、屋外消火栓、可搬消防ポンプ等を用いて大規模な火災に対

して消火活動を実施する手順は、重大事故に至るおそれがある事故発生時と同一とする。 

11 所長は、大規模損壊が発生した状況等を踏まえて、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合の対策を実施するために必要であると設定した情報について、監視設備や要員

の巡視・点検等により事象を把握する。加工施設内、敷地内の情報の把握については、照

明具類、可搬式の放射線測定設備及び監視カメラも活用する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（４）手順書の整備 

1 環境安全部長は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の措置に必要となる標準では、核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を

防止するため、全交流電源喪失、計測機器による監視機能喪失まで想定し、必要な情報の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確

認項目、機器等の操作、対処事項、対処事項に対する優先順位を明確にする。また、事故の進展状況に応じて標準を分ける場合は標準間の相互

関係を明確にする。 

2 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放

射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視等で入手することを燃料製造

部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び

機器等の操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

3 環境安全部長は、火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれがある扉を含んだ火災区画の

消火を優先することをあらかじめ標準において明確にする。 

4 環境安全部長は、事故対処においては、財産保護よりも安全最優先で実施する方針に基づいて、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等

の事故等対処活動を行うことを基準に規定する。 

5 環境安全部長は、事故対処を実施するための実施組織及び支援組織に必要な手順を定め、事故の進展状況等に応じて標準を複数に分割する

場合は、相互関係を明確にする。 

6 環境安全部長は、竜巻及びその他の自然災害の予測情報を確認した時点での事前の対応についても明確にし、構内運搬作業の中止、核燃料

物質の固縛・固定、退避措置、構内車両の避難、可搬式発電機等の必要資機材の確保や移動等を行う。 

7 環境安全部長は、大規模な自然災害（震度５弱以上の大地震等）の発生が予測できる場合又はこれが発生した場合、加工施設内外で大きな

事故が発生した場合及びそのおそれがある場合における、加工設備本体の停止等の措置並びに退避等の防護措置を講じるための手順を定める。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

７．非常時の処置要領（第８７条） 

所長は、非常時の処置法をあらかじめ定めておくとともに、第 24 条に定める訓練等により処置法の実効性を維持する。 

7-39 重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の措置に必要となる手順書では、核燃料物

質等を閉じ込める機能の喪失を防止するため、全交流電源喪失、計測機器による監視機能喪

失まで想定し、必要な情報の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確認項目、

機器等の操作、対処事項、対処事項に対する優先順位を明確にする。 

事故の進展状況に応じて手順書を分ける場合は手順書間の相互関係を明確にする。 

事故対処実施の判断等に必要な情報の種類としては、火災の有無、設備の稼働状態、加工施

設及びその境界付近における放射性物質濃度及び線量があり、火災報知器等の監視設備、設

備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視点検等で入手することを手順書で規定す

る。 

情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び機器等の操作を実行するための手順を

手順書に規定する。 

火災の複数同時発生時においては、重大事故に至るおそれがある事故の想定で損傷のおそれ

がある扉を含んだ火災区画の消火を優先することをあらかじめ手順書において明確にする。 

事故対処においては、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等に当たり、財産保護よりも

安全最優先で実施する方針を手順書に規定する。 

事故対処を実施するための実施組織及び支援組織に必要な手順を定め、事故の進展状況等に

応じて手順書を複数に分割する場合は、相互関係を明確にする。 

竜巻及びその他の自然災害の予測情報を確認した時点での事前の対応についても明確にし、

構内運搬作業の中止、核燃料物質の固縛・固定、退避措置、構内車両の避難、可搬式発電機

等の必要資機材の確保や移動等を行う。 

大規模な自然災害（震度５弱以上の大地震等）の発生が予測できる場合又はこれが発生した

場合、加工施設内で大きな事故が発生した場合及びそのおそれがある場合における、加工施

設本体の停止等の措置並びに退避等の防護措置を講じるための手順を定める。 

     



 

1
5
5
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-19 

(続き) 

129 事故対処においては、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等に当たり、財産保護よりも

安全最優先で実施する方針を手順書に規定する。 

（加工施設の操作に係る計画及び実施） 

第２５条  各部長は、第 17条に定める職務に従い、第 27条から第 35条（ただし、第 30条の 3から第 30条の 4に

関する事項を除く。）に記載する事項を定めた加工施設の操作に係る計画として各基準及び臨界安全管理に

係る計画として基準を定める。 

所長は、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持

するための活動を行うに当たっては財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、第 30条の 3

から第 30条の 4に記載する事項を定めた設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置及び重大事故に

至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置（第 11条、第 17条、第 25条以

降において以下「設計想定事象等に係る加工施設の保全に関する措置」という。）に係る計画として、基準

を定める。 

所長は、第 36条から第 37条に記載する事項を定めた異常時の措置に係る計画（異常の検知を知らせる警

報作動時の手順を含む。）として、各基準を定める。 

 

２． 各部長は、前項に定めた基準に基づいて、第 27条から第 35条（ただし、第 30条の 3から第 30条の 4

に関する事項を除く。）の業務を実施させる。 

所長は、前項に定めた基準に基づいて、第 30条の 3から第 30条の 4及び第 36条から第 37条の業務

を実施させる。 

 

（対策活動） 

第９１条  非常時体制が発令された場合は、本部長は緊急対策本部要員を招集し、第 86条であらかじめ定められた

通報系統に従って、社長及び社外関係機関にその旨を通報する。 

 

２． 緊急対策本部は、本部長の統括のもと、事態の拡大防止等に関する活動（緊急作業を含む。）を行う。 

 

３． 本部長は、事態の拡大防止等に関する活動のうち、現地での実施組織の活動を指揮する者を指名し指揮

させる又は自ら指揮する。現地での実施組織の活動を指揮する者は、重大事故に至るおそれがある事故又

は大規模損壊の影響により、加工施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した場合は、本部

長に報告する。報告を受けた本部長は、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、核燃

料物質等の漏えいの防止のために必要な措置について、緊急対策本部において協議する。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

手順書の整備 

（続き） 

４ 環境安全部長は、事故対処においては、財産保護よりも安全最優先で実施する方針に基づ

いて、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等の事故等対処活動を行うことを基準に規

定する。 
 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１．概 要 

所長は、火災等の重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合および大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる加工施設の大規模な損壊（以降、事故等という。）が発生した場合及び大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加

工施設の保全に関する措置に備え、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて必要な人員を確保し、通報・連絡体制、指揮命令

体制における役割分担、責任者等を明確に定める。また、事故等の対処活動に必要な非常時用資機材をあらかじめ準備し、各部長は非常時資

機材の性能維持のための点検・整備を実施する。 

所長は、事故等の対処活動が効果的に実施できるよう、定期的に事故対処活動の教育・訓練を実施し、教育・訓練結果に基づいた体制、資機

材、教育・訓練の評価・見直しを実施し実効性を維持する。 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（４）手順書の整備 

4 環境安全部長は、事故対処においては、財産保護よりも安全最優先で実施する方針に基づいて、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等

の事故等対処活動を行うことを基準に規定する。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

１１．対策活動（第９１条） 

11－３ 安全優先の方針（第９１条第 3項） 

担当部長は、重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の影響により、加工施設の保安に重大な影響を及ぼす可能性があると判断した

場合は、財産（設備等）保護よりも安全を優先する方針に基づいて、核燃料物質等の漏えいの防止のために必要な措置について所長、核燃料取

扱主任者及び関係部長と協議する。 

7-39 事故対処においては、連続焼結炉等の設備・機器の停止の操作等に当たり、財産保護よりも

安全最優先で実施する方針を手順書に規定する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-20 130 訓練では、放射性物質の作業環境への影響、時間帯、悪天候を考慮した複数の環境条件を想

定し、事故対処に必要な資機材を用いた訓練を実施する。 

訓練の実施に当たっては、対策活動を行う実施組織及び支援組織の要員を対象とした教育・

訓練計画を策定し、定期的に訓練を実施する。 

教育・訓練においては、ウランの特性、漏えい、火災時の挙動及び環境条件を含む、事故時

の加工施設の挙動に関する知識の向上を図る。 

要員の役割に応じた机上教育を実施するとともに、事故対処に使用する資機材を用いて、実

施組織及び支援組織の活動の習熟を目的とする個別訓練を定期的（年１回以上）に実施し、

事業所防災組織全体の連携を図る総合訓練を定期的（年１回以上）に実施する。 

火災の複数同時発生を想定した訓練を実施し、それに対する評価に基づき訓練内容を改善す

る。 

実施組織及び支援組織の活動に応じた消火、救出救護、通報連絡活動、環境モニタリング等

の個別訓練を実施し、資機材の使用、部品交換等の経験を積むとともに、資機材のマニュア

ル及び手順書を整備して、事故対処における資機材の使用について習熟を図る。 

資機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施する。 

訓練では、火災の状況を想定し、夜間及び悪天候を考慮する。 

夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）に非常招集訓練を

実施する。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

（非常時の処置要領） 

第８７条  所長は、非常時の処置法をあらかじめ定めておくとともに、第 24条に定める訓練等により処置法の実効

性を維持する。 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

教育・訓練の実施  

１ 環境安全部長は、訓練では、放射性物質の作業環境への影響、時間帯、悪天候を考慮した

複数の環境条件を想定し、事故対処に必要な資機材を用いた訓練を実施する。 

２ 環境安全部長は、訓練の実施に当たっては、対策活動を行う実施組織及び支援組織の要員

を対象とした教育・訓練計画を策定し、定期的に訓練を実施する。 

３ 環境安全部長は、教育・訓練においては、ウランの特性、漏えい、火災時の挙動及び環境

条件を含む、事故時の加工施設の挙動に関する知識の向上を図る。 

４ 環境安全部長は、要員の役割に応じた机上教育を実施するとともに、事故対処に使用する

資機材を用いて、実施組織及び支援組織の活動の習熟を目的とする個別訓練を定期的（年

１回以上）に実施し、実施組織及び支援組織の活動の要素を取り込み事業所防災組織全体

の連携を図る総合訓練を定期的（年１回以上）に実施する。 

５ 環境安全部長は、火災の複数同時発生を想定した訓練を実施し、それに対する評価に基づ

き訓練内容を改善する。 

６ 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の活動に応じた消火、救出救護、通報連絡活動、

環境モニタリング等の個別訓練を実施し、資機材の使用、部品交換等の経験を積むととも

に、資機材の標準を整備して、事故対処における資機材の使用について習熟を図る。 

７ 環境安全部長は、訓練では、火災の状況を想定し、夜間及び悪天候を考慮する。 

８ 環境安全部長は、夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）

に非常招集訓練を実施する。 

９ 環境安全部長は、大規模損壊発生時の措置に必要な標準及び資機材を整備し、要員を確保

するとともに、当該標準に従って活動を行うために必要な教育・訓練を定期的（年１回以

上）に実施する。 

10 環境安全部長は、大規模損壊発生時の対処活動における技能及び知識の向上を図るため、

事故対処に必要な資機材を用いた訓練を定期的に実施する。 

11 環境安全部長は、具体的には、大規模損壊発生を想定し、事業所防災組織全体で連携した

総合訓練及び事業所防災組織の各係が実施する消火活動等の個別の対処訓練を、年１回

以上の頻度で実施する。 

12 環境安全部長は、大規模損壊発生時における加工施設の挙動に関する知識の向上を目的

とした教育を年１回以上の頻度で実施する。 

 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（２）要員に対する教育・訓練 

1 環境安全部長は、訓練では、放射性物質の作業環境への影響、時間帯、悪天候を考慮した複数の環境条件を想定し、事故対処に必要な資機

材を用いた訓練を実施する。 

2 環境安全部長は、訓練の実施に当たっては、対策活動を行う実施組織及び支援組織の要員を対象とした教育・訓練計画を策定し、定期的に

訓練を実施する。 

3 環境安全部長は、教育・訓練においては、ウランの特性、漏えい、火災時の挙動及び環境条件を含む、事故時の加工施設の挙動に関する知

識の向上を図る。 

4 環境安全部長は、要員の役割に応じた机上教育を実施するとともに、事故対処に使用する資機材を用いて、実施組織及び支援組織の活動の

習熟を目的とする個別訓練を定期的（年１回以上）に実施し、実施組織及び支援組織の活動の要素を取り込み事業所防災組織全体の連携を図

る総合訓練を定期的（年１回以上）に実施する。 

5 環境安全部長は、火災の複数同時発生を想定した訓練を実施し、それに対する評価に基づき訓練内容を改善する。 

6 環境安全部長は、実施組織及び支援組織の活動に応じた消火、救出救護、通報連絡活動、環境モニタリング等の個別訓練を実施し、資機材

の使用、部品交換等の経験を積むとともに、資機材の標準を整備して、事故対処における資機材の使用について習熟を図る。 

7 環境安全部長は、訓練では、火災の状況を想定し、夜間及び悪天候を考慮する。 

8 環境安全部長は、夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）に非常招集訓練を実施する。 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

1 設備管理部長及び環境安全部長は、事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下

等を想定した機器等の資機材について、資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考

慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通要因により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量

を複数箇所に分散して配備することとし、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮し保管場所、保管方法、数量を定め保管する。また、資

機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施する。（別表 21） 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

７．非常時の処置要領（第８７条） 

所長は、非常時の処置法をあらかじめ定めておくとともに、第 24 条に定める訓練等により処置法の実効性を維持する。 

7-40 訓練では、放射性物質の作業環境への影響、時間帯、悪天候を考慮した複数の環境条件を想

定し、事故対処に必要な資機材を用いた訓練を実施する。 

訓練の実施に当たっては、対策活動を行う実施組織及び支援組織の要員を対象とした教育・

訓練計画を策定し、定期的に訓練を実施する。 

教育・訓練においては、ウランの特性、漏えい、火災時の挙動及び環境条件を含む、事故時

の加工施設の挙動に関する知識の向上を図る。 

要員の役割に応じた机上教育を実施するとともに、事故対処に使用する資機材を用いて、実

施組織及び支援組織の活動の習熟を目的とする個別訓練を定期的（年１回以上）に実施し、

実施組織及び支援組織の活動の要素を取り込み事業所防災組織全体の連携を図る総合訓練

を定期的（年１回以上）に実施する。 

火災の複数同時発生を想定した訓練を実施し、それに対する評価に基づき訓練内容を改善す

る。 

実施組織及び支援組織の活動に応じた消火、救出救護、通報連絡活動、環境モニタリング等

の個別訓練を実施し、資機材の使用、部品交換等の経験を積むとともに、資機材のマニュア

ル及び手順書を整備して、事故対処における資機材の使用について熟知する。 

資機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施する。 

訓練では、火災の状況を想定し、夜間及び悪天候を考慮する。 

夜間及び休日を含め円滑に要員を招集できるよう、定期的（年１回以上）に非常招集訓練を

実施する。 



 

1
5
7
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

22-21 131 大規模損壊が発生した場合における体制については、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合と同一とする。 

所在地域の原子力事業者間の協力協定による要員の派遣及び資機材の借用その他必要な支

援を受けられる体制についても、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合と同一と

する。 

事故対処が長期化する場合における他のウラン加工事業者との協力協定による資機材の借

用等の支援を受けられる体制についても、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合

と同一とする。 

大規模損壊が発生した場合の措置に必要な手順書及び資機材を整備し、要員を確保するとと

もに、当該手順書に従って活動を行うために必要な教育・訓練を定期的（年１回以上）に実

施する。 

手順書には、消火活動等の手順等の他、大規模損壊が発生した状況等を踏まえた必要な情報

の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確認項目、機器等の操作、対処事項、

対処事項に対する優先順位を明確にする。 

事故の進展状況に応じて手順を分ける場合は手順書間の相互関係等を明確にする。 

屋内消火栓、屋外消火栓、可搬消防ポンプ等を用いて大規模な火災に対して消火活動を実施

する手順は、重大事故に至るおそれがある事故と同一とする。 

重大事故に至るおそれがある事故時の対策に加えて、大規模損壊発生時にウランが飛散した

場合に対して、集塵機等を用いたウランの回収、シートを用いたウランの飛散防止等の対策

に必要な資機材を整備し、必要な手順を定める。 

対策に必要な資機材の保管場所は、第２加工棟から離して分散して設置する。 

大規模損壊が発生した状況を踏まえて、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の

対策を実施するために必要であると設定した情報について、監視設備、要員の巡視点検によ

り事象を把握する。 

加工施設内、敷地内の情報の把握は、照明具類、可搬式の放射線測定設備及び監視カメラも

活用する。 

大規模損壊が発生した場合の対処活動における技能及び知識の向上を図るため、事故対処必

要な資機材を用いた訓練を定期的に実施する。 

大規模損壊発生を想定し、事業所防災組織全体で連携した総合訓練及び事業所防災組織の各

係が実施する消火活動等の個別の対処訓練を、年１回以上の頻度で実施する。 

大規模損壊発生時における加工施設の挙動に関する知識の向上を目的とした教育を年１回

以上の頻度で実施する。 

（重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置※） 

第３０条の４ 所長は、許可を受けたところによる基本設計又は基本的設計方針に即した対策が機能するよう、重大事

故に至るおそれがある事故、又は大規模な自然災害若しくは故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる加工施設の大規模な損壊（第 24条、第 25条、第 30条の 4以降において以下「大規模損壊」とい

う。）に係る加工施設の保全に関する措置として、加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する次

の各号を含む計画を基準として策定する。この計画には、添付２に示す加工施設の必要な機能を維持するた

めの活動において規定する事項を含める。 

(1)   重大事故に至るおそれがある事故の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行

うために必要な核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失を防止するための対策に関する手順を定め、これ

を要員に守らせること。 

(2)   大規模損壊の発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順を定め、こ

れを要員に守らせること。 

(3)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行う要員に対する教育・訓練を年１回以上定期的に実施すること。 

(4)   重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持する

ための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。 

 

２． 所長は、前項の計画に基づいて、必要な要員を配置し、加工施設の必要な機能を維持するための活動を

実施させる。 

 

３． 所長は、第 24条に定める訓練等により、加工施設の必要な機能を維持するための活動の実効性を維持す

る。 

 

 

※：重大事故に至るおそれがある事故発生時の保全活動を行う体制の整備については、加工事業変更許可申請

書を踏まえ、加工施設においては重大事故の発生は想定されないものの、あえて設計基準を超える条件に

より重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合を想定し、重大事故の発生を防止するために必要な

措置を定めるものである。 

 

記載例 

別表２１ 非常時用資機材（第 85条関係） 
分類 資機材の種類 数量の

考え方 

（注１）

数量 保管場所 点検内容 

点検頻度 

管理責任者 

その他

資機材 

可搬式発電機 

（注３） 

Ｂ 各 1台以

上 

計 5台 事務棟、保安棟、第２

加工棟、第１加工棟 

外観･動作 

１回／６月 

設備管理部長 

 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動

において規定する事項（第 30条の 4関係） 

 

１．重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時（続き） 
区分 規定する事項 

要員の配置 

（続き） 

 

11 所長は、重大事故に至るおそれがある事故発生時は、要員を招集し、実施組織及び支援組

織の活動を開始する。 

12 環境安全部長は、事故時に活動の拠点として機能する場所には、実施組織と支援組織で情

報交換ができるよう通信連絡設備を準備するとともに、社外へ連絡及び通報するための

事務機器を整備し、通報に関する体制も整備する。 

13 環境安全部長は、事故対処において、事業所防災組織のみで対応できない場合は、所在地

域の原子力事業者間の協力協定により、環境放射線モニタリング、放射線防護措置、消火

活動等に係る要員の派遣及び資機材の借用その他必要な支援を受けられる体制を構築す

る。さらに、事故対処が長期化する場合は、他のウラン加工事業者との協力協定により、

資機材の借用等の支援を受けられる体制とする。 

14 大規模損壊発生時は、重大事故に至るおそれがある事故発生時と同一の体制とする。 

教育・訓練の実施 ９ 環境安全部長は、大規模損壊発生時の措置に必要な標準及び資機材を整備し、要員を確保

するとともに、当該標準に従って活動を行うために必要な教育・訓練を定期的（年１回以

上）に実施する。 

10 環境安全部長は、大規模損壊発生時の対処活動における技能及び知識の向上を図るため、

事故対処に必要な資機材を用いた訓練を定期的に実施する。 

11 環境安全部長は、具体的には、大規模損壊発生を想定し、事業所防災組織全体で連携した

総合訓練及び事業所防災組織の各係が実施する消火活動等の個別の対処訓練を、年１回

以上の頻度で実施する。 

12 環境安全部長は、大規模損壊発生時における加工施設の挙動に関する知識の向上を目的

とした教育を年１回以上の頻度で実施する。 

 

資機材の配備 

２ 所長は、事故時に活動の拠点として機能する場所は、第２加工棟での火災の複数同時発生

の影響を考慮し、第２加工棟から離れた事務棟に設置する。また、地震、竜巻等の影響に

より事務棟が損傷する場合を考慮し、事務棟と同様に第２加工棟から離れた保安棟を予

備の活動拠点とする。なお、予備の活動拠点も使用できない場合には、損傷の軽度な敷地

内の建物を確認、又はテントを設営し、活動拠点とする。 

手順書の整備 

２ 環境安全部長は、事故対処実施の判断等に必要な情報の種類として、火災の有無、設備

の稼働状態、加工施設及びその境界付近における放射性物質濃度及び線量があり、火災

報知器等の監視設備、設備の監視制御盤、放射線監視設備、要員による巡視・点検等で

入手することを燃料製造部長、設備管理部長及び品質保証部長に標準に規定させるか又

は自ら規定する。また、情報の種類に応じて、消火活動開始等の判断基準及び機器等の

操作を実行するための以下の手順を標準に規定させるか又は自ら規定する。 

 (3) 状況確認の結果、目視（加工施設内外の要所に配置した監視カメラでの確認を含

む。）にて火災発生を現認した初動対応要員又は保安員は、消防吏員への通報、保安

棟に待機する当直者及び保安員への連絡を手分けして行い、当直者（本部長到着後は

本部長）の指示により粉末消火器を用いた初期消火に当たる。 

 

 

基保-039「設計想定事象等対処活動基準」 

１５. 重大事故に至るおそれがある事故発生時又は大規模損壊発生時 

（１）必要な要員の配置 

13 環境安全部長は、事故対処において、事業所防災組織のみで対応できない場合は、所在地域の原子力事業者間の協力協定により、環境放

射線モニタリング、放射線防護措置、消火活動等に係る要員の派遣及び資機材の借用その他必要な支援を受けられる体制を構築する。さらに、

事故対処が長期化する場合は、他のウラン加工事業者との協力協定により、資機材の借用等の支援を受けられる体制とする。 

14 大規模損壊発生時は、重大事故に至るおそれがある事故発生時と同一の体制とする。 

（２）要員に対する教育・訓練 

9 環境安全部長は、大規模損壊発生時の措置に必要な標準及び資機材を整備し、要員を確保するとともに、当該標準に従って活動を行うため

に必要な教育・訓練を定期的（年１回以上）に実施する。 

10 環境安全部長は、大規模損壊発生時の対処活動における技能及び知識の向上を図るため、事故対処に必要な資機材を用いた訓練を定期的

に実施する。 

11 環境安全部長は、具体的には、大規模損壊発生を想定し、事業所防災組織全体で連携した総合訓練及び事業所防災組織の各係が実施する

消火活動等の個別の対処訓練を、年１回以上の頻度で実施する。 

12 環境安全部長は、大規模損壊発生時における加工施設の挙動に関する知識の向上を目的とした教育を年１回以上の頻度で実施する。 

（４）手順書の整備 

9 環境安全部長は、標準には、消火活動等の手順等の他、大規模損壊が発生した状況等を踏まえた必要な情報の種類、入手方法及び判断基準

等を定め、監視項目、確認項目、機器等の操作、対処事項、対処事項に対する優先順位を明確にする。また、事故の進展状況に応じて手順を分

ける場合は標準間の相互関係を明確にする。 

10 環境安全部長は、屋内消火栓、屋外消火栓、可搬消防ポンプ等を用いて大規模な火災に対して消火活動を実施する手順は、重大事故に至

るおそれがある事故発生時と同一とする。 

（３）必要な電源その他資機材の配備 

1 設備管理部長及び環境安全部長は、事故対処のための非常用通信機器、放射線測定器、放射線障害防護用器具、防火衣、夜間及び悪天候下

等を想定した機器等の資機材について、資機材の性質、使用方法等に応じて、事故対処に必要な要員数を考慮し、さらに予備の保管場所を考

慮した上で必要な数量を整備するとともに、地震等の共通要因により必要な機能が同時に損なわれることがないよう、予備や代替の保管数量

を複数箇所に分散して配備することとし、固縛等の転倒・飛散対策を講じることを考慮し保管場所、保管方法、数量を定め保管する。また、資

機材については、定期的に、員数、外観及び機能の点検を実施する。（別表 21） 

11 設備管理部長及び燃料製造部長は、大規模損壊発生時にウランが飛散した場合に対して、集塵機等を用いたウランの回収、シートを用い

たウランの飛散防止等の対策に必要な資機材を整備し、必要な手順を定める。 

（４）手順書の整備 

11 所長は、大規模損壊が発生した状況等を踏まえて、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合の対策を実施するために必要である

と設定した情報について、監視設備や要員の巡視等により事象を把握する。加工施設内、敷地内の情報の把握については、照明具類、可搬式の

放射線測定設備及び監視カメラも活用する。 

 

基保-006「非常時の措置基準」 

５．非常時用資機材の整備（第８５条） 

所長は、第 4 表に定める対策活動に必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器、計測器等、消火用資機材、その他資機材をあらかじめ準

備し、性能維持のために行う点検について項目及び頻度を定めて常に使用可能な状態に整備しておくとともに、第 62条の 6第 7項に定める巡

視により非常時用資機材の保管状況の把握に努める。 

第４表 非常時用資機材（保安規定 第８５条 別表２１） 

7-32 添７ロ(ﾛ)の第４表 監視設備  

7-42 大規模損壊が発生した場合における体制については、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合と同一とする。 

所在地域の原子力事業者間の協力協定による要員の派遣及び資機材の借用その他必要な支

援を受けられる体制についても、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合と同一と

する。 

事故対処が長期化する場合における他のウラン加工事業者との協力協定による資機材の借

用等の支援を受けられる体制についても、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合

と同一とする。 

大規模損壊が発生した場合の措置に必要な手順書及び資機材を整備し、要員を確保するとと

もに、当該手順書に従って活動を行うために必要な教育・訓練を定期的（年１回以上）に実

施する。 

手順書には、消火活動等の手順等の他、大規模損壊が発生した状況等を踏まえた必要な情報

の種類、入手方法及び判断基準等を定め、監視項目、確認項目、機器等の操作、対処事項、

対処事項に対する優先順位を明確にする。 

事故の進展状況に応じて手順を分ける場合は手順書間の相互関係を明確にする。 

屋内消火栓、屋外消火栓、可搬消防ポンプ等を用いて大規模な火災に対して消火活動を実施

する手順は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合と同一とする。 

重大事故に至るおそれがある事故時の対策に加えて、大規模損壊発生時にウランが飛散した

場合に対して、集塵機等を用いたウランの回収、シートを用いたウランの飛散防止等の対策

に必要な資機材を整備し、必要な手順を定める。 

対策に必要な資機材の保管場所は、第２加工棟から離して分散して設置する。 

必要に応じて、所在地域の原子力事業所間の協力協定及び他のウラン加工事業者間の協力協

定等による社外組織への支援を要請し、環境放射線モニタリング、放射線防護措置、消火活

動等に係る要員及び資機材の借用その他必要な支援を受けて活動に当たる。 

大規模損壊が発生した状況等を踏まえて、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合

の対策を実施するために必要であると設定した情報について、添７ロ(ﾛ)の第４表に示す監

視設備や要員の巡視点検により事象を把握する。 

加工施設内、敷地内の情報の把握については、照明具類、可搬式の放射線測定設備及び監視

カメラも活用する。 

大規模損壊が発生した場合の対処活動における技能及び知識の向上を図るため、事故対処に

必要な資機材を用いた訓練を定期的に実施する。 

大規模損壊発生を想定し、事業所防災組織全体で連携した総合訓練及び事業所防災組織の各

係が実施する消火活動等の個別の対処訓練を、年１回以上の頻度で実施する。 

大規模損壊発生時における加工施設の挙動に関する知識の向上を目的とした教育を年１回

以上の頻度で実施する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

23-33 

(続き) 

変更の内

容 

発生する廃棄物は、除染後、ドラム缶等に収納し、放射性固体廃棄物の保管廃棄施設で保管

廃棄する。 

（放射性固体廃棄物） 

第７３条  各部長は、放射性固体廃棄物（焼却等による処理後の廃棄物を含む）を保管廃棄するときは次の各号に定

める事項に従い金属製容器に収納する。 

(1)  廃棄物は可燃性廃棄物と不燃性廃棄物に分類する。 

(2)  廃棄物は汚染の広がりを防止するための措置を講じて、ドラム缶に収納する。 

(3)  廃棄物のうち、使用済みフィルタ及び大型機械等ドラム缶に収納することが困難な場合は、汚染の広

がりを防止するための措置を講じて、金属製容器に収納する。 

 

２． 燃料製造部長は、放射性固体廃棄物を別図３に示す保管廃棄設備に保管し、廃棄物を入れる容器等には

放射性廃棄物を示す標識をつけ、別表 18で記録された内容と照合できるような整理番号等を表示する。 

 

３． 燃料製造部長は、保管廃棄設備における放射性固体廃棄物の保管状況が適切であることを確認する。 

 

４． 燃料製造部長は、保管廃棄設備の目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示する。 

 

基保-009「放射性廃棄物管理基準」 

２．保管廃棄物の発生部門と保管、処理部門 

2-1 保管廃棄物の発生部門 

廃棄物の仕掛品及び保管廃棄物の発生部門は燃料製造部、品質保証部、設備管理部及び環境安全部であり、各部長は保管廃棄物の発生量抑制

に努め、発生時処理業務を実施する。 

発生時の取り扱いに関する要求事項は以下の通りであり、詳細は「第１種管理区域内で使用及び保管している物品の処置要領」(要保-069)に

定める。 

(1)廃棄物の仕掛品は、可燃性のもの、難燃性のもの又は不燃性のものに分別し、ポリシート等による汚染の広がりを防止するための措置を講

じて、防火対策としてドラム缶等の金属製容器に収納する。 

(2)上記ゴミ類を図１に示す第２廃棄物処理室のドラム缶に収納する場合、可能な限り減容しテープで巻いた後、第 3-2 項で分類されたドラム

缶(ポリ袋セット済み)に収納する。 

(3)使用済フィルタで解体前のもの（以下、「フィルタ」という。）については、ポリシート等による汚染の広がりを防止するための措置を講じ

て廃棄物貯蔵棟に搬出する、又は第２廃棄物処理室に一時保管した後に廃棄物貯蔵棟に搬出する。また、これらの措置を行うまでの間、ポリ

シート等による汚染の広がりを防止するための措置を講じて、図１に示す第２-１混合室又は第２フィルタ室の保管場所に移送し、防火対策と

して金属製容器に収納する。 

(4)廃油等の液体ゴミ類は発生部門で漏洩しない金属製容器に収納し、第２廃棄物処理室で一時保管する。 

(5)不燃物(金属,耐火物,スラッジ等)は発生のつど第 3-2 項で分類されたドラム缶(ポリ袋セット済み)に収納する。 

(6)大型機器は発生のつど汚染の広がりを防止するための措置を講じて金属製容器に収納する、又はポリシート等により汚染の広がりを防止す

るための措置を講じて、廃棄物貯蔵棟に搬出する。また金属製容器に収納しない場合は、不燃シート等により防火対策を講じる。 

(7)濃縮、劣化、天然、再生濃縮ウラン(回収ウラン)のゴミ類及び廃棄物は各々別個に取り扱う。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

23-37 

(続き) 

2-4 

(続き) 

（再掲） 

平成 30年 1月 1日現在における熊取事業所の保安管理組織は、添２ハ(ｲ)の第１図に示すと

おりである。 

これらの組織は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 22条第 1項

の規定に基づく保安規定で定め、その定めた業務分掌に基づき、明確な役割分担のもとで、

設計及び工事並びに運転及び保守に係る業務を適確に遂行する。 

本変更に係る設計及び工事並びに運転及び保守の主な業務については、施設の担当部（設備

管理部、環境安全部、燃料製造部、品質保証部及び業務管理部）において実施する。 

保安に関する基本方針及び主要施設の設計及び工事に関する保安上の妥当性等、施設の保安

に関する事項を審議するものとして、保安規定に基づき核燃料安全委員会を設置しており、

本変更に係る保安上の必要な事項について審議する。 

添２ハ(ｲ)の第１図 保安管理組織 

（職務） 

第１７条  各職位を担当する者は、この規定を遵守して、保安に関する職務を遂行する。 

 

２． 保安品質マネジメントシステムに係る社長、所長、品質・安全管理室長及び各部長の職務は、第４条か

ら第 15条の 3のとおりとする。また、各部長は、第３項の各自の職務に基づき、保安品質マネジメントに

係る業務の計画、実施、評価及び改善、並びに第７条の保安品質目標の設定及び第 62条の 2に基づき所長

が定める施設管理目標に関する業務を行う。 

 

３． 事業所における各職位を担当する者の職務は次のとおりとする。 

(1)  所長は、事業所における核燃料物質の加工に関する保安を総括する。 

 

(2)  業務管理部長は、購買グループ長が行う、物品及び役務の調達管理に関する業務を指揮監督する。 

また、第 83条に定める事業所防災組織の調達係が実施する調達、総務広報係が実施する事業所内外

への連絡等の手順を標準に規定する。 

 

(3)  品質保証部長は、燃料品質グループ長が行う、分析作業、燃料品質に係る検査作業、当該作業に係る

設備の設計、工事、巡視、点検その他の施設の管理に関する業務を指揮監督する。 

また、第 83条に定める事業所防災組織の施設責任者が実施する施設・設備の点検等の手順を標準に

規定する。 

 

(4)  燃料製造部長は、製造管理グループ長、製造技術グループ長、輸送管理グループ長及び計量・廃棄物

管理グループ長が行う、核燃料の製造作業及び開発作業、当該作業に係る設備の設計、工事、巡視、点

検その他の施設の管理、核燃料物質の受入れ及び払出し、周辺監視区域外への運搬作業、放射性廃棄物

の保管管理、放射性廃棄物の処理作業、受入仕様の適合確認に関する業務を指揮監督する。 

また、第 83条に定める事業所防災組織の除染係が実施するウラン回収、施設責任者が実施する施

設・設備の点検等の手順を標準に規定する。 

 

(5)  環境安全部長は、安全管理グループ長、保安・防災グループ長及び環境管理グループ長が行う、加工

施設における臨界安全管理、教育・訓練の実施管理、保全区域の管理、周辺監視区域への出入管理、加

工施設への人の不法な侵入等を防止するための設備の管理、管理区域への出入管理、放射線管理、放射

性廃棄物の放出管理、環境放射線モニタリング、放射性廃棄物でない廃棄物の管理、当該作業に係る設

備の設計、工事、巡視、点検その他の施設の管理に関する業務を指揮監督する。 

また、第 83条に定める事業所防災組織の技術係が実施する非常事態における事故状況の把握、事故

影響範囲の推定及び事故拡大防止対策の検討、放管係が実施する被ばく管理、汚染管理、事業所内外

の放射線管理、除染係が実施する除染、救護消火係が実施する消火活動等、情報１係が実施する通

報・連絡、情報２係が実施する情報交換・相互協力、警備誘導係が実施する誘導、監視警戒等、施設

責任者が実施する施設・設備の点検等の手順を標準に規定する。 

 

(6)  設備管理部長は、工務グループ長及び設備設計グループ長が行う、建物、給排気設備、給排水設備、

非常用電源設備、電気設備、警報設備、消火設備等（ただし、他部が所管する設備を除く）の運転及び

設計、工事、巡視、点検その他の施設の管理、各部長から依頼を受けた施設の保全、施設・設備に係る

設計・開発に関する業務を指揮監督する。 

また、第 83条に定める事業所防災組織の工務係が実施する給排気設備の停止、非常用電源設備の起

動及び放射性物質の漏えい防止のための目張り等、施設責任者が実施する施設・設備の点検等の手順

を標準に規定する。 

 

(7)  購買グループ長は、業務管理部長の指揮監督を受け、物品及び役務の調達管理に関する業務を行う。 

 

(8)  燃料品質グループ長は、品質保証部長の指揮監督を受け、分析作業、燃料品質に係る検査作業、当該

作業に係る設備の設計、工事、巡視、点検その他の施設の管理に関する業務を行う。 

また、所長による総括の下、第 59条の 2に定める使用前事業者検査及び第 59条の 3から第 59条の

4に定める定期事業者検査に関する業務を行う。 

 

(9)  製造管理グループ長は、燃料製造部長の指揮監督を受け、核燃料の製造作業及び開発作業、当該作業

に係る設備の設計、工事、巡視、点検その他の施設の管理に関する業務を行う。 

また、所長による総括の下、第 59条の 2に定める使用前事業者検査及び第 59条の 3から第 59条の

4に定める定期事業者検査に関する業務を行う。 

 

(10) 製造技術グループ長は、燃料製造部長の指揮監督を受け、核燃料の製造作業及び開発作業に係る設備

の設計、工事、巡視、点検その他の施設の管理に関する技術支援に係る業務を行う。 

また、所長による総括の下、第 59条の 2に定める使用前事業者検査及び第 59条の 3から第 59条の

4に定める定期事業者検査に関する業務を行う。 

 

(11) 輸送管理グループ長は、燃料製造部長の指揮監督を受け、核燃料物質の受入れ及び払出し、周辺監視

区域外への運搬作業に関する業務を行う。 

 

(12) 計量・廃棄物管理グループ長は、燃料製造部長の指揮監督を受け、放射性廃棄物の保管管理、放射性

廃棄物の処理作業、当該作業に係る設備の設計、工事、巡視、点検その他の施設の管理、受入仕様の適

合確認に関する業務を行う。 

また、所長による総括の下、第 59条の 2に定める使用前事業者検査及び第 59条の 3から第 59条の

4に定める定期事業者検査に関する業務を行う。 

 

(13) 安全管理グループ長は、環境安全部長の指揮監督を受け、臨界安全管理に関する業務を行う。 

また、所長による総括の下、第 59条の 2に定める使用前事業者検査に関する業務を行う。 

 

（再掲） 

保社-2001「保安活動に関する組織、責任及び権限規則」 

3．保安活動を行う組織、職務、責任及び権限 

3.1 組織 

3.1.1 組織 

核燃料物質の加工に関する保安を確保するための組織は、両事業所の保安規定若しくは保安品質保証計画書で定めているが、全体をまとめる

と次のとおりとなる。それぞれの組織の関係を図 1に示す。 

3.1.2 組織の任命、選任 

(1) 社長は、所長、品質・安全管理室長、各部長及び保安委員会委員を任命する。 

(2) 社長は、所長及び品質・安全管理室長を管理責任者として任命する。 

(3) 社長は、核燃料取扱主任者を選任する。 

(4) 所長は、各グループ長を任命する。 

3.1.3 組織の代行者の指名、選任 

(1) 社長は、所長が出張、疾病その他の事由により職務を行うことができない場合を考慮して、あらかじめその代行者を指名する。 

(2) 社長は、核燃料取扱主任者が出張、疾病、その他の事由により職務を遂行できない場合を考慮して、あらかじめその代行者を選任する。 

(3) 所長は、各部長及び各グループ長が、出張、疾病、その他の事由により職務を行うことができない場合を考慮して、あらかじめその代行

者を指名する。 

3.2 責任及び権限 

保安委員会、核燃料安全委員会以外の各組織の責任及び権限について、以下に示す。 

3.2.1 責任及び権限と職務の関係 

保安活動の目的は原子力安全の達成と維持であり、事業者は第一にこれを実現する責任がある。この責任を履行するため、原子力安全の観点

から各組織の職務を定め、その責任履行、職務遂行に必要な権限（命令、指揮監督、決定、承認、勧告など）を付与する。 

3.2.2 各組織の責任及び権限 

社長及び品質・安全管理室長は保安品質保証に係る責任及び権限があり、それを表 2 に示す。所長、各部長及び各グループ長は保安品質保証

及び加工事業許可の実務に係る責任及び権限があり、それらを表 3（熊取事業所）に示す。 

表 2 社長及び品質・安全管理室長の保安システム、保安活動に係る責任及び権限 

表 3 熊取事業所の保安システム、保安活動に係る責任及び権限 

図 1 保安管理組織（管理者） 

 

基保-004「核燃料安全委員会基準」 

１．目的（保安規定第２１条第１項） 

保安規定及び保安品質保証計画書に基づき、熊取事業所（以下「事業所」という）における核燃料物質等の加工に関する保安を確保すると共

に、保安システムの改善のための情報交換のために、社長は核燃料安全委員会（以下「委員会」という）を置く。 

２．所掌事項（保安規定第２１条第２項） 

2-1 委員会は、事業所の保安に関し、次に掲げる事項について審議する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

23-37 

(続き) 

2-4 

(続き) 

（再掲） 

平成 30年 1月 1日現在における熊取事業所の保安管理組織は、添２ハ(ｲ)の第１図に示すと

おりである。 

これらの組織は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 22条第 1項

の規定に基づく保安規定で定め、その定めた業務分掌に基づき、明確な役割分担のもとで、

設計及び工事並びに運転及び保守に係る業務を適確に遂行する。 

本変更に係る設計及び工事並びに運転及び保守の主な業務については、施設の担当部（設備

管理部、環境安全部、燃料製造部、品質保証部及び業務管理部）において実施する。 

保安に関する基本方針及び主要施設の設計及び工事に関する保安上の妥当性等、施設の保安

に関する事項を審議するものとして、保安規定に基づき核燃料安全委員会を設置しており、

本変更に係る保安上の必要な事項について審議する。 

添２ハ(ｲ)の第１図 保安管理組織 

 

(14) 保安・防災グループ長は、環境安全部長の指揮監督を受け、教育・訓練の実施管理、保全区域の管

理、周辺監視区域への出入管理、加工施設への人の不法な侵入等を防止するための設備の管理、当該作

業に係る設備の設計、工事、巡視、点検その他の施設の管理に関する業務を行う。 

また、所長による総括の下、第 59条の 2に定める使用前事業者検査及び第 59条の 3から第 59条の

4に定める定期事業者検査に関する業務を行う。 

核燃料取扱主任者の指揮監督を受け、第 19条及び第 21条に定める事項に係る事務に関する業務を

補佐する。環境安全部長と核燃料取扱主任者の指揮命令が異なる場合は、核燃料取扱主任者の指揮命

令を優先する。 

 

(15) 環境管理グループ長は、環境安全部長の指揮監督を受け、加工施設の放射線管理、放射性廃棄物の放

出管理、環境放射線モニタリング、当該作業に係る設備の設計、工事、巡視、点検その他の施設の管

理、管理区域への出入管理に関する業務を行う。 

また、所長による総括の下、第 59条の 2に定める使用前事業者検査及び第 59条の 3から第 59条の

4に定める定期事業者検査に関する業務を行う。 

 

(16) 工務グループ長は、設備管理部長の指揮監督を受け、建物、給排気設備、給排水設備、非常用電源設

備、電気設備、警報設備、消火設備等（ただし、他部が所管する設備を除く）の運転及び設計、工事、

巡視、点検その他の施設の管理、各部長から依頼を受けた施設の保全に関する業務を行う。 

 

(17) 設備設計グループ長は、設備管理部長の指揮監督を受け、各部から依頼を受けた施設・設備に係る設

計・開発に関する業務を行う。 

また、所長による総括の下、第 59条の 2に定める使用前事業者検査及び第 59条の 3から第 59条の

4に定める定期事業者検査に関する業務を行う。 

 

(18) 各職位を担当する者は、各自の職務に基づき、設計想定事象等に係る加工施設の保全に関する措置、

異常時の措置、非常時の措置、教育・訓練、核燃料物質等の周辺監視区域内の運搬作業、調達、施設管

理、定期評価、記録及び報告に関する業務を行う。 

 

（再掲） 

保社-2001「保安活動に関する組織、責任及び権限規則」 

3．保安活動を行う組織、職務、責任及び権限 

3.1 組織 

3.1.1 組織 

核燃料物質の加工に関する保安を確保するための組織は、両事業所の保安規定若しくは保安品質保証計画書で定めているが、全体をまとめる

と次のとおりとなる。それぞれの組織の関係を図 1に示す。 

3.1.2 組織の任命、選任 

(1) 社長は、所長、品質・安全管理室長、各部長及び保安委員会委員を任命する。 

(2) 社長は、所長及び品質・安全管理室長を管理責任者として任命する。 

(3) 社長は、核燃料取扱主任者を選任する。 

(4) 所長は、各グループ長を任命する。 

3.1.3 組織の代行者の指名、選任 

(1) 社長は、所長が出張、疾病その他の事由により職務を行うことができない場合を考慮して、あらかじめその代行者を指名する。 

(2) 社長は、核燃料取扱主任者が出張、疾病、その他の事由により職務を遂行できない場合を考慮して、あらかじめその代行者を選任する。 

(3) 所長は、各部長及び各グループ長が、出張、疾病、その他の事由により職務を行うことができない場合を考慮して、あらかじめその代行

者を指名する。 

3.2 責任及び権限 

保安委員会、核燃料安全委員会以外の各組織の責任及び権限について、以下に示す。 

3.2.1 責任及び権限と職務の関係 

保安活動の目的は原子力安全の達成と維持であり、事業者は第一にこれを実現する責任がある。この責任を履行するため、原子力安全の観点

から各組織の職務を定め、その責任履行、職務遂行に必要な権限（命令、指揮監督、決定、承認、勧告など）を付与する。 

3.2.2 各組織の責任及び権限 

社長及び品質・安全管理室長は保安品質保証に係る責任及び権限があり、それを表 2 に示す。所長、各部長及び各グループ長は保安品質保証

及び加工事業許可の実務に係る責任及び権限があり、それらを表 3（熊取事業所）に示す。 

表 2 社長及び品質・安全管理室長の保安システム、保安活動に係る責任及び権限 

表 3 熊取事業所の保安システム、保安活動に係る責任及び権限 

図 1 保安管理組織（管理者） 

 

基保-004「核燃料安全委員会基準」 

１．目的（保安規定第２１条第１項） 

保安規定及び保安品質保証計画書に基づき、熊取事業所（以下「事業所」という）における核燃料物質等の加工に関する保安を確保すると共

に、保安システムの改善のための情報交換のために、社長は核燃料安全委員会（以下「委員会」という）を置く。 

２．所掌事項（保安規定第２１条第２項） 

2-1 委員会は、事業所の保安に関し、次に掲げる事項について審議する。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

23-37 

(続き) 

2-4 

(続き) 

（再掲） 

平成 30年 1月 1日現在における熊取事業所の保安管理組織は、添２ハ(ｲ)の第１図に示すと

おりである。 

これらの組織は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 22条第 1項

の規定に基づく保安規定で定め、その定めた業務分掌に基づき、明確な役割分担のもとで、

設計及び工事並びに運転及び保守に係る業務を適確に遂行する。 

本変更に係る設計及び工事並びに運転及び保守の主な業務については、施設の担当部（設備

管理部、環境安全部、燃料製造部、品質保証部及び業務管理部）において実施する。 

保安に関する基本方針及び主要施設の設計及び工事に関する保安上の妥当性等、施設の保安

に関する事項を審議するものとして、保安規定に基づき核燃料安全委員会を設置しており、

本変更に係る保安上の必要な事項について審議する。 

添２ハ(ｲ)の第１図 保安管理組織 

（核燃料安全委員会） 

第２１条  核燃料物質等の加工に関する保安を確保するため、事業所に核燃料安全委員会を置く。所長は、第 2項か

ら第 4項及び第 22条に記載する事項を定めた基準を定める。 

 

２． 核燃料安全委員会は、加工施設の保安に関し、次の各号に掲げる事項について審議する。 

(1)   加工施設に関する次の事項 

一 加工事業許可及び加工施設の設計及び工事の計画に関する事項 

二 施設の保安上重要な補修、改造に関する事項 

三 定期事業者検査に関する事項 

(2)   保安教育の年次計画、設計想定事象等対処活動訓練の年次計画及び非常時訓練の年次計画に関する事

項 

(3)   保安規定の変更及び別表 19に記載の各基準に関する事項 

   ただし、第 13条に定める保安内部監査に関する基準を除く。 

(4)   施設の運転及び保全に伴う誤操作の防止を含む安全の確保に関する事項 

(5)   設計想定事象等対処活動を行うために必要な体制を含む安全管理体制に関する事項 

(6)   事故原因の調査及び事故対策並びにその対策結果の評価に関する事項 

(7)   その他保安に関する重要事項 

 

３． 核燃料安全委員会は第２項に掲げる事項について、所長の諮問に応じて審議し答申する。核燃料安全委

員会は第２項に掲げる事項について、所長以外の者より審議依頼があった場合も審議し、その結果を審議

依頼者に勧告するとともに、委員長は所長に報告する。なお、審議の結果、委員長が対応を必要と判断し

た事項への対応については、審議依頼者に核燃料安全委員会への審議依頼又は報告を行わせる。 

 

４． 核燃料安全委員会の運営は、次の各号によるものとする。 

(1)   委員長は核燃料取扱主任者とし、各部長のほか、委員長が指名する委員をもって構成する。 

(2)  核燃料安全委員会の審議事項であって緊急に処理する必要があり、かつ、核燃料安全委員会の開催が

困難な場合は、各委員の了解を得て、持ち回り確認により核燃料安全委員会の審議に代えることができ

る。 

(3)   保安・防災グループ長は、核燃料安全委員会の審議項目及び核燃料取扱主任者の意見を含めた審議内

容を記録し、これを５年間保管する。 

 

（答申及び勧告の尊重） 

第２２条  所長は、核燃料安全委員会の答申及び前条第３項における審議依頼者への勧告を尊重しなければならな
い。 

 

２． 所長は、前項に係る答申及び勧告の内容、並びにこれに関して講じた処置等の必要な事項について、関

係者に通知しなければならない。 

 

 

 

（再掲） 

保社-2001「保安活動に関する組織、責任及び権限規則」 

3．保安活動を行う組織、職務、責任及び権限 

3.1 組織 

3.1.1 組織 

核燃料物質の加工に関する保安を確保するための組織は、両事業所の保安規定若しくは保安品質保証計画書で定めているが、全体をまとめる

と次のとおりとなる。それぞれの組織の関係を図 1に示す。 

3.1.2 組織の任命、選任 

(1) 社長は、所長、品質・安全管理室長、各部長及び保安委員会委員を任命する。 

(2) 社長は、所長及び品質・安全管理室長を管理責任者として任命する。 

(3) 社長は、核燃料取扱主任者を選任する。 

(4) 所長は、各グループ長を任命する。 

3.1.3 組織の代行者の指名、選任 

(1) 社長は、所長が出張、疾病その他の事由により職務を行うことができない場合を考慮して、あらかじめその代行者を指名する。 

(2) 社長は、核燃料取扱主任者が出張、疾病、その他の事由により職務を遂行できない場合を考慮して、あらかじめその代行者を選任する。 

(3) 所長は、各部長及び各グループ長が、出張、疾病、その他の事由により職務を行うことができない場合を考慮して、あらかじめその代行

者を指名する。 

3.2 責任及び権限 

保安委員会、核燃料安全委員会以外の各組織の責任及び権限について、以下に示す。 

3.2.1 責任及び権限と職務の関係 

保安活動の目的は原子力安全の達成と維持であり、事業者は第一にこれを実現する責任がある。この責任を履行するため、原子力安全の観点

から各組織の職務を定め、その責任履行、職務遂行に必要な権限（命令、指揮監督、決定、承認、勧告など）を付与する。 

3.2.2 各組織の責任及び権限 

社長及び品質・安全管理室長は保安品質保証に係る責任及び権限があり、それを表 2 に示す。所長、各部長及び各グループ長は保安品質保証

及び加工事業許可の実務に係る責任及び権限があり、それらを表 3（熊取事業所）に示す。 

表 2 社長及び品質・安全管理室長の保安システム、保安活動に係る責任及び権限 

表 3 熊取事業所の保安システム、保安活動に係る責任及び権限 

図 1 保安管理組織（管理者） 

 

基保-004「核燃料安全委員会基準」 

１．目的（保安規定第２１条第１項） 

保安規定及び保安品質保証計画書に基づき、熊取事業所（以下「事業所」という）における核燃料物質等の加工に関する保安を確保すると共

に、保安システムの改善のための情報交換のために、社長は核燃料安全委員会（以下「委員会」という）を置く。 

２．所掌事項（保安規定第２１条第２項） 

2-1 委員会は、事業所の保安に関し、次に掲げる事項について審議する。 

 2-5 現在、確保している技術者数にて本変更に係る設計及び工事並びに運転及び保守の対処が可

能であるが、今後とも設計及び工事並びに運転及び保守を適切に行い、安全を確保し、円滑

かつ確実な業務遂行を図るために、採用、必要な教育・訓練を行うとともに、各種資格取得

の奨励によって、必要な技術者数と核燃料取扱主任者及び第１種放射線取扱主任者の有資格

者数を継続的に確保し、配置する。 

（資源の確保） 

第１０条の２ 所長は、原子力の安全を確実なものにするために必要な次に掲げる資源について、別表 19に記載の各

基準において担当部長にその資源を明確に定めさせる又は自ら定めるとともに、これを確保し、及び管理す

る。（「資源を明確に定め」とは、保安品質マネジメントシステムの計画を実施するために必要な資源を特定

した上で、組織の内部で保持すべき資源と組織の外部から調達できる資源（組織の外部から調達する者を含

む。）とを明確にし、それを定めていることをいう。） 

(1)   要員 

(2)   個別業務に必要な施設、設備及びサービスの体系（ＪＩＳ Ｑ９００１の「インフラストラクチャ」

をいう。） 

(3)   作業環境（作業場所の放射線量、温度、照度、狭小の程度等の作業に影響を及ぼす可能性がある事項

を含む。） 

(4)   その他必要な資源 

 

（要員の力量の確保及び教育訓練） 

第１０条の３ 所長又は各部長は、第 23条及び第 24条に定める教育・訓練により、個別業務の実施に必要な技能及び

経験を有し、意図した結果を達成するために必要な知識及び技能並びにそれを適用する能力（以下「力量」

という。力量には、組織が必要とする技術的、人的及び組織的側面に関する知識を含む。）が実証された者

を要員に充てる。 

 

２． 各部長は、要員の力量を確保するために、保安活動の重要度に応じて、次に掲げる業務を行う。 

(1)   要員にどのような力量が必要かを明確に定めること。 

(2)   要員の力量を確保するために教育訓練その他の措置（必要な力量を有する要員を新たに配属し、又は

雇用することを含む。）を講ずること。 

(3)   前号の措置の実効性を評価すること。 

(4)   要員が、自らの個別業務について次に掲げる事項を認識しているようにすること。 

一 保安品質目標の達成に向けた自らの貢献 

二 保安品質マネジメントシステムの実効性を維持するための自らの貢献 

三 原子力の安全に対する当該個別業務の重要性 

(5)   要員の力量及び教育訓練その他の措置に係る記録を作成し、これを管理すること。 

 

基保-026「加工施設の操作基準（設備管理部）」 

設備管理部長は、保安品質マネジメントシステムに従い、以下に挙げる事項を踏まえ、加工施設の操作を要員に実施させる。 

・設備管理部長は、加工施設の操作に必要な要員、作業環境を確保する。 

・設備管理部長は、加工施設の操作に必要な要求事項を基準に明確にする。 

・設備管理部長は、要求事項の審査を要員に実施させる。 

・設備管理部長は、加工施設の保安のために必要な情報が利用できる体制とすること。 

・設備管理部長は、加工施設の操作に関し、妥当性確認を行う。妥当性確認は、要員の力量を確認することで実施する。 

 

基保-007「教育訓練基準」 

本基準は、保安規定第２３条第１項の教育・訓練に関する基準のことをいい、あわせて同規定第２４条「設計想定事象等対処活動訓練及び非

常時訓練」に関することを定める。また、同規定第１０条の３に基づき、本基準に定める教育・訓練により、個別業務の実施に必要な力量が実

証された者を要員に充てる。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

23-37 

(続き) 

2-6 加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守の業務に従事したことのある十分な経験を有

する者が、加工施設の設計及び工事の業務に従事する。 

加工施設の設計及び工事並びに運転及び保守の業務に従事したことのある十分な経験を有

する者が、加工施設の運転及び保守の業務に従事する。 

東海事業所との技術交流や国内研究機関への技術者の派遣を通して幅の広い業務を経験さ

せること、熊取事業所で発生したトラブルに対応すること、及び東海事業所で発生したトラ

ブルを含む国内外のトラブル情報を入手して熊取事業所への水平展開の必要性を技術的に

検討することにより、設計及び工事並びに運転及び保守に関する経験の蓄積を継続的に実施

している。 

（情報の共有及び公開） 

第１５条の３ 所長は、第 12条の 8第 6項に記載する調達物品等の技術情報及び第 58条から第 65条の 3に記載する

施設管理により得られた技術情報であって、保安の向上に資するために必要な技術情報について、他のウラ

ン加工事業者と共有する措置を基準に定める。環境安全部長は、その基準に従い必要な技術情報を共有する

措置を講じる。 

 

２． 所長は、加工施設の保安の向上を図る観点から、不適合の情報公開に関する基準を定める。業務管理部

長は、その基準に従い該当する不適合の内容を公開する。 

 

（加工施設の使用） 

第２７条  各部長は、加工施設において核燃料物質等を取り扱う場合、別表２に示す加工施設を使用する。 

 

（操作員の確保） 

第２８条  各部長は、第 23条及び第 24条に定める教育・訓練を終了し、第 23条に定める加工施設の操作に必要な

力量を有すると認定された者に操作員として操作させる。 

 

２． 各部長は、加工施設の操作に必要な構成人員をそろえ、操作させる。 

 

別表２ 核燃料物質等を取り扱う加工施設（第 27条、第 62条の 6第 7項関係） 

核燃料物質等を取り扱う加工施設 

（１）成形施設 

（２）被覆施設 

（３）組立施設 

（４）核燃料物質の貯蔵施設 

（５）放射性廃棄物の廃棄施設 

（６）放射線管理施設 

（７）その他加工設備の附属施設 
 

基保-003「加工施設の操作基準（燃料製造部）」 

４－３ 加工施設の使用 

（１）加工施設の使用 

燃料製造部長は、加工施設において核燃料物質等を取り扱う場合は、以下に示す加工施設を使用する。 

成形施設 

被覆施設 

組立施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

放射線管理施設 

その他加工設備の附属施設 

操作対象となる施設及び設備には、保安上特に管理を必要とする設備及び定期事業者検査対象設備があり、それらの設備の重要度に応じた要

求事項を、第 30条（4-5 章）から第 35条（4-10 章）に記載する。 

燃料製造部長は、各設備のグレードについて明確に区分し、各設備毎に定めた管理項目に基づいて操作させる。具体的には、「加工施設の操作

要領（燃料製造部）」（要保-107）及び「加工施設の操作要領（第２開発室）」（要保-173）に定める。 

（２）作業環境 

燃料製造部長は、上記加工施設を使用する場合は、放射線管理に係わる作業環境として、管理区域の区域管理等の定められた管理方法に従っ

て管理させる。具体的には、「放射線管理基準」（基保-001）に従う。また、保安のために必要なその他の作業環境についても、労働安全関係法

令に基づき管理する。このため、熊取事業所は以下を定め、従業員及び常駐する協力会社社員について適用する。 

・労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMSK-01） 

・危害予防規定（安全衛生規定 GK01-05） 

・化学物質適正管理規定（安全衛生管理規定 GK01-06） 

４－４ 操作員の確保 

加工施設の操作 

燃料製造部長は、従業員、臨時雇員及び請負会社従業員に加工施設を操作させる場合は、定められた保安教育及び加工施設の操作に関する教

育・訓練、初期消火活動訓練、事故等対処活動訓練及び非常時訓練を終了し、該当設備の操作に必要な力量を有する者に操作員として操作さ

せる。具体的には、「教育・訓練基準」（基保-007）に従うとともに、「教育・訓練要領（燃料製造部）」（要保-189）に定める。 

該当設備の操作に必要な力量とは、上記の基準及び要領において資格を認定された講師により保安教育を受けていること及び、燃料製造部長

が責任者として実施する加工施設の操作に関する教育・訓練で、一定の条件を満たすかまたは燃料製造部長が認めた指導者によって教育・訓

練を受け、ランクＣ「／」以上のスキルを有することである。 

必要な力量が不足している者に対しては、その力量を有することができるように、教育・訓練の計画を定め、実施させる。 

操作員の確保 

燃料製造部長は、加工施設の操作に必要な構成要員を、次の考え方に基づいて定める。 

各設備の単独操作には、物理的に必要な人員を配置すること。 

各設備の単独操作と監視作業を兼ねる場合は、設備の緊急停止が可能な人員を配置すること。 

燃料製造部長は、①の考え方に則って加工施設の操作に必要な構成要員をそろえ、操作させる。具体的には、「加工施設操作人員の管理要領（燃

料製造部）」（要保-106）に定める。 

 

基保-023「評価・改善基準」 

Ⅶ．情報の共有及び公開 

１．情報の共有 

１－１対象となる情報 

情報の共有の対象としては、以下に示す２通りの技術情報であって、他のウラン加工事業者の保安の向上に資するために必要な技術情報であ

り、原則として加工規則第 9条の 16に基づく報告事象及び「異常時の措置基準(基保-012)」の「新トラブル情報等連絡要項」に示す即時通報

事象に係る技術情報とする。 

(1)調達製品の技術情報：調達先から取得した調達製品の維持又は運用に必要な技術情報（保安に係るものに限る。） 

(2)施設管理により得られた技術情報：使用前事業者検査（保安規定第 59条の 2）、定期事業者検査（保安規定第 59条の 3及び第 59条の 4）、

施設の補修及び改造（保安規定第 63条及び第 64条）、施設管理（保安規定第 62条の 2から保安規定第 62条の 12）の結果得られた技術情報 

なお、前記即時通報事象に該当しない事象であっても、他のウラン加工事業者で共通した原因の事故、トラブルを未然に防ぐために有用と判

断される技術情報は対象とする。 

１－２情報共有の措置 

各部長は、１－１の対象情報が得られた場合には、情報共有のための資料を作成し環境安全部長に提出する。環境安全部長は、当該情報の共

有について所長の承認を得た上で、「ウラン加工施設保安情報連絡会」にて、他のウラン加工事業者に提供する。 



 

1
7
1
 

No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 
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(続き) 

2-7 設計及び工事並びに運転及び保守に携わる技術者に対して、担当する職務の遂行に必要とな

る知識及び技術・技能の習得、維持及び向上を図るため、毎年度、関係法令及び保安規定、

臨界、加工施設の構造、性能及び操作、放射線管理、核燃料物質の取扱い、非常の場合に採

るべき措置、品質保証に関する教育や実地訓練を計画して実施する。 

これまでのウラン加工事業を通じて培われてきた技術的能力を継承するため、経験を有する

技術者による教育や実地訓練を行うとともに、技術者が担当する職務の遂行に必要となる力

量を明確にし、適切な力量を有していることを定期的に評価する。 

技術力育成のため、次のような技術的能力の向上に努め、施設の運転、保守等を確実に行う。 

外部の教育機関等において実施する研修や大学等における公開講座等の様々な研修に積極

的に参加させ、技術的能力の向上に努める。 

加工施設の運転及び保守に従事する者については、技能の習熟を図るため、操作及び保守の

熟練者を講師及び評価者に選任し、実地訓練の補佐を通して徹底した教育を実施し、定期的

に保安・品質に係る水準を満たしているかどうかを公平に評価・認定する制度を採用する。 

核燃料取扱主任者及び第１種放射線取扱主任者等の公的資格取得の奨励制度を設ける。 

安全・保安、品質保証、品質管理及び倫理に関する教育についても、熊取事業所内若しくは

外部の専門家を講師として選出し、経験等に応じて教育内容を勘案して継続的に社内研修を

実施する。 

（力量、教育・訓練及び認識） 

第２３条  所長は、原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員が必要な力量を持ち、自らの活動のもつ意味及

び重要性、品質目標達成への貢献について認識を高めるため、教育・訓練に関する基準を定める。 

 

２． 各部長は、事業所全体の教育・訓練を次のとおり実施する。 

(1)  環境安全部長は、第１項の基準に基づき、毎年度、別表１に定める保安に必要な知識、行動に関する

保安教育の計画を作成し、核燃料取扱主任者の審査を受けるとともに、核燃料安全委員会の審議を受け、

所長の承認を得る。 

(2)  各部長は、前号の計画に基づき、所長、品質・安全管理室長、事業所に在籍する役員、事業所で作業

を行う従業員、臨時雇員及び請負会社従業員（以下「従業員等」という。）に保安教育を年１回以上実施

し、その結果について、環境安全部長に報告する。 

(3)  原子燃料工業株式会社東海事業所で別表１に定める事項と重複する保安教育を受けた後、事業所で業

務を開始する者については、保安教育を受けた後１年以内の期間に限り、各部長は、原子燃料工業株式

会社東海事業所での教育内容を勘案し、別表１に定める教育時間を省略又は変更できる。 

(4)  事業所従業員以外の者（以下「請負会社従業員等」という。）に対する別表１に定める保安教育は、原

則として事業所従業員自らが実施する。ただし、請負会社従業員等に保安教育を実施させる場合、環境

安全部長は、必要な教育内容を請負会社従業員等に提示するとともに、その結果を報告させ、核燃料取

扱主任者の確認を得る。 

(5)  環境安全部長は、放射線業務従事者以外の者であって、第 47 条に定める管理区域一時立入者に対し

て、必要に応じ注意書きの配付等の方法により教育を施す。 

(6)   環境安全部長は、(2)、(3)及び(4)の保安教育の実施結果の妥当性を評価し、核燃料取扱主任者の確認

を得て、所長に報告するとともに、その記録を保管する。 

 

３． 各部長は、加工施設の操作及び管理に関する教育・訓練について、次のとおり実施する。 

(1)   各部長は、前項の保安教育のほかに、第１項の基準に基づき、あらかじめ加工施設の操作に関する習

得すべき事項とその評価方法を定め、毎年度、該当する要員に対する教育・訓練を実施し、加工施設の

操作に必要な力量を有することを認定する。 

(2)   各部長は、前項の保安教育のほかに、第１項の基準に基づき、あらかじめ使用前事業者検査及び定期

事業者検査に関する検査員として必要な事項を定め、該当する要員に対する教育・訓練を実施し、検査

に必要な力量を有することを認定する。 

(3)   各部長は、(1)及び(2)の実施結果を評価し、核燃料取扱主任者の確認を得て、所長に報告するととも

に、記録を保管する。 

 

４． 各部長は、緊急作業についての教育・訓練を次のとおり実施する。 

(1)   各部長は、第２項の保安教育のほかに、第１項の基準に基づき、該当する要員に対してあらかじめ別

表１の２に定める緊急作業についての教育・訓練を実施し、その結果について環境安全部長に報告する。 

(2)   環境安全部長は、前号の実施結果を評価し、核燃料取扱主任者の確認を得て、所長に報告するととも

に、記録を保管する。 

 

５． 所長は、第２項(6)、第３項(3)及び第４項(2)の報告内容を評価し、必要に応じて基準を改訂し、次年度

の保安教育及び教育・訓練に反映する。 

 

（設計想定事象等対処活動訓練及び非常時訓練） 

第２４条  環境安全部長は、第 25条及び第 81条に定める各基準に基づいて、従業員等に対する訓練として、設計想

定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動及び重大事故に至るおそれがある事故

又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動（第 19条、第 21条、第 24

条以降において以下「設計想定事象等対処活動」という。）の訓練及び非常事態に対処するための訓練（第

19条、第 21条、第 24条以降において以下「非常時訓練」という。）について、計画を毎年度作成し、核燃

料取扱主任者の審査を受けるとともに、核燃料安全委員会の審議を受け、所長の承認を得る。 

 

２． 所長は、前項の訓練計画に基づき、従業員等に対する設計想定事象等対処活動訓練及び非常時訓練を年

１回以上実施する。 

 

３． 環境安全部長は、前項に定める訓練の実施結果に基づいて、各基準の改訂の必要性を含む評価を行い、

核燃料取扱主任者の確認を得て、所長に報告するとともに、その記録を保管する。 

 

４． 所長は、前項の評価の結果に基づいて、必要に応じて各基準を改め、次年度の訓練計画に反映させる。 

 

別表１ 保安教育項目（第 23条関係） 

 

別表１の２ 緊急作業についての教育・訓練 

 

基保-007「教育訓練基準」 

２．本基準の策定 

２－１ 所長は、環境安全部長に指示をして、原子力安全の達成に影響がある業務に従事する要員が必要な力量を持ち、自らの活動の持つ意

味及び重要性、保安品質目標達成への貢献について認識を高めるため、保安教育、加工施設の操作員に係る教育・訓練及び緊急作業について

の教育・訓練並びに設計想定事象等対処活動訓練及び非常時訓練に関する基準を作成させ、これを承認する。（保安規定第２３条第１項、第２

４条） 

２－２ 所長は、第２－１項の基準を承認するに当たっては、核燃料取扱主任者の審査を受けるとともに、核燃料安全委員会の審議を受ける。 

２－３ 本基準は以下の法規及び規定に適用する。 

（１）労働安全衛生法 第５９条第３項 

労働安全衛生規則 第３６条第１項第２８号の２（特別教育を必要とする業務（加工施設等の管理区域内において核燃料物質等を取り扱う業

務） 

電離放射線障害防止規則（電離則） 第５２条の６及び第５２条の９ 

第５２条の６ 加工施設等において核燃料物質等を取り扱う業務に係る特別の教育 

第５２条の９ 特例※緊急作業に係る特別の教育 

※ 特例緊急作業とは電離則の表現で、加工則の緊急作業に含まれる。 

核燃料物質等取扱業務特別教育規程 第１条（特別の教育の区分、時間数の定め） 

（２）放射性同位元素等の規制に関する法律 

（名称変更前：放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（障防法）） 

第２１条第１項 放射線障害予防規程 

第２２条    教育訓練 

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則 

第２１条第１項第７号 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練 

第２１条の２  放射線障害の防止に関する教育訓練 

密封線源の使用に係る放射線障害予防規程   

第２６条 教育訓練 

（３）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（炉規法） 

核燃料物質の加工の事業に関する規則 第８条第１項第６号（保安規定・保安教育） 

加工の事業に係る保安規定 

第１０条の３ 要員の力量の確保及び教育訓練 

第２３条 力量、教育・訓練及び認識 

第２４条 設計想定事象等対処活動訓練及び非常時訓練 

第３０条の３ 設計想定事象に係る加工施設の保全に関する措置 

第３０条の４ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置 

別表１   保安教育項目 

別表１の２ 緊急作業についての教育・訓練 

添付１ 設計想定事象の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事項（第３０条の３関係） 

※添付１の「１.火災等発生時（内部火災）」の手順書の整備として策定する「火災防護計画」を含む 

添付２ 重大事故に至るおそれがある事故又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動において規定する事

項（第３０条の４関係） 

（４）原子力災害対策特別措置法（原災法） 

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 第２条第１項第４号及び第２条第

１項第７号（防災教育及び防災訓練） 

原子力事業者防災業務計画 

第２章第６節 防災教育 

第２章第７節 防災訓練 

（５）消防法 

消防法施行令 第３条の２（防火管理者の責務） 

第３条の２第１項 防火管理にかかる消防計画の作成、届出 

第３条の２第２項 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施 

消防法施行規則 第３条第１項第１号（防火管理に係る消防計画） 

チ 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。 

防火管理規程（消防計画） 

第３２条 訓練 

３．保安教育 

保安教育は、次に掲げる関係法令の教育項目を網羅し、各項目における必要な教育時間数を満たすものとする。詳細は、要保-３８４「教育訓

練実施要領」に定める。 

（１）放射線業務従事者指定に係る教育項目 

核燃料物質等及び中性子源等を管理区域で取扱う作業を行う者は、放射線業務従事者指定を受けなければならない。この指定を受けるために

は電離則に定める特別教育、又は障防法に定める教育を受けなければならない。 

（２）保安教育項目 

加工の事業に係る保安規定に基づき、熊取事業所の新規入所者は、年１回以上の保安教育を受けなければならない。 

（３）防災教育項目 

原子力事業者防災業務計画に基づき、熊取事業所の原子力防災要員等は原子力災害に関する知識及び技能を習得し、原子力災害対策活動の円

滑な実施に資するため、防災教育を受けなければならない。本教育は、上記（２）保安教育項目と兼ねることができる。なお、各項目の必要な

教育が実施されていれば、教育時間は任意でよいものとする。 

４．加工施設の操作及び管理に関する教育・訓練（保安規定第２３条） 

４－１ 加工施設の操作に関する教育・訓練 

各部長は、加工施設の操作員のその操作に係る機器操作手順等の習得すべき事項を作業標準、作業手順書等にあらかじめ定めておかなければ

ならない。各部長は、担当グループ長に指示をして加工施設の操作員に必要な力量が不足している場合には、その必要な力量に到達すること

ができるように、あらかじめ加工施設の操作及び管理に関する習得すべき事項とその評価方法を定め、毎年度該当する要員に対する教育・訓

練を実施させなければならない。詳細は、要保-３８４「教育訓練実施要領」に定める。 

４－２ 加工施設の管理に関する教育・訓練 

各部長は、４．１の保安教育のほかに、あらかじめ使用前事業者検査及び定期事業者検査に関する検査員として必要な事項を定め、該当する

要員に対する教育・訓練を実施し、検査員を認定する。詳細は、基保－０１８「補修及び改造基準」に定める。 

５．緊急作業についての教育・訓練（保安規定第２３条第４項（１） 別表１の２（第 23条関係）） 

特例緊急作業を含む緊急作業に従事する者は、あらかじめ緊急作業についての教育・訓練を受けなければならない。詳細は、要保-３８４「教

育訓練実施要領」に定める。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

23-38 2-6 当社の設計及び運転並びに運転及び保守の各段階における品質保証活動は、保安規定におい

て「原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2009）」及び関係法令に基

づく品質保証計画書を定め、これに従い施設の安全を達成、維持及び向上するための品質マ

ネジメントシステムを確立し、文書化し、実施し、かつ維持するとともに、システムの有効

性を継続的に改善する。 

当社は、文書化された品質保証計画書に基づき、社長をトップマネジメントとし、実施部門

である熊取事業所の設備管理部、環境安全部、燃料製造部、品質保証部及び業務管理部、並

びに監査部門である本社品質・安全管理室にて品質保証体制を構築する。 

社長は、品質保証活動の実施に関する責任と権限を有し、品質方針を策定し、原子力安全の

重要性を組織内に周知する。 

この品質保証活動には、安全文化を醸成する活動を行う仕組みを含める。 

社長は、品質マネジメントシステムを有効に運営するために、所長及び品質・安全管理室長

を、その責任と権限を有する管理責任者に任命する。 

管理責任者は、社長を補佐し、品質保証計画書の制定に当たって、品質・安全管理室がこれ

を起案し、所長及び品質・安全管理室長が審査する。 

所長は、管理責任者として、品質マネジメントシステムを運営し、成果を含む実施状況及び

改善の必要性の有無について社長に報告する。 

設備管理部、環境安全部、燃料製造部、品質保証部及び業務管理部の各部長は、品質方針に

基づき品質目標を作成し、所長はその内容が妥当であることを確認する。 

個々の業務における品質保証活動は、業務に対する要求事項を満足するように定めた品質目

標に基づき、各部長が責任をもって実施し、必要な記録を残すことにより品質マネジメント

システムの効果的運用に努める。 

品質・安全管理室長は、管理責任者として、実施部門と独立した立場で内部監査を計画し、

内部監査の詳細手順として、監査員の選定基準、監査の基準及び方法等を定め、監査対象部

門以外の監査員に年１回以上の内部監査を実施させ、監査の結果を社長へ報告する。 

品質・安全管理室長は、品質マネジメントシステムの維持及び改善に関する事項について、

全社の指導及び調整を行う。 

社長は、品質保証活動の有効性を継続的に改善することに関する責任と権限を有し、品質保

証活動に係る品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、マネ

ジメントレビューとして、年１回以上マネジメントレビュー会議（保安委員会）を開催する。 

品質・安全管理室長はマネジメントレビュー会議（保安委員会）の事務局として、資料の取

りまとめ、会議の進行、マネジメントレビュー結果の記録等を行う。 

マネジメントレビューでは、管理責任者は、品質目標の実施状況及び内部監査計画・結果他

を報告し、社長は、それをレビューし、品質保証活動の有効性を継続的に改善する。 

当社の設計及び工事を適確に遂行するため、設計に関する要求事項を明確にし、設備管理部、

環境安全部、燃料製造部、品質保証部及び業務管理部が必要な製品及び役務を調達する。 

供給者において品質保証活動が適切に遂行されるよう、調達に関する要求事項を明確に提示

し、供給者に対する監査等により品質保証活動の実施状況の確認及び改善を図る。 

検査・試験等により調達製品等が要求事項を満足していることを確認する。 

運転及び保守を適確に遂行するため、運転管理、保守管理等において、関係法令の要求事項

を満足するよう個々の業務を計画し、実施し、評価を行い、必要に応じて改善を行う。 

不適合が発生した場合は、不適合の原因を明確にし、原因を除去する等の処置を行う。 

設計及び工事並びに運転及び保守に係る品質保証活動については、 

第４条 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項、 

第５条 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ、 

第６条 保安品質方針、 

第７条 保安品質目標、 

第８条 マネジメントレビュー、 

第９条 マネジメントレビューに用いる情報、 

第１０条 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置、 

第１１条 個別業務に必要なプロセスの計画、 

第１２条 設計・開発計画、 

第１３条 保安内部監査、 

第１４条 不適合の管理、 

第１５条 是正処置等、 

第２５条 加工施設の操作に係る計画及び実施、 

第２６条 加工施設の操作に係る評価及び改善、 

第３８条 放射線管理に係る計画及び実施、 

第３９条 放射線管理に係る評価及び改善、 

第５８条 施設管理に係る計画及び実施、 

第５９条 施設管理に係る評価及び改善、 

第６６条 核燃料物質の管理に係る計画及び実施、 

第６７条 核燃料物質の管理に係る評価及び改善、 

第７１条 放射性廃棄物管理に係る計画及び実施、 

第７２条 放射性廃棄物管理に係る評価及び改善、 

第８１条 非常時の措置に係る計画及び実施、 

第８２条 非常時の措置に係る評価及び改善、 

第９４条 定期評価に係る計画及び実施、 

第９５条 定期評価に係る評価及び改善、 

第９６条 加工施設の定期的な評価、 

第９７条 記録、 

第９８条 報告、 

別図４ 保安活動関連文書階層図、 

別表１８ 保安に関する記録、 

別表１９ 保安規定条項と規則、基準の関係、 

に規定する。 

保社-1001「保安品質保証計画書」 

1.目的 

本保安品質保証計画書（以下「本計画書」という。）は、核燃料物質の加工事業の許可、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要

な体制の基準に関する規則」（以下「品質管理基準規則」という。）及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に

関する規則の解釈」（以下「品質管理基準規則の解釈」という。）に基づき、安全文化を育成及び維持する活動を行う仕組みを含めて、核燃料施

設の安全を確保するための活動（以下「保安活動」という。）に関する保安品質マネジメントシステムの基本的事項を定め、もって熊取事業所

及び東海事業所の原子力安全を達成・維持・向上することを目的とする｡ 

なお、この保安活動には、関係法令並びに熊取事業所及び東海事業所の核燃料物質の加工の事業に係る保安規定の遵守に関する活動を含む。 

また、本計画書は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 14条第 1項第 4号を踏まえ、核燃料物質の加工の事業に関する

規則第 7 条の 2 の 2 において求められている保安品質マネジメントシステムに基づく保安活動の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、

保安品質マネジメントシステムの改善を継続して行うことを文書化したものである。 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

23-39 2-8 熊取事業所では、法に基づき社長が核燃料取扱主任者免状を有する者のうち、核燃料物質等

の取扱い業務に３年以上従事した者から核燃料取扱主任者及びその代行者を選任するとと

もに、核燃料物質等の取扱いに従事する者、及び施設の運転又は管理に従事する者への保安

のために必要な指導・助言等、その職務が適切に遂行できるよう、設計及び工事並びに運転

及び保守の業務から独立した立場として配置する。 

（核燃料取扱主任者の選任） 

第１８条  核燃料取扱主任者は、核燃料取扱主任者免状を有する者であって、核燃料物質等の取扱いの業務に従事し

た期間が３年以上である者のうちから、社長が選任する。なお、核燃料取扱主任者は、第 16条第 1項に示

す(1)から(3)の管理組織、並びに(7)から(22)の管理組織（これらの指揮監督を受ける者を含む。）とは兼任

しないものとする。 

 

２． 核燃料取扱主任者が出張、疾病、その他のやむを得ない事情により、その職務を遂行できない場合を考

慮して、核燃料取扱主任者免状を有する者であって、核燃料物質等の取扱いの業務に従事した期間が３年

以上である者のうちから、社長はあらかじめ代行者を選任しておく。その場合、代行者は核燃料取扱主任

者として職務を遂行する。 

 

（核燃料取扱主任者の職務） 

第１９条  核燃料取扱主任者は、核燃料物質等の取扱いに関し、加工施設の保安を監督するため、次に掲げる職務を

誠実に行う。 

(1)  保安上必要な場合には、社長に対し意見を具申すること。 

(2)  保安上必要な場合には、所長又は品質・安全管理室長に対し意見を具申すること。 

(3)  保安上必要な場合には、核燃料物質等の取扱いに従事する者へ指示すること。 

(4)  保安上必要な場合には、施設の運転又は管理に従事する者に指導・助言すること。 

(5)   社長に対して、年４回以上、(2)の意見具申の内容及び第 21条に定める核燃料安全委員会の審議内容

を含む加工施設の保安上の状況を報告すること。 

(6)  使用前事業者検査及び定期事業者検査の結果を確認すること。 

(7)  原子炉等規制法に基づき行う報告の内容を確認すること。 

(8)  第 12 章に示す記録を確認すること。 

(9)  次の計画の作成、改訂内容を審査すること。 

一 保安教育の計画、設計想定事象等対処活動訓練の計画及び非常時訓練の計画 

二 保全計画 

  ・  点検計画 

  ・  定期事業者検査の実施計画 

  ・  設計及び工事の計画 

  ・  特別な保全計画 

三 （工事）作業計画 

四 製造計画 

(10) 別表 19に記載の各基準、並びに第４章、第７章及び第８章に定める事項に関する各標準の制定及び

改廃においてその内容を審査すること。 

(11)  その他、保安の監督に関して必要なこと。 

 

（意見等の尊重） 

第２０条  核燃料取扱主任者から意見の具申を受けた社長、所長又は品質・安全管理室長は、その意見を尊重する。 

 

２． 核燃料物質等の取扱いに従事する者は、核燃料取扱主任者が第 19 条第１項(3)に基づき行った指示に従

う。 

 

３． 施設の運転又は管理に従事する者は、核燃料取扱主任者より指導・助言を受けた場合は、その指導・助言

を十分に尊重する。 

 

保社-2001「保安活動に関する組織、責任及び権限規則」 

3.保安活動を行う組織、職務、責任及び権限 

3.1 組織 

 3.1.1 組織 

核燃料物質の加工に関する保安を確保するための組織は、両事業所の保安規定若しくは保安品質保証計画書で定めているが、全体をまとめる

と次のとおりとなる。 

熊取事業所 

2) 核燃料取扱主任者 

3.2 責任及び権限 

3.2.2 各組織の責任及び権限 

所長、各部長及び各グループ長は保安品質保証及び加工事業許可の実務に係る責任及び権限があり、それらを表 3（熊取事業所）に示す。 

表 3 熊取事業所の保安システム、保安活動に係る責任及び権限 

表 3-2（熊取）核燃料取扱主任者 

責任 

①保安システムの実施による原子力安全管理レベルの継続的向上 

②所の加工施設の保安（原子力安全）の監督、具申、指導等による原子力安全の向上 

③使用前事業者検査及び定期事業者検査結果の確認 

権限 

a)社長への意見具申 

b)所長、品質・安全管理室長への意見具申 

c)関係者への指示、指導・助言 

d)各種文書の審査 

e)核燃料安全委員会委員の指名 
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No. 事業許可

記載箇所 

加工事業変更許可申請書から保安規定に反映すべき内容 保安規定関係条項 

青字：本申請事項 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

関係下部規定等 

青字：本申請を受けて改訂する箇所 

アンダーライン：事業許可該当箇所 

23-40 Ⅴ．加工

施設の保

安のため

の業務に

係る品質

管理に必

要な体制

の整備に

関する事

項 

Ⅴ．加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項 

イ．総則 (ｲ) 目的 (ﾛ) 定義 (ﾊ) 適用範囲 

ロ．保安品質マネジメントシステム (ｲ) 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 

(ﾛ) 保安品質マネジメントシステムの文書化 (ﾊ) 保安品質マニュアル (ﾆ) 文書の管理 

(ﾎ) 記録の管理 

ハ．経営責任者等の責任 (ｲ) 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ (ﾛ) 原

子力の安全の確保の重視 (ﾊ) 保安品質方針 (ﾆ) 保安品質目標 (ﾎ) 保安品質マネジメント

システムの計画 (ﾍ) 責任及び権限 (ﾄ) 保安品質マネジメントシステム管理責任者 (ﾁ) 管

理者 (ﾘ) 組織の内部の情報の伝達 (ﾇ) マネジメントレビュー (ﾙ) マネジメントレビュー

に用いる情報 (ｦ) マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

ニ．資源の管理 (ｲ) 資源の確保 (ﾛ) 要員の力量の確保及び教育訓練 

ホ．個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 (ｲ) 個別業務に必要なプロセスの計

画 (ﾛ) 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 (ﾊ) 個別業務等要求事項の審査 (ﾆ) 

組織の外部の者との情報の伝達等 (ﾎ) 設計・開発計画 (ﾍ) 設計・開発に用いる情報 (ﾄ) 

設計・開発の結果に係る情報 (ﾁ) 設計・開発レビュー (ﾘ) 設計・開発の検証 (ﾇ) 設計・

開発の妥当性確認 (ﾙ) 設計・開発の変更の管理 (ｦ) 調達プロセス (ﾜ) 調達物品等要求事

項 (ｶ) 調達物品等の検証 (ﾖ) 個別業務の管理 (ﾀ) 個別業務の実施に係るプロセスの妥当

性確認 (ﾚ) 識別管理 (ｿ) トレーサビリティの確保 (ﾂ) 組織の外部の者の物品 (ﾈ) 調達

物品の管理 (ﾅ) 監視測定のための設備の管理 

ヘ．評価及び改善 (ｲ) 監視測定、分析、評価及び改善 (ﾛ) 組織の外部の者の意見 (ﾊ) 保

安内部監査 (ﾆ) プロセスの監視測定 (ﾎ) 機器等の検査等 (ﾍ) 不適合の管理 (ﾄ) データ

の分析及び評価 (ﾁ) 継続的な改善 (ﾘ) 是正処置等 (ﾇ) 未然防止処置 

加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制を整備するための事項については、 

第３条の３ 保安品質マネジメントシステムの目的、 

第３条の４ 定義、 

第３条の５ 保安品質マネジメントシステムの適用範囲、 

第４条 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項、 

第４条の２ 保安品質マネジメントシステムの文書化、 

第４条の３ 保安品質マニュアル、 

第４条の４ 文書の管理、 

第４条の５ 記録の管理、 

第５条 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ、 

第５条の２ 原子力の安全の確保の重視、 

第６条 保安品質方針、 

第７条 保安品質目標、 

第７条の２ 保安品質マネジメントシステムの計画、 

第７条の３ 責任及び権限、 

第７条の４ 保安品質マネジメントシステム管理責任者、 

第７条の５ 管理者、 

第７条の６ 組織の内部の情報の伝達、 

第８条 マネジメントレビュー、 

第９条 マネジメントレビューに用いる情報、 

第１０条 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置、 

第１０条の２ 資源の確保、 

第１０条の３ 要員の力量の確保及び教育訓練、 

第１１条 個別業務に必要なプロセスの計画、 

第１１条の２ 個別業務等要求事項として明確にすべき事項、 

第１１条の３ 個別業務等要求事項の審査、 

第１１条の４ 組織の外部の者との情報の伝達等、 

第１２条 設計・開発計画、 

第１２条の２ 設計・開発に用いる情報、 

第１２条の３ 設計・開発の結果に係る情報、 

第１２条の４ 設計・開発レビュー、 

第１２条の５ 設計・開発の検証、 

第１２条の６ 設計・開発の妥当性確認、 

第１２条の７ 設計・開発の変更の管理、 

第１２条の８ 調達プロセス、 

第１２条の９ 調達物品等要求事項、 

第１２条の１０ 調達物品等の検証、 

第１２条の１１ 個別業務の管理、 

第１２条の１２ 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認、 

第１２条の１３ 識別管理、 

第１２条の１４ トレーサビリティの確保、 

第１２条の１５ 組織の外部の者の物品、 

第１２条の１６ 調達物品の管理、 

第１２条の１７ 監視測定のための設備の管理、 

第１２条の１８ 監視測定、分析、評価及び改善、 

第１２条の１９ 組織の外部の者の意見、 

第１３条 保安内部監査、 

第１３条の２ プロセスの監視測定、 

第１３条の３ 機器等の検査等、 

第１４条 不適合の管理、 

第１４条の２ データの分析及び評価、 

第１４条の３ 継続的な改善、 

第１５条 是正処置等、 

第１５条の２ 未然防止処置、 

に規定する。 

保社-1001「保安品質保証計画書」 

1.目的 2.保安品質マネジメントシステムの適用範囲 2.1 適用組織 2.2 適用規則及び参照規格 3.定義 

4.保安品質マネジメントシステム 4.1 保安品質マネジメントシステムに係る要求事項 4.2 保安品質マネジメントシステムの文書化 4.2.1 

一般 4.2.2 保安品質マニュアル 4.2.3 文書の管理 4.2.4 記録の管理 

5.経営責任者等の責任 5.1 経営責任者の原子力の安全のためのリーダーシップ 5.2 原子力の安全の確保の重視 5.3 保安品質方針 5.4 施設

管理方針 5.5 計画 5.5.1 保安品質目標 5.5.2 施設管理目標 5.5.3 保安品質マネジメントシステムの計画 5.6 責任、権限及びコミュニケ

ーション 5.6.1 責任及び権限 5.6.2 保安品質マネジメントシステム管理責任者 5.6.3 管理者 5.6.4 組織の内部の情報の伝達 5.7 マネジ

メントレビュー 5.7.1 一般 5.7.2 マネジメントレビューに用いる情報 5.7.3 マネジメントレビューの結果を受けて行う措置 

6.資源の管理 6.1 資源の確保 6.2 要員の力量の確保及び教育訓練 6.3 インフラストラクチャ 6.4 作業環境 

7.個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施 7.1 個別業務に必要なプロセスの計画 7.2 個別業務等要求事項として明確にすべき事項 

7.2.1 個別業務等要求事項の明確化  7.2.2 個別業務等要求事項の審査 7.2.3 組織の外部の者との情報の伝達等 7.3 設計・開発管理 7.3.1 

設計・開発計画 7.3.2 設計・開発に用いる情報 7.3.3 設計・開発の結果に係る情報 7.3.4 設計・開発レビュー 7.3.5 設計・開発の検証 

7.3.6 設計・開発の妥当性確認 7.3.7 設計・開発の変更の管理 7.4 調達管理 7.4.1 調達プロセス 7.4.2 調達物品等要求事項 7.4.3 調達物

品等の検証 7.5 個別業務及び物品等の管理 7.5.1 個別業務の管理 7.5.2 個別業務の実施に係るプロセスの妥当性確認 7.5.3 識別管理及び

トレーサビリティの確保 7.5.4 組織の外部の者の物品 7.5.5 調達物品の管理 7.6 監視測定のための設備の管理 

8.評価及び改善 8.1 監視測定、分析、評価及び改善 8.2 監視及び測定 8.2.1 組織の外部の者の意見 8.2.2 保安内部監査 8.2.3 プロセスの

監視測定 8.2.4 機器等の検査等 8.3 不適合の管理 8.4 データの分析及び評価 8.5 改善 8.5.1 継続的な改善 8.5.2 是正処置等 8.5.3 未

然防止処置 8.5.4 根本原因分析 

 


